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「京都から発信する政策研究交流大会」は、都市が抱える問題・課題を見つけ、それ

を解決するための研究を行う学生が日頃の研究成果を発表し、大学やゼミの枠を越えた

交流を深めるとともに、地域社会に対する政策提案・情報発信の場となることを目的と

して、2005 年度から開催し、今回で 18 回目を迎えます。 

都市政策全般を発表テーマとし、今大会では、63 組による口頭発表の他、「正解する

ことが、目的じゃない」をテーマに学生実行委員の企画・運営による交流会を開催し、

更なる研究の深化と広範な交流を図る機会とします。 
 
 

■開催日時 
2022 年 12 月 18 日（日）10:00 から 17：00 まで 

 

■スケジュール（口頭発表 63組） 

 

 

10:00 

～  

14:15 

 

口頭発表 

（ 9 分科会・7 発表 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間 

 

内 容 

 

14:40 

～  

16:10 

 

 

学生企画 

 

16:30 

～  

17:00 

 

 

表彰式 

開催概要 
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■学生企画 

  
【テーマ】 

正解することが、目的じゃない 

 
【企画趣旨・内容】 

本大会は、所属大学が異なる様々な学生が集まる貴重な機会となっています。こうした機会を

活かして、学生同士の交流と意見交換を促し、これからの大学生活や将来に関するヒントを得ら

れる内容にしたいと考え、学生企画ではクイズイベントを実施します。 

クイズの内容は本大会の趣旨、発表内容に沿ったもので、今後の研究に活かすことができる内

容となっています。気軽に参加しながら、頭も使いつつ、大学の枠を超えた学生同士の交流を楽

しみましょう！ 

 

 

 

■表彰 

全発表の中から優秀な発表者に対し、以下の研究奨励賞が授与されます。 

 
（研究奨励賞） 

・大学コンソーシアム京都理事長賞  1 件（論文と口頭発表を総合した上位 1件） 

・日本公共政策学会賞        1 件（論文重視型の上位 1件） 

・優秀賞              最大 9件（原則各分科会の 1位※） 

 ※上位賞が選出された分科会については、優秀な次点者がある場合に限り、次点者を選出し、

繰り上げ優秀賞とする。 

 

（ベスト質問賞）                  

・分科会毎に審査委員が指定質問者（同じ分科会内の別の発表者）の質問の中

からベスト質問を 1件選出します。 
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口頭発表 

【分科会１】 

 

 

 

１ 耕作放棄地解消に寄与した付加価値の創出  

‐政所地区の地場産業での実証的検討を踏まえて‐ 

龍谷大学 東近江プロジェクト 

  
滋賀県東近江市奥永源寺地域では、地場産業の存続と獣害による耕作放棄地が課題である。地場産業である政所

茶は、600年の歴史と無農薬かつ手摘み栽培という特徴があり、希少価値の高いものである。しかし、生産者の

高齢化や担い手不足、茶工場の老朽化、品質を追求するが故の生産効率の低さなどを要因として存続の危機に陥

っている。さらに奥永源寺地域ではさまざまな動物が出没するため、彼らが好む作物を栽培することができず、

結果、耕作放棄地として放置されている土地が存在する。 

   そこで、本研究では地場産業の採算性の向上と地域課題の解決を目的とし、耕作放棄地の活用と商品開発を

検討する。具体的には、耕作放棄地で栽培したハーブを用いた政所茶とハーブのブレンドティー開発を目指す。

まずハーブブレンド開発に至るまでの経緯について述べた後、政所地域でのハーブ栽培についてハーブの種類別

栽培適正とビジネスモデル構築の観点で検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 夜久野町におけるミツマタでの地域活性化の可能性 

福知山公立大学 井上ゼミ 
 

ミツマタはジンチョウゲ科のミツマタ属に属する植物であり、三又に分かれた枝の先に黄色い花を咲かせるこ

とからミツマタと称されている。2006年に旧夜久野町は、福知山市と合併し、その直後から人口減少が急速に

進んだ。国内のミツマタ生産量は年々低下し、和紙や紙幣の原料として使用されているミツマタのほとんどが外

国産頼りになった。日本では手漉き和紙の文化的な価値が高まっており、2013年に和紙産業全体での世界遺産

登録が提案され、2014年11月に「和紙（日本の手漉和紙技術）」が正式にユネスコの無形文形文化遺産に登録

された。すべてを商品化できるというミツマタの利点を生かし魅力を発信して地域資源の有効化を図ることを提

案する。ミツマタが夜久野町で住み続けるための生活の支えとなるような経営形態を作り、SDGsの11「住み続

けられるまちづくりを」実現したいと考える。 
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３ 大学再エネ化プロジェクト  

‐太陽光発電導入量算定とコスト回収に関する検討‐ 

京都女子大学 「諏訪ゼミ・再エネチーム」 

 

地球温暖化の進行を受け、災害の多発など気候変動の影響が顕在化しており、対応が急務となっている。それ

に伴い、再生可能エネルギーの導入が全国的に求められ、大学においてもキャンパス再エネルギー化を進める動

きがある。しかし日本の大学全体の再生可能エネルギーの導入は未だ不十分である。 

  大学キャンパス再エネ化を具体的にすすめるにあたっては、まず各大学の物理的ポテンシャルを特定するこ

と、次いでは経済的ハードルを乗り越えるための方策を検討することが求められる。本稿では、京都女子大学を

例として、その電力需要を再エネで賄う方法について検討した。この結果、電力需要を賄うに十分な発電量を見

込むことができることが明らかとなった。一方、設置費用の負担をいかに軽減するかについての検討が必要とな

るため、電力会社を変更する「パワーシフト」や、太陽光パネルの導入コストを抑える「PPA」や「共同購入」

についても検討した。 

 

 

 

 

 

４ 「香り」を活かしたまちづくり 

佛教大学 社会学部大谷ゼミ薫香班 

 

「香り」を通して生活を快適にしたいというニーズの高まりから、私たちは京都の伝統産業である薫香に注目

した。これを取り扱っている企業の一つが中京区にある。中京区は、高齢者が自治会・町内会活動の中心となっ

ており、地域コミュニティの中心としてその活動を担う若者が少ないという課題がある。また、薫香は宗教離れ

による需要の減少が問題となっている。このことから、私たちは中京区や薫香について調査・研究を行い、これ

らの問題の解決につながる政策を検討するため、京都市中京区役所地域力推進室と香老舗松栄堂、山田松香木店

へのインタビュー調査を行った。本論は、薫香をまちづくりと結びつけることで、中京区と薫香業界双方の課題

を解決することを目的とした政策提言を行うものである。特に、大学生や地域住民が主体となって、永続的な活

動を行うことができるNPO法人を設立し、薫香を活用したイベントやワークショップ等を行うことを提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

５ お祭りを後世に残していくために 

龍谷大学 石原ゼミナール お祭り推進委員会 
 

お祭りは日本を代表する文化の一つである。2019年以降コロナウイルスが流行しお祭りが開催できない状況

が起きている。しかし、人口減少や少子高齢化などによる担い手不足などにより、コロナウイルスの発生の有無

に関わらず、お祭りが衰退していくことは明らかである。そこで、衰退傾向にあるお祭りを後世に残すべく、持

続可能なお祭りの開催を提案する。 

  私たちの定義するお祭りとは神社で開催されており、神事・神賑行事が行われているお祭りに限定する。調査

方法として、文献調査と地域の神社に取材調査を行った。その結果、持続可能なお祭りを開催するために担い手

不足、地域関係の希薄化、地域住民の信仰心の低下の特に3つの課題を解決するべきだということがわかった。

そこで私たちは子どもを巻き込み、実際にお神輿を担ぐ体験する場を提供し、それに仏教系の大学としての神社

との繋がりや大学生としての力を用いた政策を提案する。 
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６ 京都から広める日傘レンタルサービス  

‐京都に調和し、暑さに対応する日傘の普及提案‐ 

同志社大学 経済学部奥田ゼミ 

 

京都が“暑い”ことは周知の事実である。暑さを解決し、過ごしやすいまちを作るためには個々人の日傘利用

が有効である。日傘は日焼け対策として利用するイメージが強いが、暑さ対策としても十分な機能を備えてい

る。論文では京和傘の老舗である㈱日吉屋の商材「ryoten」を活用し、㈱Nature Innovation Groupが展開する

サービス「アイカサ」のノウハウを用いた京都から広める日傘レンタルサービスを提言する。その上で、観光地

京都としての強みである“京都らしさ”や“SNS映え”に向けた施策を「ryoten」に加え、コロナ禍で影響を受

けた京都の観光産業の再興と発展を図る。論文執筆にあたっては、環境省・㈱日吉屋・㈱Nature Innovation 

Groupへのヒアリング調査、賀茂大橋での歩行者への日傘実証実験、SNSを用いたアンケート調査を実施してお

り、データの収集とそれに基づいた提言を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 若い世代における日本酒の認知度向上に向けた商品開発 

‐地域の酒蔵と高校・大学による産学連携プロジェクトの試み‐ 

福知山公立大学 地域経営学部4回生谷口ゼミ若者の酒づくりチーム 

 

近年、わが国における飲酒習慣に変化が見られる。嗜好やライフスタイルの変化、新型コロナウイルス感染拡

大などの影響から、酒類全体の消費量が減少傾向にあり、特に日本酒の消費量減少は、若い世代において著し

い。 

  これらの現状を踏まえ本プロジェクトでは、若い世代の日本酒離れを食い止めることを目的とした日本酒の商

品開発を、産学連携体制（若宮酒造株式会社、京都府立綾部高等学校農業科、京都工芸繊維大学、本学）により

行った。主なターゲットを若者（20代）に設定し、学生視点で考案した新たな日本酒の販売を行っている。こ

れらの活動を通して、若者世代における日本酒の認知度向上に貢献するか。また地産地消および地産外商を促

す、地域の酒蔵を拠点とした地域活性化の可能性について、考察する。 
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【分科会２】 
 

 

 

１ Ｚ世代向けオープンファクトリーの提案 

同志社大学 政策学部風間ゼミナールＣ班 

 

近年、ますますキャリア教育の重要性が増している。多くの子どもたちが、将来の進路や職業選択に不安を抱

いており、自らの将来像を明確に描くための進路学習の拡充が求められている。また、コロナ禍による経済打撃

や、後継者不足の問題もあり、中小企業・伝統産業も存続が危ぶまれる事態となっている。 

そこで私たちは、オープンファクトリーを通したキャリア教育政策を提案する。具体的には、中学生が身近な

工場や職場などを訪問・取材し、将来の職業選択に役立つキャリア教育を行うことである。さらに、中学生にそ

の訪問先で製造過程をタイムラプスで撮影してもらい、その動画を用いて意欲促進のためにもコンテストを開催

する。この政策の狙いは、作成したshort動画をオープンソースとして京都市が掲示し、企業の優れた技術や魅

力を外部に発信して注目を集めることや、企業同士の連携強化、ひいては、地域コミュニティの形成を図ること

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ヤングケアラー概念の認知向上のための方策  

‐若年世代へのアンケート調査から‐ 

京都産業大学 現代社会学部 藤野敦子ゼミ（ Ｅグループ） 

 

本研究は「ヤングケアラー 」の概念の社会的認知向上のための方策を検討することを目的とする。このため

2022年7月から約1ヶ月間若年世代にWeb上で「現代の子供を取り巻く社会問題に対する意識調査」とするア

ンケートを実施した。そこからヤングケアラーの事例や子供の権利に記載されている子供の行動に対しヤングケ

アラーの認知者と非認知者がどのような考えを持っているか比較分析した。その結果、典型的なヤングケアラー

の４事例の子供の行動に対しては認知者の方が反対する傾向が強く見られた。他方、ヤングケアラーの事例の子

供の行動でも認知者、非認知者に関わらず賛成する傾向が見られるものも存在した。この結果から子供の権利や

ヤングケアラー概念の浸透が早期発見に寄与する可能性があるが、当事者の情報を詳しく伝え当事者理解を促進

することを併せることが不可欠でこの2点に留意しつつ社会認知策を展開すべきことが明らかとなった。 
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３ 労働者にとって理想的な働き方改革 

京都府立大学 河野ゼミ(Ｂグループ) 

 

長時間労働が原因の自殺･健康被害、他国と比較した日本の労働生産性の低迷を理由として、2018年働き方改

革により、長時間労働の改善や生産性の向上等に向け、労働時間の規制が改正された。現在、労働時間の短縮に

成功している企業は見られるが、労働者の労働環境に対する満足度は低い。政策として、個々の労働者のワー

ク･ライフ･バランスをより良いものにしていく必要がある。価値観の多様化に伴い、労働者の求める職場環境も

多様化している。各々の理想的な労働環境の実現のためには、法規制として一律の制度を設けるだけでは不十分

だ。労働者の声を聞き、改革に反映させるため、労使間のコミュニケーションが不可欠である。そのため、労使

間の対話の場、職場懇談会の実施が効果的だと考える。具体的に、懇談会実施促進に向け、企業の主体的な取組

みを促すために、企業認証制度等の基準項目に、職場懇談会の開催を加えることを提案する。 

 

 

 

 

 

４ 宇治茶と空き家を融合させた宇治市の魅力発信 

佛教大学 社会学部大谷ゼミ宇治茶班 

 

京都府宇治市は伝統農産物のひとつである「宇治茶」の産地である。生産、流通、販売、飲食などの面で宇治

市にはお茶を活用した企業が多く存在し、宇治市は観光地としても知られている。しかし、宇治茶はその知名度

に比べて、京都府での茶生産量が多くないこと、栽培面積の拡大が進んでいないこと、担い手不足などの課題が

ある。また、宇治茶と観光の繋がりについても、宇治茶を目的とした観光が少ないことや、宇治茶の魅力を知る

体験の取り組みが少ないという課題もある。そこで私たちはこれらの課題解決のための政策を検討するため、宇

治市茶生産組合と京都府茶業会議所へのインタビュー調査を行なった。 

本論は宇治市で生産されている宇治茶と宇治市内の空き家、そして観光を結び合わせることで、宇治茶生産に

関する課題と宇治市の観光課題の解決を目的とし、宇治茶と宇治市への関心向上につなげるための政策を提言す

るものである。 

 

 

 

 

 

５ 「食育推進」をテーマとした世代間交流の促進  

‐空き町家で京のお番菜継承‐ 

同志社大学 政策学部武蔵ゼミ 

 

現代社会では、世代を超えて地域の多種多様な主体が世代を問わず、積極的に参画し、共に社会を作っていく

「地域共生社会」の存在が必要である。しかし、世代間交流の現状と課題について考察した結果、若い世代とミ

ドル・シニア世代間に大きな壁があることが判明した。そこで、多くの大学生が料理スキルを向上させたいと思

っているという、その需要を踏まえて、京都の伝統的な食べ物の中でも、無形文化遺産として登録されている

「お番菜」の食育を通じた世代間交流政策、「京町家のおばんざい」を提案する。 

本政策では京都市内の町屋において、ミドル・シニア世代に大学生を中心とした若い世代が調理技術を教えて

貰う場を提供する。また、町家での食育を通じて、京の食文化の継承、ブランド京野菜の知名度向上、町屋の消

失問題解決など、世代間交流にとどまらず、京都府が抱えている問題の解決を目指す。 
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６ 就労継続支援Ｂ型事業所におけるディーセント・ワークの現状と課題 

‐工業と福祉の融合による可能性‐ 

龍谷大学 深尾ゼミナール工福連携プロジェクト 

 

SDGsでは「包摂的かつ持続可能な経済成長及び生産的な完全雇用とディーセント・ワークをすべての人に推

進する」ことを目指している。ディーセント・ワークとは、働きがいのある、人間らしい仕事という意味であ

り、日本においても、様々な政策を推進することで、ディーセント・ワークの実現を目指している。 

  しかし、一方で、現実的には、ディーセント・ワーク実現を目指した現行の政策からも取りこぼされ、満足に

生活することができる賃金を貰うことすらできない人々も存在している。私たちはその一例として、就労系障害

福祉サービス「就労継続支援B型」を利用し、働いている利用者に着目した。「就労継続支援B型」とは、障害

者総合支援法における、就労系障害福祉サービスのひとつである。 

  本研究においては、「就労継続支援B型」を取り巻く福祉現場の構造に着目し、ディーセント・ワークの実現

を図るための課題と方策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

７ サスティナブルツーリズム  

‐アフターコロナに向けて‐ 

京都産業大学 イケダマリアゼミ サスティナブルツーリズム 

 

日本で最も観光が盛んな都道府県は京都である。その京都ではオーバーツーリズムが問題となっていた。コロ

ナ禍になり観光客が減少したが、徐々に観光客数が戻りつつあるので、また同じ問題を繰り返さないようにする

ため私たちは政策を提案する。持続可能な観光という意味があるサスティナブルツーリズムを重要視し、地域の

自然環境を守りながら、観光業を発展させ、住民の暮らしを良くしていく必要がある。 

そこで重要となってくるのが観光客の分散化である。主要な観光地ばかりで旅行客に楽しんでもらうのでな

く、京都には主要な観光地以外にも楽しんでもらえる場所が多数あるのでそういった観光地をもっとアピールし

なければならない。また、海外でも同じようにオーバーツーリズムが問題となっている都市があるのでそこで行

われた政策も参考になる。これらを通して自然や住民の暮らしを守りながら観光業を発展させていかなければな

らない。 
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【分科会３】 
 

 

 

１ 大学生の貧困とフードロス  

‐大学と小売店の連携による一挙両得の改善案‐ 

京都産業大学 八塩ゼミ 

 

フードロスとは、本来食べることができるにも関わらず、捨てられてしまう食品のことだ。その一方で、コロ

ナの影響もあり、大学生の貧困が深刻化している。これらの全く異なる 2 つの問題について、私たちは 1 つの

政策によって双方の改善を図る。具体的には、本来廃棄されるはずの食品を貧困の学生に安価で提供する、とい

う仕組みの構築である。 

 

 

 

 

 

２ 生ごみ分別から変える京都市の未来  

‐利便性を求めた新しい生活スタイル‐ 

龍谷大学 深尾ゼミナール13期生 

 

私たちは京都市の生ごみに焦点を当て、京都市の生ごみの現状を調査し、政策提案を行った。現在まで京都市

では、ごみの減量化に対する様々な取り組みにより成果を上げてきた。しかし、近年ごみの減量率が頭打ちにな

っており、このままごみの排出量が減少しなければ、最終処分地が限界を迎える点、焼却の際に二酸化炭素が排

出される点、ごみ処理の際にエネルギーや費用がかかる点が懸念される。そこで、ごみの割合を大きく占めてい

る燃やすごみに焦点を当て、生活系ごみ・事業系ごみともに、生ごみが燃やすごみの約40%を占めていることが

分かった。生ごみは主に堆肥化・飼料化・メタンガス化といった再資源化モデルがある。このようなモデルを利

用することで燃やすごみの量が減少すると同時に、循環型社会の実現が可能になる。そのためには生ごみと燃や

すごみの分別をする必要があり、原稿では分別を促すための都市型ごみ政策を提案する。 

 

 

 

 

 

３ 京都市民のプライドを誘発する路上駐車対策 

同志社大学 政策学部 野田ゼミ Ａ班 

 

伝統や景観を守ってきた京都にとって、路上駐車は伝統あるまちなみや美観を損ねるだけでなく、道が狭いと

いう特性から交通事故や渋滞を引き起こすため、特に深刻な問題といえる。しかし、人口あたり駐停車違反検挙

件数は京都府が東京都に次いで全国ワースト２位である。本研究は京都市における路上駐車に関する政策の現状

をふまえ、運転者への提供情報を変化させることで路上駐車対策の効果を明らかにしたものである。本研究では

文献調査から得た京都市民の高いプライドを念頭にインタビュー、アンケートのほか、思考実験や実地での実証

実験により、京都市民のプライドを誘発しながら路上駐車を自発的に抑制する効果を明らかにした。他にも周囲

からの監視を強調するなど多様な表現が考えられるが、多くは運転手への刺激が強すぎるものである。本政策は

運転者の自発的ルール順守を喚起するもので、市内各地に設置しても景観と調和しやすい効果的なものである。 
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４ 滋賀県の観光資源の再発掘について  

‐お寺のまち坂本エリアを面として捉えて‐ 

京都橘大学 福井ゼミ 坂本エリアチーム 

 

世界遺産として知られる比叡山延暦寺の周辺は、豊かな自然環境や歴史的な建造物が立ち並んでいるのに反し

て、観光客らにはあまり認知されていない。 

  そこで、本稿では滋賀県の観光資源の再発掘について大津市の坂本エリアに注目し、坂本エリアを面として捉

え、延暦寺を中心とした「お寺のまち」が新たな観光資源再発掘になりうるかを明らかにすることを目的とす

る。 

  そのなかで、坂本エリアにある観光振興に積極的に取り組むお寺「西教寺」に着目し、西教寺で実施したイン

タビュー調査を示しながら、比叡山延暦寺や西教寺を「点」としての観光資源で捉えるのではなく、「面」とし

て坂本エリア全体を「お寺のまち」の名のもと集客を図り、地域と行政の連携したまちづくりを促進し、滋賀県

の魅力を高めることを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 身体・外見等の「ブラック」校則の見直しのために  

‐高校教員へのインタビュー調査から‐ 

京都産業大学 現代社会学部 藤野ゼミＢチーム 

 

近年、下着や髪型の指定など行き過ぎた校則、いわゆる「ブラック校則」がメディアで話題になっている。こ

の様な状況から文部科学省から、全国の教育委員会に対し校則の見直しを促す通達や教員指導提要の改定案が出

されている。 

  本研究では、行き過ぎた校則や指導の仕方は見直されようとしているのか、現場の声から状況を確認するとと

もに、どうすれば全国で校則の見直しが進むのか、その方策を検討する。そのため高校教員を対象にインタビュ

ー調査を実施し、その聞き取り内容を大谷氏のSCAT法でまとめ、分析した。 

  この結果から、校則の見直しに対する学校の消極的な姿勢が明らかになった。同時に教員間の人権に対する理

解度の差や校則自体が教員・生徒間の関係性や生徒の学びにもたらす弊害、教員の働き方の問題が見えてきた。

これらから、教員・生徒を含めた意識改革、学校の働き方改革、学校間交流による先進事例の波及などの方策を

提案する。 
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６ 地域教育から考える持続可能な地域  

‐シビックプライド醸成による空洞化の解決‐ 

龍谷大学 政策学部今里ゼミナール7期生 

 

今里ゼミが活動する京丹後市宇川地区では、「人」「土地」「むら」 の3つの空洞化と、その深層にある

「誇り」の空洞化が広がっている。本研究では、地域教育を通してシビックプライドを醸成し、4つの空洞化を

解決するための政策を提案する。 

  宇川地区の空洞化の現状として、人口減少、休耕田の増加、集落機能の低下、地元への諦めの気持ちの浸透が

挙げられる。一方で、先進的な地域団体も存在し、「空洞化」 は進んでいるものの「空洞」にはなっていな

い。今里ゼミでは今年度、宇川小学校の総合学習等の参与観察を行い、地域教育を通じたシビックプライドの醸

成に、４つの空洞化解決の可能性を見出した。 

  そこで、農村RMOを活用し、大人と子どもが共に学ぶ地域教育で、地域住民のシビックプライドの醸成を目指

す。その結果、地域活動への自発的な参加が促され、持続的な維持・管理活動が可能となり、宇川地区は持続可

能な地域になると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 大学生と共に子ども食堂の機能性向上へ  

‐子どもの夢の実現に向けて‐ 

同志社大学 政策学部 真山ゼミＤチーム 

 

京都府は相対的貧困に陥っている世帯で暮らしている18歳未満の子どもの貧困率は13.9％とOECD加盟国の

平均を上回っている。また2022年度から京都市の補助金打ち切りを受けて子ども食堂の運営資金の確保が困難

であることと、運営をサポートするボランティアが不足していることが課題として挙げられる。そこで本研究で

は子どもが将来の夢を実現できる社会を目指すために「大学生が貧困の子どもと主体的に関わる子ども食堂」を

提案する。京都府に大学生が多いことを利用して大学生のボランティアを集め、人手不足問題を回避する。そし

て子どもと大学生が食事を共にするだけでなく、個別指導塾型の体制から学習支援を行い、既存の子ども食堂で

の活動を多様化することで質の高いサービスを提供する。また行政による安定的かつ継続的な支援を制度化する

ことに加え、子ども食堂の運営側の自主性や主体性を発揮することで子ども食堂の機能性を高めていく。 
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【分科会４】 
 

 

 

１ 地域に対する推し活を促す要因の考察 

  ‐地域の弱みは推しなのか‐ 

龍谷大学 政策学部政策学科中森ゼミナール3回生 

 

近年、旅行先や居住先として選んでもらおうと、自治体間の競争が激化している。一方、若者の間では「好き

な人・もの」を選ぶ行為を「推し」や「推し活」という言葉で表現することが増えている。本来、推しや推し活

の対象は人やモノを指すものであったが、推し活の浸透と共に、その対象は広がりつつある。本研究では、推し

活の内容とそれを促す要因を定性調査とテキストマイニングを用いて明らかにし、推しの対象に地域を当ては

め、地域に対する推し活とその要因の関係性について定量的に明らかにした。分析より、地域の居場所感や期待

不一致、住民の頑張りが、地域への愛着を抱かせ推し活を促すだけでなく、過疎や財政難といった、地域の弱み

と捉えられる要因までもが推し活を促す結果となった。これは従来の地域指標では弱みであったものが推しの対

象となる可能性を示したものである。当該結果に基づき、推し活を用いた新たな地域振興策の検討に繋げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生産緑地の今後とアグリツーリズム 

京都先端科学大学 阿部ゼミ 生産緑地班 

 

現在、生産緑地に関する「2022年問題」が注目されている。一定期間農業をする前提で減免措置を受けるこ

とができる土地のことを生産緑地と呼ぶが、その期間が本年で満期となる。その後、政府より延長策が出されて

いるものの、問題の本質的解決には至っていないのではないかと考えた。 

   京都市においては、生産緑地面積が全国で最も多いとされており、これらのほとんどが満期を迎えるとい

う。しかしながら、営農している方の高齢化や、後継者の農業に対する意欲の薄れなどから、畑として存続させ

ることが難しいのではないかという課題に直面している。 

   本稿では、京都市において、畑として存続させていき、数少ない自然を管理していくための方策について、

事例をもとに提案する。 
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３ 天橋立におけるARを用いた観光案内 

京都府立大学 公共政策学部公共政策学科2回生駒寄ゼミ 

 

京都府北部の宮津市を訪れる外国人観光客は増加傾向にあり、新型コロナウイルスによる規制緩和後はインバ

ウンド需要のさらなる増加が見込まれる。しかしながら、宮津市には観光案内板の多言語表示の少なさや分かり

にくさといった課題があり、外国人観光客受け入れの環境が十分に整備されているとは言えない。 

  そこで、本研究では、宮津市の天橋立地域を対象として観光案内板の現状を分析し、その課題を提示する。ま

たその解決策として拡張現実感（AR）を用いた観光案内を提言する。 

  本研究で提言する事業の実施により、天橋立地域を訪れる外国人観光客の滞在満足度が高まることを期待す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 外国人から見た分かりやすい観光地のあり方 

  ‐京都市と宮津市の比較調査‐ 

福知山公立大学 大谷ゼミ 

 

私たちは、外国人観光客から見た分かりやすい観光地のあり方について考え、そこで幣学の位置する北近畿の

主要な観光名所である宮津市の天橋立に着目した。同じ府内である京都市の観光名所と比較しつつ、既存の観光

案内パンフレットの課題を指摘し、改善策を提案する。本研究では、京都総合観光案内所と天橋立観光協会への

ヒアリング調査を実施したうえで、現地でパンフレットを収集し、比較分析を行った。調査の結果、Wi-Fiの接

続に苦労している外国人観光客がいることが分かった。また、天橋立周辺にはFree Wi-Fiが使用できるスポッ

トが存在していたが、既存のパンフレットのマップ上にはFree Wi-Fiスポットが掲載されていなかった。結果

をふまえ、オリジナルのFree Wi-Fiスポットマークを作成した。そして、既存のパンフレットのマップ上に掲

載し、外国人観光客から見た分かりやすい独自のパンフレットを作成した。 

 

 

 

 

 

５ 民間事業者による公共サービスの維持方策 

 ‐簡易委託駅を事例に‐ 

龍谷大学 政策学部石原研究室交通プロジェクト 

 

人口減少により地方を中心として、民間事業者が運営する公共生の高いサービスの維持が困難となっている。

公共性の高いサービスの一つである公共交通機関でも減便や駅の無人化が進められている。しかし、駅が無人化

されている中で、鉄道事業者以外が切符販売を行う簡易委託駅がある。このように民間事業者が運営する公共性

の高いサービスを第3者が運営することについて、簡易委託駅を事例として研究を行い、誰がどのようにして駅

舎を管理しているのか明らかにした。その結果、簡易委託駅ではさまざまな活用主体が駅の管理を行っているこ

とがわかった。ほとんどの簡易委託駅で、自治体は何らかの形で関与し支援を行っているということが判明し

た。簡易委託駅の事例から、民間事業者が運営する公共生の高いサービスを維持するために、自治体が第三者の

参画できる仕組み作りや参画を促す支援を行うことを提案する 
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６ 市バス混雑解消のための観光系統の利活用 

  ‐観光系統のみで利用できる1DAY京都パスの創設‐ 

佛教大学 公共政策ゼミＡ 

 

京都市は世界有数の観光都市であるとともに、147万人以上の人々が生活する大都市でもある。観光と生活が

共存する京都市では、オーバーツーリズムによるバス混雑などの問題が発生している。今後、新型コロナウイル

ス感染症の終息や、大幅な円安の進行に伴い、多くの観光客が京都を訪れ、バスに関する問題はさらに深刻化す

ると予想される。我々は、この問題の解決が、快適な市民生活と効率性の高い観光の両立に不可欠であると考

え、これに対する具体的な解決方法を検討した。京都市におけるバスの問題の多くは、観光や生活といった目的

別の活用がされていないことによって発生していると考えられる。本稿では、解決策として、市バス観光系統の

みで利用できるバス一日利用券の発売による生活利用と観光利用のすみわけの円滑化を提案する。我々の検証で

は、この政策が実現されれば、京都が抱えるバス混雑などの問題解消に寄与することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 水の聖地 

京都産業大学 現代社会学部鈴木ゼミ水の聖地チーム 

 

本政策には、プロジェクトを通じてかなえたい夢がある。それは京都に、寺社・歴史などと並んで「水」と言

える文化をつくることである。京都の長い歴史の中で人々の暮らしの中心に、常に水があったからである。京都

には水と関連が深い場所が数多く存在している。水の神を祀る貴船神社、市民の憩いの場の鴨川デルタなど、挙

げればきりがない。私たちの活動の軸は、これらのスポットを毎年一ヶ所ずつ「水の聖地」とすることである。

聖地本来の意味は、特定の宗教などにとっての本山、拠点となる、教会や寺院、神社などの場所のことである。

転じて現在では、アニメ・漫画などの舞台となった場所も聖地と呼ぶ。これら二つの聖地の捉え方には、観光や

憩いの場として人が想いを持って通うようになり、聖地として認知されるという共通点がある。このことを考慮

したうえで我々にとっての聖地とは「世界中の水に関心がある人が、来たいと思う場所」と捉えることとした。 
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【分科会５】 
 

 

 

１ 高齢者への新たな交通手段 

‐南丹市において‐ 

京都先端科学大学 経済経営学部 「阿部ゼミ」 チームＡ 

 

現在、日本において少子高齢化が進む中で、高齢者の交通手段が問題となっていることについて研究しまし

た。私たちは、その問題に着目するきっかけとなったのが、2021年3月に放送された南丹市の美山診療所が市

営化するというニュースである。このニュースでは、過疎が進む美山町における医療サービスの質と経営が問題

となると共に、市営化に伴い、送迎バスが廃止された。その影響で、病院に通うのが難しくなった高齢者がいる

という現状が問題視されていた。この研究では、南丹市において、高齢者が通院や買い物などの日常生活のため

の交通手段として、自家用車以外にどのようなものがあるのかという問題意識をもとに、交通手段として、より

継続的な政策案を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 京都から考える遺失物問題 

同志社大学 倜儻不羈 

 

私たちは遺失物問題に着目した。京都府警によると、府内で届けられた2020年の遺失物件数は約44万件、そ

の内、紛失者に回収された件数は約6万件である。遺失物問題は、日常的に誰もが経験する身近な問題である。

遺失物の未回収率の高さはサステナブルな社会を考えるうえで、避けるべき物的資源の無駄遣いを示唆してい

る。実際に遺失物を捜索する手段として、各都道府県警が公開しているデータベースがあるが、これは都道府県

別に存在し、ある都道府県で発見された遺失物を異なる都道府県警が管理している場合もある。移動の規模が拡

大し、多くの人々が通勤や通学、観光で都道府県を跨ぐ移動を行っている現代において、現在のシステムは遺失

物捜索には適しているとは言えない。そこで、私たちは政策として社会問題である遺失物問題を警察庁管轄の遺

失物情報公開システムの提案によって少しでも多く解消することを目指す。 
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３ 滋賀県近江八幡市の観光客誘致について 

‐とび太くんを活用したまち歩きの連鎖の可能性‐ 

京都橘大学 福井ゼミとび太くんチーム 

 

筆者らは、近江八幡市の課題として、観光地の一部に観光客が集中しており周辺地域や歴史的観光資源の魅力

が活かされていないということを挙げた。 

  本稿では、近江八幡市に存在する歴史的観光資源へ観光客の興味を促し、観光客の滞在時間を増やすために、

滋賀県東近江市社会福祉協議会の発案である事故防止目的で設置された「飛び出し坊や（とび太くん）」を活用

した、まち歩きの連鎖の可能性を検討することを目的とする。 

  上記で提示した課題を解決するため、まち歩きを促す観光資源の発掘と地域と連携した企画の提案を目的とし

て、人型の看板「とび太くん」を活用した二つの企画を提案する。 

 

 

 

 

 

４ これからの図書館の普及策  

‐公共図書館へのフィールドワーク等を踏まえて‐ 

京都産業大学 現代社会学部藤野ゼミ Ｄチーム 

 

本論文は従来とは違う特徴を持った公共図書館でフィールドワーク等を行い、それらを通してこれからの図書

館像を考察し、政策を議論したものである。まずは、3316ある公共図書館のうち特徴ある21の図書館を選択

し、4象限のマトリックスにマッピングすることで4つに類型化した。その中からさらに典型的な課題解決型の

「大阪府立中之島図書館」、課題解決とデジタル化を進める「鳥取県立図書館」、デジタル化を進める「京都府

立図書館」の3つを選択し、中之島図書館と京都府立図書館でフィールドワークを、鳥取県立図書館でオンライ

ンインタビューを実施した。これらの結果から、課題解決型図書館を目指すには各図書館に意識改革が不可欠な

こと、人材のスキルアップ、館外との連携、利用者への広報等の取り組みをすべきことが示された。デジタル化

を目指すには、役割分担を明確にし、日本全体として計画的にデジタル化を進めることが示唆される。 

 

 

 

 

 

５ 京都丹後鉄道の持続可能性を高めるリーダーシップ 

‐三陸鉄道を参考とした地域と鉄道との関係性の構築‐ 

福知山公立大学 2年杉岡ゼミ 

 

本学の立地する京都府福知山市は京都丹後鉄道(以下、「丹鉄」)と密接に関係している。丹鉄はかつて「日本

一の赤字鉄道」からの再建を成し遂げたが、現在は厳しい経営状況にある。一方で鉄道を存続させることはその

沿線地域にとって意義深い。 

  本稿では、とりわけ人材という観点から丹鉄の持続可能性を高めるための政策案を提言する。その際「三陸鉄

道」を先行事例として取り上げる。当鉄道沿線地域のキーパーソンである草野氏は鉄道とその沿線地域とを結ぶ

役割を果たしている。丹鉄においても、そのような存在が鉄道存続へと導きうると仮説設定した。 

  文献調査及び草野氏への聞き取り調査からは、組織の構築過程に必要となるリーダーシップと草野氏による取

り組みに共通点が見出だされた。丹鉄においては、まずは住民の鉄道に対する心理的距離を縮める必要があると

考え、鉄道職員と沿線地域との対話の場を設けるキャンペーンを提案する。 
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６ 通勤・通学者向けシェアサイクルの整備 

‐久御山町における新たな地域公共交通網‐ 

京都文教大学 チーム くみやまにあ 

 

近年、日本国内の市町村において、急速に整備が進んでいるシェアサイクル。シェアサイクルは、人々の健康

増進や、地域活性化、放置自転車の減少などにも繋がることが期待できる移動手段である。 

  本研究対象地である久御山町は、主に通勤・通学時間帯の幹線道路における渋滞が課題となっている。また、

久御山町では、鉄道を利用するために、路線バス等での町外の鉄道にアクセスする必要があり、町内のバスやタ

クシーの運行が不可欠であるが、それらの利用者数の減少、乗務員の不足という課題も挙げられる。 

  そこで、これらの課題を解決するために、シェアサイクルを導入し、新たな移動手段の確保を行いという視点

から具体的な政策を提言したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 公共交通機関における痴漢防止対策 

‐当事者意識からみる新たな対策‐ 

同志社大学 川口ゼミＣ班 

 

日々の生活で欠かせない電車、しかし日本で一番痴漢が発生しているのは、駅構内、電車の中である。また、

痴漢は世界と比較しても日本は突出して多い。そんな痴漢を少しでも減少させたいと考え本研究に至った。大学

生約100人の意識調査グーグルフォームを使いどのような対策を痴漢抑制に効果があるのかを分析した。これら

の調査、分析により痴漢の被害を近くで見たことがある人や実際に被害に遭ったことがある人、痴漢被害・加害

の当事者意識がある人は何らかの対策を行っていることが分かった。また、駅構内・車両の中で掲載しているポ

スターを見る人と見ない人では見ない人の方が対策を行っていたため痴漢対策のポスター掲載は最善の施策では

ないと判断した。これらの結果から私たちは痴漢被害抑制の施策として実際の痴漢の現場を再現した動画の放送

を提案する。動画視聴により当事者意識を乗客に持たせ対策を行うよう意識づけし痴漢被害抑制を図りたい。 
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【分科会６】 
 

 

 

１ 少人数学級の費用対効果 

龍谷大学 京都卍リベンジャーズ 

 

2020年の予算均衡において小学校の少人数学級化が決定されたことにより、文部科学省は小学校の学校編成

の標準を40人から35人に引き下げるとした。  

  本研究の目的は、この少人数学級化が学力に与える影響をパネルデータ分析を用いて明らかにすることであ

る。また、少人数学級化は費用対効果が高い政策であったのかを、教員確保に伴うコストと学力向上効果を比較

することで明らかにする。 

  分析結果からは、少人数学級化が学力の向上に確かに影響を与えていることが分かった。この結果から、もし

仮に教員数を10％拡充することに成功した場合、全国学力調査の平均正答率を3.64％増加させることが可能と

なる。この教員確保にかかる費用はICT環境の整備に比べ安価な費用であるため、少人数学級化は学力の向上と

いう観点において費用対効果が高い政策であると考える。 

 

 

 

 

 

２ 空き家の活用について 

京都産業大学 松尾ゼミ 

 

本研究は、京都市の空き家問題解決を目的として行う。日本国内における空き家問題は年々深刻化しており、

京都市も同様である。空き家率と空き家関連指標についての相関分析から、空き家数と高齢化率には正の相関が

あり、高齢化率は空き家の増加に大きく関係していた。また、京都市の空き家数は減少しているが、高齢化率は

上がり続けているので、いずれ空き家が増えていくことが予想される。空き家の対策には大きく2つある。空き

家に対する政策及び法律を整備することと空き家を利活用することである。空き家を利活用することに着目し

た。空き家をコンパクトシティと組み合わせて活用するのである。コンパクトシティ化することで高齢化問題を

解決し、本質的な空き家問題を解決することができると考えられる。 

 

 

 

 

 

３ 住民参加による「雨庭」普及策について  

‐「アメニワークプロジェクト」の導入‐ 

同志社大学 風間ゼミナール 雨庭班 

 

近年、都市部では気候変動の影響による局地的な集中豪雨が頻繁に発生しており、「都市型浸水」が問題とな

っている。私たちが住む京都市においても、大雨による浸水被害発生数は年々増加傾向にあり、これに対する早

急な対策が求められている。 

  そこで、私たちは、浸水対策としてのグリーンインフラのひとつであり、京都市において整備が進められてい

る「雨庭」に着目した。本論は、京都市における雨庭の普及を目的とし、住民間の雨庭の認知度さらには住民参

加意識の向上を目指す政策の提言を行うものである。 
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４ 言語教育における全国的なオンライン教育の導入について 

‐集住地域と散在地域の格差をなくすためには‐ 

立命館大学 開原弓喜 

 

今日、日本の全国的な外国人の子供の現状として、外国人の増加、国際結婚の増加に伴い、外国にルーツを持

つ子供が増加傾向にある。そこで本論文は、小学校における日本人と外国人の児童に対する多文化共生について

言語教育の観点から考察を行う。また、オンラインにおける外国にルーツを持つ生徒・教員・日本語指導教員を

全国的に繋ぐ方法について検討を行うものである。 

  全国には、約5万人の日本語指導が必要な子供がいる。しかし、教育制度は整備されておらず、地域による差

が激しい。そこで、集住地域（大阪府）と散在地域（山形県）に焦点を当て調査を行った。これらの調査から、

全国的なオンライン言語教育を行うことが解決策になるのではないかということを本論文で明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 防災意識の向上における共有の重要性 

‐自助の高まりが共助にもたらす影響‐ 

龍谷大学 石原ゼミナール 防災ガイドブック班 

 

私たちは大学生の防災意識を高めるために、自助・共助・共有を軸とした研究を行った。既存の研究データか

ら、現在の大学生の防災意識が低いと推測し、大学生の自助を高めるための防災ガイドブックを作成した。防災

ガイドブックの作成にあたり、大学生の防災への意識を把握し、必要としている防災知識を問うアンケート調査

を行った。 

  また、過去の震災では、共助で助けられた命が多くあったことから、自助と共助を身に付けることで被害を最

小にすることができるといえる。 

  自助が高まった人が誰かにその知識を伝え、伝えられた人の防災意識が高まることも共助であると考え、防災

ガイドブックを通して高められた自助を共助に繋げるために、共有の場を設定した。 

  その後の防災知識の変化を調査し、その調査から共有することでより理解が高まったという結果が得られたた

め、私たちは防災意識の向上に有効な手段として「共有の場を作る」ということを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-26-



６ デジタル・アナログ融合型ゲームを中心とする主権者教育プログラムの有効性と中期的効果 

京都府立大学 公共政策学部2回生窪田研究室 

 

近年、選挙権を獲得する年齢の引き下げや若者の投票率の低下により、主権者教育の重要性が増す中、その実

践分野における研究の必要性も高まっている。そうした気運を受け、我々の研究室では、過去にアナログゲーム

に加えホームページなどのデジタルコンテンツを用いた主権者教育プログラムについて先行研究を行っており、

教育機会にゲームを用いることによる効果は、一定存在することが確認されている。この成果を受け、本研究で

は主権者教育ゲームの更なる発展を目指し、アナログゲームそのものにデジタルのゲームや動画といった要素を

加えた。そして、実際にゲームを用いたプログラムを高校生に向けて行い、デジタルとアナログを融合させたゲ

ーム体験の効果や妥当性を、アンケート調査に基づいて明らかにする。 

  また、過去に行った主権者教育プログラムについてもアンケートを用いた追跡調査を行い、その効果の持続性

についても検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 環境現場における新たな合意形成の形を目指して 

‐3D模型を用いたアプローチ‐ 

京都産業大学 チーム SAYAENDOU’s 

 

近年、世界的にも災害が増加している中で、持続的かつ自然災害などにも強いインフラをつくることが求めら

れており、このような持続的なインフラを確立させることはSDGsに定められる目標のひとつにもなっている。

これに伴い、自然が持つ多様な機能を利用した持続可能なまちづくりの要素のひとつとしてグリーンインフラ

(以下GI)への注目が高まっている。そこで、我々が開発に関わった3D模型をGI政策の評価方法や関係者の理

解促進に用いることでGIの導入を促すことができる可能性がある。さらに、環境教育の場にも3D模型を用いる

ことで、次世代のGIに関する理解が深まり、GIへの取り組みが持続していくことが期待される。本研究でコミ

ュニケーションの促進、政策評価、環境教育における具体的な3D模型の運用方法を提案することで、様々なス

テークホルダーの理解が相乗的に持続可能なまちづくりを促進させることを期待する。 
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【分科会７】 
 

 

 

１ 若者への結婚支援対策を問う 

‐大学生の恋愛・結婚観に関するアンケート調査から‐ 

京都産業大学 藤野ゼミ Ｃチーム 

 

本研究の目的は、大学生男女を対象としたアンケートを実施し、その結果を考察することで政府の少子化対策

を問い直し、政策を提案することである。本アンケートでは、恋愛のイメージや結婚意欲、政府の少子化対策に

対する賛否に関する質問等の他、カップルになることの意味等を自由に記述してもらっている。このデータを用

いて「男女別の結婚意欲の決定要因」「相手に求める条件の男女比較」「政策と恋愛イメージの相関」「自由記

述のテキスト分析」など多面的な分析を展開した。その結果から、男女双方とも永続性や性別役割分業を前提と

した近代家族のイメージを結婚に持っていること、相手に求める条件や結婚意欲を決める要因に差があること、

それが結婚のしにくさに関連していることがわかった。このため経済支援と二人をつなげる支援を兼ねる「カッ

プルへの家賃補助」や「個と個の関係性を築ける実践的な教育カリキュラム」を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地図型NFTマーケットプレイス「京まっぷ」の提案 

‐アーティストの人材育成による文化振興の促進‐ 

同志社大学 風間ゼミナールチームＤ 

 

京都の文化を振興するには、アーティストにとって芸術作品を気軽に発表できる場が必要である。しかし、京

都府にはそのような場が十分に提供されていない。私たちはこの問題を解決するための政策として、「京まっ

ぷ」の作成を提案する。「京まっぷ」とは、地図型デジタルアーカイブを組み込んだNFTアートのマーケットプ

レイスである。近年、注目を集めているNFTの技術を活用することで、アート作品の唯一性を確保でき、複製が

容易であったデジタルアートに新しい価値をもたらすことが可能となった。また、このNFTのマーケットプレイ

スに地図型デジタルアーカイブシステム「Re：Earth」を導入し、京都府の地図データの中にNFTアートを配置

することで、各地域の作品に世界中から臨場感を持ってアクセス可能となった。この政策によって、アーティス

トが京都府を舞台とし、新たな京都文化を生み出すことで、文化振興へとつながるのである。 
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３ 笠置町における地域資源を用いた地域活性化 

龍谷大学 深尾ゼミナールしか活プロジェクト 

 

近年、65歳以上の高齢者が地方自治体の総人口の過半数を占める「限界自治体」が全国的に増加している。

こうした自治体は、特に中山間地域や離島で目立ち、少子高齢化や雇用先がないことによる人口流出など、多く

の問題を抱えている。このような地域では経済、社会の持続性が低下し、将来的に消滅する危険性すらも孕んで

いる。 

  そこで私たちは、同様の問題を抱えている京都府相楽群笠置町において、笠置町固有の資源である鹿の皮を有

効活用し、商品開発を行っている。本研究ではそれらを活用し、笠置町の流出・転出人口を減少させた地域活性

化を目指した雇用の創出を提案する。 

 

 

 

 

 

 

４ 老朽化する公共施設が抱える課題と改善策  

‐宮津市庁舎を事例に‐ 

福知山公立大学 3回生 杉岡ゼミ 

 

近年、公共施設の更新需要が一斉に高まる一方で、財政的な課題を抱える市町村が数多く存在する。これから

は財政負担を軽減しつつ、災害発生時など非常時でのレジリエンスを兼ねる施設の再編と配置が求められる。本

論文では宮津市の財政状況を説明したうえで、同市で行われた「未来の庁舎を考える市民会議」を軸に庁舎の在

り方を示す。様々な課題を抱える宮津庁舎の今後の在り方として、本館への窓口機能の集約、空きスペースを駐

車場として活用するといった内容を提案する。また防災面については、本庁舎から近い位置にある避難所の中か

ら災害の発生状況に応じて、被災リスクが最も低いと考えられる避難所を災害対策本部とすることを提案した

い。その際に財政負担軽減の事例として、大阪府貝塚市の新庁舎建設における「PFI」事業を取り上げる。取り

上げた宮津市の事例が、全国的に注目されている持続可能な公共施設運営の参考事例になれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 京都府綾部市における空き家管理の実態とこれからについて 

京都産業大学 伊藤颯吾 

 

近年、空き家問題に対して聞く機会が増えた。総務省統計局住宅土地統計調査によれば、全国に846万軒もの

空き家が存在し、1998年から2018年の20年間で空き家総数は約1.5倍となっており増加の一途をたどってい

る。そこで、この空き家問題に対して、管理の在り方を切り口に、中山間地域の空き家管理の実態とこれからの

管理の在り方について考える。 

  京都府綾部市を対象地とし、空き家バンクに登録されている空き家を所有し、なおかつ住所の判明する所有者

に対して質問紙調査を実施し、その結果から今後の管理の在り方やその方向性について考察する。 
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６ 世代別・世代混成会議による民意創出 

‐若い世代の市民参加促進に向けて‐ 

同志社大学 政策学部 野田ゼミＣ班 

 

市民の意向をふまえた政策立案には市民参加が不可欠である。とりわけ市民会議は直接市民に意見を伺うもの

として重視されるが、参加者が固定されていたり若者があまり参加しないという課題がある。本研究では国政選

挙の低投票率の特徴から従来の研究が見落としてきた世代間の価値観の断絶が参加の円滑化を阻害している点に

着目し、参加の初期段階で市民の自発的意見を導く参加の環境づくりが必要と考えた。このため,世代別会議を

最初に行うことで自発的発言機会を確保し、そのうえで各世代の代表者による世代混成会議で世代間の妥協を見

出すのが望ましいと提案する。 

  本政策の有効性を示すため、アンケートやインタビューを通して世代間の相違を調査し、世代別と世代混成の

実証会議を行うことにより世代別会議は混成会議よりも発言数が増加すること、混成会議は一方で充実感が高ま

る点を把握し、世代別会議の後に混成会議を行うことの妥当性を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 共食の場が地域住民のつながりに与える影響 

‐京都市伏見区を対象としたケーススタディ‐ 

龍谷大学 政策学部 井上ゼミナール 

 

現在の地域社会では、近所付き合いの程度が年々低下傾向にあり、人と人とのつながりの希薄化が問題となっ

ている。そこで私達は、この問題を解決するための一つの手段として「共食」の機能に着目した。 

    既往研究では、コミュニケーションを取りながら食事をする「共食」という行為が、人と人とをつなぐ役割

において有効であると確認することができた。更に人と食事を行う場、即ち「共食の場」はそこに集う人たちを

つなぐ場となり得ると判明した。 

  そこで私たちは、ゼミのフィールドである京都市伏見区向島・深草・淀地域で開催されている「共食の場」の

実態を調査すると共に、共食の場に参加することは地域において人と人とのつながりにどのように作用するのか

という点に着目して調査研究を行った。 
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【分科会８】 
 

 

 

１ お年寄りのIT支援 

‐自治体と大学による IT支援お助け隊の結成‐ 

京都産業大学 八塩ゼミ お年寄りIT支援チーム 

 

社会全体のデジタル化が進む中、日本ではお年寄りのデジタルデバイドが問題となっている。デジタルデバイ

ドとは、ITを使いこなせる者と使いこなせない者との間に生じる経済格差・情報格差のことであり、高齢化が

進む日本のデジタル化を進める上で欠かせないものとなっている。ITは、世界中で人々の生活を豊かで便利な

ものにする一方で、その新たな利便性にとり取り残されるお年寄りの方々を多く生んでしまっている。そこで、

お年寄りの「ITを使いこなすことは難しい」という苦手意識を取り払い、どうすればIT機能に興味を持っても

らえるか、またIT機能を利用してもらうための政策案を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難所での高齢者支援策  

‐熊本地震からの教訓‐ 

同志社大学 政策学部武蔵ゼミ防災・減災チーム 

 

本稿では、熊本地震の教訓をもとに高齢者の健康問題に焦点を当てて、避難所における高齢者支援策を明らか

にしていく。熊本地震では、避難生活を指定避難所以外の車中泊で行う人がいたため、エコノミークラス症候群

を引き起こす人が多かった。また、熊本地震の災害関連死の内訳をみると、災害関連死197名のうち、70歳以

上の死亡者が153名となり、高齢者が8割以上を占めていることも研究の結果分かった。このように、避難生活

では健康に問題をきたす可能性があり、特に高齢者に関しては避難生活の環境なども健康問題への要因となるこ

とがある。この問題に対して、我々は避難所での高齢者への支援の一環として、ラジオ体操などの運動を行うこ

とで健康維持をしていくべきではないかと考えている。 
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３ コロナ禍の留学生の生活課題と解決策 

‐日本人学生との比較を通して‐ 

龍谷大学 留学生活調査班 

 

現在、日本では約24万2千人の留学生を受け入れている。一方で母国を離れて生活することは言語や文化、

生活習慣の違いによる困難に直面しやすく、授業参加、課題、単位取得などの学業をめぐるストレスは日本人学

生より大きいのではないかとの指摘もある。そのような中、コロナ禍で経済・社会活動が制約されたことで、留

学生の生活もさらに困難になったのではないかと考えられる。そのため、留学生の生活実態を明らかにするべく

アンケートとインタビューによる調査を行った。その結果、アンケート調査では留学生は日本人学生と比べて生

活満足度が低く、経済的困難を感じており、困ったときに頼れる人の数が少ない傾向があることが分かった。ま

た、インタビュー調査では日本人学生との交流機会が少ないという声が多くあり、この結果を踏まえて留学生と

日本人学生の交流機会を増やすことを提案する。 

 

 

 

 

 

４ 児童虐待防止策としてのハイリスク家庭への支援 

‐ステップファミリー事例に着目して‐ 

京都府立大学 公共政策学部 佐藤ゼミ 

 

 近年では、共働き世帯や再婚家庭の増加など家族の形態が変化していっている。それに伴い、自治体やNPOな

ど社会に求められるサポートは変化していっている。そこで、私たちは虐待や虐待による死傷等を防ぐために虐

待に至る危険性のある虐待ハイリスク家庭に対する支援について着目した。虐待ハイリスク家庭の中でも、ステ

ップファミリーに対する自治体によるサポートが充実しているとはいいがたい。そこで、本論文では、まず調査

で得た現在行われているステップファミリーに対する支援についての情報を提示する。そのうえでステップファ

ミリーに対する支援の拡充について提言を行う。 

 

 

 

 

 

５ 『包括的性教育（CSE）』の推進のために  

‐国会議員への自由記述アンケートを通じて‐ 

京都産業大学 現代社会学部藤野ゼミ Ａチーム 

 

日本では1990 年代盛んに行われた性教育が 2000 年代頃に政治介入により抑制される、いわゆるバックラッ

シュが起きた。性教育の副読本教材が絶版、在庫回収や都立七生養護学校 (当時の名称)の性教育が都教育委員

会によって批判され教職員が処分されるという出来事があった。本研究では、国連によって推進されている包括

的性教育（CSE）がなぜ日本国内では推進されないのか、政治的要因があるのか、その理由を探るため実際に

現・国会議員に対し、匿名を条件に自由記述方式でのアンケート調査を実施し、①日本の性教育のあり方に対す

る考え②日本と国際水準との乖離に対する考え③性教育に対する政治の影響についての考え等について回答して

もらった。その結果から政府与党の慎重な姿勢や政治的対立構造などが考察でき、それを打開するために①学校

現場でのCSEの効果の発信②CSE推進のための公共圏の創出③政治家の支援等を提案する。 
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６ 京都駅におけるソフト面からのバリアフリー 

‐障がい者視点からの動画埋め込み型マップGuide for You & Iの提案‐ 

同志社大学 政策学部 野田ゼミＢ班 

 

日本でのバリアフリー施策は、段差解消やエレベーター設置等のハード面の整備が依然として中心であり京都

市も例外ではない。一般にバリアフリーという場合にはみなハードを想起するのが現状である。ところが、いく

らハードが整っていてもソフトが適切に機能しなければハードの利用は円滑になされない。このような問題関心

から、本研究では京都駅を対象にバリアフリーについての問題をアンケートやインタビューにより再点検しバリ

アを効果的に解消する方策を検討した。具体的に調査で明らかになったのは、駅利用時の行動の自由度を妨げる

情報面でのバリアであった。こうした問題解消に向けて、障がい者視点からの動画埋め込み型マップGuide for 

You & Iを作成し、実地体験による評価でその有効性を明らかにした。本研究の政策提言は、ソフト面でのバリ

アフリー化を推進し、京都の公共空間を全ての人が快適に過ごせる場所にするものといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 歩行者を事故から守る 

龍谷大学 政策学部石原ゼミナール「交通事故対策班」 

 

私達は京都府内における交通事故数は減少しているものの死者数は減少しておらず、歩行中の事故による死者

が多い現状に着目をした。歩行者を守り交通事故による被害を最小にする政策提案を行うために道路形状、気象

要因、用途地域の観点から歩行中の交通事故が多く発生する状況を仮説立てた。仮説を検証するために京都市伏

見区で1年間に起こった歩行者が関係する交通事故の発生場所について、ストリートビューや過去の気象デー

タ、京都市計画情報等検索ポータルサイトの分析を行った。研究から道路形状においては交差点の手前や横断歩

道がある場所での事故が多い事、気象要因としては少しでも雨が降った日の方が事故が多い事、用途地域におい

ては住宅街において事故が発生する事が多いことが分かった。検証結果から私達は横断歩道付近での車のスピー

ドを減少させることが有効であると考えスピードバンプ、3D横断歩道、道路鋲の設置を提案した。 
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【分科会９】 
 

 

 

１ 京都府北部の医師偏在について 

‐中丹医療圏に適した医師の確保‐ 

福知山公立大学 岡本ゼミ 

 

京都府の医師数は令和 2 年度医師・歯科医師・薬剤師統計によると全国 2 位である。しかし、京都市内に医

師が集中しており、北部地域など京都市から離れている地域は医師不足が問題になっている。そこで本研究で

は、京都府内の医師数の現状を明らかにする。その後、医師偏在対策の取り組みの事例を調べ、京都府中丹医療

圏に合った医師偏在の対策を提言する。 

 

 

 

 

 

２ 糸だけじゃない。 

‐「食」から考える養蚕業‐ 

京都産業大学 経済学部イケダゼミ 養蚕チーム 

 

養蚕業は昭和初期まで日本の根幹産業であったが、現在京都市の専業農家は０件となった。本稿では養蚕を活

用する方法を学び、意識改革のための学習機会の創出を検証する。近年食品やバイオテクノロジーなどの素材と

して世界的に研究開発が取り組まれる昆虫食に注目し、「糸」としての養蚕業ではなく「食」の観点から新たな

養蚕の活用法を考える。政策提言として京都市の小学校154校の家庭科の授業に体験学習活動を行い、家庭科の

調理実習で「ものづくり・試食コーナー」を設けることを提言する。これは養蚕から将来の成長性を引き出し、

地域活性化のインパクトにつながる活動である。また、タンパク質の供給不足問題に直面するであろう世代に蚕

を使用した食品および健康品として利用する際の安全性に対する消費者の「信頼」につなげるものである。この

政策は養蚕業だけでなく日本の伝統産業にもの技術開発及び地域産業化への可能性を膨らませるものである。 

 

 

 

 

 

３ 地方銀行によるDX支援 

龍谷大学 辻田ゼミ 

 

地域経済の更なる発展には、DXによる地域の中小企業の経営力向上が必須である。また顧客企業の経営改善

等に向けた取組みを最大限支援していくことが役割として求められる地域金融機関では、中小企業のDXの支援

体制の構築が喫緊の課題となっている。そこで我々は、産業や農業、観光を「地域資源」と捉え、地域金融機関

が連携し、地域金融機関の顧客である中小企業のDXを支援していくことをテーマとした。  

  その過程で、全国地方銀行協会のサイトに掲載されている、先進的な事例を行う地方銀行について、アンケー

トとヒアリング調査を行い、銀行目線の意見も取り入れつつ、地方銀行による新たな地域活性化を見ていく。本

稿では、まずアンケートとインタビュー調査の結果から見えてきた発見事項を整理し、次に、ヒアリング先が行

っていたDX支援の事例をピックアップし、域内産業の新たな支援策を考察する。 
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４ 公衆浴場で構築するソーシャルキャピタル  

‐「銭湯コミュニティ」の創造‐ 

同志社大学 風間ゼミナール 

 

銭湯は日本人にとってとても重要な文化の一つである。しかし、近年では一般家庭への風呂の普及によりその

数を減らしている。そこで私たちは銭湯を残すために地域資源としての活用を考えた。銭湯は昔から重要なコミ

ュニケーションの場であった。私達の行ったヒアリング、マッピングからも銭湯が地域に根付いていることがわ

かった。そこに着目し、銭湯をソーシャルキャピタルの構築に活かそうと考えた。ソーシャルキャピタルが構築

されると、地域・経済・健康・治安に好影響をもたらす。そこで私達はコミュニティナース、まちづくりアドバ

イザーの導入を提案する。これらの導入により、銭湯の持つコミュニティの場としての能力が上がり、ソーシャ

ルキャピタルの構築につながる。以上の政策により、銭湯を地域資源として最大限に活用し、同時にその減少を

防ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ シャッター商店街における地域と学生のコミュニティ創造 

‐学生運営コミュニティスペース「MUSUBIBA」の可能性‐ 

福知山公立大学 地域経営学部 谷口ゼミ リノメイションチーム 

 

近年、社会情勢の変化や個人の価値観の多様化により、若者の地域離れ等が課題となっている。本研究対象地

域である福知山駅から北側エリアは、街としての賑わいに欠け、地域コミュニティの衰退も懸念されている。本

研究では、福知山市新町商店街（シャッター商店街）界隈における地域と学生の日常的なコミュニティを創造す

ることを目標としている。また、シャッター商店街内に存在する “ご近所とつながるシェアハウス「さつき

荘」”を活用した“学生運営コミュニティスペース「MUSUBIBA」”の可能性について明らかにすることを目的と

している。新たな取り組みである「MUSUBIBA」の実施にあたり、地域住民と大学生を対象に地域交流に関する現

状調査を行い、結果を明示した。加えて、「MUSUBIBA」の可能性に関する実践研究を記載し、最後に政策提言と

して、「学生運営コミュニティスペース」の必要性と可能性について明らかにした。 
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６ 五平餅料理体験で図る地域活性化 

‐木曽町の交流人口の拡大‐ 

京都産業大学 塩津ゼミ 

 

私たちは地域活性化、特に交流人口の拡大を目的として長野県木曽町の観光客減少の背景とその解決策につい

て提言するため、調査研究を行った。現在、木曽町では観光客数の減少が深刻化している。その背景として、子

どもの観光客数が少ない、住民が木曽町の観光資源を認識しきれていないという二点が挙げられる。以上の二点

を解決するため、小さい子ども連れの家族を含めた交流人口の拡大を目指して郷土料理である五平餅の料理体験

とSNSで写真を活用することを提案し、実地調査やアンケート調査の考察、県内の地域との比較を行った。研究

では五平餅料理体験をはじめ、子どもが体験、散策、観光をしている写真を高い頻度で投稿することによって、

小さい子どもが楽しめる街として認識されると同時に、五平餅などの食文化が観光資源として町民に認識される

ことが分かった。以上のことより、交流人口拡大の効果が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 屋台カフェで新たなコミュニティへ 

‐大学生が地域をつなぐ‐ 

龍谷大学 服部ゼミナール 

 

私たちが研究対象地区としている京都市伏見区深草西浦町は「コミュニティの希薄化」が問題視されている。

その要因としては、住民の入れ替わりが激しいこと、外国人が多いこと、学区同士の繋がりが少ないことが挙げ

られる。私たちはこの西浦町の課題を解決するために「サードプレイス」が必要だと考えた。サードプレイスは

家庭や職場でもなく、人々の第三の場である。私たちはこのサードプレイスを利用し、人々のコミュニティの創

出の場にできるのではないかと考えた。そして、西浦町の課題を解決する「学生団体が運営する屋台カフェ」を

提案する。学生が運営するカフェでは開催場所を変えて行うワークショップや西浦町の飲食店と協力して行うマ

ルシェなどを開催する。これらの活動をすることにより、学生と地域住民、地域住民同士の交流を深め、新たな

西浦町のコミュニティを形成させることが期待できる。 
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応募論文（掲載のみ） 
 

 

 

１ 京都ソリデールの普及促進 

同志社大学 畑本ゼミ2020年生 

 

京都ソリデール事業とは、主に一人暮らしの大学生などの若者に高齢者の自宅の一室を提供するマッチングシ

ステムのことである。高齢者は若者の力に頼ることができ、大学生は安い家賃で住居を確保できるなど、共にメ

リットがある。しかし、京都府と大学生・高齢者のマッチングを行う事業者の思惑の乖離、ソリデール事業参加

者数の減少という問題があることがわかった。そこで対象者をシングルマザー、児童養護施設を出てきた若者、

留学生に拡大し、相互に交流しつつマッチングする場所を作ることを提案する。そこでは、食糧を提供すること

で経済的に困窮している人の参加を促す。また、行政、事業者、自治会、利用者代表の４主体による運営協議会

を設置し、京都府と事業者のそれぞれの意見調整を行うことで、思惑の乖離を解消する。加えて、運営協議会は

アフターケアも担う。以上より、問題を解決し、質の高いソリデール事業の普及促進に繋げることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 酒蔵ツーリズムを活用した清酒の消費拡大  

‐京都市伏見区の事例‐ 

佛教大学 社会学部大谷ゼミ清酒班 

 

京都伏見は日本三大酒処のひとつであり、良質な水脈に恵まれ、かつて「伏水」と呼ばれていた高品質の地下

水が豊富な場所である。伏見の名水から作られる清酒は京都の伝統産業の一角を成している。しかし、近年、若

者を中心に清酒離れが進んでいることが清酒業界で問題となっている。ワインやリキュールなど手軽に安く購入

できる酒の普及により、清酒業界全体で業績が悪化している。また、伏見区は観光地として国内外から観光客が

訪れるが、観光スポットが一部に集中し、面的な広がりがないことが課題である。そこで伏見地域の酒蔵と観光

を研究、分析し、清酒の消費拡大や観光産業に役立てる提言を行うため、月桂冠株式会社と藤岡酒造株式会社に

インタビュー調査を行った。調査結果を踏まえ、清酒の消費拡大を目的とした酒蔵ツーリズムと伏見の観光を組

み合わせた伏見観光ツアーを提言する。 
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３ 母親の働き方が子どもの自尊感情に与える影響 

同志社大学 政策学部藤本ゼミ 

 

本研究では、母親の働き方（仕事がある日の帰宅時間、就業形態）が、小・中学生の子どもの自尊感情に与え

る影響について分析を行った。先行研究では、母と子の関係が子どもの自尊感情に影響を与えることが示されて

いるが、母親の働き方がどのような影響を与えるかについては十分に明らかにされていない。2018年に実施さ

れた調査の親子マッチングデータを用いて重回帰分析を行った結果、母親の帰宅時間は、子どもが親に相談する

機会を抑制し、結果として子どもの自尊感情に負の影響を与えることが明らかになった。一方、母親の就業形態

はどちらに対しても有意な影響を与えていなかった。本研究の分析結果から、子どもの自尊感情を高めるうえで

重要な親子の信頼関係の形成が、母親の長時間労働によって阻害されている可能性が示された。働く親の長時間

労働を是正するためには、労働時間を「見える化」し、時間的効率性を高めるための取り組みが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 京都市民への三条大橋発信活動  

‐歴史的価値継承を目指して‐ 

京都産業大学 現代社会学部鈴木ゼミ 三条大橋チーム 

 

三条大橋は「天正十八年」の文字が刻まれた擬宝珠が使用され、東海道五十三次の西の起点になるなど歴史的

価値の高い橋梁である。前回の改修工事から約50年が経ち、京都市はふるさと納税を募り、補修工事（4億

円）を行っている。鈴木ゼミでは三条大橋をPRするため、補修・修景事業の寄付を呼びかけるポスター制作

や、昨年はクラウドファンディングを行った。 

  本研究では、三条大橋･三条大橋周辺の年代調査、行動調査、アンケート調査を実施した。その結果、三条

大橋の歴史的価値が京都市民に伝わっていないことがわかった。事業としての更新だけでなく、歴史的価値を未

来へ継承していくことが課題である。そこで、市民への発信活動を提案する。具体的には、京都市の小学生へ

「ヒノキえんぴつ」の配布、市民に向けておさんぽマップ作成を行う。市民が三条大橋の歴史的価値を認知する

ことで、将来的には重要文化財の指定も目指していきたい。 
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口頭発表 
 

【 分科会１ 】
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耕作放棄地解消に寄与した付加価値の創出 

‐政所地区の地場産業での実証的検討を踏まえて‐ 

 

東近江プロジェクト 

○神戸 晟太（KAMBE SEITA）・宮﨑 起玖（MIYAZAKI TATSUKU） 

橋本 優花（HASHIMOTO YUKA）・宮下 真美（MIYASHITA MAMI） 

江口 美桜（EGUCHI MIO） 

（龍谷大学 政策学部 政策学科） 

キーワード：地域内循環、地場産業、付加価値 

 

1．はじめに 

滋賀県東近江市奥永源寺地域では、約 600 年の

歴史を持つ政所茶が生産されている。無農薬かつ

手摘み栽培というこだわりは政所茶の希少価値を

高めている。 

しかし生産者の高齢化や担い手不足、茶工場の

老朽化、品質を追求するが故の生産効率の低さな

どを要因として、存続の危機に陥っている。さら

に、地域は深刻な獣害問題を抱えており、田畑の

ほとんどが耕作放棄地となっている。そこで、本

研究では地場産業の採算性の向上と地域課題の解

決を目的とし、耕作放棄地の活用と商品開発によ

る採算性を検討する。 

2．奥永源寺地域の現状 

(1)政所茶の存続 

政所茶の存続に関して、優先的な解決課題であ

る老朽化した茶工場の建て替えが行われることが

決定している。当初、運営元である JAは茶工場の

建て替えに対して、政所茶は採算性が見込めない

という理由で否定的であった。しかし、政所茶生

産者の方々が 600 年続けてきた政所茶の生産を後

世に残したいという思いで粘り強く交渉した結果、

支援は継続されることになった。だが、建て替え

にかかる費用は莫大である。また、政所茶は「1．

はじめに」で述べたように、品質を追求するが故

の生産効率の低さも変わらぬ課題である。 

(2)耕作放棄地の増加 

現在地域の田畑の大半が獣害により耕作放棄地

となっている。ほとんどの作物は、シカ、イノシ

シ、サルなどによって食べられてしまうため、彼

らが好む作物は育てることができない。 

奥永源寺地域では既に紫草という植物を耕作放

棄地にて栽培し、紫草の美容成分に着目した化粧

品を東近江市協力の下販売している。このことか

ら、奥永源寺地域全体が耕作放棄地を地域の大き

な課題の一つと捉えていることが分かる。 

3．取り組みの過程 

以上 2点の現状を踏まえ、政所茶には新たな付

加価値の創出が必須であると考え、獣害被害によ

り活用されていない耕作放棄地に着目した。そし

て、獣害問題に影響なく栽培できるハーブを新た

な付加価値として捉え、政所茶とハーブをブレン

ドした「政所ブレンド茶」の開発を行うことにし

た。 

存続の危機にある政所茶に対して、耕作放棄地

で生産したものを掛け合わせることで付加価値を

生み出し、地場産業の存続と地域課題の解決を両

立できると考えている。 

4．取り組み内容 

私たちは、政所茶とハーブの双方の魅力を活か

した商品開発を行った。前提として、無農薬の政

所茶に合わせたブレンド開発を行うため、商品開

発で用いるハーブも無農薬にこだわった。さらに、

獣害の影響を受けないハーブであることを考慮し

た上で、季節に合ったブレンド茶を開発した。 

お茶とハーブをブレンドし、販売する取り組み

はいくつかの先行事例がある。しかし、課題解決

を目的にお茶と同じ産地で栽培するハーブを用い

たブレンド茶の開発を行っている取り組みは見ら

れなかった。このことから、奥永源寺地域での獣

害被害による耕作放棄地の有効活用を目的とした

ハーブ栽培は、先駆的な取り組みであるといえる。 

5．実証的検討 

(1)ハーブ栽培における実証的検討 

この取り組みの実現可能性を検討する際に重要

となる点は、奥永源寺地域がハーブ栽培に適して

いるかである。まず、奥永源寺地域の年平均気温

は17.2度で、8月の真夏日で最高気温は約30度、
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1 月の真冬日で最低気温は約−2度となっている。

全国と比較しても、奥永源寺地域は冷涼な気候状

態にあるといえる。また、水はけの良い土質、日

当たり、川から立ち上る朝霧といった自然条件が

ある。このような気候条件をもつ奥永源寺地域と、

私たちが選定したハーブの栽培適性を表したのが

下の＜表 1＞である。耐暑や日照時間、土質にお

いては問題がないが、懸念点はレモングラスとロ

ーズゼラニウムの耐寒性が弱いことである。この

2 つのハーブに関しては、藁で覆うなどの対策で

持続的に栽培することができる。以上より、奥永

源寺地域においてハーブの栽培は可能であること

が分かった。 

＜表 1＞政所地区におけるハーブ栽培適性 

 
(2)ビジネスモデルの構築 

この取り組みでは、奥永源寺地域でのハーブ栽

培の検討に加えて、政所ブレンド茶のビジネスモ

デルの可能性も検討する必要がある。ビジネスモ

デルの可能性は以下の 3点から検討する。 

1 点目は、ターゲット顧客である。マルシェや

試飲会の際に政所ブレンド茶に関するアンケート

調査を行い、集計結果を下の＜表 2＞にまとめた。

政所ブレンド茶に対する評価及び購買希望価格の

結果から、30代以上をターゲット顧客に設定する

べきだと分かった。 

＜表 2＞集計結果 

 

また、本来ハーブティーはハーブ特有の香りが

強く、万人受けする飲み物ではない。しかし、政

所茶とブレンドすることでマイルドで飲みやすく

なり、これまで政所茶やハーブティーに馴染みの

なかった人々も顧客に取り入れることができると

考える。 

2 点目は、オーガニック商品需要である。政所

ブレンド茶は無農薬ブレンドとして販売するため、

オーガニック市場への参入となる。 

オーガニック加工食品市場は 2015 年度から

2019 年度までの年平均成長率が 3.2％と成長を続

けており、今後も拡大していくことが予測される

ため、政所ブレンド茶も需要のある商品といえる。 

3 点目は、活動経緯の共有による付加価値の創

出である。マルシェを通して、私たちが課題だと

捉えている耕作放棄地や獣害問題を販売時に伝え

ることで、政所ブレンド茶の価値を高く評価して

もらえることが分かった。また、季節に合わせた

政所ブレンド茶の特徴やブレンド茶に込めた思い

を伝えることも有効であることが分かった。この

ことから、顧客の購買意欲を高めるためには「ス

トーリー性」が重要な項目であることが分かった。 

その他資金調達システムのあり方などからも妥

当性のあるものかどうか検討する。 

6．今後の展望 

歴史ある政所茶を存続させていくためには、採

算性を向上させる仕組みが必要である。本研究で

は、奥永源寺地域におけるハーブ栽培の適性及

び、ビジネスモデルの検討、そして、政所ブレン

ド茶の開発を行った。 

これら一連の研究は茶工場の採算性を高めるだ

けでなく、長年の課題であった耕作放棄地の活用

にもアプローチすることができる。 

奥永源寺地域において新たな事業を展開させる

ことで持続可能な地場産業の形成につながると考

える。 
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0-a.html(最終確認日 2022 年 10 月 26 日) 
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夜久野町における  

ミ ツ マタ での地域活性化の可能性 
 

福知山公立大学 井上ゼミ  

〇小谷川晟（ Kot ani gawa Aki r a）・ 山田圭一郎（ Yamada Kei i chi r o）  

（ 福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科）  

キ ーワ ード ： ミ ツ マタ 、 ク ラ ウ ド フ ァ ン ディ ン グ、 雇用創出 

 

1． はじ めに 

本稿では福知山市夜久野町の少子高齢化と 人口

減少を課題に挙げ、 町内に群生する ミ ツマタ を活

用し て地域活性化を図る 政策を提言する 。  

 福知山市夜久野町の人口は福知山市と 合併後急

激に減少し ている 。 自然群生する ミ ツマタ を地域

資源にし 、 移住者に対する 魅力づく り や雇用創出

が期待さ れる 。  
 
・ 2． ミ ツマタ の概要 

ミ ツマタ はジンチョ ウ ゲ科のミ ツマタ 属に属す

る 植物であり 、 三又に分かれた枝の先に黄色い花

を咲かせる こ と から ミ ツマタ と 称さ れている 。 ミ

ツマタ の用途と し ては、花の部分が香料に使われ、

皮は和紙や紙幣の原料と し て使用さ れる 。 ま た幹

は生け花や装飾、 ミ ツマタ 炭と いう 脱臭剤と し て

使われる こ と が多い。 ミ ツマタ の繊維は、 色が白

く 、 なめら かで光沢がある こ と から 、 紙幣用紙と

し ての用途に向いている 。  

 

・ 3． 課題の根底 

3－1 夜久野町の人口減少 

 2006（ 平成 18） 年に旧夜久野町は、福知山市と

合併し た。 合併直後から 人口減少が急速に進み、

合併次年度の 2007（ 平成 19） 年の人口・ 世帯を

100％と し た時、2022（ 令和 4）年の、人口は 65. 7％、

世帯は 85. 8％ま で減少し ている 。  
表 1 夜久野町の人口と 世帯数 

 
（ 出典） 福知山市人口・ 世帯集計表 

ht t ps: //www. ci t y. f ukuchi yama. l g. j p/soshi ki /22/2155

. html  

人口の減少割合と 世帯の減少割合を比較する と 、

世帯の減少は少ないこ と から 、 若者の流出が推測

さ れる 。  

 

3－2 国産ミ ツマタ の枯渇と それによ る 課題 

国内でのミ ツマタ の生産量は年々低下し 、 和紙

や紙幣の原料と し て使用さ れている ミ ツマタ のほ

と んどが外国産に頼っている のが現状である 。 ま

た、 国内産ミ ツマタ の生産量低下に伴い、 1970 年

初頭から の価格の高騰も 、 和紙や紙幣の生産上の

コ ス ト 面に大き な影響をも たら し ている 。 こ れら

の要因と し ては、 日本での書記方法の主流が毛筆

から 硬筆に変化し た、 文化的側面が大き く 関連す

る と 考える 。  

和紙の需要がなく なったこ と で、 明治維新以降

から 四国・ 中国地方を中心に盛んにおこ なわれて

いたミ ツマタ 栽培から 撤退する 農家が相次いだと

推測さ れる 。 国内の生産量が減少し たこ と から 、

高度経済成長後に開発輸入に力を入れ、ネパール、

中国、タ イ などアジア圏から の輸入を可能にし た。

外国産の流通によ って国内産の品質の価値や希少

性が上がり 価格高騰に至った。 現在、 国内で製作

さ れている 和紙や紙幣の原料と し てのミ ツマタ の

約 9 割が外国産である 。 国内産が 1 割の紙に対し

和紙と 呼べる のか疑問点がある 。  

上記のこ と を踏ま え、 福知山市夜久野町のミ ツ

マタ をどのよ う に用いて地域活性化ができ る のか

考察する 。  

 

・ 4． 事例研究 

 地域活動をする 岡山県真庭市樫邑地域のク ラ ウ

ド ファ ンディ ングについて取り 上げる 。 樫邑地域

は昔から ミ ツマタ が特産品であり そのミ ツマタ と

いう 地域資源を活用し 、『 すべての世代が一緒にな

って住み続けら れる 地域づく り 』 をコ ンセプト に

取り 組んでいる 。 ミ ツマタ の収穫には 3～5 年程

度かかり 、 その間の栽培管理などに充てる 資金が

課題であった。 かつて日本一のミ ツマタ 生産量を

誇ったク ラ ウ ド ファ ンディ ングを使って資金面の

課題を解決する と 同時に、 新たな可能性について

も 模索し た。 ク ラ ウ ド ファ ンディ ングの返礼品に

は創作染和紙デザイ ナーや御前酒蔵元、 版画作家

などに協力し ても ら い、 2019 年 5 月 15 日に募集

を開始し 、 2019 年 6 月 18 日ま での期間で 131 人

の方から 113 万 6000 円の支援が集まった。  

  

人口 世帯数

2007年 4588 100% 1700 100%

2010年 4272 93.1% 1660 97.6%

2013年 3935 85.8% 1618 95.2%

2016年 3602 78.5% 1574 92.6%

2019年 3272 71.3% 1497 88.1%

2022年 3013 65.7% 1459 85.8%
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5．  政策提言 

こ こ では福知山市夜久野町のミ ツマタ を活用し

た地域活性事業を提案する 。 現在、 日本では手漉

き 和紙の文化的な価値が高ま っており 、 2013 年

に「 和紙」 と し て， 和紙産業全体での世界遺産登

録が提案さ れ 2014 年 11 月に「 和紙」 が正式にユ

ネス コ の無形文形文化遺産に登録さ れた。 こ のよ

う に世界的に見ても 手漉き 和紙と いう 文化は価値

が高く 日本の大き な文化遺産である と 考える 。 手

漉き 和紙の原料の中でも 高級な原料と し て扱われ

る のがミ ツマタ である 。 世界的に有名な手漉き 和

紙の原料と さ れる のはミ ツマタ の皮の部分だけで

ある 。 様々な加工用品を使用し て皮だけの状態に

し て出荷する 。 し かし 皮部分だけでなく 幹や枝部

分も 他の加工品の原料と し て有効である 。 手漉き

和紙に比べ知名度は低いも のの、 生け花用に加工

し たミ ツマタ の幹なども 高値で取引さ れている 現

状がある 。 また、 ミ ツマタ には、 においと し ての

特徴も ある 。 ミ ツマタ ででき た炭は強力なにおい

吸着力がある と さ れており 、 悪臭を解消、 予防す

る こ と ができ る 。 こ のこ と から ミ ツマタ 炭は消臭

剤と し て販売さ れている 。 ミ ツマタ 炭の幹部分を

炭にする だけの比較的簡単な作業である こ と から

大量生産が可能である と 考える 。 ま た手漉き 和紙

以外の魅力も 発信する こ と でミ ツマタ の知名度向

上などにも 大き な期待ができ る 。 ま た、 ミ ツマタ

炭の市場は小規模だが成長が期待でき る 市場のた

め、 今後の顧客や販路の開拓も 見込める だろう 。  

手漉き 和紙の原料と し てミ ツマタ を加工する に

は法令等の関係で制限が多い。 ミ ツマタ のすべて

を商品にでき る と いう 利点を生かし 、 手漉き 和紙

以外の加工製品から 魅力を発信し 、 地域資源の有

効化を図る 。  

福知山市夜久野町は岡山県真庭市と 比較し て現

段階での収穫量は圧倒的に少ない。 ま た夜久野町

のミ ツマタ の歴史が浅く 、 夜久野町から ミ ツマタ

を連想する こ と が難し いと いう 課題が挙げら れる 。 

ミ ツマタ の活用方法と し て規制の範囲内かつ、 大

き な設備と 技術が伴わないミ ツマタ 炭の製作が最

も 有効である と 考える 。  

夜久野町における ミ ツマタ 栽培は以前まで福知

山市から の助成金が頼り であり 、 それら をも と に

し て栽培設備や収穫等を行い、 紙幣の原料と し て

のミ ツマタ を県外の JA に卸し ていた。 市の方針

が変わったこ と によ り 福知山市から の助成金と 協

力が打ち切ら れたが、 夜久野町に群生する ミ ツマ

タ と 現段階で確保さ れている 栽培設備を有効に活

用する こ と で夜久野町の地域資源にする こ と が可

能である と 考える 。  

ミ ツマタ によ る 地域活性化において必要なも の

と し て、栽培設備・ 加工設備・ 収穫販売の人件費・

販売ルート の確保が挙げら れる 。 夜久野町にはす

でに大量のミ ツマタ が群生し ており 新たに栽培す

る のではなく 、新し い畑へ植え替える 手法をと る 。 

人員の確保と し て移住者を中心と し て募集する 。

現在、 福知山市の空き 家への移住者が急増し てい

る 。 また夜久野町にも 多く の空き 家が存在し 、 福

知山市が運営する 空き 家バンク にも 多く の空き 家

が登録さ れている 。 夜久野町内の空き 家に隣接し

たミ ツマタ 畑を設置し 、 移住者が栽培する シス テ

ムを築く 。 こ れら によ り 移住者は継続的な副収入

を得る こ と が可能になる 。 また一般社団法人のミ

ツマタ の収穫の補助と し ての役割を担う こ と が可

能になる 。 こ れら にかかる 費用を、 ク ラ ウ ド ファ

ンディ ングを活用し て資金調達を行う 。 真庭市に

比べ歴史等が浅いこ と を踏まえ、 ク ラ ウ ド ファ ン

ディ ングに重要なス ト ーリ ー性を 1 番に強調する 、

SDGｓ の 11「 住み続けら れる まちづく り 」 をテー

マに夜久野町のミ ツマタ を利活用でき る 仕組みを

作り たいと 考える 。  

こ の政策によ って、 国産ミ ツマタ の生産を増加

さ せる と と も に、 夜久野町に雇用を創出し 、 人口

減少の防止を図る こ と ができ る と 考える 。  
 

・ 6． まと め 

 福知山市夜久野町には多く のミ ツマタ が群生し

ている 。 し かし ながら 夜久野町にはミ ツマタ を栽

培・ 加工でき る 仕組みが整っておら ず、 活用でき

ていないのが現状である 。  

夜久野町でミ ツマタ を栽培でき る 栽培施設と 、

加工製品を生産でき る 加工機器を導入し 、 ミ ツマ

タ を有効活用し 、 新たなミ ツマタ の生産地夜久野

町を全国に発信する 。  

 栽培施設、 加工機器を充実さ せる ための資金調

達は岡山県真庭市の「 日本一の三椏の郷を再興し

たい！」を参考にク ラ ウ ド ファ ンディ ングで行う 。 

ミ ツマタ が夜久野町で住み続ける ための生活の支

えと なる よ う な経営形態を作り 、SDGs の 11「 住み

続けら れる まちづく り を」 実現と 国産ミ ツマタ の

増加、 雇用創出によ る 人口減少防止を図り たい。  
 

参考文献 

（ 1） 福知山市人口・ 世帯集計表 
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/22/2155.html 

（ 2） 恩田英子、「 三椏・ 楮の生産・ 流通構造の変化」  

（ 3） 日本一の三椏（ みつま た） の郷を再興し たい！ 
https://camp-fire.jp/projects/view/287501 

（ 4） 福知山移住 FUKUFUKULIFE  
https://www.welcomeiju.city.fukuchiyama.lg.jp/house/pag

e/4/ 
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大学再エネ化プロジェクト 

‐太陽光発電導入量算定とコスト回収に関する検討‐ 
 

京都女子大学 「諏訪ゼミ・再エネチーム」 

○吉岡 紗(Suzu Yoshioka)・尾上 幸(Yuki Onoue)・小河 紅梨(Akari Ogawa)・ 

大津 知郁(Chika Otsu)・迎居 杏奈(Anna Mukai)・及川 水夕(Miyu Oikawa)・ 

羽田 亜未(Tsugumi Hada) 

（京都女子大学現代社会学部現代社会学科） 

キーワード：キャンパス再エネ化、太陽光発電、パワーシフト 
 

1. はじめに 

地球温暖化の進行を受け、災害の多発など気候

変動の影響が顕在化しており、対応が急務となっ

ている。気候変動問題解決策として、再生可能エ

ネルギーの導入が全国的にも求められている中、

大学においてもキャンパス再エネルギー化（以下、

キャンパス再エネ化）を進める動きがみられる。

しかし日本の大学全体の再生可能エネルギーの導

入は未だ不十分である。 

大学キャンパス再エネ化を具体的にすすめるに

あたっては、まず各大学の物理的ポテンシャルを

特定すること、次いでは経済的ハードルを乗り越

えるための方策を検討することが求められる。 

 

2. キャンパス再エネ化 

2.1 キャンパス再エネ化にむけた展開 

大学におけるキャンパス再エネ化の動きは、す

でにいくつかの大学でみられている。代表的な例

としては、千葉商科大学が｢自然エネルギー100%大

学｣という目標を掲げ、契約電力会社の変更による

「パワーシフト」、ならびに、自主電源としての大

規模太陽光発電の導入等が図られている。 

しかし日本の大学全体の再生可能エネルギーの

導入は未だ不十分であり、完全な再エネ化を達成

した大学はほとんどない。 

 

2.2 キャンパス再エネ化に際してのハードル 

キャンパス再エネ化を進める上では、まず各大

学の再エネ物理的ポテンシャルを特定すること、

次いでは導入に関わる経済的ハードルを乗り越え

るための方策の提示が求められる。 

そこで本稿では、京都女子大学を例に、キャン

パス再エネ化に向けて、太陽光発電を軸に電力生

産を行う場合の物理的ポテンシャルの試算及び経

済性についての検討を行い、その使用電力を再生

可能エネルギー化するための方策を探る。 

 

3. 検討方法 

3.1 検討の手順 

本稿では、京都女子大学を例として、以下の手

順に基づき、その電力需要を再エネで賄う方法に

ついて検討する。 

１） 電力需要の特定と電力会社変更による再

エネ化の可能性 

２） 自主電源としての太陽光発電導入ポテン

シャルとコストの特定 

３） 太陽光発電導入を可能とし得る経済的ス

キームの検討 

 

3.2 京都女子大学における電力需要とパワーシ

フトの可能性 

京都女子大学の電力需要は、2021 年レベルで    

約 476 万 kWh/年であるが、コロナの影響のなかっ

た 2015 年から 2017 年の平均年間電力使用量は

516 万 kWh であった。 

この電力需要を再エネ化で賄う上で、初期費用

等がほぼ必要とされない方法が、再生可能エネル

ギーを供給する電力会社に切り替える、いわゆる

「パワーシフト」である。パワーシフトとは、再

エネ由来の電力を供給する電力会社やメニューを

選択することで、二酸化炭素の排出の削減を図る

行為である。パワーシフトは、再エネ投資などを

伴うものではないため経済的なハードルは比較的

低い。長野県立大学はパワーシフトしたことで、

国公立大学初となる再エネ 100％を実現したとさ

れる（長野県立大学 HP）。 

ただし、パワーシフトは、あくまでも既存の再

エネ電源の活用が前提となっており、追加的に再

エネを開発するインセンティブとなりづらい。こ

のため、本来的には、再エネ電源を追加的に開発

する取り組みが大学にも求められている。 

 

3-2 自主電源としての太陽光発電導入ポテンシ

ャルとコストの特定 

追加性のある電源を開発する観点から、本稿で

は、京都女子大学における太陽光発電導入ポテン

シャル関する試算を行った。 

これら試算に際しては、CAD を用い、京都女子

大学の保有する施設で、太陽光パネルが設置され

ていない屋根や土地に設置できる最大限の太陽光

パネル枚数と発電量を推定した。 
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推定の条件として、 

１） 一般的なモジュールとして、1 枚あたりの面

積が 2.256m×1.133m、発電容量が 550W、価格

1kW15 万円の太陽光パネルを置くものとした。 

２） 各施設の屋根の外側から 3m の距離を確保す

ること、扉付近にはパネルを設置しないこと

とした。 

 

  
図 1 CAD に基づく太陽光導入ポテンシャルの特定 

 
この検討から、合計で 1,363 枚の太陽光パネル

の設置が可能と見込まれた。ここからの年間総発

電量は、概算で約 75万 kWh（749kW×1,000：一般

的な太陽光発電発電量に関する係数）となる。な

お、当該パネルをすべて設置した場合の費用は約

1 億 1,250 万円である（ただし、初期費用に関す

る補助金を除く）。 

なお、前述の通り、京都女子大学の 2015 年から

2017年の平均年間電力使用量は516万 kWhである

ため、電力需要を賄うには十分とはいえないため、

他の再エネ電源へのアクセスはさらに必要である。

また、太陽光施設設置費用の負担をいかに軽減す

るか等、補助金の利用も併せた検討も必要となる。 

                      

4. 太陽光発電導入を可能とし得る経済的スキ

ームの検討 

近年、太陽光発電などの再エネ導入に関わる経

済的ハードルを乗り越えるための様々なスキーム

が検討、実施されつつある。 

 

4.1 電力契約販売 

「電力販売契約(Power Purchase Agreement, 

以下 PPA)」とは、需要家の所有する敷地や屋根

などのスペースを特定の事業者（PPA 事業者）に

提供し、PPA 事業者が当該スペースに無償で太陽

光パネルを設置するものである。太陽光パネルで

発電された電力は、需要家が消費し、使用した電

力料金を PPA 事業者に支払うというシステムであ

る。PPA スキームにより、太陽光パネルの設備や

設置にかかる初期費用は PPA 事業者が負担するた

め、需要家の経済的負担を軽減できる。また、運

用や管理においても PPA 事業者が行うことが一般

的である。 

京都女子大学にあてはめた場合、契約期間を

15年として、PPA 事業者が初期投資の 1億 1250

万円を負担、本学は電力料金を支払うため、初期

費用がほぼ不要となる。 

 

4.2 太陽光発電共同購入 

太陽光共同購入とは、異なる需要家が共同で太

陽光設置事業者との契約を結び、交渉優位性を担

保しながら太陽光発電の設置費用を削減する手段

であり、すでにいくつかの自治体等で、主に個人

の電力需要家を対象として運用されているスキー

ムである。 

仮に個人単位ではなく、大学間で太陽光パネル

を共同で購入すれば、大学単体で太陽光パネルを

購入するよりも、スケールメリットを活かした交

渉が可能となるだろう。 

ちなみに、一般家庭を基準としたデータでは、

太陽光購入費用を約 26%低く抑えることが可能と

なり、投資回収年月も、約 14年から約 10 年に短

縮された例がある（アイチューザー, 2022）こと

から、大学間太陽光発電共同購入が可能となれ

ば、一定の経済的メリットを見込むことができ

る。 

 

5. おわりに 

異常気象や災害に備えるため、大学においても

エネルギーの供給源の分散化が求められており、

太陽光パネルをはじめとする自主電源の導入も重

要である。ただし、キャンパス再エネ化に際して

は、一定の初期費用が必要となる場合も多いため、

段階的な課題解決という観点から、例えばまずは

「パワーシフト」を検討し、次いで自主電源の確

保を各種スキームの検討とともに行っていくとい

った展望も実際的であろう。 

全国の大学と共に脱炭素社会を実現するきっか

けとなるべく、今後も他大学と連携して検討を行

っていきたい。 

 
参考文献 

(1) みんな電力「パワーシフトとは」https://power-
shift.org/powershift/ （2022/10/19 最終閲覧日）. 

(2) 長野県立大学 HP「再生可能エネルギー100％大

学 https://www.u-nagano.ac.jp/about/feature/sdgs/renewab
le-energy/（2022/10/19 最終閲覧日）. 

(3)  アイチューザー株式会社「みんなのおうちに

太陽光｜購入費用の回収が可能！」https://onl.bz/kdZh
6V8 (2022/10/19 最終閲覧日). 
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「香り」を活かしたまちづくり 
 

佛教大学社会学部大谷ゼミ薫香班 

○中野里美（Nakano Satomi）・浜口正明（Hamaguchi Masaaki） 

小家石歩（Koyaisi Ayumi）・鴇田太雅（Tokita Taiga）・ 

山本瑞季(Yamamoto Mizuki) 

（佛教大学社会学部現代社会学科） 

キーワード:薫香、NPO 法人、学区 

 

1.はじめに 

⑴研究目的 

2020 年春からの新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、家で過ごす時間が増えた人が多い。

そのため、家での生活をどのように快適に過ごす

かに注目が集まり、「香り」を通して生活を快適に

したいというニーズも高まってきている（伊藤忠

商事 2021）。このことから、私たちは京都の伝統

産業である薫香に注目した。薫香を取り扱ってい

る企業は京都の様々な地域にあるが、その一つが

京都市中京区にある（詳しくは後述）。 

 中京区は昼間人口が夜間人口の約1.5倍を数え、

通勤や通学以外にも観光・買物・ビジネスなどで

区外からも多くの人が集まる京都の中心地であ

る。しかし、住民の地域コミュニティ活動への参

加者が減少傾向にある（中京区役所地域力推進室

企画担当 2021）。このことから、薫香をコミュニ

ティの持続に活かすことができないかと考えた。 

 本論では薫香業界と中京区の置かれている現状

や課題を調査・研究することで、薫香の普及と共

に住民の暮らしやすいまちづくりのための政策

提言を行うことを目的とする。 

 なお、本論ではまちづくりを「相対的な住みよ

い地域づくりをめざし、住民が主体となって取り

組む、永続的な活動」と定義する（田中 2021）。 

⑵先行研究 

 2014 年に中京区明倫学区と城巽学区で実施さ

れた中京区の地域コミュニティに関する住民の

生活実態と意識調査（有効回答数 258 票、有効回

答率 33.7%）の結果、「市民活動」への参加は年齢

が高い層が参加する傾向があり、年齢が低いほど

参加したことのない人が多くなることが明らか

となった。また、年齢が低いほど地域コミュニテ

ィへの関心は低いが、全体としては地域コミュニ

ティへの関心が高く、土地のしきたりや人々との

和を重んじる住民が多いことがわかった（加藤

2016）。このことから、地域活動の担い手としての

若者の参加が少なくなっていることがわかる。 

 香りを利用したまちづくりは各地で行われて

いる。島根県石見町では「香木の森公園」をつく

り一年間町に滞在し、ハーブ作りや農作業を手伝

ってくれる人を募集した。一期生で町の青年と結

婚したというケースがあり、町出身の女性が Uタ

ーンするというケースも出てきた（山門 1996）。 

  

2.対象 

⑴京都市中京区について 

 中京区は、京都市のほぼ中央に位置している。

総人口は 11 万 488 人（2020 年時点）。「自治会・

町内会加入率」が 74.3%（『平成 30 年度自治会・

町内会アンケート報告書』参照）と市全体の 67.7%

を上回っていることから、地域コミュニティのつ

ながりが強いまちである。しかし、若い世代の地

域活動の担い手が不足していることから、活動や

文化の継承が困難になってきている。 

⑵薫香について 

 薫香とは天然の香木や香料とされる植物等を

加工し、火で焚くなどすることで「香り」を楽し

むために使用されるものやお葬式等で使用され

る仏具のことである(香老舗松栄堂 2022)。 

 

3.調査方法 

 私たちは中京区にある香老舗松栄堂と薫習館

（香りの情報発信拠点）、上京区の山田松香木店

でのフィールドワークを行った（2022 年 6 月 16

日）。また、中京区役所（2022 年 8月 5 日）、香老

舗松栄堂(2022 年 8月 10 日)、山田松香木店(2022

年 8月 18 日)でインタビュー調査を行った。 

-46-



 

4.調査結果 

 中京区役所地域力推進室まちづくり推進室担

当の三村尚弘氏と企画担当の林幸一氏へのイン

タビュー調査から、以下のことがわかった。中京

区では、小学校区を中心とした学区（元学区を含

む）ごとに地域活動を行っている。学区の自治の

精神は今も息づいており、様々な地域活動は学区

を中心として行われている。中京区役所では、ま

ちづくりに携わりたい人が集まる場であるマチ

ビト Cafe やまちづくり活動への補助金等で、学

区・住民活動の支援を行っている。また、学区行

事への若者の参加者は多いものの、自治会や町内

会の担い手は高齢者が多くなっている。このこと

から、大学生や 20 代、30 代の人を担い手に繋げ

ることが課題となっている。 

 株式会社松栄堂企画事業部へのインタビュー

調査からは以下のことがわかった。家庭の仏壇の

減少に伴い、線香の需要も減少傾向にある。また、

若者が薫香に出会う機会を増やすために、SNS を

活用しており、薫習館もSNS経由で知る人が多い。 

 山田松香木店執行役員の䭜井清司氏へのイン

タビュー調査からは以下のことがわかった。現在、

宗教（仏教）離れが進んでいるので、線香の利用

が減少している。そのため、電子香炉の利用等の

新たな使い方を考えるなどの工夫をしている。ま

た、体験会等が企業の研修に取り入れられている。 

 両者へのインタビューから、宗教離れによる需

要の減少が課題であることが共通認識であるこ

とがわかった。 

 このことから、主に若者との関わりが少ないと

いう共通の課題があり、若者への新たなアプロー

チを考えていく必要がある。 

 

5.政策提言 

 以上のことから、私たちは大学生や地域住民の

有志を募り、NPO 法人を設立することを提案する。

これは、薫香の魅力を伝え、大学生や 20 代、30 代

の若者をまちづくりの担い手に繋げることを目

的としている。 

 NPO 法人の活動内容としては 2 つを想定してい

る。１つ目が、観光地をテーマにイメージにあっ

た薫香を住民が作る薫香づくり学区対抗戦であ

る。リーダーは大学生や 20 代、30 代の人に担っ

てもらう。これにより、地域の担い手の一員とし

ての自覚を持ってもらう。また、その観光地に作

った薫香を展示し、観光客にどれがイメージに合

っているかを決めてもらうことで、より多くの人

に薫香の魅力を知ってもらう機会にもなる。 

2 つ目が、コミュニティカフェを中京区で経営

することである。コミュニティカフェとは、飲食

スペースがあり、様々なイベント等を行ったり、

地域の人々と交流することができる場所である

（豊田市 2022）。ここでは、薫香のワークショッ

プを実施する他、飲食物を提供する。これらから、

NPO 法人の活動資金を得ることができ、地域のつ

ながりを維持することにもなる。 

 以上の活動を行うことで、若者を含め多くの人

に薫香を知ってもらうきっかけとなると同時に、

地域のまちづくりの担い手や一員として、活動に

も積極的に参加する若者が増えるのではないだ

ろうか。 
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お祭りを後世に残していくために 
 

石原ゼミナール お祭り推進委員会 

伊藤楓（Ito Kaede）・寺本葉羽（Teramoto Yo）・藤綾花（Fuji Ayaka） 

堀内皓太（Horiuchi Koudai）・〇吉岡洸哉（Yoshioka Koya） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 
キーワード：お祭り、神賑行事、神事 

 

1. はじめに 

1.1 研究の背景・目的 

 お祭りは日本を代表する文化の一つである。日

本のお祭りとは本来、「神様に感謝する」ことで

あり、感謝や祈りを込めて神仏や祖先などを祀り、

参拝してもらうことが目的である。お祭りは、「日

常」から離れ「非日常」を体験できる場であり、

住民に楽しみを与える役割を担っている。また、

お祭りに参加することによって、知識や礼儀、伝

統芸能などを教育する仕組みとしての役割も担っ

ている(田中、枝廣、久保田 2019)。 

 2019 年以降コロナウイルスが流行しお祭りが

開催できない状況が起きている。しかし、人口減

少や少子高齢化などによる担い手不足などにより、

コロナウイルスの発生の有無に関わらず、お祭り

が衰退していくことは明らかである。そこで、衰

退傾向にあるお祭りを後世に残すべく、持続可能

なお祭りの開催を提案する。 

 

1.2 定義 

 私たちがここで定義するお祭りとは神社で開催

されており、神事(神を祀る儀礼・行事)・神賑行

事(人が賑わって和気藹々と行事を行う)が行われ

ているお祭りに限定する。 

 また、私たちが定義する神賑行事とは神輿など

神様を焦点にするのではなく人同士で賑わって行

う行事とする。 

 

2. 研究方法 

2.1 文献調査 

 お祭りが衰退している要因や実態を知るために、

龍谷大学図書館の新聞データベースにある朝日新

聞クロスサーチを用いて調査した。 

 
2.2 取材調査 

 お祭りの詳しい実態を知るために、今宮神社

(2022 年 10 月 12 日)、吉祥院天満宮(2022 年 10 月

20 日)、下鴨神社(2022 年 10 月 17 日)、城南宮

(2022 年 10 月 19 日)、藤森神社(2022 年 10 月 10

日)の五つの神社にお祭りが開催されているか、お

祭りの衰退要因、今後のお祭りのあり方について

取材を行った。 

 

3.研究結果 

3.1 文献調査の結果 

 現代社会でお祭りは衰退傾向にある。朝日新聞

のお祭りの衰退記事を表 1にまとめた。 

 表 1 から、お祭りの担い手不足や参加者が減少

していることが分かる。お祭りは担い手不足や参

加者減少によって開催できなくなるため、これら

の記事からお祭りが衰退傾向にあることが分か

る。 

 

表 1 新聞記事のまとめ 

 
 
3.2 取材調査の結果 

 神職の考えるお祭りは神事のことであり、屋台

を出店する目的は人々が来て神様に参拝してもら

うための手段の一つであることが分かった。ただ

来てもらうだけでなく参拝してもらうことが大切

である。 
 実際に城南宮では来場者の減少の解決策として

本来であれば、平日に開催されるお祭りを、休日

に開催することで少しでも多くの人がお祭りに関

われるような工夫を行っている。 
 また、今宮神社では担い手不足から現在、学生

のアルバイトなどで神輿の担ぎ手を賄っている。 
 藤森神社では地域の関係性が根強いため世代に

渡り、地域で知り合いの方の協力があり、担い手

不足はそこまで深刻ではなった。 
 他にも、表 2から分かる通り今宮神社や下鴨神

社では、若者の価値観や信仰心の低下が挙げられ

た。昔は神社に行き参拝し、人々が集まり神輿を

発行年月日 新聞名 祭り名 記事内容

2014年10月27日 朝日新聞（朝刊） 三重県　名張秋祭り 祭りの参加者団体減少傾向。

2015年10月20日 朝日新聞（朝刊） 広島県　住吉神社奉納神楽 担い手減少。

2019年9月26日 朝日新聞（朝刊） 三重県　名張秋祭り 高齢化で担い手不足が深刻。

2020年4月3日 朝日新聞（朝刊） 静岡県　浜松祭り 過疎化で担い手不足が深刻。

2022年7月26日 朝日新聞（朝刊） 福島県　相馬野馬追祭 観客数が2019年に比べて4割減少。

2022年10月14日 朝日新聞（朝刊） 青森県　ねぶた祭 入り込み客が約180万人減少。

2022年10月14日 朝日新聞（朝刊） 青森県　八戸三社大祭 入り込み客が92.6%減少。
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担ぐことなどが生活の中の楽しみであった。最近

はレジャーの普及やインターネットの発展により

神社のお祭りよりも個人の楽しみや家族を優先し

ていることが分かった。また現代の人は神輿を持

つときの重さによる痛みを嫌がる傾向も見られた。 
 どの神社もお祭りを今後継続して開催し、伝統

を伝えていきたい。という思いは同じであった。 
 

表 2 取材調査の調査結果 

 
 
3.3 お祭りの課題点 

 取材調査の結果から、お祭りの衰退要因が多く

挙げられた。また、神事は持続的に開催するのは

可能だったが、神賑行事は開催していくのは難し

いことが分かった。今後、持続可能なお祭りにし

ていくためにそれらの衰退要因の中から、まず三

つの要因に絞り解決していく必要があると考えた。

一つ目に神賑行事を行う上での担い手不足である。

時代の変化や参加者減少により神輿などの担ぎ手

が不足している事が挙げられる。二つ目は、地域

間の関係の希薄化である。地域の町内会に所属し

ている人の減少やスマートフォン中心の生活にな

ったことから、地域間の関係の希薄化が深刻化し

ている。三つ目は、地域住民の信仰心の低下であ

る。この問題は、娯楽の普及により地域住民がお

祭り離れしていることにある。 

 

4. 考察・提案 

 私たちは、これらの課題を解決するために子ど

もを巻き込んだ政策を提案する。その理由として、

子どもは将来のお祭りを支える重要な役割を担っ

ている。また、子どもは人と人を繋げる役割も担

っている。それにより地域のコミュニティの構築

にも大いに力を発揮すると考える。 

 私たちが提案する政策として子どもが実際に神

輿を担ぐ体験ができる場を設けることである。実

際に地域の子どもが体験をすることにより、お祭

りの楽しさ、神輿を担ぐことの本当の意味を伝え

ることができる。そして、神輿などの神賑行事に

興味を持たせることを目的としている。 

 このようなお祭りに触れる機会を設けることに

より、子どもがお祭りに参加してくれるきっかけ

になる。また、子どもがお祭りに参加することで

親世代もお祭りに参加することが期待できること

から、担い手不足の解決になると考えられる。さ

らに、お祭りは参加者や、観覧者など様々な人が

集まることから地域間の関係の希薄化の解決にも

繋がるのではないかと考える。他にも、私たち大

学生がゼミやボランティア活動などで子どもの活

動に参画することにより、私たち自身の経験にも

なり、信仰や伝統について学ぶ機会が得られる。

このような機会を作ることにより、大学生がお祭

りに参加し担い手の解決にもつながると考える。 

若い世代の人たちが参加することでお祭り運営

側にもメリットがあると考える。私たちが所属す

る龍谷大学は仏教系大学であり、他の大学よりも

神社などとのつながりが強い。そのつながりを用

いることによってスムーズに神社の方との連携が

取りやすく、本来なら関われない作業まで関われ

ることが期待できる。また授業の一環として行い

やすく多くの学生が参加してくれることが期待で

きる。 

 この政策を実践すると、担い手不足と地域間の

関係の希薄化の課題については解決できると考え

る。さらに、お祭りや神社について深く知っても

らう機会を作ることができる。よって長期的に見

ると信仰心の向上も図ることができると考える。 

 

参考文献 
⑴田中治彦、枝廣淳子、久保田崇（2019）『SDGs とまちづ
くりー可能な地域と学びづくり』学文社. 

⑵『朝日新聞』2014 年 10 月 27 日朝刊「勇壮に秋彩る 名

張秋祭り、神輿・だんじり…三重県 

⑶『朝日新聞』2015 年 10 月 20 日朝刊「伝統の神楽、守り

続ける 120 年の歴史、8団体演じる尾道/広島県」 

⑷『朝日新聞』2019 年 9 月 26 日朝刊「求む、神輿の担ぎ

手 高校生以上の男性対象例大祭 「名張秋祭り」/三重

県」 

⑸『朝日新聞』2020 年 4月 3日朝刊「第 21 章、浜松・湖

西の祭り：1 拡大の裏、周辺部は担い手不足/静岡県」 

⑹『朝日新聞』2020 年 7 月 26 日朝刊「本祭りの観客数、

4割減少 コロナ前に比べ 相馬野馬追が閉幕/福島県」 

⑺『朝日新聞』2022 年 10 月 14 日朝刊「夏祭り入り込み

客、コロナ禍前の半分 東北 16祭、日銀支店調査/青森県」 

⑻『朝日新聞』2022 年 6 月４日朝刊「（フロントランナー）

オマツリジャパン社長・加藤優子さん お祭りにビジネス

視点を」 

神社 　 　    質問 お祭りが開催されているか。お祭りの減少要因 今後のお祭りのあり方。

今宮神社

開催されている。
一年目：神輿の巡航は中止

（神社での祭りごとは行っ

た）
二年目：神輿を拝礼に挙げ

開催
三年目：一機だけ巡航

・信仰心の低下

・現代的なものにすること
への抵抗

伝統を伝えていきたい。

吉祥院天満宮

開催されている。

一年目：神事は開催し、一
般は無し

二年目：一年目と同様に

三年目：一般も受け入れ開
催

・信仰心の低下
・地域の関係の希薄化

・資金不足

今後も現在と同様に開催し

たい。

下鴨神社

開催している。
一年目：神事のみ開催

二年目：一年目と同様

三年目：一、二年目と同様
一、二、三年目ともに一般

はなし

・信仰心の低下

・時代の変化
・地域格差

時代の流れに沿って開催し

たい。

城南宮

開催されている。
一年目：氏子の代表と神社

のみ
二年目：一年目と同様

三年目：お神輿に飾りを付
け、巡航はしていない

・信仰心の低下

・参加者の減少
・新しいのもを取り入れら

れていない

伝統と新しいものと融合し
ていきたいが難しい。

藤森神社

開催されている。
一年目：神事のみ開催、神

輿は中止

二年目：一年目と同様
三年目：通常通り開催

お祭りの減少が見られな

かった。

今後も現在と同様に開催し

たい。
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京都から 広める 日傘レ ンタ ルサービ ス  
‐ 京都に調和し 、 暑さ に対応する 日傘の普及提案‐  

 

同志社大学経済学部奥田ゼミ  

○杉山 卓巳（ Takumi  Sugi yama）・ 中島 秋野（ Aki no Nakaj i ma）・ 中村 果乃彩（ Kanoa 

Nakamur a）・ 中塚 沙依（ Sae Nakat suka）・ 樋口 翔太（ Shot a Hi guchi ）  

（ 同志社大学経済学部経済学科）  

キ ーワ ード ： 日傘、 レ ン タ ル、 暑さ 対策 
 

1.  はじ めに 

京都は盆地で、 フェ ーン現象やヒ ート アイ ラ ン

ド 現象の影響によ り 夏季は暑い地域である と 認知

さ れている 。2020 年 8 月における 京都府の平均最

高気温は 34. 5℃と 全国 3 位の暑さ を記録し た。過

度な暑さ は人間の思考機能や運動機能のパフォ ー

マンス低下に繋がってし ま う 。 実際に暑い中で出

歩く こ と は熱ス ト レスを高める 危険性がある ため、

嫌厭さ れがちだ。  

こ の暑さ 問題を解決する こ と は、 京都市が取り

組む「 歩く まち・ 京都」 の推進や夏季の観光客数

増加に貢献でき 、 京都の重要産業である 観光業に

も 好影響が期待でき る 。  

2018 年の京都における 月別の平均最高気温と

観光客数の相関関係を Excel の CORREL 関数で導

出する と -0. 41 の負の相関を示し た。 一方、 札幌

は 0. 75 の正の相関を示し た。こ れは、気温が高く

なる ほど京都では観光客が減り 、 札幌では増加す

る こ と を示し ている 。 実際、 京都は夏季の観光客

数が一年間で最も 少ない。 暑さ 対策は、 こ のよ う

な課題の解決にも 繋がる のである 。  

と こ ろが、 京都市内での暑さ を解決する 取り 組

みは、 市内の公共施設における ミ スト の稼働や打

ち水、 グリ ーンカーテンなどと いった時間や場所

に制限のある 取り 組みし か確認でき なかった。 そ

こ で、 我々は京都市内を中心と し た時間と 場所に

制限のない夏季の暑さ 対策の取り 組みと し て、 日

傘レンタ ルサービス の活用を提言する 。  

 

2.  日傘の有効性と 日傘に対する 意識 

2. 1 日除けと 日傘 

環境省によ る と 、 日除けによ る 体感温度低下効

果は約 6. 5℃と 示さ れている 。 図１ から 分かる 通

り 、 体感温度低下効果が最も 高い対策が日除けで

ある 。 日除けに向けた案と し て、 人工的に木漏れ

日を作り 出し 、 太陽熱などの吸収を抑える 「 フラ

ク タ ル日除け」 が「 第 3 回京都気候変動適応策の

在り 方研究会 議事録」 内で挙げら れていた。  

し かし 、 ま ちの構造と 景観の調和が求めら れる

京都では、 フラ ク タ ル日除けの導入は難し い。 一

方、 個人で行う 日除けと し ての「 日傘」 は、 まち

の構造を変化さ せる こ と なく 、 行政の金銭的負担

も 少ないため、 実現可能性が高いと 考える 。  

 

2. 2 日傘への意識調査・ 実証実験と その結果 

 人々の日傘に対する 認識を調べる ため、 SNS を

用いた意識調査と 、 賀茂大橋での日傘実証実験を

2022 年 9 月 7 日に行った。意識調査は性別ごと の

日傘使用度、 日傘を使用する 理由、 使用し ない理

由について質問を実施し 、 94 件の回答を得た。  

意識調査の結果、 日傘の使用理由を日焼け対策

と 答えた女性は 75. 4%、男性は 66. 7%であった。一

方、暑さ 対策と 答えた女性は 29. 8%、男性は 33. 3%

に留まった。 こ のこ と から 、 日傘が暑さ 対策に有

効である と いう 認識が薄いこ と が分かる 。  

実証実験では賀茂大橋を歩行する 10 代から 60

代の男女 63 人に日傘を貸与し て使用し ても ら い、

アンケート を実施し た。 その結果、 暑さ 対策と し

ての日傘の効果を実感し た割合は 100％であった。

また今後、 日傘を購入し たいと 感じ た割合は女性

が 84. 6％で、 男性は 35. 7%であった。 実験前の日

傘使用率が女性で 66. 7%、 男性で 9. 1%だったこ と

を踏まえる と 、 遮熱効果を体感する こ と によ って

意識変化が見ら れる 。 ただし 、 意識調査では日傘

を使わない理由と し て「 荷物になる 」「 面倒だ」 と

いう 回答が 53%あり 、普及への課題と なっている 。 

 

3.  提言 

こ れまで述べてき た京都の暑さ 対策と 日傘利用

の課題を解決する ために、 京都市民と 観光客をタ

ーゲッ ト と し た日傘レンタ ルサービスを提言する 。 

 

3. 1 京都に調和する 日傘レンタ ルサービス の概要

と その効果 

 

図 1 体感温度低下効果（ 出典は図中に記載）  
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日傘の遮熱効果を体感し 、 持ち運びの不便を解

消する 方策と し て、 日傘レンタ ルサービス は最適

な解決方法である と 考える 。  

京都のまちに調和する 日傘と し て、 京和傘の老

舗、㈱日吉屋の「 晴雨兼用傘 ryot en」（ 以下「 ryoten」

と する ） のレンタ ルサービス を提案する 。  

「 ryoten」 は、 和傘の美し さ と 洋傘の利便性を

併せ持つ傘である 。 ㈱日吉屋へのヒ アリ ングによ

れば、36 本の竹骨と 強度に優れた和紙調不織布を

使用し ている ため、 普段使いをし た際、 耐久年数

が約 5 年である と さ れる 。 こ れは、 耐久年数が約

3～4 年の一般的な洋傘よ り 耐久性がある と いえ

る 。ま た、重量は約 250g と 一般的なビニール傘の

半分程度で、不使用時は約 54cmに短縮が可能であ

り 、 コ ンパク ト かつ利便性に優れている 。  

使用する 和紙調不織布は特注品で、 大量ロ ッ ト

でなければ生産ができ ないため、 こ のレンタ ルサ

ービスのよ う に大量に受注する こ と が望ま し い。

以上の耐久性と 利便性、生産性の観点から「 ryot en」

がレンタ ルサービス に適し ている と 考える 。  

レンタ ルサービスを導入する こ と で、 必要時だ

けの携帯が可能と なる 。 そし て、 多く の人が日傘

を体験する こ と で遮熱効果を認知でき る 。さ ら に、

京和傘を知っても ら う き っかけになり 、 数百年続

く 伝統産業への関心を高める 機会にも 繋がる と 考

える 。「 ryoten」 と 京都の景観が組み合わさ る こ と

で相乗効果を生み出し 、「 SNS 映え」 効果が期待さ

れ、京和傘が観光資源と し て注目さ れる と 考える 。 

我々は「 国土交通省 観光消費動向調査 2019」

等のデータ から 、京和傘を活用し た「 SNS 映え」 に

よ って、563 億 5000 万円以上の京都市に対する 観

光経済効果が出る と 算出し た。 こ れは、 2019 年度

の京都市における 観光消費額 1 兆 2367 億円の約

4. 5％を占める 。  

ま た、 暑さ 対策と いう 観点が市民の生活利便性

向上に繋がり 、「 歩く まち・ 京都」 の推進と SDGs

の掲げる 「 住み続けら れる まちづく り 」 への達成

を実現でき る も のと 考える 。  

こ の提言の実現にあたっては、 傘のシェ アリ ン

グサービス「 アイ カサ」を運営し ている 、㈱Nature 

I nnovat i on Group の協賛が可能である 。「 アイ カ

サ」は 2020～21 年度に環境省と 共同で日傘無料レ

ンタ ルサービス を実施し ている 。 こ の実績を踏ま

えて「 ryot en」 のレンタ ルサービス運営に適する

と 考える 。「 アイ カサ」 は東京都を中心にサービス

を展開し ている が、 京都では未だ展開さ れていな

い。「 アイ カサ」 へのヒ アリ ングによ れば、京都で

の協賛企業の発見に苦慮し ている と いう こ と が分

かった。 し かし 、 こ の課題については、 京都市が

協力し て協賛企業を募る こ と で解消が見込める 。  

 「 ryoten」 の和紙調不織布には、 寺社仏閣や協

賛企業のロ ゴの印刷、 張り 替えが可能である 。 こ

れを活かし て、 レンタ ル傘を広告塔と する こ と で 

広告収入を得る こ と を図る 。  

 「 ryoten」 の設置スポッ ト と し ては、 駅や人の

集ま る 観光地などが挙げら れる 。 設置費用は、 広

告収入によ って補填でき る 予定である 。 し たがっ

て、 京都市は費用をほぼ負担せずに、 日傘レンタ

ルサービス を推進する こ と が可能である 。  

また、「 ryot en」 は晴雨兼用傘のため、 日傘と し

ての利用だけでなく 雨天時にも 雨傘と し て利用で

き る 。 そのため、 夏季以外にも 利用者に利便性を

提供する こ と が可能であり 、 年間を通し た利用も

期待でき る 。  

こ の提言は傘のシェ アリ ングサービス である た

めビニール傘の廃棄削減にも 繋がる 。 こ れによ っ

て、 SDGs 内で掲げら れる 「 海の豊かさ を守ろう 」

にある プラ スチッ ク ごみの削減にも 貢献でき る 。

さ ら に、「 ryoten」 は自然素材である 竹骨と 和紙を

使用し ている ため、廃棄する 際にも 環境に優し い。

こ のこ と から 、SDGs の「 つく る 責任 つかう 責任」

に含まれる 大気・ 水・ 土壌へ化学物質やごみが出

さ れる こ と を減ら すと いう 面にも 貢献でき る 。 こ

のよ う に、 我々の提案する レンタ ル傘の利用は、

人々が SDGs や環境問題について考え、取り 組むき

っかけになる のである 。  

 

4.  ま と め 

本論文では、 暑さ 対策と し ての日傘に注目し 、

京都市での「 ryot en」 のレンタ ルサービス 実施を

提言し た。 京都市と「 アイ カサ」、 ㈱日吉屋が協力

し て時間と 場所に制限のない日傘レンタ ルサービ

スを普及する こ と で、 京都の暑さ 問題の解決に貢

献でき る と 考える 。ま た、それと と も に、「 歩く ま

ち京都」 の推進、 観光業や伝統産業の発展、 環境

への負荷の低減などが期待さ れる のである 。  
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若い世代における 

日本酒の認知度向上に向けた商品開発 
‐地域の酒蔵と高校・大学による産学連携プロジェクトの試み‐ 

 

福知山公立大学地域経営学部４回生谷口ゼミ若者の酒づくりチーム 

○嶋野 将之（Masayuki Shimano）・明野 由玖（Yuku Akeno） 

（福知山公立大学地域経営学部地域経営学科） 
キーワード：産学連携、日本酒、地域創生 

 

1. はじめに 

近年、わが国の飲酒習慣に変化が見られる。厚

生労働省「国民健康栄養調査」によると、1997 年

から 2017 年までの 20年間で、男性の飲酒習慣率

（週 3日以上 1日 1合以上飲酒するものの割合）

は、すべての年代で低下している。特に 20代男性

の飲酒習慣率は、1997 年に 30.7%であったのに対

し、2017 年には 16.2%と、およそ半減している。

また女性の飲酒習慣率は、40代から上の年代は増

加傾向にあるものの、20代・30代はともに減少し

ている。特に 20代においては、1997 年に 9.0%で

あったのに対し、2017 年には 3.0%にまで減少して

いる。 

また酒類業界における国内市場は縮小傾向にあ

り、特に清酒の生産量・消費量は、ともに減少傾

向にある。国税庁(2022）によると、酒類全体の課

税移出数量(酒類製造業者の事業所から出荷され

た、1年間の数量)は、1999 年をピークとし、年々

減少傾向にある。また清酒においては、1973 年の

ピーク時(約 177 万 KL)に比べ、2020 年は 3 割以

下の約 41万 KL にまで減少している。このような

国内市場の現状は、少子高齢化や人口減少による

消費者の減少、ライフスタイルや嗜好の変化、直

近では新型コロナウイルスの感染拡大などの要因

が考えられる。 

これらの現状を踏まえ私たち若者酒づくりプロ

ジェクト（以下、本プロジェクト）では、若者の

日本酒離れを食い止めることを目的とした商品開

発を、産学連携体制（若宮酒造株式会社、京都府

立綾部高等学校農業科、京都工芸繊維大学、本学）

により行った。新商品の原材料となる酒米「五百

万石」の栽培を、京都府立綾部高等学校農業科の

生徒が実習の一環として行い、京都工芸繊維大学

の学生がラベルデザイン、そして本学谷口ゼミ若

者の酒づくりチーム（以下、本チーム）が商品企

画および販売促進を行っている。 
本稿では、産学連携による商品開発プロジェク

トの試みが、どの程度若者の日本酒離れ阻止に貢

献するか、また酒蔵を生かした地域活性化にどの

程度寄与するかについて考察する。 

 

2. これまでの活動 

2.1 商品開発 

昨年 5 月より本格的に始動した本プロジェクト

では、日本酒の消費量が著しく減少している若者

（特に 20 代）を主なターゲットとする日本酒の

商品開発を学生視点で行った。完成した新商品

「CHILL な夜に癒しを得る」は今年の 3 月より先

行販売、4 月より通常販売を開始し、現在も販売

を行っている。 
先述の通り商品企画を担当した本チームは、昨

年 6 月に酒蔵見学を行い、日本酒の試飲を行った。

そこで初めて本格的に日本酒の味わいに触れた本

チームは、学生目線で考える、「若い世代にとって

美味しい日本酒」の味わいについて検討した。そ

の結果、「おちょこでほのかにお酒が香り、口に入

れるとしっかりとした日本酒の味わいが楽しめる、

後味が爽やかな日本酒」こそ、若い世代が好んで

飲みたいと思えるお酒ではないかと考えた。この

提案のイメージを具現化すべく、若宮酒造株式会

社代表取締役兼杜氏の木内社長は、新商品を純米

吟醸原酒として醸造することを決定した。 
9 月には、web プロデューサーを本プロジェク

トのサポーターとして迎え入れ、商品コンセプト

考案を開始した。約 2 ヶ月間の考案期間を経て、

「チル（CHILL）」という単語にたどり着き、商品

のメインテーマとして取り入れることを決定した。

チルとは「ゆっくりくつろぐ」、「まったりと過ご

す」の意味である「chill out」をカタカナ読みした

単語で、これを形容詞化した「チルい」は、「今年

の新語 2021」にて大賞にノミネートされている。

このような若者世代にとって馴染みのある単語を、

商品コンセプトとして決定した。 
11 月には日本酒の醸造を綾部高校生とともに

実施し、並行して京都工芸繊維大学の学生ととも

にラベルデザイン考案を開始した。商品コンセプ

トである「CHILL」や、若い世代を主なターゲッ

トとしていることを踏まえ、これまでの日本酒の

ラベルとはイメージが異なるものを作成した。図

1 は通常販売ラベル、図 2 は 3 月に実施したクラ
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ウドファンディングによる先行販売限定デザイン

である。 

  

 
図 1 通常デザイン  図２ 先行販売デザイン 

 
2.2 クラウドファンディングの実施 

本プロジェクトでは、新商品の先行販売として、

クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて

先行販売を実施した。期間は今年 3 月 1 日から 3

月末日であり、目標金額を 50 万円に設定して開

始した。期間中は主に SNS を活用した販売促進に

取り組んだ。最終的には 56 万 9 千円の支援を頂

き、クラウドファンディングを成功させた。ご支

援いただいた方の中には一定数、京都府外の顧客

を確認できた。このことから、日本酒を通じた福

知山・綾部地域の認知度向上に貢献できたと考え

ている。 

 

2.3 地域イベントへの出展 

本チームでは主に京都府福知山市における地域

イベント「福知山ワンダーマーケット」、「福知山

産業フェア」への出展を行っている。クラウドフ

ァンディング期間中はオンライン上での販売促進

をメインに行っていたものの、これらのようなイ

ベントでは、対面での試飲販売や、日本酒のショ

ット販売に取り組んだ。これらの活動を通して 20

代の飲用頻度を高めること、そして綾部市の地域

資源ともいえる若宮酒造株式会社の認知度を高め

ることができた。 

 

3. アンケート調査および結果 

3.1 調査の目的と概要 

本稿では、酒蔵を拠点とした地域活性化の糸口

を見出すこと、そして年代別の日本酒の飲用頻度

を調査することを目的として、アンケート調査を

実施した。調査対象は、福知山産業フェア、福知

山ワンダーマーケットに来場した 20 代～60 代の

男女 25 名である。 

質問項目は主に 3点あり、日本酒の飲用頻度、

日本酒を購入する際の決め手、出身地や現在住ん

でいる市町村や近隣地域における、地酒や酒蔵に

対する認知度である。 

 

3.2 調査結果 

まず日本酒の飲用頻度について、日常的に日本

酒を飲む人の割合は、25 名中 7 名であった。また

20 代においては 8名中 1名のみという結果であっ

た。 
また日本酒を購入する際の決め手として多く挙

げられた項目が味（16 名）であり、地域性が 7 名、

メーカー（酒蔵）が 3 名であった。 
そして出身地および居住エリア近辺における地

酒や、酒蔵の認知度に関する項目では、「地酒につ

いて知らない」または「地酒は知っているものの

飲んだことが無い」の回答が 8 名のみであったも

のの、7 名が 20 代であった。 
                     

4. 考察・結論 

 本調査により、全年代における日本酒の飲用頻

度の低さが明らかとなり、特に 20代においては、

それが顕著に表れた。対してビールは 25 名中 12

名、酎ハイが 9名と飲用頻度が高いことから、ア

ルコール飲料を飲用する際、日本酒が選択肢から

除外されがちであることが考えられる。アンケー

ト調査実施中には、特に 20代から「日本酒を飲ん

だことが無い」旨を口頭で告げられたことが複数

回あったことから、まずは日本酒に触れる機会を

つくることが重要であると考えた。この点、本プ

ロジェクトが製造した日本酒は、味わいやデザイ

ンを学生が考案し、また特に 20 代においては馴

染みのある「チル」をコンセプトとした商品であ

る。このことから、広報の仕方によっては、20代

が日本酒を手にする機会づくりができるのではな

いかと考えた。 

 また地酒や地域の酒蔵に対する認知度の低さも

20代において顕著に表れた。地酒はその地域で収

穫された酒米を使用し、醸造されることがほとん

どであるため、地産地消および地産外消（地産外

商）に有効なアイテムであるといえる。また地酒

は域外の観光客の購入が見込まれる商品であり、

地酒とともにその地域の PR や、認知度を向上さ

せる可能性も秘めている。実際に先述のクラウド

ファンディングでは、福知山・綾部域外、また京

都府外からの支援も一部あったことから、地域創

生に寄与する可能性があると考えられる。 
 
 
参考文献 
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Z 世代向けオープンファクトリーの提案 

 

同志社大学政策学部風間ゼミナール C 班 

○由佐 匠(Yusa Takumi)・入江 奏太(Irie Sota)・東 秀一郎(Higashi Shuichiro) 

・秋田 一樹(Akita Kazuki)・田中 来実(Tanaka Kurumi)・松実 唯(Matsumi Yui) 

(同志社大学政策学部政策学科) 

キーワード：キャリア教育、地域連携、オープンファクトリー 

 

1.問題意識 

 1999 年、中央教育審議会のもと、「学校教育と

職業生活との接続不足」を改善するために「キャ

リア教育」が開始された。しかし、2018 年に実施

された「内閣府意識調査」では、日本の若者が心

配していることとして、仕事（70.8％）、就職

（67.7％）と回答し、約 3分の 2の若者がキャリ

アに関して不安を持っていることがわかった。つ

まり、20年以上たった今でも、日本の若者は将来

のキャリアを明確に描けていない。また、同年の

「高等学校学習指導要領」では、「『働くこと』の

現実や必要な資質・能力の育成につなげていく指

導が軽視されていたりするのではないか」と指摘

され、学校におけるキャリア教育の重要性が再確

認されている。 

さらに、将来の就職先となる企業側も困難に見

舞われている。京都には、歴史や伝統に育まれた

技術を持つ伝統産業から先端産業まで裾野の広い

産業が集積している。しかし、伝統産業や中小企

業において、売り上げの低迷や産業の衰退、後継

者不足などの問題が生じている。「京都市伝統産業

出荷額等調査」によると、2017 年には、伝統産業

出荷額が約 1,781 億 1210 万円であるのに対し、

2020 年では、約 1,259 億円 1700 万円と減少して

いることがわかった。また、「中小企業経営動向実

態調査」によると、企業の直近の売上（2022 年 3・

4・5 月）が、コロナ前の 2019 年の同月と比較し

た場合、7 割強の企業の売上が減少していると回

答していることがわかった。そこで、私たちは、

これからの社会を担うZ世代の子どもたちに「職

を知り、キャリアイメージを醸成する」必要があ

るという問題意識のもと、京都企業とのつながり

創出を図るための研究をおこなった。(Z 世代とは、

生まれた時からソーシャルメディアや高度な IT

技術に囲まれている、1990 年中頃から 2010 代初

頭生まれの若者を指す。) 

 

2.現状分析 

  実際にキャリア教育を効果的に進めていくため

に行われている先進事例として、厚生労働省が文

部科学省、経済産業省と共催でオンライン開催し

た「令和 3年度キャリア教育推進連携シンポジウ

ム」が挙げられる。具体的には、「文部科学大臣表

彰」や「キャリア教育アワード」などを受賞した

団体が事例発表を行う。そこでは、教育関係者と

地域・社会や産業界の関係者が連携・協働し、学

校から社会・職業への円滑な移行を見据えたキャ

リア教育の充実が図られている。このように、地

域一体となったキャリア教育の推進モデルに対す

るニーズは高まりを見せていることがわかった。 

こうした事業者と地域のつながりを創出するツ

ールとして、工場での製造過程を一般市民に公開

し、モノづくりやモノづくりのまちをアピールす

る取り組みである「オープンファクトリー」が挙

げられる。たとえば、大田区のおおたファクトリ

ーでは、参加したことをきっかけにものづくりに

興味を持ち、大田区の企業に就職した事例も存在

している。また、オープンファクトリーを運営す

る中で、地域住民との連携も生まれ、地域内でコ

ミュニティ形成の機会創出につながっていること

がわかった。さらに、業種や立場、年齢、地区を

越えたつながりが生まれ、他の事業推進の際にも

協力し合う環境が形成されている。 

京都では、「DESIGN WEEK KYOTO」という対面と

オンラインを用いたオープンファクトリーが開催

されている。このイベントの目的は、作り手と国

内外の様々な人が交流し、視野を広げることで生

まれるイノベーションにより、京都を創造性溢れ

る街にすることである。そこで、私たちは、実際

に活動に参加した「京すだれ川崎」と「将大鍛刀

場」にヒアリング調査を行った。現場調査により、

zoom での作業映像の配信や伝統工芸品の特徴、歴

史の解説など、事業者にとって慣れないオンライ

ンでの情報発信は難易度が高く、現時点ではあま

り効果を得られていないということがわかった。

しかし、事業者間の交流や新規取引先の関係構築

には、広範囲かつ多様な対象に発信することが必

要不可欠であり、対面とオンラインの双方を用い

た発信が重要であると考えた。 

 そして、キャリア教育の改革には、学校だけで

はない地域・社会と関わる「社会に開かれた教育

課程」を実現することが必要であること、子ども

たちへリアルな学習機会を提供することが求めら

れている。そのため、Z 世代の子どもたちに「京

都」を活かしたキャリア教育と地域連携を可能に

するオープンファクトリーを掛け合わせることに

-55-



 
より、双方に相乗効果が生まれるという結論に至

った。 

 

3.政策提言 

 以上の現状調査をふまえ、私たちは、中学生に

よるタイムラプスを活用したオープンファクトリ

ー制度を提案する。その実現のための方策を以下

で述べる。 

＜中学生向けのオープンファクトリーの実施＞ 

 現状調査をふまえ、現在のキャリア教育に欠い

ている「新鮮で鮮明にその職業について知り、自

身のキャリアイメージを膨らませる」という部分

を、中学生向けのオープンファクトリーを実施す

ることによって構築する。 

具体的には、学生に課外学習や授業の一環とし

て、伝統産業の工房や中小企業の工場、料理店な

どを訪問・取材し、多種多様な職業の人と関わる

ことにより、見識を深めて将来の身近で具体的な

キャリア選択の幅を広げることを目的とする。さ

らに、地元の企業と連携することにより、京都の

文化や風土を再認識するきっかけとなり、地域全

体のつながりを深めていく。また、企業にとって

も、製品のイメージや魅力の広範囲かつ包括的な

情報発信が可能になり、地域プロモーションにつ

ながる。そのうえ、後継者不足に悩む伝統産業は

もちろん、その他の中小企業にとっても将来の就

職希望者の増加が期待できる。 

＜タイムラプス動画コンテストの開催＞ 

 中学生向けオープンファクトリーの実施を前提

として、学生には、オープンファクトリーで取材

した訪問先にて製造過程をタイムラプスで撮影し

てもらう。そして、作成した short 動画を取材し

た企業に見てもらい、掲載の許可が下りれば、京

都市の HP に掲載する。これにより、short 動画で

取り上げられた企業の宣伝効果が期待できる。市

の HP であるため、より多くの人が簡単にその事

業者のことを知ることができ、 消費者はもちろん、

事業者間の連携においても新たな発見や結びつき

が生まれ、イノベーションを生み出すきっかけと

なる。 

 また、学生が撮影した short 動画コンテストを

開催することにより、学生の意欲を高めることが

できる。short 動画コンテストの内容は、次のと

おりである。学生は、企業を訪問・取材したうえ

で、製品の作られていくプロセスをタイムラプス

で記録し、1〜2分の short 動画を作成する。その

後、一つの会場に集まり、お互いの動画を鑑賞し

合うことにより、様々な職業を知ることができる。

そして、審査員が最も素晴らしい short 動画を選

び、京都市から動画を作成した中学生と協力企業

に対して表彰を行う。 

 こうして京都市の HP に蓄積された動画は、さ

らに広い対象でのキャリア教育に活用できる。製

造過程がタイムラプスで鑑賞できることは Z世代

の子どもたちにとって身近であり、見やすいコン

テンツである。そのため、学生は飽きずに短い時

間でその職業を知ることができる。 

 なお、この政策における京都市の役割として、

オープンソースの HP の開設・運営や参加する学

校・協力企業の募集、コンテストの運営を期待す

る。もっとも、この政策にはほとんど予算がかか

らないため、財政状況の厳しい京都市にとっても

有益な政策となると考えられる。そして、より多

くの学校が参加し、規模が大きくなることにより、

大きな宣伝効果とこのコンテスト自体の価値の向

上が見込まれる。 

 

4.展望 

 私たちの提案する政策は、オープンファクトリ

ーの動画が京都市の HP にオープンソースとして

蓄積することにより、現場に行かなくても多種多

様な職業について動画を視聴することが可能にな

る。そのため、キャリア教育の効率化が図れると

ともに、京都企業と地域住民とのさらなるつなが

りの構築が期待できる。 

また、ウェブ上でオープンソース化した企業活

動・工場現場のタイムラプスのコンテンツが世界

中に発信され、企業の魅力や技術が海外の人たち

に再発見されることにより、京都企業に対する注

目度が向上してグローバル化も期待できる。 
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ヤングケアラー概念の認知向上のための方策 
- 若年世代へのアンケート調査から – 

 

- 現代社会学部 藤野敦子ゼミ(E グループ) 

○谷口健斗(Taniguchi Kento)・今西里穂子(Imanishi Rihoko)・渡邉夕凪(Watanabe 

Yunagi)・宮島明里(Miyajima Akari)・土岐祐菜(Toki Yuna)・萩永拓光(Haginaga 

Takumi) 

（京都産業大学現代社会学部現代社会学科） 
キーワード：ヤングケアラー、社会的認知、子供の権利 

 

1.研究目的 

日本ケアラー連盟によると「ヤングケアラー」

は「日常的に親や祖父母、兄弟等の世話や介護、

看護をしている 18 歳未満の子供のこと」と定義

されている。ヤングケアラーは、1980 年代頃すで

にイギリスでは知られていたが、日本では 2014 年

頃、メディアで取り上げられ、認知されるように

なってきたと言われている(渋谷 2017)。 

とはいえ、日本総研が 2020 年に 20‐70 代男女

2400 人に実施した一般国民調査では「言葉も内容

も知っている」とする割合は 29.8％、「聞いたこ

とがあるがよく知らない」は 22.3％、「聞いたこ

とがない」は 48.0％であり、まだ社会的認知は低

いと思われる。またSave the Children が 2021 年

に教員 468 人を対象に実施したアンケートによる

と子供権利条約にある子供の権利に対して「よく

知っている」はわずか 20％程度であった。 

日本はまだ子供がどういう権利を有しているの

かという共通認識が十分でないと同時に「ヤング

ケアラーがどういう子供達を指すのか」という概

念の認知度が進んでいない状況にあると考えられ

る。このような状況ではヤングケアラー当事者も

自ら声をあげられないし、何よりもそういった子

供達の周囲にいる者が気づかないことで、適切な

支援が見逃されるどころか逆に差別・偏見が生じ

たりする可能性も想定でき、深刻だと考えられる。 
本研究では日本ケアラー連盟の挙げる具体的な

ヤングケアラーの事例や子供の権利がどれくらい

認知されているのかを若年世代を中心としたアン

ケート調査によって明らかにする。特にヤングケ

アラーという言葉や内容を認知している人と全く

していない人の間でその認知度の比較分析をする。

また、ヤングケアラーの実情に対する意見を記入

してもらった自由記述欄を分析する。その結果か

ら、ヤングケアラーの概念の普及に際し、どのよ

うな点を特に強調しなければならないのか、どの

ような方法が効果的なのかを政策提言する。 
 

2．研究の方法 

 本研究では、2022 年 7 月当初から約1か月期間 

20 代(学生、社会人)にターゲットを絞り SNS 上で

のアンケート調査「現代の子供を取り巻く社会問

題に対する意識調査」を実施した。アンケートの

有効回答数は 469 件であった。本調査はネットに

アクセスした人に実施するいわゆる「非確率抽出

法」でありこの結果をもって直ちに一般化はでき

ないが、量的な事例調査の 1 つの結果としてみる

ことは可能だと考える。ターゲットを若年世代に

絞っているのも多様性を極力少なくするとともに

当事者(経験者)と周囲の者の両方に重なる可能性

のある世代として考えたためである。 

 アンケートでは、最初に日本ケアラー連盟が示

すヤングケアラーの定義に当てはまる事例(例：親

が身体に障害を抱えているため子供が家事を担う

等)や子供の権利条約の中にある子供の権利(例：

習い事や進路は子供自身が決めることができる

等)を用いて、子供の行動に関する 11の問いを作

成し、その子供の行動に対し、回答者がどのよう

な気持ちを持つか「賛成」～「反対」の 5件法で

聞き取っている。また、家族のケア等をしている

日本の子供の現状に対して自由に意見を記述して

もらっている。アンケートではこのような気持ち

や意見等をすべて聞き取った後に、最後にヤング

ケアラーという言葉の認知・非認知を聞き取って

おり、最後までヤングケアラーの調査であるかど

うかはわからない構成になっている。さらにヤン

グケアラーを知っていた人に対してはいつ、どこ

で知ったかも聞いている。それによれば約 7割が

ここ 3 年以内に知り、8 割近くがメディア、講演

会等のイベントで知ったと回答している。 

  

3.分析結果 

3-1:「子供の行動に対するヤングケアラーの認知

者と非認知者の意識の比較」 

 表 1 は、カイ二乗検定の結果、認知者、非認知

者の間で意識の有意差が認められるものを示し、

差の程度を Cramer の V で示している。前述した 5

件法で聞き取った子供の行動に対する意識を賛成、
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反対、どちらでもないの 3分類にまとめ、図 1に

記した。アンケートの質問は「同居している家族

の看護、介護は子供がする」等、具体的な文言に

なっているが、本図上の項目では、紙面の関係上、

表現を割愛し、簡素化している。 

 図 1，表 1 の結果、日本ケアラー連盟が事例と

して挙げている「家族の看護・介護を子供がする」

や「親の代わりに子供が家事を担うこと」「子供が

兄弟姉妹の面倒を見ること」「家のためアルバイト

を優先する」の重要な 4事例については、ヤング

ケアラーの認知者の方が「反対」の意識が強い。

特に「兄弟姉妹の面倒」に関しての 2者間の差は

大きかった。また「子供が校則等を決めることが

できる」という子供の権利についてもヤングケア

ラーの認知者の方が「賛成」の意識が強い。認知、

非認知に関わらず、「反対」の意識が強かったのは

「アルコール等の（依存）を抱える親に対応する」

であり、「賛成」の意識が強かったのは「親の通訳

をする」である。どちらもヤングケアラーの事例

に該当する。前者のアルコール依存の親に対応す

る事例はヤングケアラーを認知していなくてもわ

かりやすい事例ということが示されている。他方、

後者の「通訳」の事例は、例えヤングケアラーを

認知していても、わかりにくい事例と考えられる。 
表 1:認知・非認知で有意差があった質問 

 
注 ***:ｐ<0.001、**:ｐ<0.01、*:ｐ<0.05 

 
図 1:認知・非認知別にみた子供の行動に対する意識 

3－2：「自由記述における認知者・非認知者の違い」 

自由記述で回収した意見を、「認知者」と「非認知

者」の 2つに分け、KH Coder で頻出語や頻出語を

どのような文脈で使用されているのか、コンコー

ダンスを見て比較をした。 

認知者と非認知者の自由記述に共通して頻出

していた名詞は、「家事」、「家族」、「子供」、「世話」

であった。特に、認知者、非認知者、両方が共通

して用いていた「家事」という用語をそれぞれが

どのような文脈で使用したのか、コンコーダンス

を 1つ 1 つ確認したところ、認知者は子供が家族

のために家事をする状況に対し、否定的なコメン

トをする傾向があることが確認できた。他方で、

非認知者は子供が家事をすることに対しお手伝い

の一環など、肯定的にとらえるコメントが多く見

られた。共通の用語を使用しつつも対照的な認知

であることがわかった。 

 

4.考察と政策提言 

分析結果から「認知者」の方がヤングケアラー

の概念や子供の権利への理解が浸透していること

が示された。ただし元来、意識が高いため、ヤン

グケアラーへの認知が早かった部分もあると考え

られる。しかしたとえ認知者でも、ヤングケアラ

ーの事例として理解が及んでいない項目があるこ

とも示された。当事者にしか、その苦労やつらさ

がわからないような事例は、なかなか社会的認知

が進まないことを示している。 

以上のことから、「子供の権利やヤングケアラー

の概念を普及する活動」と「当事者理解を深める

活動」という 2つの大きな柱でより広く認知する

政策を展開することが重要と考える。 

いずれの活動も当事者が自分自身で認知でき、

周囲も早期発見が可能となる「学校」という場で

講演等を実施し、子供のみならず、保護者、教職

員、スクールカウンセラー等できるだけ多くの人

達が参加する形態をとるのが効果的であると考え

られる。ただし子供が学校に行きにくい状況もあ

ると考えられ、地方自治体が定期的に「子供食堂」

や「地域の児童委員」など福祉、医療などに従事

している地域の人達を対象とした研修を企画し実

施することも重要と考えられる。 

 講演や研修の内容としては、専門家やヤングケ

アラー支援をしているNPO 法人等を講師とし一般

的な概念の認知を広めることが基本となるが、そ

れ以外にも実際に当事者の悩み、支援の必要性等、

具体的な情報提供をし、当事者理解を深める内容

であることも重要である。つまりヤングケアラー

の相談などに従事している団体等からの情報提供

等により、当事者の情報を活用した社会的認知向

上を図ることが欠かせないと言えるだろう。 

 
参考文献 

澁谷智子(2017) ヤングケアラーを支える法律-イギリス

における展開と日本での応用可能性 成蹊大学文学部紀要 

第 52 号  

 カイ２乗  クラメール 

家族の看護・介護

を子供がする 
14.212 ＊＊＊ 0.179 

子供が親の代わり

に家事を担う 

15.077 ＊＊＊ 0.184 

親の代わりに兄弟

の面倒を見る 

28.321 ＊＊＊ 0.252 

子供が校則等を 

決められる 

8.385 ＊ 0.137 

家のためにアルバ

イトを優先する 

7.292 ＊ 0.128 
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労働者にとって理想的な働き方改革 
 

河野ゼミ（B グループ） 

明平紗希(Akehira Saki)・木谷友哉(Kitani Tomoya)・佐々木雄亮(Sasaki Yusuke) 

・畠中悠汰(Hatakenaka Yuta)・松浦直生(Matsuura Naoki) 

・〇松本沙也(Matsumoto Saya)・和久井咲希(Wakui Saki) 

（京都府立大学公共政策学部公共政策学科） 

キーワード：働き方改革、労働時間、コミュニケーション 
 

1. はじめに 

2019 年 4月 1日より、働き方改革関連法が順次

施行され、労働環境は日々改善されている。しか

し、労働者視点で見ると、働き方改革実施によっ

て新たな問題が発生しているのではないだろうか。

本稿では、働き方改革に関する実態調査をもとに、

労働時間に着目し、労働者にとって理想的な労働

環境を実現するために必要な政策について検討を

行っていく。 

 

2．働き方改革の背景と変遷 

労働時間に関わる働き方改革に関する法整備が

行われた理由は 2つ挙げられる。１つ目は、長時

間労働が原因の過労による自殺や健康被害が顕著

になり、長時間労働に対する批判が高まっていた

ことである。そのため、政府が働き方改革に関す

る政策を積極的に提言するようになった。２つ目

は、国際競争が激しくなり、日本の労働生産性の

低さが問題となったことである。日本生産性本部

(2019)の調査によると、日本の時間当たりの労働

生産性は 46. 8 ドルとなっている。米国は 74.7 ド

ル、ドイツは 72.9 ドルとなっており、諸外国と比

較すると日本の労働生産性は低いことが分かる。

労働生産性を向上させるため、働き方改革が実施

されたのである。 

働き方改革関連法は、2018 年に成立した。働き

方改革関連法が成立する以前は、割増賃金の設定

や時間外労働の上限規制に取り組まれていたが、

上限規制は行政指導にとどまるものであった。し

かし、働き方改革関連法が成立したことで労働基

準法が改正され、時間外労働に罰則付きの上限規

制が設定されることとなった。 

 

3. 働き方改革後の現状 

現在、働き方改革が行われ労働環境が改善され

ているように見える。厚生労働省の調査によると、

年間総実労働時間は、2019 年から 2020 年にかけ

て約 48 時間減少している。罰則付きの働き方改

革関連法が施行された成果だ。しかし、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、仕事が減り労働

時間の減少に繋がったケースも存在する。そのた

め、一概に働き方改革の成果とは言えない。次に、

株式会社リクルートマネジメントソリューション

ズが 2019 年に行った｢『働き方改革』と組織マネ

ジメントに関する実態調査2019 ｣の結果を見てい

く。働き方改革を通しての成果を感じている企業

は、2017 年と比較して増加傾向にあり、中でも総

労働時間･長時間労働の減少を実感した企業は

62.3%に達した。しかし、従業員の満足度･働きが

いの向上を実感した企業はわずか 22.6%にとどま

っている。 

このように、労働時間の短縮に成功している企

業は見られるものの、現在の労働環境に満足して

いない労働者が多数存在する。より多くの労働者

にとって働きやすい環境を実現するためには、政

府によるさらなる対応策が必要になると考える。 

 

4．労働者が求める制度 

 労働者の望む制度は多種多様である。東京都産

業労働局の調査によると、今後導入を期待されて

いる制度として、週休 3日制、フレックスタイム

制、勤務場所の変更等がある。また、継続が希望

されている制度として、フレックスタイム制、オ

ンライン会議の実施、時差出勤制度等が挙げられ

ている。他にも、営業日･営業時間の見直し、オフ

ィスレイアウトの変更等が望まれている。制度だ

けでなく、働いてより多くの賃金を得たい人、定

時で帰宅して十分な休養をとりたい人、介護や育

児と仕事を両立したい人等、労働者の仕事と私生

活に費やす時間の理想的なバランスも異なる。 

また、労働契約法 3条 3項において「労働契約

は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配

慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」と

定められている。これは、理念規定ではあるが、

こうした考え方に依拠すれば、従来の正社員の働

き方を見直すべきである。また、実際に働き方改

革に対する不満の声も一定数あり、仕事と生活の

調和に十分配慮されていない。仕事と生活の調和

をより一層推進していく必要がある。もっとも、

労働者が求める働き方は多様である。そのため、

各々の理想的な働き方を実現するためには、法規

制として一律の制度を設けるだけでは不十分だ。

では、どのような方法を行っていくべきだろうか。                
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5．政策提言 

⑴ 職場懇談会を通じた働き方改革 

価値観の多様化に伴い、労働者が求める働き方

も多様化している。多様な働き方の実現は、ワー

ク･ライフ･バランスの観点から見ても大切だと考

える。この多様な働き方を実現するためには、労

働者の声を聞く必要がある。そのためには、労使

間でのコミュニケーションを自発的に取ることが

できる機会が必要である。この機会を確保するた

めには、職場単位で労働者と使用者が業務運営･職

場環境などについて話し合い、労使の利益調整が

できる場、職場懇談会が良いと考える。職場懇談

会によって成果を得た企業が多く存在するからで

ある。 

厚生労働省が 2018 年に行った調査によると、職

場懇談会の導入率は 52.7%となっている。さらに、

企業規模による導入率を見ると、規模が小さくな

るほど導入率が低くなっていることがわかった。

実際に、職場懇談会が開催された企業の回答は、

｢成果があった｣79.0%、｢どちらともいえない｣

20.2%、｢成果がなかった｣0.6%、｢不明｣0.2％とな

っている。全ての企業が効果を実感した訳ではな

いが、効果を得た企業が比較的多いことが分かる。

だが、現在話し合われている内容は、日常業務に

関する内容や安全衛生に関することが大きな割合

を占めている。賃金や労働時間等労働条件に関す

る事項についても話し合えるようになれば、より

理想的な労働環境の実現に繋がるのではないだろ

うか。これらのことから、職場懇談会の実施を促

すため、後述する企業認証制度に職場懇談会開催

を基準として取り入れることを提案する。 

 

⑵ 職場懇談会開催促進に向けて 

企業認証制度とは、それぞれの制度で定められ

た基準をクリアした、特定の分野に対して優良な

企業を認証するための制度である。実施する機関

が複数あり、認証の対象となる分野も多様である。

様々な認証制度のほかに登録制度、認定制度、表

彰制度もあり、これらは企業の自主的な取り組み

を促す制度となっている。 

ここでは、京都府が中小企業を対象に行う｢京都

モデル｣ワーク･ライフ･バランス推進企業認証制

度を取り上げる。認証されるためには、企業内で

のワーク･ライフ･バランスを実現するための制度

を整備し、認証基準を達成する必要がある。認証

基準リストの認証基準のひとつである｢健康で豊

かな時間の確保や多様な働き方ができる取組｣の

項目に職場懇談会の実施を加えることを提案する。

認証制度の利点は、労働者が働きやすくなること

だけではない。認証マークの交付、府のホームペ

ージでの認証企業としての積極的な公表によって、

企業が就職者や取引先などへのアピールに活用で

きることである。また、ワーク･ライフ･バランス

は世間的に関心が高まっており、社会的にも良い

印象を与え、社会貢献にも繋がる。このように企

業にもプラスの効果があることを周知すれば、企

業が積極的に職場懇談会を開くようになるのでは

ないだろうか。 

 
6．まとめ 
 働き方改革関連法が実施により労働時間が大幅
に減少し、労働時間は改善傾向にある。一方、労
働時間制限に伴う残業の禁止による新たな問題が
発生していることが分かった。労働者は多種多様
な制度を望んでおり、一律の制度では労働者が望
む働き方を実現させることは難しい。よって、一
人一人が望む労働環境を実現するためには、労働
者の声を聞く場、職場懇談会の実施を促す必要が
ある。促す方法として、既存の制度である企業認
定制度を活用し、職場懇談会の導入を一つの基準
として追加することを提案する。 
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宇治茶と空き家を融合させた宇治市の魅力発信 

 
佛教大学社会学部大谷ゼミ宇治茶班 

○加藤一真(Kazuma Kato）・渋谷颯(Hayate Shibutani) 

臼谷匡貴(Masaki Usuya)・上山未早希(Misaki Ueyama) 

四谷彩音(Ayane Yotsutani)・向川菜(Nazu Mukaigawa) 

（佛教大学社会学部現代社会学科） 

キーワード：宇治茶、宇治市、空き家 

 

１．はじめに 

⑴研究目的 

京都府宇治市は、伝統農産物のひとつである、「宇治

茶」の産地である。宇治茶の起源は鎌倉時代前期まで

遡り、現在では日本三大茶の一つに数えられるほどで

ある。生産、流通、販売、飲食などの面で宇治市には

お茶を活用した企業が多く存在し、宇治市は観光地と

しても知られている。 

少しずつ新型コロナウィルスや観光に対する規制

が緩和されつつある現在、私たちは宇治茶を活用する

ことにより、コロナ禍以前の観光客で賑わっていた宇

治市を取り戻せないかと考えた。 

 そこで宇治茶の魅力や歴史を研究し、宇治市の観光

をあらためて盛り上げるための政策を提言することが

本論の目的である。 

 

⑵先行研究 

 初めに宇治茶が抱える課題について述べる。 

森久美によれば、海外でも評価されるようになった

宇治茶だが、知名度に比べて、京都府の茶生産量が多

くないこと、栽培面積の拡大が進んでいないこと、担

い手不足などの課題がある。 

また、宇治茶と観光の繋がりについても、宇治茶を

目的とした観光が少ないことや、宇治茶の魅力を知る

体験の取り組みが少ないことが挙げられている（森 

2021）。 

このような課題がある一方で、斎藤貴江子によると

お茶に含まれるカテキンは新たな健康維持に有効な働

きや詳細な作用機序が解明されることによって、今後

さらに茶の主要成分として重要な役割を担うことが期

待されているという（斎藤 2018）。 

 

２．対象 

(1)地域について 

宇治市は京都府南部に位置し、人口 18 万 2,814 人

である（宇治市 2022a）。市内には平等院をはじめ、

寺社や寺院などの歴史的建造物が多くある。 

 

⑵宇治市の観光に対する取り組みについて 

 観光が平等院に集中してしまうことが問題視され、

観光コンテンツとしての宇治茶の魅力などの情報発信

不足等が宇治市の課題とされている。 

 そこで宇治市観光振興課では観光都市としての宇治

のブランド力を高めることを目標に、宇治茶メインの

観光の推進やおもてなし力の向上、外国人観光客対策

の強化などの戦略を練っている（宇治市 202b）。 

 

３．研究方法 

 今回、宇治市最大の観光スポットである平等院等で

フィールドワーク（2022年6月23日）と宇治市茶生

産組合へのインタビュー（2022年8月）、京都府茶業

会議所へのインタビュー(2022年9月)を行った。 

 

４．調査結果 

 お茶農家の方たちの団体である宇治市茶生産組合の

代表者である藤井武雄氏へのインタビュー調査から先

行研究通り、摘み子の高齢化や、後継者がなかなか育

てられない現状があることが分かった。 

 また、お茶を摘むという技術は難しく、慣れるまで

に時間がかかることや歩合制で技術がないとあまり収

入が増えないことなどが高齢化・後継者問題の主な原

因であるという。 
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 宇治茶の普及啓発などに対する支援を行っている京

都府茶業会議所参事の原田和也氏へのインタビュー調

査では、主に宇治茶を活用したイベントやその効果な

どを伺った。原田氏によれば、イベントについての具

体的な効果は分かりにくく、必ずしも継続的な需要の

拡大に繋がっているとは思われない。また国外への輸

出・PR活動を行ってきたが、海外でお茶を飲むという

文化を創ることや、食文化の異なる海外へのお茶の普

及は容易ではなく、息の長い継続的な活動が必要であ

るという。 

 藤井氏と原田氏の御二方もSNSを使った活動につい

てはあまり活発に行なってはいないとのことであった。

若者に焦点を絞ったイベントを開催することが、宇治

茶を盛り上げていくには重要であると仰っていた。 

 以上のことから、観光の目的に宇治茶が1番に挙げ

られない理由は宇治茶の良さを伝える機会や媒体があ

まり十分なものではないということが分かった。 

 

５．政策提言 

 以上の先行研究と調査結果を踏まえ、本論では宇治

茶を用いた課題解決のための政策提言をする。 

 まず、宇治市の空き家に宇治茶を専門とした施設「宇

治茶の森」を創設することである。この施設には大き

く分けて2つの役割が存在する。 

 一つ目は、宇治茶または茶葉を使用した飲み物や料

理、スイーツを提供することである。さらに、自身が

飲用する宇治茶は本人自らがお茶の淹れ方や作法を実

践することで宇治茶の魅力を知る体験が可能となる。 

また、古本屋や図書館から安い本や廃棄される漫画、

他にも宇治市や宇治茶に関する本などを集めてカフェ

×読書も可能にする。 

 二つ目は、簡易な足湯を設置することである。宇治

茶の成分が入った足湯を作り、宇治茶の持つリラック

ス効果をその身を以て体験できる。さらにカフェで購

入した飲み物や古本などの持ち込みを可能とすること

で、よりくつろげる空間となるだろう。 

 施設内には宇治茶をさらに知ってもらうため、お茶

農家さん達の宇治茶に対する想いなどを文字起こしし

たパネルを展示する。 

 以上のように、カフェ・読書・足湯・お茶淹れ体験・

展示会など、他のカフェでは体験できない充実した建

物になるだろう。 

 さらに宇治駅に看板やチラシを置き、平等院だけで

なく、「宇治茶の森」にも訪れてもらえるようにする。

宇治茶の森では宇治市のおすすめスポットを表記した

紙を配り、観光の一極集中の課題を解消することをめ

ざす。 

以上の提言の実現にかかる費用を賄うために、宇治

市が募集している「宇治市空き家活用促進まちづくり

支援補助金」を活用したり、ガクセイ協賛などのサー

ビスを用いて活動資金を集める。 

 これらの活動により、宇治茶と宇治市への関心が若

者中心に高まることや、宇治茶が観光の目的となるこ

とが期待され、宇治茶と宇治市の観光が抱える課題の

解決の糸口となるだろう。 

以上を本論における政策提言とする 
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「食育推進」をテーマとした世代間交流の促進 
‐空き町家で京のお番菜継承‐ 

 

同志社大学政策学部武蔵ゼミ 

○松島 尚輝（Naoki MATSUSHIMA）・尾上 はるか（Haruka ONOUE）・高橋 尚太郎

（Shotaro TAKAHASHI） 

（同志社大政策学部政策学科） 
キーワード：地域共生社会、京の食文化継承、観光振興 

 

1. はじめに 

厚生労働省は、地域住民や地域の多様な主体が

積極的に参画し、人と人、人と資源が世代や分野

を超えて繋がることで、住民一人一人の暮らしと

生きがい、地域を共に作っていく社会を「地域共

生社会」と定義付け、その実現のために「ニッポ

ン一億総活躍プラン」や「地域共生社会の実現に

向けて」に基づく具体的な改革を進めている。当

改革以前から、地域のコミュニティにおいて世代

間交流に取り組む事例は数多く見られ、そういっ

た活動においては世代双方が何かを得る「互恵性」

が生じる（間野，2010）ことが明らかにされてき

た。また、高齢者と子供の世代間交流を調査した

研究は、交流により双方にもたらされる具体的な

メリットとして、相互理解、世代継承性の増加、

社会的スキル向上、自己効力感向上、人間関係の

広がり、地域共生意識の向上を挙げている（亀井，

2012）。これらを踏まえれば、世代間交流の一層の

促進が求められており、またその意義があると言

える。そこで、本研究では、大学生の世代間交流

の現状と課題について考察し、それを基に、世代

間交流を促進するための効果的な政策を検討する。 

 

2．現状と課題についての考察 

2.1 大学生の世代間交流に関する調査 

我々は、大学生の世代間交流に対する意識とそ

の実態を探るため、大学生 100 名を対象にアンケ

ート調査を実施した。その結果、8 割以上が他世

代より同世代との交流を望んでおり、同世代より

他世代との交流を望むと回答した者の割合は 2割

に満たなかった。また、特にミドル世代とシニア

世代に対して苦手意識を持つ者が多く見られた。

更に、大学生 77名を対象にアンケートを実施し、

普段関わる機会が少ない世代について調査した結

果、大学生とシニア世代との交流が少ない事実が

浮き彫りになった。多くの大学生がミドル世代と

シニア世代に対して苦手意識を抱え、大学生とシ

ニア世代の交流が少ない事実から、彼らがシニア

世代との交流の場に参加するには、何かしらのイ

ンセンティブが必要であると言える。そこで我々

は、大学生が役立つ、必要であると感じる「学び」

を得ることに主眼を置いた世代間交流活動を増や

す必要があると考える。 

 

 
図 1（大学生が苦手意識を持つ世代） 

 
図 2（大学生が関わる機会が少ない世代） 

 

2.2  京都市の世代間交流活動の現状 

我々は、京都市で実施されている世代間交流活

動についての情報を得るため、京都市生涯学習情

報検索システム京学びネット、京都市民活動情報

共有ポータルサイト、各市民活動施設 HP の 3 つ

を活用し、情報収集を行った。その結果、京都市

の人口に占める大学生とシニア世代の高い割合に

も関わらず、大学生とシニア世代の２世代を対象

とし、2 世代の世代間交流を図ろうと意図した活

動は少ないことが分かった。またそのような活動

の多くは、大学生がシニア世代に何かを教えると

いう側面が強く、大学生があるテーマについてシ

ニア世代から学びを得ることに主眼を置いた活動

はさらに少なかった。従って、京都市では、シニ

ア世代から大学生が学ぶことに主眼を置いた活動

を増やすことで、大学生の世代間交流活動への参

加を促す余地があると言える。 

 

2.3 高齢者の世代間交流に関する調査 

世代間交流の実現には、大学生の側だけで無く、

シニア世代の側についても考慮する必要がある。

そこで我々は、NPO 法人「老いの工学研究所」が

65歳以上（高齢者）の男女 301 名に実施した調査
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を基にして、シニア世代の世代間交流に関する意

識について考察した。調査によれば、高齢者は 9

割以上が他世代よりも同年代との交流を望んでお

り、大学生と同様の傾向にあった。しかしながら、

65歳~74歳の 142名では7割以上が10代~30代と

の交流も望むと回答していたため、特に前期高齢

者は、若者との交流も望む傾向にあることが分か

った。令和 3年度の京都市の高齢者人口の内訳（京

都市総合企画局情報化推進室統計解析担当 ）から

算出すると、京都市における前期高齢者の高齢者

人口に占める割合は 46.7％であるため、京都市で

は若者との交流を望んでいる高齢者が比較的多い

と考えられる。また、どのような交流を望むかと

いう質問に対しては、趣味の交流を望むという回

答が 9割を超えていたことから、大学生とシニア

世代の世代間交流のテーマには、シニア世代が日

頃取り組んでいることやシニア世代の趣味に関す

るものが相応しいということも分かった。 

 

3．テーマとしての「食育推進」の選択 

以上を踏まえ、シニア世代と大学生の世代間交

流活動のテーマとして、食育推進を検討する。な

ぜなら、シニア世代は自炊率が高いというデータ

が散見され、一般的に大学生と比べて料理技術を

有していると言えるため、シニア世代から学生が

学ぶという形式の交流が実現しやすいと考えられ

るためである。また、検討にあたって、大学生の

ニーズを探るため、下宿している学生 50 名を対

象に食に関するアンケートを実施した。結果とし

て、6 割以上が週に 1 度以上は料理をする機会を

得ており、週 3回以上料理をしている学生も 4割

以上存在していた。さらに、実家暮らし・下宿を

問わず、大学生 100名にアンケートを実施したと

ころ、8 割以上が料理スキルを向上させたいと回

答していた。加えて、食生活について心がけてい

ない大学生は 4割を超えている現状も分かった。

以上のことから、食について学び、料理技術を向

上させる場は、大学生に一定のニーズがあり、ま

た、健康的な食生活の普及と生活必需面からもそ

のような場を設ける意義があると言える。 

 

 
図 3（大学生はバランスの良い食事を心掛けるか） 
 
 

4． 政策提言 
以上の調査と考察を踏まえ、京都市において、

シニア世代に大学生が調理技術を教えて貰う場
として、お番菜教室「京町屋のおばんざい」を創

出することを提案する。大学生は、そこで、市の

無形文化遺産である京のお番菜を調理する体験を

通じて、シニア世代から調理に関する知識や技術

も学ぶものとする。お番菜に着目したのは、食文

化継承は勿論、調理の手間削減（出汁や常備菜を

学ぶことによる）、フードロス、食費の節約に繋が

るため、特に一人暮らしの大学生にとって実用性

の高い学びであること、そして、大学生の健康的

な食生活の普及にも寄与し得るからである。「京町

屋のおばんざい」の活動は、調理施設が併設され

ている既存の市民活動施設では無く、コロナウイ

ルスの影響で廃業または経営困難となった町屋の

ゲストハウスや民泊、および空き町屋を利活用し

て行う。京都らしさ漂う町屋で料理体験をするか

らこその、お番菜の味やイメージの向上、大学生

の参加率向上を意図している。また「京町屋のお

ばんざい」では、大学生の低い京野菜に対する低

い認知度（アンケート）を考慮して、ブランド京

野菜や、お番菜の文化や歴史についてもシニア世

代が伝達する。「京町家のおばんざい」は地域の料

理サークルや生涯学習センターなどの日頃の学び

をシニア世代が生かす場としても役割を担うのだ。 
さらに、料理技術を持つシニア世代が町屋でブラ

ンド京野菜を用いたお番菜体験を行えば、体験型

観光が人気である昨今において、外国人や国内の

観光客をターゲットにしていくことも出来るので、

京都市内にとどまらず、他の地域にもお番菜の魅

力を伝えることができる。それを通じて、世代間

交流の促進、京の食文化の継承、ブランド京野菜

の知名度向上、町屋の消失問題解決の 4つの目標

達成を目指す事業型の政策を提言する。 
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就労継続支援 B 型事業所における 

ディーセント・ワークの現状と課題 
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（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：ディーセント・ワーク、障碍者雇用、工賃向上 

 

1.はじめに 

SDGs では「包摂的かつ持続可能な経済成長及び

生産的な完全雇用とディーセント・ワークをすべ

ての人に推進する」ことを目指している。ディー

セント・ワークとは、働きがいのある、人間らし

い仕事という意味であり、この概念は、1999 年の

第 87 回 ILO 総会に提出された事務局長報告にお

いて初めて用いられた。ILO は各国の実情に応じ

た事業を推進し、各国におけるディーセント・ワ

ークの実現を支援している。 

日本政府は、ディーセント・ワーク概念の普及

に努めるとともに、最低賃金の引き上げをはじめ

とした様々な政策を推進することで、ディーセン

ト・ワークの実現を目指している。一方で、現実

的には先述のような既存の政策から取りこぼされ、

満足に生活することができる賃金を貰うことすら

できない人々も存在している。 

私たちは、すべての人にとってのディーセント・

ワークを実現する一助となる制度として「就労継

続支援 B型」に着目した。就労継続支援 B型事業

所（以下、B型事業所）の実態を踏まえながら、デ

ィーセント・ワークの実現を図るための課題と方

策を検討する。 

 

2.現状 

日本では、障碍者の雇用を促す法定雇用率制度

の拡充が行われており、令和 3年の民間企業の法

定雇用率は2.3%となっている。しかし、達成割合

は 47.0%となっているうえ、法定雇用率の引き上

げを行うだけでは、一般企業への雇用や、雇用契

約に基づく就労が困難な重度障碍者の雇用を促す

ことにならない。 

そういった重度障碍者にとって必要不可欠な制

度が、障害者総合支援法で定められた、就労系障

害福祉サービスのひとつである「就労継続支援 B

型」である。これは、障碍や重病を持つ人のうち、

体力や年齢などの理由により一般企業で雇用契約

を結んで働くことが困難な人が、自分の体調や、

体力に合わせて働くための場を提供するための制

度である。就労継続支援 B 型を利用している人は

約 26.9 万人にのぼり、就労系障害福祉サービスの

中で最も利用者数が多い。 

しかし、令和 2年度の就労継続支援 B型の全国

月額平均工賃は、15,776 円で、時給に換算すると

222 円であり、現在の最低賃金の全国平均である

961 円を大きく下回っている。 

 

3.低工賃を生む構造 

このような低工賃になっている最大の理由とし

て、就労継続支援 B 型の利用者は、他の就労系障

害福祉サービスの利用者に比べて、生産性が低い

と見なされており、単純作業ばかりを請け負わさ

れていることが挙げられる。単純作業は低単価で、

高工賃の実現が難しいだけでなく、ディーセント・

ワーク、つまり「働きがい」という観点からも課

題が残る。また、「B 型事業所の利用者は生産性が

低い」という固定観念が、仕事を発注する側に強

く根付いているため、高単価の仕事の受注はほと

んどない。 

加えて、多くの B 型事業所では、高い品質の製

品やより大きな利益を生み出そうとはしていない。

さらに、利用者へサービスを提供し続けるために、

機械化することも可能な単純作業を、無理やり利

用者の作業として切り出しているという側面もあ

る。これらも、高工賃実現を妨げる要因である。 

 

4.ヒアリング調査 

B 型事業所を取り巻く福祉の実態を調査し、高

工賃実現の手がかりを得るため、いくつかのヒア

リング調査を行った。 

 

4-1.障碍者支援施設 A 

京都府城陽市に位置する B型事業所「障碍者支

援施設 A」への調査では、B 型事業所に潜む更なる

問題点が明らかになった。仕事を発注する企業と、

B 型事業所の職員が、対等な立場にないというこ

とである。B 型事業所職員は、企業からなんとか

仕事を譲り受けようと頼み込む形になっており、

精神的負担を抱えているということが判った。B

型事業所職員の負担を軽減させ、障碍者のみなら
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ず、B 型事業所職員にとっても持続可能な仕事の

創出を促す仕組みを構築しなければ、すべての人

にとってのディーセント・ワークを実現すること

にはならない。 

 

4-2.株式会社 B 

事業所で使われている機械を生産している「株

式会社 B」への調査では、最低賃金や法定雇用率

の引き上げにより、A 型事業所や企業における高

付加価値製品の製造の需要が年々高まっていると

いう実情が明らかになった。また、「ロボットを導

入したいが全自動はお金が掛かりすぎるので、半

自動にし、ある程度は人の手が欲しい」といった

企業のニーズがあることも判明した。 

しかし「障碍者は単価の低い単純作業しか担え

ない」という固定観念が、障碍者を雇用する事業

所職員や企業に強く根付いていることが現場の声

として確認できた。 

 

4-3.C 事業所 

全国就業支援ネットワークによる「就労継続支

援 A 型・B 型の賃金・工賃の向上に関するモデル

事例収集と成功要因の分析に係る調査研究」に基

づき、調査を行った。株式会社によって運営され

る C 事業所では、開設されてから僅か 2 年で

72,194 円という高い月額平均工賃を実現してい

る。C 事業所の事業について調査を行い、高工賃

実現の要因について考察した。C 事業所の高工賃

実現の要因は主に 2 つあると考える。 

1 つ目は、従来の事業所とは異なった設計であ

る。C 事業所は飲食店の形態をとっているが、店

舗のバリアフリー化やテラス席の設置を行い、高

齢者やペット連れなど、より幅広い客層からの集

客を期待している。また、オープンキッチンの設

置や、利用者への接客業務の積極的な割り振りも

行い、開放的で明るい雰囲気が醸成されていた。 

2 つ目は、専門外のノウハウを積極的に取り入

れることである。職員のうち、C 事業所に就業す

る以前に、福祉分野の知識や経験を有していた者

はごく僅かであり、そのほとんどが元飲食業従事

者であった。飲食業のノウハウを取り入れ、高い

レベルで商品開発を行うことで、顧客数および利

益の増大を図っている。実際に、商品のレベルが

高いことで、数々のメディアで取り上げられた実

績がある。加えて、SNS 運用など、対外的な広報活

動を通して更なる集客を目指している。 

 

5.提案「工福連携モデル」 

ヒアリング調査の結果を受けて、工福連携モデ

ルの提案を行う。工福連携モデルとは、「工業」と

いう専門外のノウハウを福祉と連携させることに

よって、高付加価値製品の創造を行い、高工賃の

実現を図るというモデルである。具体的には、B型

事業所にロボットの導入を行い、ロボットの作業

スペースを設ける。利用者の作業とロボットの作

業を組み合わせることによって、高付加価値製品

の製造が可能になる。企業にとっても、ロボット

の導入と人材の確保を同時に行うことが出来ると

いう利点がある。 

このモデルの実践に際して、ロボットと利用者

がそれぞれ得意な作業の書き出しを行う。それら

の作業をカードとして細分化することで、工業分

野の企業と B 型事業所職員を対等につなぐコミュ

ニケーションツールとなる。利用者の作業が可視

化されることによって、具体的にどのような高付

加価値製品を製造できるか、企業がイメージする

ことが容易になり、新たな仕事の依頼の獲得や、

創造につながる。この工程を行うことによって、

既述した「B 型事業所の利用者は生産性が低い」

という固定観念が取り除かれる契機となる。 

 

6.おわりに 

本研究では、ヒアリング調査をもとに B型事業

所の問題点を分析し、「工福連携モデル」の提案を

行った。「工福連携モデル」を実践的に検証し、広

く浸透させていくことで、すべての人にとっての

ディーセント・ワークが実現可能であると考える。 

 
参考文献 

・厚生労働省「ディーセント・ワーク（働きがいのある人

間 らしい仕事）について」 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabu

nya/kokusai/ilo/decent_work.html （ 最 終 閲 覧 日 

2022.10.27） 

・厚生労働省「令和 3年 障害者雇用状況の集計結果」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000871748.p

df（最終閲覧日 2022.10.27） 

・厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hu

kushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

（最終閲覧日 2022.10.27） 

・厚生労働省「平成 29 年度 障害者総合福祉推進事業 就

労 継続支援 A型・B型の賃金・工賃の向上に関するモデル

事例収集と成功要因の分析に係る調査研究」 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000527149.p

df（最終閲覧日 2022.10.27） 
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サスティナブルツーリズム 
‐アフターコロナに向けて‐ 

 

イケダマリアゼミ サスティナブルツーリズム 

・沖田 遊星（OKITA YUSEI）・熊野 周大（KUMANO SHUTA）・ 

・古谷野 巧真（KOYANO TAKUMA）・竹山 晴（TAKEYAMA SEI）・ 

○藤岡 雄大（FUJIOKA YUDAI） 

（京都産業大学経済学部経済学科） 
キーワード：観光客分散化、アフターコロナ、オーバーツーリズム 

 

1. はじめに 

サスティナブルツーリズムとは、「持続可能な観

光」という意味があり、地域の自然環境を守りな

がら、観光業を活性化させ、住民の暮らしを良く

していくことを目指すというものである。具体的

には、環境汚染や自然破壊などに繋がる商業化を

避け、地域の自然や文化を活かした観光地作りな

どを目標としている。コロナ禍前の京都は観光客

で賑わっていたが、オーバーツーリズムという問

題をよく耳にした。そしてコロナ禍で観光客が減

った今、京都が再び観光地として人気が出る際に

どのようにしてオーバーツーリズムになることな

く観光業を発展できるかが問題になってくると思

われる。また、これを機に有名な観光地に頼りす

ぎている観光市場をどのように変革できるかとい

うことが重要である。 

 

2. 理想 

京都には観光地として伏見稲荷大社や清水寺な

どが有名であるが、知名度が低いが京都の良さを

伝えることのできる場所が他にもたくさんある。

それを観光客の方にたくさん知ってもらう必要が

あるのではないだろうか。認知度があまり高くな

い観光地の魅力を伝えることで人や交通の分散化

も図られ、またそれらの観光地の収益を増やすこ

ともできる。コロナ禍によって観光業の衰退が進

み倒産の危機を迎えている企業なども分散化によ

ってまた発展することができる。観光客の分散化、

これが京都の理想の観光だと考える。 

 

3. 現状・問題 

新型コロナウイルス流行前、京都には多くの外

国人をはじめ日本中の人々が観光客として訪れた。

その結果、観光地に向かうバスや電車といった交

通機関は混雑し地元住民が乗車出来ないことや、

観光地ではマナーやルールを理解不十分によって

地元住民に迷惑をかけ環境破壊に繋がる行動が問

題視されてきた。 

観光地の偏りだけでなく、季節によっての偏り

も見られる。例えば、秋の紅葉の季節になると嵐

山の渡月橋や清水寺に観光客が一気に集まってし

まうなど一定の季節に観光客が集中してしまうの

である。 

そして、このようなオーバーツーリズムが問題

視されているのは京都だけではない。私たちは海

外ではどのような問題が起こっているのかという

ことに興味を持ち、特にベネチアに着目した。図

１は日本の主要観光地である京都と鎌倉とベネチ

アの観光地の交流人口を現したグラフである。ベ

ネチアが抱える深刻なオーバーツーリズムの問題

も歴史的中心都市に集中しているのである。ベネ

チアのカフォスカリ大学の調べによると、1949 年

から 2015 年までで取られた統計では、歴史的中心

地区に宿泊した数が 680 万泊、旅行者向け乗船券

は 760 万枚、国際旅行者は 86%を占め、多くの国

から旅行者が訪れている。では、何が旅行者をベ

ネチアに行きたいという気持ちにさせているのか。

旅行者はとても似たような経験を望む傾向にある

ので、サンマルコ広場やリアルト大橋といった主

要な観光資源にしか訪れないという観光客が多い

のである。これらが原因となりオーバーツーリズ

ムが起こる。 

 
図１ 観光地の交流人口 

引用：京都のオーバーツーリズムの現状と観光地のマー

ケティング 

 

日本人観光客数は図２のように五大都市の中で

京都が一番多いにも関わらずリピート率が一位で

はないのでリピート率を上げたい。リピート率を

上げることによって有名観光地だけでなく多くの

観光地に訪れてもらえるので分散化にも繋がる。

実際に日本人客の訪問解答率が 10%未満のエリア

を周辺エリアと定義した場合、図３のように宿泊

客に限っては京都訪問経験が多くなるほど周辺エ
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リアの訪問率が高くなるという結果が出ているの

である。京都観光の経験が豊富な人が増えれば増

えるほど、人気観光地以外の場所を訪れる人が増

えるため、リピーターが増えることによって分散

化に繋がるのではないかということが考えられる。 

図 2 

 
図２ 日本観光地訪問率とリピート率 

引用：令和元年度京都市訪問意向調査 

 

 
図３ 観光客リピーターの分析 

引用：日本人リピーター実態分析～京都ファンは混雑を避

けてスマートに観光～ 

 

⒋ 政策提言 

現状、問題でベネチアの事例を上げたが、この

問題を解決した様々な体験型の活動プログラムを

人気のない観光地で導入し、また現在行われてい

るものを広報していくべきだと考えた。実際の例

で言うとベネチアでは体験型により、サプライチ

ェーンを多様化してきた。それを踏まえて京都で

は体験型の観光地を増やし、観光地の多様化を目

指す。これによって人気のない観光地にも魅力を

感じ、観光客が分散されるだろう。京都府観光連

盟公式サイトの京都府観光ガイドによると京都市

内の魅力だけでなく市外の良さがアピールされて

いる。具体的には舞鶴市などの海の京都、亀岡市

などの森の京都、宇治市などのお茶の京都といっ

たそれぞれの良さがアピールされているのであ

る。 

そこでそれに習い私たちは、京都市北区西陣周

辺をターゲットとした「文化の京都」というもの

を提案したい。京都市北区西陣周辺にある藤森寮

では、ガラスや金属を使ったアクセサリー製作や

北野天満宮付近ではろくろ体験ができる。また付

近に神社、寺が多数あり、今宮神社の 5月今宮祭

り、10 月ネクタイ感謝焼納祭、大徳寺 座禅体験 

高桐院春 、利休 黄梅院（期間限定、建勲神社６

月夏越大祓式 10 月船岡大祭など観光客が歴史や

文化を体験することのできるプログラムがある。

これらのプログラムを SNS やパンフレットなどで

PR し、観光客に京都の歴史、文化を楽しんでもら

うことを提案する。 

さらに観光客を分散化させるため観光地の分散

化だけでなく宿泊施設の分散化もするために京都

市内の宿泊施設の増加を必要最低限にし、京都市

周辺にもっと宿泊施設を創り、京都市以外の観光

地にも訪れやすくする。 

  

⒌ まとめ 

現在はコロナの影響が減り徐々に京都にくる外

国人観光客がコロナ禍比べ増えつつあるが、コロ

ナ禍前並みに観光客が増加した時に、以前問題と

なっていたオーバーツーリズムにならないように

することが重要である。そこで上記で示している

政策提言などを実行することによって観光客も人

が多すぎることによって観光しづらいということ

も起きにくくなるに加え、地元住民の私生活にも

支障をきたしにくくなることに繋がるのではない

だろうか。 

また観光を通して、自然と触れ合い観光を楽し

んでもらうことで環境に対しての意識が変わる。

そして、祭りなどのイベントごとで楽しんでもら

うのも良いが、森林や滝などの大自然も観光に取

り入れることで、人混みを避けて心身のリフレッ

シュができるなどアピールしていく。 

  
参考文献 

(1) 東洋大学大学院国際観光学研究課(2019) シンポジウ

ム報告書「オーバーツーリズムへの取り組みと持続可能

な観光の実現に向けて－ベネチアの現状と観光地のモニ

タリング⽅法－」https://www.toyo.ac.jp/-

/media/Images/Toyo/academics/gs/gitm/tip/20191030(2

0191021).ashx?la=ja-

JP&hash=AE1309CCDD766C55B053D27B6ED83A50D8CEDF1D 

 (2）京都府観光連盟公式サイト 

https://www.kyoto-kankou.or.jp/ 

(3) 奈良美和子、前川佳一（2019): 京都のオーバーツー

リズムの現状と観光地のデ・マーケティング 京都大学経

営管理大学院 KAFM-WJ014  

https://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/wp-

content/uploads/KAFM-WJ014_nara_2019.pdf 
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大学生の貧困とフードロス 

‐大学と小売店の連携による一挙両得の改善案‐  
  

京都産業大学 八塩ゼミ  
〇堀本達郎（Tatsuro Horimoto）・安達健太（Kenta Adachi）  
・遠藤奨也 (Syoya Endou) ・川久保遼太郎 (Ryotaro Kawakubo)  
・高畑太陽 (Taiyo Takahata) ・天白晴太 (Haruta Tenpaku)  

・松本淳志 (Atushi Matsumoto)  
（京都産業大学経済学部経済学科)  

キーワード：大学生の貧困、フードロス 
   
1．はじめに   
フードロスとは、本来食べることができるにも

関わらず、捨てられてしまう食品のことだ。 
その一方で、コロナの影響もあり、大学生の貧

困が深刻化している。 
これらの全く異なる 2つの問題について、私た

ちは 1つの政策によって双方の改善を図る。具体
的には、本来廃棄されるはずの食品を貧困の学生
に安価で提供する、という仕組みの構築である。  
 

2． 現状  
本研究ではフードロスと大学生の貧困について

扱うため、これらの問題を順番に説明する。 
まずフードロスについて、農林水産省ホームペ

ージによると、令和元年度の日本における食品ロ
ス発生量は年間約 570 万トン、国民一人当たり約
45 キログラムとなっている。一日分に換算すると
国民一人当たり約124グラムの食品ロスが発生し
ており、これは茶碗一杯分に相当する。 
また、国連環境計画（UNEP）が発表した「UNEP 

Food Waste Index Report 2021」によると、日本
の食品ロス量は世界で 14 位と高い水準になって
いる。 

    

図 1 日本の食品ロス量（令和元年度） 

 
フードロスの発生原因として過剰生産、食品廃

棄、大量陳列、消費者の意識などが挙げられ
る。流通過程、小売店、消費者など様々な面か
ら生じているため、どこに焦点を当てて問題を
捉えるかが重要である。  
一方で、大学生の貧困については、自宅外通学

の学生に多くみられる。貧困の原因として、コロ
ナ流行の影響によるアルバイト収入の減少が挙
げられる。これにより、家賃や生活費を払うこと
が難しくなっている学生が増加しており、一日一
食で過ごす学生もいるといわれている。 

2020 年度からは日本学生支援機構による給付
型奨学金が始まった。しかし、このサービスは学
生が能動的に申し込まなければいけないため、全
ての貧困学生に行き届いているとは言えない。ま
た、国による 10 万円給付についても不定期であ
るため、学生の貧困の根本解決には至っていない。 
 

3．フードロス問題に対する大学生の認識  
私たちは 1つの政策でフードロスと大学生の貧

困、両方の問題を改善したいと考えている。2 つ
の問題を結びつけるためにも、大学生の認識を知
るのが有意義だと感じた。そこで私たちは、フー
ドロス問題について、京都産業大学の学生を中心
に計 100 人にアンケートを行った。  
アンケートでは、「フードロス問題について関

心がある」と回答した人が約 3 分の 2 を占めた。
当初は半数にも満たないと推測していたため、こ
の結果は非常に意外だった。  
その一方で、「フードロスを解決するために取

り組んでいることがある」と回答した人は全体の
約 3 分の 1だけだった。ここからは、「フードロ
ス問題についての関心」と「その解決のための取
り組み」には必ずしも因果関係があるわけではな
いことがわかる。  
「どの頻度で食材を捨てるか」という質問につ

いて、「捨てたことがない」と回答した人はわず
か 16％で、「ほぼ毎日」「週に一回」「月に一回」
と回答した人は、合算すると 58％にも上った。半
数以上の人が高頻度で食材を捨ててしまってい
る。 

「あなたが食材を購入する時どちらを優先する
か」という質問については、見た目が劣るが安価
な商品を選ぶ人が 70％と最も多かった。  
最後に、「あなたの大学で、本来廃棄されてし

まう食品が安価で販売されていたら、利用したい
か」という質問については、「とても利用したい」
「利用したい」と回答した人は、合算して 68％だ
った。外観よりも値段を重視する人、そして、安
価なら廃棄食品を購入したいと考える人は一定
数いる。このことは後述の政策案を打ち出すうえ
でも非常に参考になった。  
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図２ どの頻度で食材を捨てているか（％） 

 
 

 
図 3 廃棄食品の販売を利用したいか（％） 

 
4．政策案  

現在、京都産業大学では定期的に野菜や古米
などを、農家から直送で定期的に大学内の売店
で安価な価格で販売している。販売担当者に話
を伺ったところ、農家では食品廃棄物は肥料に
するなどの対策が施されており、食品廃棄は発
生していないという。しかし、小売店でこのよ
うな対策を講ずるのは難しい。 

2 で「フードロスの発生原因として過剰生産、
食品廃棄、大量陳列、消費者の意識などが挙げ
られる。」と述べたが、小売店では、そのうち
の大量陳列、それに加え輸送時の破損などが起
こっている。前述の農家のような対策もないた
め、小売店からは大量の食品が廃棄されてしま
っている。 

そこで、対策の難しい小売店でのフードロス
発生を改善するだけでなく、大学生の貧困問題
改善にも繋がる案として、私たちは『大学によ
る、小売店で発生するフードロスの引き取りと
販売』 を提案する。この政策がフードロスと大
学生の貧困、それぞれの改善にどう繋がると考
えているのか、1つずつ以下で説明する。 
 
4.1 フードロス問題における改善 

大学が小売店で発生する廃棄食品を引き取
り、そのまま大学で販売する。全て売り切るこ
とが出来なくても、売れた分だけ廃棄量は減る
ため、フードロス問題が改善できる。先ほどの
アンケート結果で、「本来廃棄されてしまう食
品が大学で安価で販売されていたら、利用した
い」と考えている学生が一定数いることがわか

っている。実際にこのサービスが行われれば、
かなりの食品廃棄量減少が期待できる。 
 
4.2 大学生の貧困問題における改善 

このサービスのメインターゲット層は貧困の
学生だ。本来廃棄されるはずだった食品のた
め、大学は安価で販売することが出来る。そう
して販売された食品を利用することによって、
学生は食費を安く抑えることができる。2で「一
日一食で過ごす学生もいる」と述べたが、この
サービスを利用することによって一食にかかる
金額を抑えることができれば、一日一食が二
食・三食に変化し、学生の食生活改善にも繋が
るだろう。そして浮いた食費分は他に回すこと
ができるため、最終的に大学生の貧困問題を改
善できる。 

 
4.3 懸念点 

スナックや缶といった既製品や、袋入りされて
いる食品については、大学で問題なく販売するこ
とができるだろう。しかし、野菜や果物といった
生ものについては、 販売が難しいかもしれない。
というのも、そもそも輸送時の破損や大量陳列に
よる状態悪化を経た食品が、大学に運ばれる過程
でさらに崩れてしまう恐れがあるからだ。本来廃
棄されるはずだった食品とはいえ、大学では商品
として扱う以上、あまりにも状態が悪くなれば、
販売が難しくなる。これについては検討の余地が
ある。 

 
5. 展望  
京都府の大学と小売店がこの連携を実施すれば、

食品廃棄量の減少が見込める。安価な食品の購入
によって大学生の貧困問題の解決にも繋がる。ま
た、学内での販売になるため、学生にフードロス
問題を知ってもらういいきっかけにもなる。フー
ドロス問題について知った学生が今後社会に出
ていくことで、長期的視点での問題改善にも期待
できる。 
先ほど挙げた懸念点などについても解決できれ

ば、この政策はフードロスと大学生の貧困問題、
それぞれの改善のよいモデルケースとなるだろ
う。そして京都から日本中、ゆくゆくは世界にも
この政策が広まってほしい。 

 

参考文献  

(1) ホームページ「食品ロスとは」  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_los

s/161227_4.html  

(2) 農林水産省ホームページ「食品ロス量（令和 2年度推

計値）の公表」  

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/220

609.html  

(3) UNEP Food Waste Index Report 2021（60～69 ペー

ジ）
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生ごみ分別から変える京都市の未来 
‐利便性を求めた新しい生活スタイル‐ 

 

深尾ゼミナール 13 期生 

○田口 亮太（Taguchi Ryota）・市野瀬 妃那（Ichinose Hina）・岡田 朋也（Okada 

Tomoya）・上條 未羽（Kamijyo Mihane）・小泉 凜（Koizumi Rin）・小籔 凌太郎

（Koyabu Ryotaro）・清水 圭一郎（Shimizu Keiichiro）・田中 菜々香（Tanaka 

Nanaka）・中筋 帆花（Nakasuji Honoka）・西浦 諒香（Nishiura Ryoka）・西口 高貴

（Nishiguchi Takahiro）・野間 妃（Noma Kisaki）・古川 太陽（Furukawa Taiyou）・

森田 叡心（Morita Eishin）・安井 晟浩（Yasui Akihiro） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：生ごみ、分別、持続可能性 

 

1．はじめに 

これまで、京都市ではごみの排出の削減に様々

な政策を打ち出し、それらを実行し成果を挙げて

きた。しかし、近年ごみの減少量が頭打ちになっ

ている。本稿ではこれまでの京都市における「ご

み減量」の取り組みと成果を踏まえた上で、減少

鈍化の原因を分析し、さらなる京都市のごみ減量

の推進について考察する。ここでは、生ごみを魚・

野菜などのくずや食べ残しなど、台所から出る水

気を含んだごみと定義する。 
 

2．京都市の取り組みとその成果 

 現在まで京都市ではごみ減量に対する取り組み

として「新・京都市ごみ半減プラン」「しまつの

こころ条例」「生ごみ3キリ運動」などの取り組

みを行ってきた。これらの取り組みの成果もあ

り、環境省の「令和2年度一般廃棄物の排出及び

処理状況等」によると、京都市は人口50万人以

上の自治体で 1人 1日当たりのごみの排出量が１

番少ない都市となった。京都市がごみ減量を推進

する理由は、主に3つ挙げられる。 

 1 つ目は、ごみを処理するクリーンセンターの

持続性である。現在 3工場あり、これらを長期間

使用するためには 39 万 t まで減量する必要があ

る。 

 2 つ目は、ごみ処理費の問題である。京都市は

年間 205 億円の経費が掛かっている。この経費を

削減する為には、ごみを減量する必要がある。 

 3 つ目は、市内で唯一の最終処分地の埋め立て

可能期間の問題である。最終処分地の埋め立て可

能期間は残り 50 年と見込まれているため、でき

る限りごみを減らし、より長く使用していく必要

がある。 

3．ごみの減少量が頭打ちになっている現状 

 京都市が市域から受け入れているごみの総排出

量は、平成12 年の 82 万 tをピークに、令和 3年

には 38万 t まで減少させることに成功した。

（図 1）一方でここ数年のデータを見ると、平成

28年から現在まではごみ減量スピードが大幅に

鈍化している。そこで、ごみの中でも大きな割合

を占めている燃やすごみに焦点を当てると、家庭

ごみ・事業ごみともに、生ごみが燃やすごみの約

40%を占めている。（図2） 

以上より生ごみがごみ減量のボトルネックにな

っているのではないかと考えた。 

 

 
図 1 京都市ごみ受入量の推移 

 
図 2 令和 2年度家庭・事業ごみの組成 

 

4．生ごみが抱える問題 

現在京都市では、家庭から排出される生ごみが

燃やすごみとして市によって回収され、焼却され
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ている。生ごみを焼却することによって生じる問

題は 3つ挙げられる。 

 1 つ目は、埋立地の持続性問題である。市内で

唯一の最終処分地の埋め立て期間は残り 50年と

見込まれているため、持続可能ではないと考えら

れる。 

 2 つ目は、焼却による二酸化炭素排出の問題で

ある。家庭ごみに含まれる生ごみを焼却するため

に 33,112t の二酸化炭素が排出されている。 

 3 つ目は、金銭面とエネルギーにおけるコスト

の問題である。生ごみの約80%が水分で構成され

ているため、生ごみの中の有機物を燃やすには、

まず水分を蒸発させなければならない。そのため

大量のエネルギーが必要となり、コストも掛か

る。これらから環境面や金銭面、エネルギー面に

おいて生ごみの焼却は持続可能ではない。 
 

5．生ごみの再資源化 

生ごみには主に3つの再資源化モデルがある。 

 1 つ目は堆肥化である。コンポストは徳島県上

勝町など複数の自治体で導入されている。 

 2 つ目は飼料化である。京都府長岡京市にある

「エコの森京都」では、近畿圏の一部の事業生ご

みを集め、飼料化を行っている。 

 3 つ目は生ごみなどの廃棄物を燃料として活用

するメタンガス化である。新潟県長岡市にある

「バイオガス発電センター」では、生ごみを 

メタンガス化することで平成 24 年度から令和 3

年度にかけて燃やすごみの量が 3割も減少してい

る。 

このような再資源化は生ごみを分別することを

前提として成り立っている。廃棄物処理法第三条

第 1項において、「事業者は、その事業活動に伴

って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処

理しなければならない」とされている。現在、事

業生ごみは再資源化されているのにも関わらず、

家庭生ごみは分別すらされていない。そのため、

再資源化しようにも不可能であるという現状があ

る。 

 

6．政策提案 

これらの分析を踏まえ、私たちは生ごみ専用袋

を作成・導入し、市民へ分別を促すための都市型

ごみ政策を3つ提案する。 

 1 つ目に、ごみ袋の価格設定について提案す

る。現在、京都市の燃やすごみの袋は有料であ

る。そこで、生ごみの袋を一定期間毎無料配布す

ることによって価格差をつける。生ごみを燃やす

ごみに捨てるといった習慣化された行動を、生ご

みは専用袋の方へ分別するという新たな習慣へ変

化させることが期待される。また、燃やすごみ袋

の値段を大幅に値上げすることで、消費者にゴミ

袋の購入頻度を抑えようとする意識が生まれると

推測される。したがって、生ごみを分別するとい

うインセンティブを市民に与えることができると

考える。 

 2 つ目に、ごみ袋のサイズ指定を提案する。生

ごみ専用袋のサイズを小さくすることで異物混入

を抑制出来ると考える。また、これには利便性が

向上とするという効果が見込まれ、生ごみ専用袋

の持ち運びが容易になり、都市型生活スタイルに

適用するのではないか。 

 3 つ目に、24時間回収できる身近なごみ回収拠

点を提案する。そうすることで、曜日に限定され

ることのないごみ出しを可能にし、腐る前に生ご

みを処分することが出来るため、臭いを気にする

必要がなくなるといった利点がある。 

 私たちは、排出された生ごみを再資源化するた

めに生ごみを分別することを提案した。再資源化

のための取り組みを、家庭や消費者個人の意識レ

ベルの高さを求めるには限度があると考える。分

別には、以上で述べたような人の動向・利便性に

着目した政策が必要である。 

 

参考文献 
・京都市情報館「令和元年度 民間業者がごみを収集する

マンション管理者講習会 開催結果」 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000265235
.html 

・京都市情報館「京（みやこ）・資源めぐるプラン−京都市

循環型社会推進基本計画（2021-2030）−」 
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/conten

ts/0000282/282382/honsatsu.pdf 

・京都市情報館「ごみ処理に関する統計」 

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu1/category/1-15-0-

0-0-0-0-0-0-0.html 

（最終閲覧日 2022 年 10 月 27 日） 

 

訪問先 
・エコの森京都-京都有機質資源株式会社 
（2022 年 10 月 19 日） 
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京都市民のプライドを誘発する路上駐車対策 
 

同志社大学政策学部 野田ゼミ A 班 

○山田 菫子（YAMADA SUMIREKO）・道中 杏実（DONAKA AMI）・熊谷 知也（KUMAGAI 

TOMOYA）・宮脇 昌子（MIYAWAKI SHOKO）・西村 夢愛来（NISHIMURA YUARA）・奥田 真

（OKUDA MAKOTO）・田口 大登（TAGUCHI HIROTO）・得津 陽菜乃（TOKUTSU HINANO）・吉

田 愛里（YOSHIDA AIRI） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：路上駐車、プライド誘発、ルール順守 

 

1. 研究の背景と目的 

歴史と伝統のまちを守る京都市にとって、迷惑

な路上駐車に対する認識は、まちの美観を損ね、

歩行障害や緊急車両通行困難を引き起こすもので

ある(京都市 2008)。特に狭い道が多い京都市では

渋滞や交通事故が多発し、路上駐車は深刻な問題

である。路上駐車の解消に向けた駐車場の計画的

整備のため、『京都市駐車場条例』や『駐車施設基

本計画』を策定するとともに美しいまちづくり重

点地区設定による対策も行われてきた。また『「歩

くまち・京都」総合交通戦略』では、公共交通の

利用やウォーカブルなまちづくりが可能な環境整

備を進められてきた。こうした対策のほか、京都

府警の取締りが行われてきたが、2020 年のダイヤ

モンド編集部の調査によると人口当たり駐停車違

反検挙件数は京都府（人口の 6割を京都市が占め

る）が東京都に次いで全国第 2位と悪い結果にな

った。 

本研究の目的は、自動車の路上駐車(5分以内か

否かに関わらず迷惑な駐車)に着目し、現行政策の

問題を明らかにするとともに、迷惑な路上駐車の

減少に向けた政策の有効性を実証することである。 

 

2. インタビュー調査による現状把握と問題点 

2.1 京都府警・京都市役所インタビュー 

 京都府警と京都市役所へのインタビュー調査を

行った。現行政策として、京都府警は主に違法駐

車の取締りを行っている。また、京都府警と京都

市が共同して月に 1回、中心市街地重点路線等ク

リア作戦を実施しており、京都タクシー業務セン

ターや京都運輸局と連携して街頭啓発指導を行っ

ている。さらに、京都市は NTT と共同でナッジを

活用した看板を設置し、タクシーの違法駐車台数

の大幅減の成果を上げたことがわかった。 

  

2.2 路上駐車対策の問題点 

京都市は事業用車両による路上駐車減少には成

功したが、一般車両対策が不十分であることがイ

ンタビューにより明らかになった。もちろん、一

般車両向けの対策として、これまで『京都市駐車

施設に関する基本計画』に基づき計画的に駐車場

整備を促進してきたが、路上駐車は空いている時

間貸し駐車施設にすべて収容できる状態にあり駐

車場整備には既に対策の重点はない（京都市

2010）。また取締りは駐車監視員への民間委託を通

じてそれなりに実施されている。したがって、今

後はいかに街頭啓発や看板の設置を進めるかであ

る。しかし、看板の設置は必要な箇所に随時なさ

れてきたものの、運転者に効果的にメッセージを

伝えてきたとはいえず、単に駐車禁止と示すのみ

であった。このようなことから本研究では、情報

発信の仕方によるナッジに注目する。 

そうした中、京都市では NTT 経営研究所との取

組みで四条河原町交差点に「ドライバーさん違法

駐車みんな見てますよ」「この窓から見えるタクシ

ーは違法停車中です」といった監視型看板を設置

しその効果を検証している。表現によりドライバ

ーの心理に訴えかける方法は新しい対策の可能性

が見出せる。ところが、採用されている運転者へ

の表現は運転者の気分を害するような強い刺激が

あり、京都市が守ってきた景観としても馴染む表

現とは言い難い。京都府警へのインタビューでも

今後監視型看板を増やす予定はないとのことで、

これを市全域の必要なところに設置するのは得策

ではない。さらにガードレール設置型である点も

活用範囲が限られてしまう。一方、「路上駐車によ

る事故多発！」といった危険通告型看板もあるが、

監視型看板同様刺激が強いという問題点がある。 

また、これまでは主に四条通や烏丸通等の広い

道路で対策が行われてきたが、路上駐車の問題点

である事故や通行の妨げ等は、狭い道路で生じる

可能性が高い点に注目すべきである。駐車場があ

るのにマナーを守らない一般車両の路上駐車につ

いて狭い道路にまで視野を広げ、運転者の自発的

なルール順守を喚起する対策こそが必要である。 

 

3. プライドを誘発する路上駐車対策 

3.1 京都市民のプライド 

自発的なルール順守のためには、京都市民のプ

ライドを誘発するような表現が望ましい。京都市

民のプライドは多様に想定できるが、多くの京都

人にとって京都市の景観やまち並みは市民全体で
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守ってきた深く根をはるプライドである。高橋

（2003）によれば、かつて都があったという自負

から、今でも京都は日本の中心であるという意識

をもつ人が多いという。実際に、京都市民のプラ

イドの高さを検証するために、路上駐車の多い 40

代～70 代に対して居住地域へのプライドや満足

度など複数項目を調査し、認識の差を分析した結

果が表 1 である。これをみるといずれの項目でも

京都市民は他の市民と比べて高く、京都市民のプ

ライドは統計的に有意に高いことがわかる。こう

した京都市民のプライドの高さを想定のうえ、路

上駐車によって景観が害される点を運転者に少な

いワードで端的に伝えることが必要である。 

 
表 1 京都市民のプライドに関する認識（t検定） 

 

 

 

 

 

3.2 設定した表現と看板の類型 

運転者のプライド喚起の表現として「景観守っ

てルール守らず？」を設定した（プライド誘発型）。

当表現の効果を抽出するために後述の実地実験の

比較対象としたのは駐車禁止と直接表現したスト

レート型である。なお、NTT 経営研究所による表

現は監視型、その他に、路上駐車で事故を想定さ

せる危険通告型が考えられる。プライド誘発型は、

他の類型とは異なり、京都市民のプライドに訴え

かける京都ならではものであり、強い刺激や強制

力に依存するものではないという特徴がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 看板の類型と実地実験で用いた看板 

 
3.3 効果の検証方法 

プライド誘発型の効果を検証するために、思考

実験と実地実験の 2つの方法を用いた。まず、思

考実験では、京都市内の戸建て住宅に訪問調査を

行い、各タイプをランダムに示して何分駐車する

かを質問してデータを収集した。 

次に実地実験では、曜日、天候、時間の条件を

揃え、ストレート型看板とプライド誘発型看板を

設置し、実際に生じた路上駐車の台数を計測した。

検証地域は、一般車両の路上駐車が多い西大路通、

東大路通（京都府警 2022）と、大きな通りに限定

しないため、岩倉中通も対象とした。 

 

4. プライド誘発型の実証結果 

4.1 思考実験の結果 

結果は表 2のとおりで、プライド誘発型が最も路

上駐車の時間が短くなった。一対比較を行ったと

ころ統計的にはプライド誘発型とストレート型の

間が 10％であるものの差がある結果となった。 

 
表 2 思考実験の結果 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 実地実験の結果 

 結果は以下の通りで、観測日数（サンプル数）

が少ないため正確な統計的検定ができないが、い

ずれの地域でもストレート型よりプライド誘発型

看板を設置した方が、路上駐車台数が減少するこ

とがわかる。しかもプライド誘発型の効果は大通

りだけでなく幅員の狭いところでも現れる点を確

認できる。 
表 3 実地実験の結果 

 

 

 

 

 

5. 課題と展望 

路上駐車は、立地環境、道路環境、時間帯、集

団心理といった要因により件数が変化するため、

これらの要因をふまえると今回の実証結果はより

説得力あるものになる。ただし、本実証結果は京

都らしさを活用した独自性があるもので、しかも

運転者の自発的なルール順守の精神を喚起する政

策として、景観との親和性も改善する重要な選択

肢である。さらに追加的予算は既存の看板設置上

の表現を変えるのみで低く抑えることができる。 

今後は、上記要因をふまえ、監視型、危険通告

型看板との実地調査による比較を精緻化しつつ、

市の景観との調和をさらに検討する必要がある。 
 

参考文献 

NTT データ研究所 HP、https://www.nttdata-

strategy.com/newsrelease/220530.html(2022 年 10 月 14 日閲覧) 

京都市(2008)『平成 21 年度国の予算に関する重点要望』 

京都市(2010)『京都市駐車施設に関する基本計画（改定）』 

京都府警察（2022）『駐車の現状（令和 4年 1 月調査）路線

別・状態別駐車実態』 

高橋勉(2003)「京都人の気質 プライドの高さの陰に隠れる

先進性の気質」『Business data』第 18 号 

差 P値

プライド誘発型(2.43) vs ストレート型(5.06) -2.63 0.092 *

監視型(3.31) vs ストレート型(5.06) -1.75 0.217

危険通告型(3.06) vs ストレート型(5.06) -2.00 0.184

監視型(3.31) vs プライド誘発型(2.43) 0.88 0.561

危険通告型(3.06) vs プライド誘発型(2.43) 0.63 0.657

危険通告型(3.06) vs 監視型(3.31) -0.25 0.859

（注）各タイプの標本は16でDuncanの方法で検定。 ***:1%, **:5%, *:10%.

タイプの組合せ 　括弧内は路駐時間(分)

住んでいる
地域への
プライド

住んでい
る地域の
満足度

住んでいる地域
の街並みや景観
へのプライド

他地域への
憧れ

（反数）

住んでいる地域
の歴史や文化へ

のプライド
合計

京都市 5.48 5.50 5.38 4.75 5.29 26.39

その他 3.90 4.39 3.84 3.87 3.48 19.48

差 1.58*** 1.11*** 1.54*** 0.88** 1.80*** 6.91***

(注）標本数87. 7点尺度. ***:1%, **:5%, *:10%. 合計は各項目計(α=0.88)。

総数 コープ岩倉 極鶏 幸吉

プライド誘発型 8.9 24.7 1.3 0.7

ストレート型 14.9 34.3 4.7 5.7

　　　差 -6.0 -9.7 -3.3 -5.0

21 7 7 7

－ 岩倉中通 東大路通 西大路通

観測日数

道　　路

路上駐車
台数(台)

①ストレート型(ここに 

駐車してはいけません) 

②監視型(違法駐車みん

な見てますよ) 

③危険通告型(路上駐車

による事故多発！) 

④プライド誘発（景観守

ってルール守らず？） 
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滋賀県の観光資源の再発掘について 
‐お寺のまち坂本エリアを面として捉えて‐ 

 

京都橘大学 福井ゼミ 坂本エリアチーム 

○宮本 愛（Ai Miyamoto）・熊谷 七星（Nanase Kumagai）・田中 至花（Yukika 

Tanaka）・木村 涼花（Ryoka Kimura）・岡田 后央（Koo Okada） 

（京都橘大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科） 
キーワード：文化、観光資源、地域活性化 

 

1. はじめに 

 筆者らは滋賀県の観光資源の再発掘について

大津市の坂本エリアに注目した。坂本エリアは世

界遺産である延暦寺があるが、観光客は延暦寺だ

けが目的で周辺には立ち寄っていない。 

 本稿は、坂本エリアを面として捉え、延暦寺を

中心とした「お寺のまち」が新たな観光資源再発

掘になりうるかを明らかにすることを目的とする。 

 

2. 研究の対象（地域）と坂本エリアの観光の現

状と課題 

2.1 研究の対象（地域） 

筆者らは、滋賀県大津市及び高島市を重点的に、

魅力を調査した。そこで、RESAS1によると、比叡山

延暦寺が該当エリアで最も多く観光目的地として

検索されていることが分かった。しかし、世界遺

産として知られる延暦寺の周辺は、豊かな自然環

境や歴史的な建造物が立ち並んでいるのに反して、

観光客らにはあまり認知されていない。 

その中で西教寺は、延暦寺からケーブル延暦寺

駅を利用した場合、30分ほどで着くことができる

ため、延暦寺観光の際にも気軽に立ち寄ることが

できる立地だと言える。そのため、この延暦寺を

中心としたこの坂本エリア一帯を面として捉え、

そのなかで、観光振興に積極的に取り組むお寺「西

教寺」を中心に調査を進めることとした。 

 

2.2 お寺のまち坂本エリアの観光の現状と課題 

2020 年から一年間放映された NHK ドラマ「麒麟

が来る」の放映後、同じく RESAS のデータによる

と、検索回数が減少続きにあることが分かった。

ドラマの舞台となったことから一過性の話題とな

ったが、継続的に観光客が訪れる結果にはならな

かった。西教寺では一年を通して、風鈴やかざぐ

るまの参道展示イベントや、紅葉のライトアップ

など様々な企画をすることで観光振興を図ってき

た。検索回数の伸びの減少率を延暦寺と比較する

と、伸びしろのある観光資源があるにもかかわら

 
1 地方自治体の取り組みを情報面から支援するために、

内閣官房が提供する、産業構造や人口動態、人の流れな

どの官民ビッグデータを集約し、可視化するシステム 

ず、うまく活用されきれずにいるということが課

題であることがわかった。 

そこで、筆者らは滋賀の魅力を高めるために、

延暦寺及び伸びしろの高い西教寺に重点を置き、

点と点から面へとすべく、坂本エリア全体の観光

振興政策を以下の調査より検討する。 
 

表 1 大津市に訪れる観光客の年齢層 

 
国土交通省近畿運輸局 総合調査設計（株）［2008］

『観光ルネサンス事業基礎調査報告書（滋賀県大津市）』 

 

3. 考察 

3.1 調査概要 

本稿では、西教寺の観光や観光資源に着目し、

現状と取り組みを調査するとともに、西教寺含め、

坂本エリアの寺社仏閣と行政等の関係性における

観光の現状と課題を絞ることを目的とする。そこ

で観光振興を積極的に取り組むお寺「西教寺」で

インタビュー調査2を実施した。 

 

3.2 考察 

インタビューの内容としては、①観光資源とし

てのお寺から見た西教寺の現状、②現段階で行っ

ている具体的な取り組み、③これからの西教寺の

展望、の 3点に大きく分類してまとめる。 

インタビュー調査の結果として、①観光資源と

してのお寺から見た西教寺の現状では、お寺とし

2 2022 年 6 月 13 日（月）14:00～15:30  
天台真盛宗総本山 西教寺 
和尚さんにインタビュー 
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ての機能が基本であり、観光に依存していないの

に加えて、観光客を誘致するコストもないため、

観光振興は望んでいないが、今後もお寺として西

教寺を維持していくためには観光振興が必要であ

るといえよう。 

次に、②現段階で行っている具体的な取り組み

では、春はかざぐるまの展示、夏は風鈴の展示に

加え夜のライトアップ、秋は紅葉の観光要素を含

めた展示を行い、その情報をインスタグラムなど

の SNS、メディアを通して発信などを行っている

ことが分かった。 

最後に、③これからの西教寺の展望では、滋賀

県坂本エリアには、多くの観光資源があるが他の

資源との差別化ができておらず、豊富なコンテン

ツをどのように魅せるかが必要となることが明ら

かになった。つまり西教寺含め、坂本エリアが少

しでも軌道に乗ることができるような装置を行政

等とともに作り上げていくことが西教寺の今後の

展望である。 

筆者らの考察として、比叡山延暦寺や日吉大社

には足を運ぶ観光客がいるものの、観光振興を積

極的に取り組んでいる西教寺に訪れる観光客は少

ないというのが現状であった。滋賀県坂本エリア

には、良い観光資源があるのにもかかわらず、行

政等が発信する情報は観光客に伝わりにくいとい

うことを西教寺は問題視しており、今後は西教寺

含め坂本エリアの寺社仏閣と行政等が協力し、関

係性を深めていくことが重要であると考えられる。 

  
4. 考察からの提案 

 

 
図 1 「お寺のまち 坂本エリアマップ」 

筆者ら作成 

 

4.1 お寺のまちとしての周知 

 西教寺単体で見ると認知度に欠けるところがあ

るが、坂本には西教寺の他に、日吉大社・延暦寺・

旧竹林院といった歴史ある様々な寺社仏閣や庭園

がある。 

そこで、坂本のまちを「お寺のまち」として PR

し、まち全体のマップを作成することを提案する

（図 1）。寺社仏閣や庭園別の説明や季節のイベン

ト、魅力などをマップ内に書くことで、西教寺を

含む坂本地域にある他の寺社仏閣や庭園と共に、

坂本地域全体の地域活性化を図る。 

 

4.2 行政との取り組み 

 一般的に行政は京都などの有名観光名所を主体

として情報発信を行っている。しかし、集客方法

として、行政と連携し、「お寺のまち」坂本をはじ

めとする観光客数の少ない地域を中心に積極的に

発信していくことが必要であろう。 

西教寺周辺は、京都からのアクセスもよく自然

にも囲まれているため認知さえされれば観光客数

を増加させることが可能となるだろう。滋賀の寺

社仏閣を知らずに京都に訪れる観光客を対象に、

「お寺のまち」という新しいコンテンツを発信す

ることで、観光客を西教寺周辺へと促し、今後、

増加するであろう京都の観光客への新たな魅力提

案及び観光客の緩和にも繋がりうる。そして、お

寺のまち坂本が観光客に認知されるためには行政

の協力が不可欠である。 

 

5. まとめ 

 本稿は、坂本エリアを面として捉え、延暦寺を

中心とした「お寺のまち」が新たな観光資源再発

掘になりうるかに明らかにすることを目的として

考察した。 

 比叡山延暦寺や西教寺を「点」としての観光資

源で捉えるのではなく、「面」として坂本エリア

全体を「お寺のまち」の名のもと集客を図ってい

くことを提案する。また、それ等の宣伝を行政と

ともに協力していくことで、地域と行政の連携し

たまちづくりが促進でき、滋賀県の魅力を高める

ことが出来るのではないかと考察する。 

 観光客を集客することは、滋賀県の旅行・観光

業を発展させるのに加えて、さらには坂本エリア

の寺の運営費としても利用できる点が、双方のメ

リットではないだろうか。観光を地域活性化の一

つの手段として利用することがこれからの「お寺

のまち」坂本に繋がっていくと考える。  

 
参考文献 

国土交通省近畿運輸局 総合調査設計（株）［2008］「観

光ルネサンス事業基礎調査報告書（滋賀県大津市）」近畿

運輸局ホームページ（2022 年 10 月 21 日取得, 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000010798.pd

f）. 
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身体・外見等の「ブラック」校則の見直しのために 
‐高校教員へのインタビュー調査から‐ 

 

団体名：現代社会学部 藤野ゼミ Bチーム 

○上田航也(Ueda Koya)・池田未優羽(Ikeda Miyu)・佐々木郁美(Sasaki ikumi) 

・加田鈴奈(Kada suzuna)・井澤隼也(Izawa Syunya)・藤原悠(Fujiwara Yu) 

・西浦舜(Nishiura Syun) 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 

キーワード：校則・半構造化面接法・SCAT 法 
 

1．研究目的 

近年、下着や髪型・髪色の指定など人権侵害と

まで言われる行き過ぎた校則、いわゆる「ブラッ

ク校則」がメディアに取り上げられ、多くの注目

を集めている。 

文部科学省は、学校での校則の内容や指導に関

し、一部で必要かつ合理的な範囲を逸脱している

といった指摘があるとし、2021 年 6月に全国の教

育委員会に校則の見直しを促す通知を行った。校

則の見直しについて文部科学省は「学校を取り巻

く社会環境や児童生徒の状況は変化するため、（中

略）絶えずに積極的に見直さなければならない。」

としているが、見直しは進んでいない。そこで

2022 年さらに踏み込み、「教員指導提要」を改定

することとなった。 

東京都では、2022 年 4月以降、全都立高校で問

題視されていた校則 5 項目が廃止されることにな

ったが、一部の高校では地毛証明の提出を残して

いる状況である。 

学ぶ教科において「人権」に触れることの多い

高校においてこのような校則があることを現場の

教員はどう感じているのだろうか。民間団体セー

ブ・ザ・チルドレン・ジャパンの調査 によると子

供の権利を規定した子供の権利条約について「内

容までよく知っている」と回答した教員は 21.6％

と報告されており、教員への浸透が十分でない可

能性がある。 

本研究の目的は、高校での実際に行き過ぎた校

則や指導の仕方は、見直されようとしているのか、

高校教員の現場の声からその実態を確認するとと

もに、どのようにすれば今後、校則の見直しが進

むのかを検討する。 

 

2．研究方法 

2022 年 7 月 6 日～8 月 27 日の間に表 1 に記載

している属性の高校の現役教員・経験者 5 名に 1

時間程度のインタビュー（オンライン・対面）を

行った。対象者は著者らの知り合い、また対象者 

 

の紹介（スノーボールサンプリング）によって選

定されている。ただし、同一高校の勤務はなく、

勤務する都道府県も多様である。尚、対象者は現

在高校に勤務している先生 3 名(B、D、E 氏)、過

去に勤務、もしくは現在教育委員会への出向の教

員 2名(A、C氏)である。 

インタビューは校則や指導の状況、校則に対す

る考え、見直しの可能性等をインタビューガイド

に従って聞き取る半構造化面接法によっている。 

対象者には報告の承諾を得るとともに同意が得

られた対象者のインタビューは録画した。インタ

ビュー内容はすべて書き起こし、そこから、大谷

（2019）によるステップ・コーディングの方法

（SCAT 法）に従い、①重要なテキストを抜き出し、

②テキストの言い換え③テキスト外の概念での書

き直し④前後や全体を見て、最終的な構成概念（よ

り上位の概念）を導いた。 
表１ 調査対象者の属性 

 
 

3．調査結果 

インタビューの内容を①～④に区分し、SCAT 法

で導いた最終的な構成概念を記載したものが表 2

の通りである。 

①身体・外見に関する校則の現状：「一律ではない」 

全日制高校では細かい髪型、制服に関する規制

があり、特定のものについては禁止しているが、

高校によってその内容は同じではない。B 氏から

は同県内において、偏差値の高い高校ではこのよ

うな校則がないことを指摘していたが、同じく定

時制高校ではこのような校則が存在しておらず、

一律ではないことが示されている。 

②教員の指導状況：「生徒の自主性を引き出す指導

と教師が管理する指導」 

校則を破る理由や生徒の思いを傾聴するという

指導法があった。一方、担当の教員が交代で身だ

氏名 高校の特徴 現在の年代 性別 高校での役職 担当科目 勤務歴

A氏 普通科 50代 男性 生徒指導 体育 30年

B氏 普通科 40代 男性 進路部⾧ 日本史/地歴公民 17年

C氏 商業科 40代 女性 なし 情報 17年

D氏 定時/私立 20代 女性 なし 国語 ２年

E氏 商業科 30代 女性 なし 簿記 12年
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しなみチェックをしたり、集会の場で指導したり

という集団での指導法を行っていた。それだけで

なく指定された髪形でない場合に家に帰らせる指

導や、教員が校内で生徒の髪を切るという強制的

な指導法もあり、生徒の自主性を引き出す指導と

教師が生徒を管理する指導に分かれている。 

 
表 2 インタビュー結果 

 
 

③教員自身の校則のとらえ方：「教員（大人）目線

か生徒（子供）目線か」 

「一定の校則は、様々なルールが存在する社会に

出ていく上で必要である」という点では全教員の

意見は共通していた。しかし、生徒の保護・擁護

すべきとの観点から、定められた身体・外見等に

関する校則は守るべきだと教員目線で考えている

教員がいる一方、現行のこういった身体・外見等

の校則を遵守させることは生徒の主体性や社会に

おける課題解決能力を養う機会を阻害していると

生徒目線に立って問題視する教員もいた。また校

則は教員・生徒間の関係性を悪くするものであり、

その後の様々な指導への影響を示唆する教員もい

た。校則を守るということに対する考えが一律で

はなかった。 

④校則の見直しに対する考え「遅々とした動き」 

見直しに関する考え方は主に 3 つに分けること

ができた。1 つ目は、校則を見直す必要性は現状

ではない、余分な仕事であるという見直しについ

て否定的な考え方である。2 つ目は、生徒主体で

校則についての問題意識をもたなければ、見直し

は難しいという消極的な考え方である。生徒から

声は上がってこないというのが現実のようである。 

3 つ目は積極的に見直すべきという考え方であ

るが、そのためには教員同士の連携や、教員間の

ヒエラルキーを意識し、より責任ある者も説得す

る必要性があり、障害もあるということだった。

全般にポジティブではなくネガティブなトーンで

あった。 

また、文部科学省が 2021 年に校則の見直しを促す

通知を行ったことについて知っている被験者は 5

名中 4名だったが、その通知によって見直しや改

善を行ったと話す教員はいなかった。 

 

4．考察 

分析結果から 3つの課題が見えてきた。 

1 つ目として、教員の人権に対する理解度に差

があるということである。人権意識の高い教員は

生徒目線に立ち、見直しに積極的である。 

2 つ目としては、校則の存在により教員と生徒

間の関係性が悪くなるとともに、校則に従うとい

う行為が生徒の主体性を阻害し、結局校則に対す

る声があがらないという悪循環になっている可能

性があることである。 

3 つ目としては、教員の働き方や組織の問題で

ある。教員の仕事量の多さから余裕がない状況に

ある。若手教員の問題意識がなかなか上部層に上

がっていかない組織の構造もある。 

 

5．政策提言 

上に述べた 3 つの課題を解決するために、次の

ような政策が考えられる。3 つの柱をたてて推進

する。 

第 1の柱は教員の働き方改革（労働時間削減、

業務の効率化等）の推進である。教員の時間や心

身に余裕を持たせることによって、ルーティーン

業務以外にも現状の組織構造や制度の見直しがで

きる十分な時間を確保できる状況にすることであ

る。 

第 2の柱は教員・生徒とともに人権について改

めて学ぶ場を設け、意識改革をすることである。

人権を学び直すことで教員は今までの指導を見直

す機会になり、生徒は自分の保有する人権を再確

認できる。これにより教員同士も教員生徒間も生

徒同士も尊重し合い、意見の出しやすい環境や民

主的な学校を醸成する。 

第 3の柱は学校間交流である。学校間で校則の

内容や見直しの進度に格差があるため、校則見直

しに成功した学校はその成功事例を他校に共有し

波及させる。このように他校と情報交換を行うこ

とにより校則に関わる固定観念を覆したり、新た

な視点を踏まえた指導が可能になる。 

 
参考文献 
（1）大谷尚『質的研究の考え方: 研究方法論から SCAT に

よる分析まで.』名古屋大学出版会 (2019). 
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地域教育から考える持続可能な地域 
‐シビックプライド醸成による空洞化の解決‐ 

 

龍谷大学政策学部今里ゼミナール 7 期生 

○田中 基支（TANAKA Motonaga）・朝比奈 海斗（ASAHINA Kaito）・安藤 幸太（ANDO 

Kota）・亥野 滉大（INO Kota）・川口 直子（KAWAGUCHI Naoko）・桐野江 未来

（KIRINOE Mirai）・田中 里奈（TANAKA Rina）・引野 峰花（HIKINO Mineka）・樋口 凌

（HIGUCHI Ryo）・牧村 美優（MAKIMURA Miyu）・三浦 理花（MIURA Rika）・山下 紗羅

（YAMASHITA Sara）・山根 実那子（YAMANE Minako）・山本 万由佳（YAMAMOTO 

Mayuka） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 
キーワード：地域教育、シビックプライド、4 つの空洞化 

 

1. はじめに 

日本の農山村は「人」「土地」「むら」の 3つの

空洞化に直面している。そして、その深層には「誇

りの空洞化」がある（小田切 2009）。今里ゼミが活

動拠点としている京丹後市丹後町宇川地区は、丹

後半島最北端に位置する人口 1,099 人、高齢化率

48.5%（2020）の中山間地域であり、14集落で構成

されている。宇川地区でも 4つの空洞化は進行し

ており、地域では「諦めの言葉」をよく耳にする。 

 一方、今里ゼミは、宇川小学校での総合学習と

地域の子どもたちが集まるわくわく教室の企画・

運営に携わり、地域教育に空洞化解決の可能性を

見出した。 

そこで、地域教育を通して地域住民のシビック

プライドを醸成し、4 つの空洞化を解決するため

の政策を提案する。 

 

2. 研究方法 

本研究にあたり、今里ゼミは地域での実践活動

から得られる知見を重視し、22回の現地実態調査

を行った。特に、宇川小学校 6年生との総合学習

と放課後教室であるわくわく教室には、企画・運

営に携わり、重点的に参与観察を行った。また、

4 種類のアンケートに加え、地域住民や自治体職

員、先行事例等、80人以上にヒアリング調査を行

った。 

 

3. 問題の所在 

3.1 人の空洞化 

宇川地区では、人口が大幅に減少している。国

勢調査によると、総人口は 1995 年の 2,158 人か

ら、2020 年の 1,099 人へと、25年間で約半数に減

少している。また、生産年齢人口は 25年間で約 3

分の 1、年少人口は約 4 分の 1 と著しく減少して

いる。国勢調査を 5歳階級別で詳しく分析すると、

進学・就職にあたる若者世代の流出を多く確認で

きる。 

コーホート変化率法を用いて今里ゼミで算出し

た将来推計人口を分析すると、今後は生産年齢人

口・年少人口だけでなく、老年人口も減少するこ

とが分かる。それに伴い、総人口は 2020 年から 20

年間で約 62.1%の減少が予想され、過去 20 年間と

比較して、急激な人口減少が見込まれる。 

 

3.2 土地の空洞化 

宇川地区では、休耕田の増加が顕著である。2010

年の休耕田は約 27ha、2020 年は約 43ha であり、

約 16ha 増加している（京丹後市提供資料）。 

また、農業従事者も 2010 年から 10 年間で 163

人減少している（農業センサス）。今後も農業従事

者の減少により、更に休耕田が増加することが懸

念される。 

 

3.3 むらの空洞化 

宇川地区では、集落機能の低下が深刻化してい

る。宇川地区には豊かな自然や、祭りといった伝

統行事等、多くの地域資源が存在する。しかし、

これら地域資源の維持が担い手不足によって困難

になっている。実際、日本の棚田百選にも選ばれ

た袖志の棚田を保全する「袖志棚田保存会」は、

担い手不足を理由に、2022 年 4月をもって活動を

休止した（ヒアリング）。 

また、宇川地区 14 集落への区長アンケート

（2022 年 10 月実施）では、住民が集う行事・イ

ベントが「減少している」と答えた集落が過半数

であった。 

 

3.4 誇りの空洞化 

上述した 3 つの空洞化に加えて、「誇りの空洞

化」も広がっている。 

「丹後町中学生以上全員まちづくりアンケート

調査・宇川版（2018）」によると、10代、20代の

約 4分の 1が宇川地区に「住み続けたくない」と

回答している。総合学習での参与観察では、児童
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が地域の魅力に気づいていないことが分かった。  

 また、大人も地域に「負の感情」を持っている。

ワークショップでは、「息子に自信を持って戻って

こいとは言えない」という声が挙がった。ヒアリ

ング調査でも宇川地区に対する否定的な声を多く

聞いた。 

               

4. 良い兆し 

 しかし、良い兆しも多く見られる。全国的に田

園回帰の流れが広がっている中で、宇川地区でも

5年間で 84人の移住者が確認できる（国勢調

査）。また、大規模なほ場整備の実施や、地域の

課題に取り組む農村 RMO が形成された。そして、

宇川地区には、コミュニティの中心となっている

宇川アクティブライフハウス（以下「宇川ハウ

ス」という）がある。ここを中心に、地域の課題

解決を目的とした多くの先進的な地域団体が活動

している。 
 

5. 課題解決における「地域教育」の可能性 

このような中で、今里ゼミは、地域教育に可能

性を見出した。地域教育が地域住民のシビックプ

ライドを醸成するという研究は多数ある（引地・

青木 2005；田中 2021；藤山 2015 など）。その中で

も、井形・田中（2019）は、既存の先行研究を踏

まえ、1 年間の地域学習を通して児童の意識の変

化を研究し、地域学習はシビックプライドを醸成

すると結論づけている。 

実際、今里ゼミが取り組んだ総合学習とわくわ

く教室でも、地域教育によるシビックプライドの

醸成を実感した。総合学習では、授業計画、授業

ワークシートの作成、宿題の提示、授業中のアド

バイス等、授業の企画・運営に取り組んでいる。

また、2022 年 7月に 2度実施したフィールドワー

クでは、学校と地域住民をつなぐ「地域コーディ

ネーター」の役割を担った。わくわく教室では、

「地域を考えるきっかけづくり」を目標としてイ

ベントを企画・実施している。 

今里ゼミは、この 2つの活動から「大人は子ど

ものために協力すること」「地域教育には楽しさと

学びが兼ね備えられていること」に気づいた。ま

た、醸成されたシビックプライドは、更なる地域

課題の解決に向かう力となる（鈴木・藤井 2008；

津屋崎町ヒアリングなど）。 

以上から、今里ゼミは、大人と子どもが共に学

ぶ地域教育に、4 つの空洞化を解決する大きな可

能性があることを見出した。 

 

6. 政策提案 

 以上を踏まえ、地域教育で地域住民のシビック

プライドを醸成し、その住民が地域活動に参画

し、課題解決に取り組むことで、4つの空洞化の

解決につながる政策を提案する。本地域教育は、

3段階を経ることで、持続可能な宇川地区を目指

す。今里ゼミの活動の気づきから、教育の各段階

には「知る考える・体験する・課題解決する」の

3つの要素を含める。また、地域教育は農村 RMO

が担い手となり、主に宇川ハウスで実施する。 

 

 
図 1 政策提案の流れ（今里ゼミ 7期生作成） 

 

第 1段階では、宇川地区の魅力と課題を認知す

ることを目的とする教育を行う。これは継続的に

展開する。地域教育でシビックプライドが醸成さ

れた住民は、地域活動へ自発的に参加することが

見込まれる。また、参画意識が高まった住民が農

村 RMO に所属することで、「土地」「むら」の空洞

化解決につながる活動が活発化し、休耕田が減少

する。 

第 2段階では、地域活動の担い手につながる人

材の育成を目指す。これにより、宇川地区が活性

化し、U・Iターン者の流入が想定され、「人」の

空洞化の解決につながる。 

第 3段階では、U・Iターン者と地域住民の協

働により、宇川地区を持続的に維持・管理してい

く。 

この結果、4つの空洞化が解決され、宇川地区

は持続可能な地域となる。 
 
参考文献 

(1) 井形康太郎、田中直人（2019）：地域学習にお

ける児童のシビックプライド形成に関する研究、土木

学会論文集 D3 (土木計画学)、75 巻、5号、pp.Ⅰ_181-

Ⅰ_189. 

(2) 小田切徳美（2009）：農山村再生、岩波書店、

全 63 頁 

(3) 鈴木春奈、藤井聡（2008）：地域愛着が地域へ

の協力行動に及ぼす影響に関する研究、土木学会論文

集、25 巻、pp.357-362. 

(4) 田中直人（2021）：上天草市におけるシビック

プライドを基盤とした地域課題解決の実践、熊本大学

政策研究、11 巻、pp.5-14. 

(5) 引地博之、青木俊明（2005）：地域に対する愛

着形成の心理過程の検討、景観・デザイン研究講演集、

1号、pp.232-235. 
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大学生と共に子ども食堂の機能性向上へ 
‐子どもの夢の実現に向けて‐ 

 

同志社大学政策学部 真山ゼミ D チーム 

○仲西 華音（Nakanishi Kanon）・明元 夢実（Akimoto Yumemi）・ 

加藤 匡将(Kato Kyosuke）・笹井 友理子（Sasai Yuriko）・ 

丸山 藍梨（Maruyama Airi）・全 秀賢（Jun Suehyun） 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：子ども食堂、大学生ボランティア、子どもの居場所 

 

1.はじめに 

2014 年の OECD の調査では、日本の相対的貧困

率は先進国 35カ国中 7番目に高く、G7では米国

に次いでワースト 2位となっており、世界的に見

ても日本の貧困は深刻な状態にある。  
とりわけ、日本においては子どもの貧困が顕著

である。直近の 2018 年のデータにおいて、「子ど

もの貧困率」は 13.5%、「子どもがいる現役世帯の

貧困率」は 12.6%と高く、過去から現在にかけて

貧困率は常に上昇傾向にある。  
以上より、貧困率の改善が大きな課題である。

改善するためには、日本の各地域が抱えている貧

困問題を踏まえ、各地域に適した方法で貧困の解

決に努めなければならない。そこで、本研究では、

「京都府」における「子どもの貧困」に焦点を当

て、現状や諸問題等を踏まえた上で、子どもの貧

困に向き合うための政策を提言したい。 
 

2.京都における子どもの貧困の現状 

京都府においては、2014 年度に「京都府子ども

の貧困対策推進計画～すべての子どもが将来の夢

を実現できる社会を目指す～」を全国に先駆けて

策定し、これまで本計画に基づき支援を実施して

きた。しかし、生活保護世帯やひとり親家庭が増

加しており、2015 年度の相対的貧困に陥っている

世帯で暮らしている 18 歳未満の子どもの貧困率

は 13.9％と OECD 加盟国の平均を上回っている状

況である。 

現状における課題は三つ挙げられる。一つ目

は、母子家庭の経済状況である。生活保護世帯・

ひとり親家庭は 10 年で 1.3～1.4 倍に増加してお

り、母子家庭の平均年間就労収入は 209 万円で父

子家庭の平均就労収入の 358 万円と比較して少な

い状況にある。 

 二つ目は、子どもの孤食である。子どもとのコ

ミュニケーションの場として重要な食事時間をと

もに過ごすことのできない孤食の実態がある。一

緒に食事する主な相手についてのアンケートによ

ると、母子家庭では子ども一人及び兄弟姉妹と回

答した割合が朝食 30.0%、夕食 20.3%であり、子

どもの 5 人に 1人は子どもだけで食事している。 

 三つ目は、学習状況である。小中学生は、家庭

の経済環境が学力に影響している。学校での勉強

の成績について、小中高生のいずれも全体として

は「普通」の割合が最も高く、次いで「まあまあ

良好」、「成績良好」となっている。ところが、「ひ

とり親世帯」や「貧困線以下の所得の世帯」につ

いては、全体と比較して小中高生のいずれも「遅

れている（「やや遅れている」と「かなり遅れてい

る」の合計）」の割合が高くなっている。 

 
図 1 京都府の小中高生の学校での成績の状況 

（出典：京都市子どもの生活状況等に関する調査） 

 

3.京都府における支援金制度 

京都府は 2017 年度から「きょうとこどもの城づ

くり事業」が実施している。家庭に悩みや不安を

抱えている子どもや保護者が交流し合い、生活支

援や学習支援の場所を提供し、子ども食堂の新規

開拓や開設・運営支援を行っている。開設日数が

年間 50日以上・100 日以上・150 日以上であれば、

予算上限額はそれぞれ 120 万円・490 万円・675 万

円となっている。 

京都市は「一般社団法人こども宅食応援団」と

「社会福祉法人あだち福祉会」と連携し、支援が

必要な家庭に対して食品を届けることをはじめ、

家庭での困りごとに関する相談支援等につなげる

「京都こども宅食プロジェクト」を実施している。

配送物はあだち福祉会が企業や各種団体等から募

った寄附金・寄贈品により賄っている。しかし、
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2022 年度から京都市の補助金打ち切りを受けて、

運営資金の確保が困難な状況にある。 

 

4.人手不足の課題 

 次に貧困家庭支援の運営者にとっては、人員が

課題となっている。農林水産省が 2017 年に子ども

食堂を運営する団体に対して行った調査結果によ

ると、「常にスタッフが足りない」13.9%、「足りな

い回がある」28.1% となっている。また、内閣府

が 2018 年度に実施した子供の貧困に関する支援

活動を行う団体に関する調査によると、活動継続

のための資金面の不足が課題と回答した団体が最

も多いのだが、次いで多く上がった課題が運営の

中心的役割を担うスタッフの不足、運営をサポー

トするボランティアの不足であった。 

子ども食堂等の貧困家庭支援は、基本的にボラ

ンティア活動であるがゆえに、賃金は発生しない。

そのため、人員の確保が難しいという課題がある。

無償で労力を割くことやスタッフの負担に鑑みる

と限界もあり、貧困家庭支援には地域住民の協力

が欠かせないと考える。 

 

5.政策提言 

政策提言するにあたっては、貧困に直面する子

どもが夢を持つきっかけづくりになるような政策

を目指す。京都府の貧困対策推進計画においても、

「子どもが将来の夢を実現できる社会を目指す」

と掲げられており、政策立案するにあたって最も

重視したい点である。 
そこで、「大学生が貧困の子どもと主体的に関わ

る子ども食堂」を提案する。子どもが、年齢に大

差がない大学生と食事をとりながら関わることに

より、心を開いて接しやすくなることが予想され

る。また、大学生自身の夢などを子どもたちに向

けて語ってもらう機会などを設ければ、子どもが

自身の将来にも希望を見出すことが期待される。 
大学生を起用した他の理由は、京都には大学生

が多いため、多くのボランティアを集めることが

できると考えたからである。「Persogla（パソグラ）」

というボランティア等を学生から募集するプラッ

トフォームがあり、現在、京都府内の多くの自治

体がこれに登録している。京都の学生からの認知

度も高いと思われるため、これを活用すれば、子

ども食堂のボランティアの存在を大学生に広める

ことができ、人手不足問題を回避できる。 
また、嘉納、竹沢(2018)の研究では、沖縄の公

立学校への学習支援ボランティアとして教職を履

修している学生を派遣した際、学校現場から一定

の評価を受けたことが実証されている。これを京

都の子ども食堂ボランティアにも適用することが

有効である。 
子ども食堂の機能としては、食事の提供だけで

はなく、子どもの学習支援の実施や、安心できる

居場所となるようなものを想定している。学習支

援においては、ボランティアの大学生が多く集ま

ることを想定し、個別指導塾型の体制をとること

で、子どもが大学生と共にしっかりと学習に向き

合えるような環境を作る。これらの企画は、既存

の子ども食堂において進めていくのが効果的であ

る。子ども食堂の数をむやみに増やすよりも、現

在運営されている子ども食堂での活動内容をより

一層多様なものにすることで、質の高いサービス

を提供できる。 

このような特徴を兼ね備えた子ども食堂を実現

させることで、京都府に顕著に表れている、貧困

の子どもの「孤食」を防ぎ、「学習状況」の改善を

図ることができると考える。 
最後に、子ども食堂の運営に係る資金面の課題

について考察する。子ども食堂を安定して運営す

るためには、行政による安定的かつ継続的な支援

が不可欠である。行政から一定の支援金を支給さ

れるような制度改革が極めて重要になると言える。 
それに加え、子ども食堂の運営側の自主性や主

体性が発揮されることも、子ども食堂の機能性を

高めていくためには欠かせない。寄付の有効活用

や工夫が、長期的な運営のために大変重要になる。 
 

参考文献・URL（いずれも 2022 年 10 月 16 日最終閲覧） 
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地域に対する推し活を促す要因の考察 
‐地域の弱みは推しなのか‐ 

 

龍谷大学政策学部政策学科中森ゼミナール 3 回生 

新下奈津子(Natsuko ARASHITA)・北野望生(Mio KITANO)・利倉唯菜(Yuina 

TOSHIKURA)・中西研登(Kento NAKANISHI)・橋本皐希(Satsuki HASHIMOTO) 

橋本塁(Rui HASHIMOTO)・比嘉雄摩(Yuma HIGA)・〇堀場優輝(Yuki HORIBA) 

三浦あずさ(Azusa MIURA)・山田愛華(Aika YAMADA)・渡邉宏樹(Hiroki WATANABE) 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：推し活、地域、アンダードッグ効果 
 

はじめに 

近年、旅行先や居住先に選んでもらおうと、自

治体間の競争が激化している。一方、若者の間で

は「好きな人・もの」を選ぶ行為を「推し」や「推

し活」と表現することが増えている(吉光,2021)。     

最近では、推しの応援のためにお金を使う「推

し消費」が新たな消費形態として大きな経済効果

を生み出している(大方&乾,2022)。本来、推しや

推し活の対象は人やモノを指すものであったが、

推し活の浸透と共に、その対象は広がりつつある。 

そこで、本研究では推し活の対象を地域にまで

広げる。また、従来のマーケティング理論では対

象とされていない「負け組を応援したい」という

気持ちが推し活を促すこと(アンダードッグ効果)

を明らかにする。このことから、一見して地域の

弱みと思われるものが推しの対象となり、新たな

地域振興の一助となる政策を検討する。 

第 1章 推しについて 

「推し」とは、「他者に人やモノを薦めること、

最も評価したい・応援したい対象として挙げるこ

と、またはそうした評価の対象となる人やモノな

ど」と定義されている(船崎&中村,2021)。すなわ

ち「推し」とは応援される対象を指し、「推し活」

とはその行為を指す。 

しかし、「推し活」に関する先行研究は少なく、

その実態は未だ明らかにされていない。そのため

次章では、定性調査とテキストマイニングを用い

て推し活の内容とそれを促す要因を明らかにする。 

第 2章 定性調査 

2-1. 推し活を促す要因 

推し活を促す要因を明らかにするため、定性調

査1で収集したデータを基に KJ 法で分析した。そ

の結果、「頑張り」「期待不一致(予想外の良さ)」

「居場所感」「不完全(何かが欠けている)」の 4つ

 
1 2022 年 6月 27 日に龍谷大学に通う学生（男女 130 名）

を対象にインタビュー調査を行った。 
2 朝日新聞 35 件・読売新聞 31 件・日本経済新聞 31 件・

毎日新聞 14件 
3 博報堂 20件（2022年 6 月時点の全記事） 

の要因が抽出された。「不完全」という要因は、他

より劣っているからこそ応援したくなるというア

ンダードッグ効果(Simon,1954)であり、先行研究

を参照し、地域の不完全さを「財政難」「過疎」と

した。 

2-2. 推し活の種類 

推し活の具体的な行動を見るために、新聞記事

4社(5 月 29 日より遡って 400件のうち、「推し」

に言及している記事2)・広告社記事 1 社(「推し」

に関連した記事3)・Instagram(2022 年 6月 11～17

日の 19～22時4の投稿)・note(2022 年 6月 11～17

日の「#推し」の投稿5)を対象に、KH coder を用い

てテキストマイニングを行った。 

その結果、『推奨』『購入』『擁護』の 3つの行動

が推し活として抽出された。 

第 3章 仮説の設定 

推し活を促す要因について、上述の定性調査に

加え、先行研究を整理していく。 

購入と推奨は、消費者が満足を感じた際の行動

である「ロイヤルティ」にあたり(庄司,2010)、擁

護はロイヤルティの最上位の形態である「アドボ

カシー」にあたる(Urban,2004;山岡,2020)。先行

研究では、ロイヤルティを形成する要因としては

「愛着」(Oliver,1999)、アドボカシーを促す要因

としては「利他心」がある(Y Lee&KH Kim,2020)。

愛着や利他心を抱くからこそ、購入や推奨、擁護

をするのである。以上の先行研究と定性調査や

SNS 投稿、新聞記事等の分析を踏まえて以下の仮

説を設定し、定量調査にてその関係を確認する。 

 

仮説:1『地域愛着』は『推し活』を促す。 

仮説:2『利他心』は『推し活』を促す。 

仮説:3『頑張り』は『推し活』を促す。 

仮説:4『期待不一致』は『推し活』を促す。 

4 総務省(2021)によると、メディアのゴールデンタイム

は 19 時台〜22 時台までの間とされている。 
5 note は Instagramと比較し、投稿数が少ないため、時

間による制限をせずに全投稿を分析対象とした。 
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仮説:5『居場所感』は『推し活』を促す。 

仮説:6『財政難』や『過疎』は『推し活』を促す。 

第 4章 定量調査結果 

先行研究整理を基に質問を作成し、アンケート

調査6を行った。質問は 51項目7であり、有効回答

数は 405件であった。 

推し活とそれを促す要因についての関係を構造

方程式モデリング8により分析した。モデル全体評

価である適合度指標は、図 1の通りである。 

 

図 1 構造方程式モデリングのパス図 

 

地域愛着から推奨(.66)、購入(.62)、擁護(.67)

に対して正の影響(p<.0019)が見られた。 

地域愛着に対しては、利他心(.31)、期待不一致

(.25)、居場所感(.34)の正の影響(p<.001)が見ら

れ、利他心、期待不一致、居場所感は、地域愛着

を高めることから、結果的に推し活を推進する要

因であることがわかる。 

期待不一致については、推奨(.29)、購入(.22)

に対する直接的な正の影響(p<.001)も見られ、推

し活の重要な要因だとわかる。 

財政難から購入 (.10)に対して正の影響

(p<.0510)が、過疎から擁護(.15)にも正の影響

(p<.001)が見られ、負け組の地域を推すというア

ンダードッグ効果が確認できた。 

擁護には頑張り(.16)が正の影響(p<.001)を及

ぼしており、地域の頑張りが推し活を高めること

がわかる。よって、仮説の 1から 6はいずれも認

められた。 

第 5章 考察 

地域の居場所感や期待不一致(予想外の良さ)、

地域（住民）の頑張りが、地域への愛着を抱かせ、

推し活を高めている。一方、過疎や財政難は、地

域を他人に推奨する、地域産品の購入を通じて応

援するといった推し活を促し、そこには地域住民

の頑張りが大切であることもわかる。特段の名産

品や観光資源がなくても、そこにいてホッとする

ことや、地域住民の頑張りが人々の心をうち、財

 
6 2022 年 10 月 17 日から 10 月 20 日にかけて、10 代から

60 代の男女に対して、Google フォームを使用した。 
7 内訳：推し要因に関する33項目、推し活に関する 12項

目、愛着に関する 3質問項目、利他心に関する 3項目 

政難や、過疎であるからこそ応援したいという気

持ちを掻き立てることが考えられる。 

第 6章 貢献 

本研究では、推し活を学術的に捉え考察した先

行研究が少ない中、定性的・定量的な分析を行い、

実態を明らかにしたことから、学術的貢献が高い

と言える。また、『過疎』『財政難』という地域に

とって弱みと捉えられる要因が推し活を促すとい

うことを明らかにした。これは、従来の地域指標

では弱みであったものが推しの対象となる可能性

を示したものであり、地域の特徴を多角的に捉え

て新たな振興策を検討する一助となりうるものと

言え、実践的貢献が高いと言える。 

第 7章 限界・展望 

本研究では、定量調査によって地域の推し活を

促す要因（特に弱みが要因になりうること）を明

らかにした。しかし、地域に対する推し活を行っ

ている人の声(生声)の収集が不十分である。今後

は、実際に地域への推し活をしている人々にヒア

リング調査を行い、地域の推し要因を用いた具体

的な施策を検討したい。 
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生産緑地の今後とアグリツーリズム 
 

団体名 京都先端科学大学 阿部ゼミ 生産緑地班 

○鈴木臣空（SUZUKI JINKU）・西村雅樹（NISHIMURA MASAKI）・堀田彗生（HORITA 

KEISHO） 

（京都先端科学大学経済経営学部経済学科） 
キーワード：生産緑地、2022 年問題、アグリツーリズム 

 

1. はじめに 

現在、生産緑地に関して「2022 年問題」が話題

となっている。この問題は、1992 年に指定を受け

た生産緑地が、2022 年に一斉に解除され、多くの

生産緑地が空き地化・宅地化してしまうのではな

いかというものである。 

京都市は全国 1位の生産緑地面積を持っている。

国土交通省によると、全国約１万 2千ヘクタール

ある生産緑地のうち、2022 年に約 8割が解除され

る可能性があるとしている。政府はこの問題の対

応策として、10年毎に延長可能な特定生産緑地制

度を 2017 年より打ち出した。しかしながら、政府

が現在実行している延長策は問題の本質的な解決

には至っていないと考えられる。 

 

2. 現状分析 

2.1 生産緑地とは 

生産緑地とは、都市の緑地保全のために特別に

市から指定された畑である。この生産緑地が制定

された当初の背景としては、宅地化が急速に進ん

だことにより、インフラ整備が追い付かず、火災

が多発したため、宅地化を抑制するために制定さ

れた。生産緑地として指定されることで、30 年間

その土地で農業をする代わりに、固定資産税と相

続税の優遇が受けられる。もし、今後、生産緑地

の指定を受けられなかった場合、固定資産税は増

大し、かつ、相続税の猶予が即座に打ち切られ、

支払い義務が生じることとなるのである 

 

2.2 都市の畑が持つ役割 

都市の畑は、以下の 5つの役割を担っている。

①新鮮で安全な農産物供給。②心やすらぐ緑地空

間。③国土・環境の保全。④災害時の防災空間。

⑤都市住民の農業への理解の醸成。  

これらの役割以外でも、都市での農業は、畑に

おける交流やレクリエーション、福祉、教育や体

験の場の提供など、多面的役割を果たしている。 

 

3. ヒアリング調査 

京都市の生産緑地の現状をさらに深く知りたい

と思い、①京都市役所の都市計画局、②市民農園

を運営している株式会社アグリメディア、③実際

に就農している農家さんにヒアリング調査を行っ

てきた。 
 

3.1 京都市役所への訪問 

京都市役所で伺った生産緑地の現状としては以

下のことがわかった。 

①生産緑地の指定を受けなかった場合、固定資

産税や相続税などの面で、市民の負担が大きくな

ってしまう。②2017 年より政府が打ち出している

特定生産緑地制度を受け、京都市役所でも、2022

年度末に営農期間が終了する生産緑地の所有者に

対し、延長の申請を促す案内を送る等の対策が取

られている。 

 

3.2 株式会社アグリメディアの電話調査 

株式会社アグリメディアは、「農業を実りある事

業に」をモットーに日本の農業の発展に貢献する

会社である。そこで伺った内容はとしては、以下

の通りである。①生産緑地として農業をしている

ところもあれば、農地や宅地で行う方も中にはい

る。市民農園の利用者は、会社をリタイアされた

方や子供連れの親子が主な客層である。②コロナ

前までは食育や飲食を行っていたが、コロナ禍で

イベントを行うことができなく、かかし造りや石

けん造りなど大規模で行うイベントができなくな

ってしまった。③同企業では、使われていない農

地が年々増加している問題を受け使われていない

農地を有効活用するため自社で新たなサービスを

行っているが、大半はシェア畑であり、京都にも

嵐山や金閣寺付近に存在している。 
 
3.3 実際に就農している農家への訪問 

農家の方に伺った内容は以下の通りである。①

畑と隣接する道幅が小さいと、その土地を売るこ

とが難しいので、畑として維持していかなければ

ならない。②先代から土地を引き継いで農業を始

めたので、農業への知識が少なく手をつけにくい

状況があったため、別の農家の方から指導やボラ

ンティアをしてもらうことで経営している状態。 

                     

4. アグリツーリズム 

調査した結果、①生産緑地の指定を受けないと税

金面での市民負担が大きくなる、②実際に農地を

相続したものの農業への知識がなく経営が難しい

面があるという京都の生産緑地の現状が分かった。
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これらの状況を踏まえて、企業は、年々使われて

いない農地が増えていることから新たな体験農園

やシェア畑を企画し運営していることがわかった。 
しかし、コロナ禍もあり、食育や飲食を伴うイベ

ントがなかなかしづらくなった上に、これらの取

り組みは大きな広がりを見せてはいない状況だ。 
そこで着目するのが、「アグリツーリズム」であ

る。 
4.1 アグリツーリズムとは 

アグリツーリズムとは、もともとイタリア語の

アグリクルトゥーラ（農業）とツーリズモ（観光）

のから作られた造語で、イタリアでは「アグリツ

ーリズモ」と呼ばれており、英国では「ルーラル・

ツー リズム」、フランスでは「ツーリズム・ ベー

ル(緑の旅行)」と呼ばれている。内容としては、農

山漁村地域において自然、文化、人々 との交流を

楽しむ滞在型の余暇活動のことを指し、日本では

「グリーンツーリズム」という名称が使われ、 
1992 年に農林水産省が「新しい食料・農業・農村

政策の方向」の中で提唱し、1994 年に「農山漁村

余暇法」を制定した後に、注目されたものである。

特に、日本では、「都市農村交流」という点でこれ

らの取り組みが着目され、過疎などが進む農村地

域に、都市住民が滞在し、農家や古民家等に宿泊

し農業体験する農泊を推進されている。 
コロナ禍になり、これらのグリーンツーリズム

や農泊は、テレワークの普及や蜜を避ける野外活

動としても注目されている。 

4.2 星野リゾートによるアグリツーリズモリ

ゾート 
 近年では、日本における「アグリツーリズム」

として、星野リゾートが母体となって運営してい

る栃木県那須町にあるホテル「リゾナーレ那須」

などがある。リゾナーレ那須は、ホテルに隣接し

た畑で農業体験できる態勢を整えており、現在の

日本のグリーンツーリズムでは主流だった民泊と

は異なり、リゾートホテルが総合してアグリツー

リズムを行うリゾート開発を手がけている点で違

いがある。これらの施設では、ホテル内のレスト

ランで収穫したものを調理し、味わうことも可能

としている。 
 

5. 政策提案 

 私たちは、京都市の生産緑地の新たな発展の方

向性として、グリーンツーリズムや那須町の例を

参考に、自治体、観光協会、ホテル、タクシーな

どの交通関係、ＪＡ、農園経営する企業、土地所

有者、農家などが連携して取り組む、新たな「京

都都市型アグリツーリズム推進ネットワーク」を

提案する。 

 この提案の特徴としては以下の３つである。 

 1 つ目は、「都市型アグリツーリズム」である

点である。本来、日本で推進されてきたものは、

都市部から離れた農村部などで、民泊を行う形を

念頭に置かれているが、都市部にある畑で農業体

験することで、京都市にある生産緑地の活用を促

す効果がある。 

 2 つ目は、農家自体がいわゆる「農泊」を行う

形式ではなく、企業が主体となりホテルなどと提

携して、元々の生産者を支援して運営を行う。京

都市内にはすでに、ホテルなどの宿泊施設等の観

光資源が多数存在しており、それを活用しつつ、

アグリツーリズムを行う形だ。企業側は、アグリ

ツーリズムの利益を得る代わりに、給料手当、補

助金、畑の衛生管理の援助を生産者に対して行う

ことによって関係は成立するような形式を考えて

いる。これらにより、生産緑地を相続した土地所

有者や農家自体の負担を軽減することが可能にな

る。 

 3 つ目は、京都のリピータ客やコロナ禍で少し

ずつ戻りつつある外国人観光客をターゲットにす

る。京都は根強いリピート客が多い。季節ごとに

変わる風景の中で、また季節ごとの野菜を使った

体験や料理を知ってもらうことで新たな京都の魅

力を提案する。また、日本人ではなく外国人をタ

ーゲットにした理由は平均泊数にある。観光庁に

よると、コロナ以前の日本人観光客が約 1.38

泊、対して外国人観光客は、約 10.1 泊である。

滞在期間が長いことに加え、より日本の文化の体

験などに関心があるからだ。 

 

6. 残された課題 

 これらの提案において残された課題としては、

自治体の関与と企業の運営の在り方があげられ

る。企業が、使用されなくなった生産緑地を使い

体験農業を提案するとしても、予算と利益を考慮

した上で観光客を惹きつけるもの、初期の予算等

をどのようにすべきかが問題だ。この点、イタリ

アでは、自治体が税金優遇や支援措置を行うこと

で国を挙げて活発にアグリツーリズムを行ってお

り、日本においても、自治体の補助や地域におけ

る連携推進のための活動というものが重要になる

だろう。 

 
参考文献 

（1） 国土交通省（2021）「令和３年都市計画現況調

査」、「農地面積の現状」 
 

（2） 農林水産省（2021）「コロナ禍における農泊地

域事例」 

（3） 柳瀬明彦（2019）「第２回 農村・食・観光 ―

イタリアのアグリツーリズモの発展から考える―」

『ヨーロッパ研究』13 号 p.183-192 

（4） 観光庁（H28）訪日外国人の消費動向 P.3（３）  

（5） 菊地俊夫（2019）「東京大都市圏における「農」

空間の保全と適正利用による ルーラルツーリズムの
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天橋立における AR を用いた観光案内 
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（京都府立大学公共政策学部公共政策学科） 
キーワード：天橋立、観光案内、AR 

 

1. はじめに 

京都府北部の宮津市を訪れる外国人観光客は増

加傾向にあり、新型コロナウイルスによる規制緩

和後はインバウンド需要のさらなる増加が見込ま

れる。しかしながら、宮津市には観光案内板の多

言語表示の少なさや分かりにくさといった課題が

あり、外国人観光客受け入れの環境が十分に整備

されているとは言えない。本研究では、宮津市の

天橋立地域を対象として観光案内板の現状を分析

し、その課題を提示する。またその解決策として

拡張現実感（以下 AR）を用いた観光案内を提言す

る。 

 

2. 宮津市天橋立の分析 

2.1 外国人観光客の動態 

天橋立は日本三景の一つであり、その特徴的な

地形や美しい景観は、国外からも人気を博してい

る。その天橋立が位置する宮津市は上記でも述べ

た通り外国人観光客数の増加が著しい。京都府北

部地域の観光振興を行う海の京都 DMO の令和 2年

調査によると、平成 25年から 30年にかけての外

国人観光客数は 296％もの大幅な増加を見せた。

国籍別に外国人宿泊者を見ていくと東アジアから

の観光客が 81.4％と大半を占めており、全体のう

ち台湾が 49％、香港が 16％、韓国が 14％、中国

が 12％である。 

 

2.2 観光案内版の現状 

令和 4 年 10 月 1 日

（土）に現地を訪れ、宮

津市天橋立とその周辺

（京都丹後鉄道天橋立

駅、元伊勢籠神社）にお

ける観光案内板（以下、

看板）の現状を調査し

た。ここで言う看板は、

地図や観光地の名称、

解説が記載された物理

的に存在するもののこ

とを指す。 

図 1 は調査した看板全 56 か所の位置を示した

ものである。対応言語の調査結果は表 1の通りで

ある。英語表記のものは半数以上あるが、そのう

ち 15 か所は観光地の名称のみを翻訳し説明は日

本語で記してあった。また 2.1 にあるように、宮

津市は東アジアからの観光客が多く訪れているが、

中国語表記の看板は 1つ、韓国語表記のものはな

かった。以上のことから、宮津市における看板の

言語対応は東アジア人の訪問が多いという現地の

観光の現状に即しておらず、29 か所ある日本語・

英語表記の看板ですらその半数が名称の翻訳にと

どまっていることが分かった。観光庁が行ったア

ンケート調査によると、外国人が観光地の解説文

を読んで知りたいと思っている情報は、その地域

にまつわる神話などの文化的・歴史的なものであ

る。しかし、宮津市ではそれらの説明文は日本語

表記のみである事が多く、外国人が求めている情

報を提供できていない。  
表 1看板の数と対応言語 

 
 

2.3 考察 

本研究で行った調査によって、宮津市における

看板は言語対応が不十分であり、外国人が知りた

いと思っているその土地の歴史や文化についての

多言語表記がなされていないことが分かった。こ

の点を踏まえたうえで宮津市の観光案内の充実を

目指す際に留意すべきことは 3つあると考える。

1 つ目は異文化理解である。日本文化を理解する

際、日本人にとっては当たり前のことでも外国人

にとっては馴染みのないことは多くある。観光庁

が出している多言語解説文整備のガイドラインに

おいても、日本文化への知識や認識に違いがある

ことを理解したうえで解説文を作成する必要があ

ると示されている。文字という言語情報だけで外

国人に文化や歴史を理解してもらえない場合は、

非言語情報を追加することが考えられる。画像の

提示による文化差の理解は、説明文の提示による

理解より、文化差の判定を短時間に行うことがで

き、主観的な負荷は低い（吉野・宮部、2013）。こ図 1看板の配置図 
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のことから、異文化理解において説明文よりも画

像による提示のほうが効果的な役割を果たすこと

が分かる。そのため、異文化理解において必要な

場合に追加する非言語情報は画像が適当ではない

かと考える。2 つ目は情報の拡張性である。看板

の内容を外国人が知りたいと思っている情報や分

かりやすいものに変更する際に、すでに設置され

ている看板を改修したり、新たに看板を設置した

りすればよいと考える人もいるだろう。しかし、

物理的に存在する看板では改修費用や設置できる

空間が限られているなどの面から情報の更新が容

易ではない。そのため、必要に応じて新たな情報

を付け加える際に困難が生じにくい手法を取るこ

とが望ましい。3 つ目は景観保全である。宮津市

が観光地域づくりの方向性を定めた『宮津市観光

戦略』を踏まえると、景観等の保全に配慮する必

要がある。また、安易に看板の数を増やしてしま

うと「看板公害」に繋がりかねない。「看板公害」

とは、増加する訪日観光客向けに設置された無数

の看板が周辺地域の景観を阻害している問題のこ

とで、近年京都市内でも顕在化している課題であ

る。看板に表記する言語数の拡充や画像の追加は

内容を充実させわかりやすくするだろう。しかし、

そのために看板の面積が増加することは天橋立の

景観を害する看板公害を引き起こすと考えられる。 

 

3． 事業提案 

以上の分析結果と考察を踏まえ、その解決策と

して AR を用いた観光案内を提案する。本研究で

は神原（2010）の ARの定義を用い、「ユーザが見

ている現実のシーンにコンピュータグラフィクス

（CG）によって描かれた仮想物体を重畳表示する

ことで、ユーザがいる場所に応じた情報を直感的

に提示する技術」とする。本研究では『ポケモン

GO』のような専用アプリを用いた AR 体験を想定

している。 

AR を用いた観光案内の概要を説明する。まず観

光客が観光客向け冊子やポスター掲載の QR コー

ドから専用アプリをインストールする。アプリ内

のカメラで看板を写すと言語選択の表示が現れ、

観光客は選択した言語での解説を見ることができ

る。また画像などによる説明が必要な観光地では

その周辺に近づくと、GPS 機能により端末のカメ

ラが起動し、AR画像を用いた観光案内を見ること

ができる。既存の看板や位置情報を利用して AR情

報を認識させることで、現地の景観を阻害するこ

となく情報提供を行う。 

図 2 と図 3 は AR 画像を用いた観光案内の具体

的イメージである。図 2は「羽衣の松」である。

現在は「伝説『羽衣天女』を連想させる優美な松」

という説明のみされている。羽衣天女の伝説は世

界各地に伝わっているが、その言葉をきいて想像

するものは受け手の持つ文化的背景によって異な

る。本事業では ARによって、羽衣天女の画像を現

実世界の松に重ね合わせて表示することを提案す

る。このように現実世界で実際に見ることが不可

能な情報を AR 画像によって視覚的に見せること

で、観光客の観光地への理解を深める。図 3は「雪

舟の松」である。現在は「国宝『雪舟天橋立図』

があることから雪舟の名を引用した」という説明

のみされている。本事業では AR によって、雪舟に

ついての多言語での説明と「雪舟天橋立図」の画

像を表示することを提案する。このような情報の

追加も AR ではデジタル上の操作のみで容易に行

える。 

以上のような事業を実施することで、観光客は

現地で観光地の魅力を実感することができ、その

滞在満足度を高めることができるだろう。 

 
図 2「羽衣の松」 

 
図 3「雪舟の松」 

4． おわりに 

本研究では宮津市天橋立地域における外国人観

光客受け入れの環境整備の課題として看板の多言

語表示の少なさや分かりにくさに着目し、その解

決策として AR を用いた観光案内を提案した。今

後 AR に盛り込むコンテンツの実証実験を行い、

その効果を検証したい。  
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外国人から見た分かりやすい観光地のあり方 
‐京都市と宮津市の比較調査‐ 

 

福知山公立大学 大谷ゼミ 

○加賀山 光喜（Kagayama Kouki）・安部 弥津希（Abe Mizuki）・ 

德平 萌香（Tokuhira Moeka）・仲義 ゆめ（Nakagi Yume）・ 

藤本 綾香（Fujimoto Ayaka）・堀江 世那（Horie Sena）・ 

松村 洸希（Matsumura Kouki） 

（福知山公立大学地域経営学部地域経営学科） 
キーワード：パンフレット、外国人観光客 

 

1. はじめに 

 観光庁が行った宿泊旅行統計調査によると、日

本国内における外国人観光客の宿泊者数は年々増

加傾向にある。2020 年以降は新型コロナウイルス

感染症の影響で激減したものの、新型コロナウイ

ルス感染症が収束した際には再び増加すると考え

られる。このように、これからの日本の観光地は、

アフターコロナを見据えた上で、日本人観光客だ

けでなく外国人観光客にとっても分かりやすい観

光地づくりに取り組んでいくべきである。そこで

本稿では、外国人観光客から見た分かりやすい観

光地のあり方について論じていく。幣学の位置す

る北近畿で 1 番主要な観光名所である京都府宮津

市の天橋立に着目し、同じ府内である京都市の観

光名所と比較しつつ天橋立およびその周辺にて設

置されている観光案内パンフレットの現状を調査

する。観光協会へのインタビューや現地調査を踏

まえた上で、既存のパンフレットには外国人観光

客にとって必要な情報の 1 つである Free Wi-Fi

マークが無いという課題を指摘し、追加するとい

う改善案を提言する。 
 

2. 観光協会へのヒアリング調査と回答結果 

 本研究では、観光地を訪れる外国人がどのよう

なことに困っているかを知るため、京都総合観光

案内所と天橋立観光協会にヒアリング調査を行っ

た。 

質問項目は、以下の 4つである。 

①外国人の方からどのようなことについて一番質

問を受けるのか。 

②外国人の方はどのようなことに困っているのか。 

③どこの国、地域出身の外国人の方が多く訪れて

いるのか。 

④外国人の方へ向けてどのような対応をしている

のか（工夫しているところはあるのか）。 

調査結果より、訪れる外国人は中国人やアメリ

カ人が多く、おすすめの観光地・観光ルートや観

光地へのアクセス方法についてよく質問されると

いうこと、案内所では英語・中国語やフランス語

等が話せる職員を常駐させて多言語で対応してい

るという回答が共に同じであった。また、外国人

が困っていることとしては、ATM での現金引き出

しや Wi-Fi の接続に苦労している、ということが

分かった。 

 

3. 現地調査・現状分析 

ヒアリング調査をふまえて、京都市と宮津市で

パンフレットを対象とした現地調査をおこなった。 

京都市では、英語・韓国語・中国語を中心に、

スペイン語・ドイツ語・フランス語など多言語に

対応していた。内容については、ピクトグラムや

イラストを多く用いることで、より分かりやすく

伝える工夫がされていた。また、バスやタクシー

の乗り方や困った時の連絡先の他、外国人観光客

が移動や問い合わせの際に必要としている情報が

掲載されていた。路線図のマップは、市全体のも

のが多数設置されていたが、エリアごとの周辺マ

ップはほとんど設置されていなかった。 

宮津市では、主に「外国語案内」として多言語

に対応したパンフレットコーナーが日本語のもの

とは別で設けられており、英語・中国語・韓国語

のものが設置されていた。また、宮津市付近の観

光地や東京・大阪・京都など主要な観光地からの

電車やバスでのアクセス方法などが示されていた。 

 

4. 北近畿における課題 

北近畿における課題として、現地調査を行った

宮津市について取りあげる。実際に現地では、Free 

Wi-Fi が使用できるスポットが存在していた。し

かし、宮津市のパンフレットを見てみると、Free 

Wi-Fi が使用できる場所が掲載されていなかった。

また、パンフレットの種類がたくさんあり、どの

パンフレットを見れば良いかわからないという課

題もあげられる。 

 現代社会では、インターネットが普及してきた

ことによって、パンフレットを入手しなくてもス

マートフォンを使用し、手軽に各観光地の情報を

得ることができるようになった。 

パンフレットは、スマートフォンのように自分

が今欲しい情報を手軽に得ることは難しいが、外
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国人にとって海外旅行をした際の良い思い出の一

つとして形に残るという利点があると考える。パ

ンフレットも外国人にとって旅行の思い出になる

前に旅行先での情報を得る媒体の一つであること

から、外国人にも分かりやすいパンフレットを作

成することが必要である。 

では、外国人に分かりやすいパンフレットとは、

どのようなものか次で提案する。 
 

5. パンフレット提案 

ここからは、前項までに述べてきた外国人が観

光地で抱える問題やパンフレットにおける課題を

踏まえたうえで、具体的にどのような内容を掲載

するべきか提案する。 

 まず、パンフレットの作成について本稿では宮

津市をターゲットとし提案していく。宮津市に注

目した理由としては、本ゼミの活動において、こ

れまで北近畿の観光地を実際に訪れ、学習してき

たためである。また、その中で宮津市を訪れ、宮

津市が北近畿の観光を担う重要な役割を担ってい

ることが分かったため、対象地域に選定した。 

 前項で述べた通り、宮津市の既存のパンフレッ

トには、どれも Free Wi-Fi 使用可能エリアのマ

ークが掲載されていなかった。外国からの観光客

は、現地で使用できるデータ使用量に限りがある

ため、情報を得る際などに Free Wi-Fi が使用で

きる場所が必要となってくる。そのため、宮津市

の観光パンフレットにも、外国人観光客が Free 

Wi-Fi の使用可能エリアがどこにあるか分かるよ

う、マップに掲載することを提案する。 

図 1は、我々がデザインを考

え作成した Free Wi-Fi スポッ

トを示すマークである。 

 図 1 をふまえて、図 2は、天

橋立観光協会が発行している

外国人向けパンフレットに我々が作成した Free 

Wi-Fi スポットマークを加えたものである。 

図 2 Kyoto by the sea AMANOHASHIDATE Guide Mapの

一部に Wi-Fi マークを載せたもの 

 
図 3 図 2を拡大したもの 

 

 図 3 は、図 2 における Free Wi-Fi スポットが

集中しているエリアを拡大し、見やすくしたもの

である。 

 以上のように、外国人が現地で観光をする際に

生じる問題や、抱える不安を少しでも解消するこ

との出来るようなものが、分かりやすいパンフレ

ットになるのではないかと考える。 
 

6. おわりに 

 ヒアリング調査と現地調査の結果、北近畿の主

要な観光地、天橋立がある宮津市ではパンフレッ

トについて複数の課題点が浮かび上がった。外国

人観光客から見て分かりやすいかどうかという観

点から見ると、既存のパンフレットでは外国人に

分かりにくい点が見受けられる。そのため、外国

人観光客から見た分かりやすい観光地のあり方と

いうテーマに沿って、パンフレットの改善案を提

案した。 

 昨今のコロナ禍では観光地に大きなダメージが

及んだが、今後、アフターコロナ・ウィズコロナ

の時世に移り変わっていけば、外国人観光客も再

び多く訪れることが考えられる。外国人観光客か

ら見て分かりやすい観光地のあり方というものを

本格的に考えていく必要があるだろう。 

 
参考文献 
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図 1 Wi-Fi マーク 
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民間事業者による公共サービスの維持方策 
-簡易委託駅を事例に- 

 

龍谷大学政策学部石原研究室交通プロジェクト 

池上 将史（Ikegami Masashi）・小味渕 悠希（Komibuchi Yuki）・〇田浦 亘

（Taura Wataru）・寺西 亮太（Teranishi Ryota） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：無人駅、簡易委託駅、事業者支援 

 

1. 研究背景・目的 

(1)背景 

人口減少により、地方を中心として、民間事業

者が運営する公共性が高いサービスの維持が困難

となっている。地域の足となる公共交通機関にお

いても事業者単独での維持が困難となっている

(国土交通白書 2021)。維持が困難となった結果、

実際に減便や駅の無人化が行われている。しかし、

駅を無人化する傾向があるのにも関わらず、鉄道

事業者以外が切符販売を行う簡易委託駅が存在す

る。簡易委託駅とは、切符の販売等を自治体、ま

たは民間(地元の商店など)に委託している駅のこ

とである(国土交通省 2020)。 

 

(2)研究目的 

本研究の目的は、簡易委託駅の運営実態を明ら

かにし、なぜ簡易委託が出来ているのか明らかに

する。そして、最終的には、簡易委託駅を事例と

して、民間事業者による公共性の高いサービスの

あり方について提言を行う。 

 

2. 研究方法 

(1)駅の抽出と路線の選定 

JR 西日本管内の地方交通線と、西日本の旧国鉄

の地方路線で現在第 3セクターの路線から、簡易

委託駅をインターネットで検索した。その中で、

簡易委託駅数が多く、先進事例が存在していた若

桜鉄道、JR 木次線、JR 芸備線、JR 小浜線の 4 路

線を選定した。4 路線の簡易委託駅を表にまとめ

た(表 1)。 
 

表 1 各路線の簡易委託駅名 

路線名 簡易委託駅名 

若桜鉄道 郡家、安部、丹比 

JR木次線 出雲三成、亀嵩、出雲横田 

JR 芸備線 備後庄原、甲立、備後西城、 

小奴可、野馳 

JR小浜線 美浜、三方、大鳥羽、上中、東

小浜、加斗、若狭和田、 

若狭高浜、青郷 

 

 

 

(2)調査方法 

2022 年 5月 14 日～16日に、若桜鉄道、JR木次 

線、JR芸備線、2022 年 6月 13 日に JR小浜線の 

簡易委託駅を 1駅ずつ訪れ、駅設備を調査した。

また、調査した駅の中で事前にアポイントが取れ

た駅や、営業時間内で職員の方がいた駅に、簡易

委託開始の経緯や管理運営実態についてヒアリン

グを行った。調査が実施できた簡易委託駅は 20駅

である。 

 

3. 調査結果 

(1)簡易委託開始の経緯 

簡易委託開始の経緯については以下の 3種類に

分類された。 

① 経緯が判明した駅では、鉄道事業者が自治

体に対して、「駅を無人化します」という話

を自治体に持ち掛け、駅の無人化は利用者

にとって不便であると感じた自治体が簡易

委託を始めた駅が20駅中8駅(40%)である。 

② 今の管理者が簡易委託を引き継いだ経緯は

判明したが、最初に簡易委託を始めた経緯

について不明だった駅が 20 駅中 6 駅(30%)

である。 

③ 担当者が簡易委託開始の経緯を知らず詳細

が不明であった駅が 20 駅中 6 駅(30%)であ

った。 

① の 8 駅については、自治体が駅の無人化を

問題と感じていなかった場合、駅が無人化

されていた可能性が高い。 

 

（2）駅舎管理主体の分類 

駅舎管理主体を主体の種類ごとに分類すると、

「自治体型」、「個人商店型」、「交通事業者型」、「福

祉団体型(社会福祉協議会や障害者支援団体)」、

「第三セクター型」、「観光協会型」の 6種類に分

類された。表 2より、今回調査を行った駅には飲

食店や観光協会などの様々な活用主体が入ってい

ることがわかる。これにより、駅のみの機能だけ

でなく、新たな機能が加わる。つまり、複合的な

機能を持っている。 
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表 2 駅舎管理主体の分類 

管理主体の 

分類 

対象 

駅数 
駅名 

自治体型 4 

東小浜(直営)、上中(直

営)、若狭和田(人材セン

ター)、青郷(人材センタ

ー) 

個人商店型 4 

安部(美容室)、丹比(美

容室)、亀嵩(蕎麦屋)、

加斗(美容室) 

交通事業者型 3 

備後庄原(バス)、 

小奴可(タクシー)、 

野馳(タクシー) 

福祉団体型 2 
三方(社協)、 

大鳥羽(NPO) 

3 セク型 3 

出雲三成(奥出雲振興)、

出雲横田(奥出雲振興)、

甲立(こうだ 21) 

観光協会 4 

郡家(一社)、備後西城

(NPO)、美浜(一社)、若

狭高浜(一社) 

 

(3)各駅の契約の種類 

 契約については、次の 4種類に分類された。

14駅では、JRと自治体が契約を結んでいた。その

うち 12 駅では、自治体が駅を管理する管理者を

探していた。このように、自治体は何からの形で

駅管理に関わっている。 

① JR と事業者が簡易委託契約を結んでいる駅が 

20 駅中 2駅(10%)であった。 

② JR と自治体が簡易委託契約を結んでいる駅が 

20 駅中 2駅(10%)であった。 

③ JR と自治体が簡易委託契約を結び、そこから

自治体が事業者に委託している駅が 20 駅中

12 駅(60%)であった。そして、この 12 駅の中

での契約の種類は、委託契約が 12 駅中 6 駅

(50％)、指定管理者制度が 12駅中 6駅(50％)

であった。 

④ 管理者が契約の詳細を知らず不明である駅が

20駅中 4駅（20%）であった。 

 

(4)各駅の JRや自治体からの金銭的な支援 

 全ての駅で JRからの金銭的な支援はなかった。 

自治体からの人件費や管理費の支援がある駅も存

在した。自治体が何らかの支援をしていた駅は 15

駅であることが確認できた。これは、簡易委託の

継続に対して大きな役割を果たしていると考えら

れる。自治体からの金銭的な支援については以下

の 6種類に分類された。 

① 人件費の支援のみの駅。(20 駅 4駅 15%) 

② 管理費のみの駅。(20駅中 3駅 15%)、 

③ 人件費と管理費の両方がある駅。（20駅中 6駅

30%） 

④ どちらも無い駅。(20駅中 2駅 25%) 

⑤ 家賃免除があった駅(20 駅中 3駅、重複 1駅) 

⑥ 管理者が知らず不明である駅。(20 駅中 3 駅

15%) 

 

4. 政策提言 

簡易委託駅では、鉄道事業者が駅舎の管理まで

手が回らなくなった際に、自治体が支援を行い、

新たな管理者を探し、利用者の利便性の確保をす

ると同時に、駅に新たな機能が含まれていたこと

が明らかとなった。 

本研究では、調査結果を踏まえて、以下の提言

を行う。 

民間事業者が運営する公共性の高いサービスが

立ちいかなくなった際に、別の事業者の参画を促

す必要がある。その際に、自治体は金銭的な支援

を行い、別の事業者への参画を支えていく必要が

ある。 

別の事業者を公共性の高いサービスを提供して

いる管理者にすることで、新たなサービス機能が

加わる。これにより、事業者単体での維持が困難

だったサービスが継続される。 

自治体は、別の事業者の参画を促すための仕組

みや金銭面も含めて支援出来る制度を作る必要が

ある。 
 
参考文献 

(1) 国土交通省「国土交通白書 2021 第 1 節社会の存続

基盤の維持困難化」 

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r02/hakush

o/r03/html/n1213000.html (2022 年 10月 27 日) 

(2) 『日本経済新聞』2022 年 8 月 26 日 地方経済面 九

州 

(3) 国土交通省｢無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関す

る 障害当事者団体・鉄道事業者・国土交通省の意見

交換会（第1回）｣ 

https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/00137142

4.pdf (2022 年 10 月 27 日) 
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市バス混雑解消のための観光系統の利活用 

‐観光系統のみで利用できる 1DAY 京都パスの創設‐ 

 

佛教大学公共政策ゼミ A 

○桑本 光（Hikaru Kuwamoto）・林 慎一郎（Shinichiro Hayashi）・ 

山下 朱梨（Akari Yamashita）・川崎 直子（Naoko Kawasaki）・ 

山本 脩太（Shuta Yamamoto）・保科 光（Hikaru Hoshina）・ 

馬場 悠太（Yuta Baba）・松浦 颯大（Sota Matsuura） 

（佛教大学社会学部公共政策学科） 

キーワード：公共交通・オーバーツーリズム 

 

1.はじめに 

京都市のバス・地下鉄は、市民や通勤・通学者

といった人々の暮らし、経済活動を支える重要な

役割を担っている。しかし、観光客による特定の

場所への過剰な来訪により、バスの混雑を中心に

その役割が損なわれている。実際、京都市交通局

の市バスお客様アンケート調査(2012)によると

全体の 21％が混雑緩和を求めていた。 

一時は新型コロナウイルス対策の行動制限の

余波により、朝ラッシュや昼間時間帯の利用客数

が減少し（市バス流動調査、2021）、混雑が緩和さ

れたものの、2022 年 10 月からの全国旅行支援や

入国者数上限撤廃を皮切りに、徐々にコロナ以前

のような状況になると考えられる。 

本稿では、快適な市民生活と利便性の高い観光

を両立できるバスの混雑解消について検討して

いく。 

2.現状 

バス混雑の原因は様々であるが、京都市では、

多くの観光客が市バスを利用することが原因で

ある。 

例えば、観光客が持ち込むキャリーバッグなど

の大型の荷物が乗降を妨げ、車内環境を悪化させ

ている。また、慣れない運賃支払いのシステムで

あることにより、乗降に手間取ってしまい、バス

の定時性や円滑な運行に悪影響を与えるなどの

問題もある。この問題に対し、京都市バスではラ

ッシュ型バスという座席数が少ない形状のバス

の使用、ICカード・バス一日乗車券の導入により、

対応を進めた。 

さらなる対策として、京都市バスは、観光系統、

急行 100 号系統を設けている。これは観光地を効

率的に回るための路線であり、観光客による生活

系統の路線利用を抑制する目的がある。だが、

2022 年 3月実施の市バスダイヤ改正の際に、新型

コロナウイルス感染症の影響で客数が減少した

ことと、それに合わせたコスト削減を理由に現在

休止している。今後、観光系統が再開されないま

ま観光客が増加すれば、生活系統に乗客が集中し、

コロナ前以上に混雑や不安定な運行状況になる

と考えられる。 

 

3.政策提案 

上記の問題の多くは、利用者の目的別の活用が

なされていないからだと我々は仮定している。そ

のために通勤通学などの生活利用、観光など利用

者の目的別のバス利用促進が有効だと考える。 

図 1 京都市バスアンケート（2012） 
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そこで、具体案として観光系統を再開させた上

での、「観光系統のみで利用できる1DAY京都パス」

の新設を提案する。 

観光客に対してこの乗車券を販売し、観光系統

の利用を誘導する。これにより各々の目的に応じ

たバス利用ができ、バス混雑などの問題の改善に

つながると考えた。 

4.この案の検証 

 観光客に 1DAY 京都パスを利用してもらうため

には、他のバス乗車方法よりも利用したいと思え

るインセンティブが必要である。そのインセンテ

ィブは主に 2つある。 

第一に、運賃の低廉さがある。この乗車券は、

500円から600円で販売することを計画している。

この価格であれば何度もバス利用をする観光客

にとって、通常の片道乗車料金や、すでに販売し

ている市バス一日利用券700円よりも安く乗車で

きる。前田(2004)の研究によると、福岡県の西鉄

バスが、100 円バスを導入し、運賃を 180 円→100

円に引き下げた際には、利用者が約 3 万人から約

5.7 万人へ約 90％増加したということである。ま

た、宇都宮ほか(2005)の研究でも、バス運賃の引

き下げによって利用者が増加しており、バスに対

する需要は運賃弾力的であるということである。

このことから既存の一日利用券より 100～200 円

価格が低下することは大きなインセンティブと

なるといえるだろう。 

既存の市バス一日利用券は、系統を問わず多く

の市バス路線に乗車することができるため、生活

利用客と観光利用客のすみわけを図ることがで

きない。一方で「1DAY 京都パス」だと、既存の一

日利用券に比べて利用できる路線やバス停は大

幅に減少するが、観光客の目的に応じた利用がで

きる。 

 第二に、観光客の利便性向上がある。観光系統

は観光地だけ結ぶ路線であるため、短い時間で効

率的に観光を行うことができる。また、観光系統

は路線が 6つのみであり、路線数が多く複雑な生

活系統よりも乗降がわかりやすい。さらに、観光

系統の車体には専用のラッピングが施されてい

るため、一目見れば他のバスと区別できるように

なっている。 

以上のように、観光系統のみで利用できる 1DAY

京都パスを新設することで、観光客は安価で効率

的な観光ができる。また、市民は混雑緩和による

車内環境の改善や定時性の確保がされることで

快適なバス利用ができる。このように双方にとっ

てプラスの効果があると考えられる。 

5.終わりに 

今回の 1DAY 京都パスを発売するという政策案

は、予算や諸々の都合上、この実効性を検証する

ことはできなかった。しかし、想定上は問題の解

決に効果があると考えられる政策であり、この政

策案が京都市バスの抱える問題を解決する一つ

の案となることが期待される。 

 

参考文献 

○京都市交通局「市バスお客様アンケート調査」(2012） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/cmsfiles/content

s/0000133/133511/2.pdf 

○京都市交通局「市バス旅客流動調査」(2021) 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/cmsfiles/content

s/0000299/299226/02siryo1scan.pdf 

○京都市交通局「市バスの混雑対策について」(2019) 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/iinkai/san

gyokousui/H30/data/310315koutu1.pdf 

○前田善弘(2004)「規制緩和後の乗合バス・サービスの

変容」『交通学研究 2003 年研究年報』第 47 巻、 pp.79-

88. 

○宇都宮浄人・宮沢康則・藤井憲男・小山徹・白井誠

一・曽田英夫・西田敬(2005)「100 円パス導入の実態と

効果一事業者アンケートによる実証分析」『運輸政策研

究』第 8巻第 28 号、pp.16-24. 

図 2 観光系統専用ラッピング 
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水の聖地 

京都産業大学現代社会学部鈴木ゼミ水の聖地チーム 

〇井實嘉月（Ijitsu Kazuki）・子安陽（KoyasuHaru）・北川巧（Kitagawa Kou） 

清貞圭佑（Kiyosada Keisuke）・鳥羽皓大（Toba Koudai）・野口涼加（Noguchi Ryoka） 

原帆奈美（Hara Honami）・星野陸（Hoshino Riku） 

・ユセンコウ（Yu Sennkou）・吉岡実乃莉（Yoshioka Minori） 

(京都産業大学現代社会学部現代社会学科) 
キーワード: 水の聖地、錦天満宮、錦市場 

【はじめに】 
本政策には、プロジェクトを通じてかなえたい

夢がある。それは京都に、寺社・歴史などと並ん

で「水」と言える文化をつくることである。なぜ

水なのか。それは京都の⾧い歴史の中で人々の暮

らしの中心に、常に水があったからである。京都

には水と関連が深い場所が数多く存在している。

水の神を祀る貴船神社、市民の憩いの場として愛

されている鴨川デルタなど、挙げればきりがない。

私たちの活動の軸は、これらのスポットを毎年一

ヶ所ずつ「水の聖地」とすることである。 

聖地本来の意味は、特定の宗教などにとっての

本山、拠点となる、教会や寺院、神社などの場所

のことである。転じて現在では、アニメ・漫画な

どの舞台となった場所も聖地と呼ぶ。これら二つ

の聖地の捉え方には、観光や憩いの場として人が

想いを持って通うようになり、聖地として認知さ

れるという共通点を持っている。このことを考慮

したうえで我々にとっての聖地とは「世界中の水

に関心がある人が、来たいと思う場所」と捉える

こととした。 

今回の政策に取り組むにあたり、夢の第一歩と

して錦市場と錦天満宮を活動のフィールドとし

て選定し、それらを水の聖地にするための活動を

展開することとなった。なぜ、錦市場と錦天満宮

を水の聖地として選定したのか。 

京都錦市場商店街振興組合のホームページに

よると、錦市場においては平安時代から地下水の

利用が始まったとある。現在も、150 店舗に京都

の地下水を送水している。魚をはじめ、豆腐や湯

葉、麩、漬物など水に関わりがある食材を扱う店

舗が多く立ち並ぶのも、この地下水の存在に起因

している。また、錦天満宮には実際に地下水を汲

むことができる場所がある。そこには近所に住ん

でいる方や料亭の方が水を汲みに来ており、錦天

満宮と地域の人々を繋げる役割を担っている。つ

まり、この近辺唯一の都会のオアシスとして、人

と人とを繋げている。 

また、歴史的観点からも錦市場と錦天満宮は

「水の聖地」にふさわしい。現在の錦市場の地下

水の歴史は古く、水質が良いため多くの魚店が集

まり、魚市場を形成した。京都は盆地であり、海

から離れていたことで海産物の保存が困難であ

った。 それらの保存を可能にし、人々の生活を支

えたのが良質な地下水である。昭和 35 年に阪急

電鉄の工事により、周辺の地下水が涸れたが、阪

急電鉄の保障により錦市場の全店舗に地下水が

供給されることとなった。その後、組合事務所の

移転に伴い、組合が掘った井戸から現在は供給さ

れている。錦天満宮の歴史は⾧保 5 年（1003 年）

の歓喜寺に遡る。天正 15 年（1587 年）に現在の

地に移築し、井戸水が使われ、近年に境内の手水

井戸を「錦の水」と命名し、「京の名水」の一つと

して多くの方に利用されている。このように錦市

場と錦天満宮は、水と深い関わりを持っており、

⾧い歴史の中で人々の水に対する想いがあった

からこそ、錦の地下水は現代まで愛され続けてい

る。このような経緯を知ったため、今回の政策の
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一歩目として錦市場と錦天満宮を選定するに至

った。 

 

【アンケート】 

錦市場と錦天満宮の理解度の把握を目的とし、

大学生を中心に第 1 回アンケートを行った。拡散

方法はゼミ生の SNS を用いた。(7 月 14 日～7 月

21 日、回答数 149 人)回答者は、大学生が 80.8%

であり、出身地は京都が 32.4%、京都以外の関西

が 33.1%と半数以上が関西出身であった。 

アンケートでは、錦市場に行ったことがある

63.3%の回答者のうち、錦市場が水にゆかりがあ

ると知っている人は 12.8％で、錦天満宮で水を汲

むことができると知っている人は 7.5%と少数だ

った。 

アンケート結果から、多くの人が錦市場と錦天

満宮が水にゆかりがあるということを、知らない

ことが分かった。この現状から、私たちの政策を

通じて水を広めることは、大きな意味があると考

えている。 

 

【政策内容】 

この「水の聖地」プロジェクトは錦市場、錦天

満宮、京都産業大学鈴木ゼミが三者合同で行うも

のであり、錦市場の理事会においても、承認され

ている。⾧い歴史があり、由緒正しい両者ととも

に政策を進めていくことは過去に類を見ないこ

とであり、社会的にも大きな意味があると考えて

いる。 

私たちが錦市場と錦天満宮を「水の聖地」とし

て認知してもらうための具体的な事業は、錦市場

と錦天満宮で行うスタンプラリーである。スタン

プラリーを実施する目的は、錦市場を巡り、観光

客だけではなく地元の方々や若者に錦市場と「水」

の関係性について触れてもらうことである。実施

期間は錦市場の閑散期である 2 月上旬の 3 日間を

考えている。内容として、まず、鮮魚店や漬物店

などの水と関連のある店舗に参加をよびかける。

参加店舗に台紙を設置し、商品購入後にスタンプ

を押す。規定数獲得後、錦天満宮にて景品を渡す

というものである。水にまつわるスタンプラリー

を実施することで、水という新たな京都の魅力を

知ることができる。このようなことが、錦の水の

認知度を高めることにつながると考えている。 

景品として、製作したオリジナルボトルを配布

する。その目的は受け取ったボトルを使用して実

際に水を汲むことを体験していただきたいから

である。水を汲むという行為は錦天満宮の方も大

事にしているものであり、周辺地域や錦市場の

人々との関係を築き上げてきた。参加者には、こ

のような形で錦の水に触れるという体験をして

もらいたい。 

オリジナルボトルの他にクリアファイルも製

作する。クリアファイルは低コストで大量生産で

きるため、私たちの目的である「多くの人に錦の

水を知ってもらうこと」にも効果的と考える。デ

ザインは錦の水をイメージしたものにし、オリジ

ナルボトルのデザインと統一する予定である。 

また、錦天満宮を永続的に「水の聖地」にする

ための取り組みとして水にまつわるオリジナル

の御朱印を学生が中心にデザインすることも検

討中である。 

 

【最後に】 

ここまで本政策の夢と、活動内容について触れ

てきた。ここからは、実際に夢がかなうと京都が

どのような変化を遂げられるのかについて述べ

る。 

錦市場・錦天満宮をはじめ、鴨川デルタなど毎

年一ヶ所ずつ水とゆかりのある場所を聖地化す

ることは、「京都といえば水」という文化を造るこ

とに繋がり、これまでよりも多くの人が、水とい

う新たな目的を持って京都に来て頂くことにつ

ながる。京都の歴史は水とともにあるといえる。

言い換えれば京都の発展には水が必要不可欠だ

った。本政策を通じて、多くの人に「水の聖地」

としての京都を愛していただくきっかけになれ

ばと願っている。 

ʬ参考文献ʭ 

https://www.kyoto-nishiki.or.jp 
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高齢者への新たな交通手段 
‐南丹市において‐ 

 

京都先端科学大学 経済経営学部 「阿部ゼミ」 チーム A 

○香山 昂平（Kouhei Kayama）・藤田 嵐丸（Ranmaru Fujita）・西村 響馬（Kyoma 

Nishimura）・岡田 瑞希（Mizuki Okada） 

（京都先端科学大学 経済経営学部 経済学科） 
キーワード：交通手段、自動運転、高齢者 

 

1. はじめに 

 現在日本において少子高齢化が進む中で、高齢

者の交通手段が問題となっている。その問題に着

目するきっかけとなったのが、2021 年 3月に放送

された南丹市の美山診療所が市営化するというニ

ュースである。このニュースでは、過疎が進む美

山町における医療サービスの質と経営が問題とな

ると共に、市営化に伴い、送迎バスが廃止された。

その影響で、病院に通うのが難しくなった高齢者

がいるという現状が問題視されていた。 

 そこで、本研究では、南丹市において、高齢者

が、通院や買い物などの日常生活のための交通手

段として、自家用車以外にどのようなものがある

のかという問題意識をもとに、交通手段として、

より継続的な政策案を提案する。 
 
2. 南丹市の現状 

2.1 基礎情報 

京都府のほぼ中央部に位置し、面積は616.40㎢

と 13.4%が南丹市となっており、京都府内で 2番

目に面積が大きい。また、緑豊かな自然に恵まれ

ており、大半を丹波山地が占めている。 
総務省統計局の国勢調査によると、2010 年度か

ら 2020 年度までで、南丹市の総人口は、35,214 人

から 31,629 人に減少している。一方で、高齢化率

は、29.5％から 35.4％と上昇している。2019 年 3

月時点で、南丹市は京都府内 27地域中、9番目に

高齢者が多い地域だ。 

南丹市人口ビジョンによると、2060 年には現在

の半分以下の総人口になることが予測されている。

このことから、南丹市の現状として、人口減少と

高齢化が進行していることが考えられる。 
 

2.2 市民の交通に対する意識 

南丹市で運営されているバスは、市営バス、デ

マンドバス、コミュニティバスなどの種類がある。 

これらの交通手段について、南丹市が市民に対

して行った「南丹市の路線バス交通に関するアン

ケート調査」（2016）によると、「バスの発着時間

が生活の時間帯にあってない」「発着本数が少ない

ため、乗りたい時間に乗れない」といった市民の

声が多く上がっていた。「路線バスを利用している」

と回答した人も 12.1％と低い値であった。また、

「南丹市市民意識調査」（2021）においても、南丹

市の公共交通機関が利用しやすいかという問いに

対し、64.5％が否定的な回答を示した。 

これらの結果から、公共交通機関の運行本数・

運行時間帯や乗り継ぎに関して、不便さを感じて

いる市民が多いことが読み取れる。 

また、京都府警察が実施した高齢運転者の実態

調査アンケートにおいても、亀岡・南丹地区は「制

度があることは知っている程度」が一番多く、運

転免許証の自主返納を考えた経験の有無は、「考え

たことがない」が 76％を占めていた。運転免許証

の自主返納の意向についても、亀岡・南丹地区で

「いずれ返納してもよいが現状では難しい」が半

数以上あった。運転免許自主返納後、必要と感じ

る制度は「バス・タクシー等の利用補助・割引」

が大半で、次いで「公共交通機関の運行本数・地

域拡大」「スーパー・病院への送迎便の整備」が挙

がった。 

このことから、南丹市の高齢者においては、公

共交通機関よりも、自身あるいは家族が所有する

自家用車を主な移動手段としている人が多く、移

動支援サービスの必要性がある。 
 

3. 南丹市における高齢者の移動支援サービス 

南丹市における高齢者に向けた移動支援サービ

スを具体的に知りたいと考え、南丹市役所への訪

問調査及び関連団体への電話調査を実施した。 

 

3.1 高齢者が利用できるサービス 

1 つ目は、タクシー代行サービスである。南丹

市にある株式会社京都みやび交通が行っている。

主なサービス内容は、買い物代行や病院の受診申

込代行、薬の代理取得、病院の通院や入退院など

の付き添い支援である。 
2 つ目は、訪問型サービス D である。訪問型サ

ービス D は、介護保険法第 115 条の 45 及び南丹

市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成

29年南丹市告示第50号)に基づいて必要事項が定

められているものだ。このサービスは、NPO 法人

等が自家用車を用いて、住民等の日常生活の移動

手段を有償で運送する仕組みである「自家用有償
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旅客運送」は、有償であるのに対し、「訪問型サー

ビス D」は無償で実施している。 

 南丹市は 2021 年 4月から、訪問型サービス Dの

実施を開始した。この移動支援サービスは、住民

や地域の団体が、南丹市内に限り、移動や見守り

などの支援を行う。このサービスは、「要支援１」

「要支援２」と介護認定を受けた人のみが対象と

されている。「要支援 1」とは要支援／要介護認定

の中で最も軽度で、食事や入浴、排せつなど、日

常生活における基本動作は自力で行えるものの、

立ち座りなどの動作や買い物・掃除などの際に部

分的な支援が必要となる状態のことであり、多く

の高齢者がこれに該当するとされる。南丹市で、

これらのサービスを提供している団体は、11 団体

であり、利用料金については、移動支援は無料だ

が、見守り支援は有料の場合があり、料金は団体

によって異なる。 
 

3.2 実施状況 

まず、タクシー代行サービスに関しては、実施

団体に電話調査を行ったところ、2012 年から実施

されているが、利用数は 0件とのことであった。

その理由として、料金が高いため利用しないので

はないかということだった。これに関しては、ほ

とんど利益が出ない料金で実施しているため、こ

れ以上、料金を下げることができないそうである。 

次に、市役所へのヒアリング調査後、南丹市で

訪問サービス Dを提供している団体にお話を伺い

たく電話連絡した。しかし、サービスを提供する

全 11団体のうち、電話が繋がらない、あるいは市

役所を通さないと連絡がつかないといった理由か

ら、最終的に 2団体にしか連絡が取れなかった。

連絡が取れた 2団体にお話を伺ったところ、１団

体では、移動支援だけでなく、体操や英会話、手

芸など幅広いイベントを月に一度実施しているこ

とが分かった。利用者は、日にちごとで対象者は

異なるが、大体 10 人程で、令和 4年 4月から 8月

で 7割を超えている。 

もう一団体では、移動支援のみを行っており、

2021 年度に利用登録を随時募集し、利用者は 17

人であった。なお、利用回数は１ヶ月につき 1人

2 回まで利用可能との制限が設けられていたよう

だ。2022 年度は、2021 年度からの継続利用を希望

した人のみの登録を受け付けており、登録者は８

人である。ただし、利用回数は１ヶ月につき 1人

１回までとなった。 

登録者と利用回数を制限したという背景として

は、送迎担当者（運転手）の確保が難しく、送迎

担当者の負担をできるだけ小さくするためという

ことであった。 

 

4. 政策提案 

4.1 現状の課題 

これらの調査により、南丹市における高齢者が

利用できる移動サービスは存在していたが、タク

シー代行については、ほとんど利用されていない

実態があった。訪問サービス Dについては、実施

開始からまだ 1年半という短い期間なこともあり、

南丹市の高齢者人口に対して、利用人数もかなり

少ない上に、利用のしにくさとともに、サービス

提供側が抱える運転手の人材不足などの課題が見

えてきた。 

今後、南丹市で、高齢化がさらに進み、高齢者

の免許返納についても問題となっている中で、よ

り継続的かつ広く利用しやすい移動サービスが必

要なのではないだろうか。 

 

4.2 実施状況 

そこで、私たちが提案するのが、運転手を必要

としない「自動運転サービス」である。 

自動運転サービスについては、実際に、2020 年

11 月に茨城県境町で BOLDLY 株式会社(旧ＳBドラ

イブ株式会社)が開発した自動運転バスを導入し、

すでに町内走行が始まっている。走行開始から１

年で調査した利用者の声として茨城県境町資料に

よれば、「免許を返納しても生活できる見通しがつ

いた」、「境町に来る人が増えた」という意見が実

際に出ているようだ。また、BOLDLY 株式会社の境

町自動運転バス実用化 2021 年度安定稼働レポー

トによると「自動運転」サービスは、コストより

も高い波及効果があり、また持続可能なビジネス

モデル構築のために運賃脱却が必要として 5年後

には既存バスよりも安価になるとされている。 

南丹市においても「自動運転サービス」を運行

することにより、より高齢者の方の移動手段が確

保できるのではないだろうか。自動運転サービス

は、運転手不足を解決し、市や地域の高齢者サー

ビスの範囲を拡大させ、さらに地域の未来像を明

るくすることに繋がるのものであると考える。 
 
参考文献 

(1) MBS ニュース へき地医療の課題（2021）2022 年 10

月 24 日閲覧 

(2) 総務省統計局 国勢調査 都道府県・市区町村別の主
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(3) 南丹市人口ビジョン（2020）2022 年 10月 26 日閲覧 

(4) 南丹市の路線バス交通に関するアンケート調査結果

報告書 南丹市 企画制作部 地域振興課（2016） 

2022 年 10 月 26日閲覧 

(5) 令和 3 年度 南丹市市民意識調査結果 概要版 調

査期間令和 3 年 9 月 29 日～令和 3 年 10 月 15 日  

2022 年 10 月 16日閲覧 

(6) 京都府警察 運転免許証の自主返納 京都府の高齢
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京都から考える遺失物問題 
 

団体名 倜儻不羈 

○西澤 里奈(Nishizawa Rina）・脇 琴野（Waki Kotono） 

（同志社大学生命医科学部医情報学科・文化情報学部文化情報学科） 
キーワード：遺失物問題、人の移動 

 

1. はじめに 

遺失物と私たちの生活は密接に関わっている。

2020 年で京都府警に届けられた落とし物は、

2019年より約3割減って過去5年間で最も少なか

った。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、外

出自粛ムードが広がり、観光客も減ったことが要

因と見られる。2020 年に府内で届けられた落と

し物は 440,213 件、点数では 565,590 点で、最多

だった前年の 605,203 件から 27.3%減った。さら

に、持ち主に戻った落とし物は 58,415 件だった。

現金の落とし物は計約 4億 8千万円であり、計約

3億 6千万円が持ち主に返された(図 1参照)。 

近年、京都忘れ物センターが開設され、JR 西

日本の駅構内や列車内の忘れ物を取り扱っている

が、忘れ物・落とし物をしたエリア及び施設によ

って、管轄が異なるなど、遺失物を短時間で見つ

けるのは困難な状況である。 

ここで、京都という都市は、寺社仏閣が多い観光

名所でありながら、企業数、大学数も日本の中で

上位を誇り、企業のまち、学生のまち、といった

ようなさまざまな特徴を持つ。京都は県外や国外

から毎日多くの人が通勤通学、観光それぞれの目

的で京都に訪れる。 

故に、あらゆる人々が行き来するまち「京都」と

遺失物問題は切っても切り離せないものとなって

いる。 

本研究では、人的コストや遺失物が見つかりや

すくするための仕組みづくりに貢献したいと考え

る。この仕組みづくりは、遺失物を取り扱ってい

る地域警察の負担軽減に繋がると考える。 

 

2. 現状分析と課題提起 

警視庁によると、拾得物の上位 5品目は、 

1. 証明書類 

2. 有価証券類 

3. 財布類 

4. かさ類 

5. 衣服・履物類である。 

故に、機密性にも配慮しつつ、拾得物件数割合を

減らせる体制づくりをする必要がある。 

 
図 1 拾得物割合件数(京都府警調べ) 

 

3. 政策提案 

 
図 2 遺失物情報公開システムの表示画面例 

 

ここで、私たちは、施設のマップと忘れ物状況

を投稿、表示することができるシステムを提案す

る(図 2参照)。このシステムは以下の特徴を有し

ている。 

3.1. システム利用面でのプライバシー秘匿性 

システムの利用の際は遺失物の共有には情報登

録不要であるが、遺失物受け取りの際には情報登

録を必要とする。 

3.2. 都道府県警察管轄区間の除去 

各都道府県の遺失物の一括管理・閲覧が可能に

なる。 

3.3. 管理責任者 

これまでの遺失物管理同様、本システムの管理

責任者は警察にある。 

3.4. システム形態 

本システムは Web アプリであり、利用にはイン

ターネット通信環境と通信機器媒体が必要である。

新たなアプリインストールは必要としない。 

3.5. 投稿機能 

拾得地点・遺失物の登録者は限定されない。 
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3.6. 遺失物閲覧機能 

地図アプリ上の場所を選択すると、近隣区間の

落とし物が表示される。遺失物は条件検索可能。 

3.7. 遺失物受け取り 

本システムを利用しての遺失物受け取りの際も、

これまでと同様、身元確認を行うため、遺失物受

け取り機能を 1回以上利用する場合は個人情報の

登録が必要となる。 

4. 提案システムに関するまとめ 

4.1 政策に期待される効果 

4.1.1 忘れ物の早期発見 

持ち主が忘れ物、落とし物をしてから遺

失物が遺失物として警察署やショッピング

モールなどにある遺失物集約所に届けられ

るまでタイムラグがある。しかし、発見者

がすぐに投稿できるシステムによって、遺

広域的な遺失物捜索が即時に可能になるた

め、遺失物を早期に発見することが可能と

なる。 

4.1.2 廃棄コスト/遺失物流通コスト削減 

鉄道会社やショッピングモールには遺失

物フローがある。鉄道会社を例に取り上げ

ると、遺失物は発見者によって最寄駅に届

けられ、その日中もしくは近日中に集約駅

に届けられる。保管期間が設けられている

場合が多く、保管期間を過ぎると警察署等

へ届けられる。こういったフローにおいて

は紛失者による対応や遺失物の管理含め人

的コスト、輸送費含む金銭的コストがかか

る。本システムの活用によって、コスト削

減の効果が期待できる。 

4.1.3 即時に遺失物確認が可能 

現在紛失者が遺失物に気づいた時、心当た

りがある店舗や駅など主要な場所へ連絡する

ことや足を運ぶことで捜索をすることが多い。

しかし、本システムがネットワークを介して

情報を閲覧・公開するという特徴を有するた

め、リアルタイムでの遺失物報告を確認でき

る即時性があると考えられる。 

4.1.4 遺失物確認情報を即座に受信可能 

本システムでは、遺失物の情報確認だけで

なく、遺失物の特徴を紛失者が公開すること

ができる。その画像やキーワードをもとに、

類似した特徴がある遺失物に関する情報開示

があれば、情報探索・画像認識の機能により

紛失者に通知を送信する。現在ではジモティ

ーのサイトや掲示板などで紛失者が捜索中の

遺失物に関する譲歩開示が見られるが、発見

者がその情報に接触する可能性が低いと考え

られるため、本システムでは情報の集約によ

って紛失者の遺失物捜索のサポートができる

と考える。 

4.1.5 遺失物報告手順の効率化 

本システムで想定される遺失物発見の報告

や遺失物捜索の情報開示の手順は、画像のア

ップロード、特徴となるキーワードの入力で

ある。周囲の店舗の人に状況説明をすること

や、人気がある場所に持って行くといったよ

うな遺失物報告の手間が減少するため、遺失

物の情報が増加し、回収率が向上すると考え

られる。 

4.1.6 虚偽受け取りの対応 

画像と特徴としてある情報探索者が欲する

物品が挙げられていた場合、その物品を紛失

者以外がなりすまして受け取る可能性がある

と考えられる。しかし、本システムは政策と

して警察庁の管轄にあるため、物品を受け取

る際には受け取り証明として個人情報の入力

もしくは報告が必要になる。その際の手続き

は現在の遺失物受け取りフローと変わらない

ものとする。 

4.2 課題 

流動性の高い情報の蓄積による遺失物と

のすれ違いが課題として考えられる。 

 

5 おわりに 

通学、観光それぞれの目的で京都に訪れる人の

移動の数だけ遺失物の数も多くなると考えられる

が、実際に遺失物検索システムは当日にデータが

反映されることがなく、都道府県別の管理となっ

ている。そのため遺失物の発見の際に複数度の手

間が発生する恐れがある。こういった問題は政治

的に警察庁の物的管理や事務連絡などの手間とな

り、日常の業務の中での仕事となっている。本シ

ステムによって警察はじめ多くの人々の負担を減

らすことができると考える。私たちは本政策大会

では、京都で暮らす日常から身近にある遺失物問

題に着目し、全国各地での共通問題である遺失物

問題の改善に寄与する現実的なシステム提案を行

った。 

遺失物に限らず、地域で考えるべき課題は溢れ

ている。これからも考えていきたい。 
参考文献 
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滋賀県近江八幡市の観光客誘致について 
‐とび太くんを活用したまち歩きの連鎖の可能性‐ 

 

京都橘大学福井ゼミとび太くんチーム 

○今若 遥（Imawaka Haruka）・今西 沙季（Imanishi Saki）・垣本 愛果（Kakimoto 

Manaka）・見坂 実久（Kenzaka Miku）・春名 舞帆（Haruna Maho） 

（京都橘大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科） 
キーワード：とび太くん、観光資源、まち歩き 

 

1. はじめに 

 新型コロナウイルス感染拡大により、国内外問

わず観光業に大きな影響があった。規制も緩和さ

れ、少しずつだが観光地は観光客で賑わいを取り

戻している。また、コロナ禍で人々の生活の価値

観も変化しており、観光形態にも変化が起こって

いる。近場でのマイクロツーリズム、ワーケーシ

ョン、アウトドアなど感染対策を十分に行いなが

ら観光するスタイルが主流になりつつある。 

 コロナ禍で三密を回避できる観光地として「滋

賀県」が注目されている。琵琶湖や信楽焼など滋

賀県には様々な観光資源が存在するが、本調査で

は滋賀県近江八幡市に着目する。 

 近江八幡市は、滋賀県中部（湖東）に位置する

市である。豊富秀次が築いた城下町を基礎とし

て、商業都市として発展した。近江八幡市には、

八幡堀・安土城跡や日牟禮八幡宮など歴史的観光

資源が多くあるものの、知名度が低い。また、

「ラコリーナ近江八幡」へ訪問しそのまま市外へ

行ってしまうといった「近江八幡市の滞在時間が

短い」などといった課題もある。 

 本稿では、近江八幡市に存在する歴史的観光資

源へ観光客の興味を促し、観光客の滞在時間を増

やすために、滋賀県東近江市社会福祉協議会の発

案である事故防止目的で設置された「飛び出し坊

や（とび太くん）」を活用した、まち歩きの連鎖

の可能性を検討することを目的とする。 

 

2. 近江八幡市の現状と課題 

 近江八幡市はラコリーナ近江八幡に観光客が集

中しており、周辺地域や歴史的観光資源が活かさ

れていない。 

2019 年近江八幡市観光動態調査によると、近江

八幡市に訪れた際に立ち寄った場所としてラコリ

ーナ近江八幡を挙げている人が 38.2%と最も多い。

次いで安土城跡が 26.7%、水郷めぐりが 19.3%、長

命寺・八幡山ロープウェー・日牟禮八幡宮・八幡

堀が 16％前後となっている（図 1）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、令和元年滋賀県観光入込客統計調査結果 

では、滋賀県内にある施設ごとの観光入込客数で

ラコリーナ近江八幡がおよそ 320 万人と滋賀県で

1 位になっている。同調査において、安土城跡は

ベスト 30ランク外、日牟禮八幡宮 71万 5 千人で

10位、八幡堀がおよそ 37 万人で 27位となってい

る。これらのことから、ラコリーナ近江八幡に訪

れる観光客数に対して、歴史的観光資源に訪れる

観光客が少ないことが分かる。 

次に、近江八幡市の滞在時間に関して、上記と

同様の 2019 年近江八幡市観光動態調査によると、

0〜5 時間滞在すると答えた人は計 81.6%、うち滞

在時間 3時間と答えた人が 25.7%と最も多い。6時

間〜13時間滞在すると答えた人は計 18.6%で、約

8割が滞在時間5時間以下と短いことが分かる（図

2）。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1近江八幡市内での立ち寄り先 

出所）近江八幡市観光動態調査

（2019） 

で 

 

 

図 2 滞在時間の分布 

出所）近江八幡市（2020）「2019 年近江八幡市観光動態調査」 
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以上のことから、近江八幡市は特定の場所(特に

ラコリーナ近江八幡)を目的とした観光客が多く、

周辺地域を散策しないため、滞在時間も短くなっ

ていると考察する。この現状から、まち歩きを促

すような観光資源を発掘し、地域・歴史的観光資

源を活用することができる企画提案が必要である

と結論づけた。 

 

3 考察 

３-1 現地調査 

 筆者たちは、6 月 27 日に近江八幡市、八幡堀

周辺の現地調査を行った。日牟禮八幡宮には駐車

場があり、県外からも多くの車が停まっていた。

しかし、日牟禮八幡宮を出ると周辺には歩いてい

る人は少なかった。このことから、観光客はまち

歩きをすることなく、日牟禮八幡宮に限定した観

光を行っていると考察する。 

実際に周辺を散策してみると、お店と連携した地

域限定の「とび太くん」が多数存在する（図 3）も

のの、それらが日常に溶け込みすぎていた。そこ

で筆者たちは、他の地域にはない「とび太くん」

をまちのシンボルとして、観光資源化できないか

と考察し、次のようなイベントを提案する。 

 

 

 

3-2 提案 

 1 つ目は、「とび太くん」スタンプラリーである。

八幡堀周辺をエリアとし、各変わり種とび太くん

に QRコードを設置する。それを読み込めば、特設

サイトからスタンプを集めることができる。スタ

ンプを集めれば、周辺のお店で利用できるクーポ

ンを入手でき、コンプリートすれば市内で使える

割引券を入手することができるといった概要であ

る。 

 このイベントを開催することで、「とび太くん」

を見つけるために八幡堀周辺をまち歩きする人が

増え、特定の場所だけでなく町全体が活性化する。

また、地域のお店と連携したイベントであるため

地域経済の活性化が見込めると考察した。 

 2 つ目は、「世界にひとつだけの"とび太くん"を

作ろう とび太くんコンテスト」である。このコ

ンテストでは観光客だけでなく、滋賀県近江八幡

市民の参加も促していく。方法としては、市内の

スーパーマーケット等の商業施設に特設コーナー

を設置し、オリジナルとび太くんのデザイン案を

募集する。これをコンテストに発展させ、集まっ

たデザインの上位 5名のデザインのとび太くんを

作成、近江市内に設置する。 

 このコンテストでは、市民を中心に参加しても

らうことで住民と行政の価値共造や、観光資源の

発掘に繋げることができる。また、近江八幡市に

よる近江八幡市への来訪経験回数の調査によると、

2 回目以上の来訪者が約 65%を占めている。この

ことにより、一度目の来訪がリピーター確保の要

となっていることが分かる。そのため、とび太く

んコンテストなどのイベントを行うことでリピー

ターを確保し、近江八幡市を持続可能性のある観

光地にすることが期待できる。 

 

4． まとめ 

今回、近江八幡市について、観光地の一部に観

光客が集中しており、周辺地域や歴史的観光資源

の魅力が活かされていないという課題をあげた。 

 この課題を解決するため、まち歩きを促す観光

資源の発掘と地域と連携した企画の提案を目的と

して、人型の看板「とび太くん」を活用した企画

を二つ提案した。各プランを執り行うことで、他

府県からの観光客の勧誘とともに地域住民にホス

ト側の意識を芽生えさせ、経済循環につなげるこ

とが期待できる。 

 以上のことから「とび太くん」を活用して「ま

ち歩きの連鎖」を起こすことが、近江八幡市の観

光誘致に寄与すると期待できよう。 
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これからの図書館の普及策 
‐公共図書館へのフィールドワーク等を踏まえて‐ 

 

現代社会学部藤野ゼミ D チーム 

〇石井 航斗（Ishii Koto）・田中 遼哉（Tanaka Ryoya）・佐藤 萌夏（Sato Moeka）・ 

木多 真由香（Kita Mayuka）・柿本 尚輝（Kakimoto Naoki）・ 

五坪 大智（Gotsubo Daichi）・石川 郁実（Ishikawa Ikumi） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 
 

キーワード：課題解決型、レフェラルサービス、デジタル化 

 

1. 研究目的 

日本には、3316 の公共図書館が存在している。 

「公共図書館」とは地方公共団体が設置した公

立図書館と民間団体等が設置した私立図書館を指

しているが、私立図書館はわずか 19 であること

から大半が公立図書館と考えられる。 

図書館法第 2条によれば、公共図書館の目的は

「教養」「調査研究」「レクリエーション」の 3つ

となっている。しかし 2006 年に文部科学省が図書

館の在り方検討協力者会議の結果を受け、出した

『これからの図書館像』によれば、高度情報化や

地域の衰退など社会環境の大きな変化とともに今

後、公共図書館は地域住民、行政、企業、団体の

課題を解決する目的を持った「課題解決型図書館」

や電子情報を充実させた「ハイブリッド型図書館」

等へと転換しなければならないとしている。 

すなわち、公共図書館は、これまで私達が持っ

ていた趣味、教養のためとする従来の一律のイメ

ージから脱皮し、社会の変容や地域のニーズに対

応した特徴ある図書館になっていかなければなら

ないと考えられる。 

本研究は、今後、公共図書館がどのように変わ

っていくべきなのか、モデルとなる公共図書館で

フィールドワークを実施し、関係者に聞き取り調

査をすることによって探っていく。 

 

2．現状分析 

現状を把握するためにまず都道府県の公共図

書館の HPで一つ一つ確認し、特徴ある 21の図書

館をピックアップした。その後、都道府県の公共

図書館の特徴を捉えるために 2軸を考え 4象限の

マトリックスを作成した。2 軸のうち一つはどの

程度のサービスを展開しているかの軸で「多様性

―単一」とし縦軸にした。また一つは私達に定着

している図書館のイメージの軸で「一般―特殊」

とし横軸にした。これによって特徴ある図書館を

マッピングしていった。 

その中の「一般」「単一」に当たる第 3 象限は

「従来型図書館」とし、これが基準となる。それ

に対し「多様性」「特殊」に当たる第 1象限は図書

館が地域に根差した多様なサービスを提供してい

る「課題解決型」とした。2006 年に出た文部科学

省『これからの図書館像』として課題解決型図書

館が主流になってきていることからここに配置さ

れる図書館は多く見られた。 
表 1 類型化リスト 

 従来型図書館のサービスに加えデジタル化など

近年の社会ニーズに応えた第 2象限は「ハイブリ

ッド型」である。ただし、デジタル化も古文書を

中心とする一部にとどまっているケースからそれ

以外の一般書籍にも広がっているケースまで多様

である。ただ、デジタル化は全体としてあまり進

んでいない。サービス自体を限定しつつも独自の

ニーズに特化した第 4象限は「専門型」とした。

この専門型にはほとんどの私立図書館が入る。 

 

3．これからの図書館モデルになる図書館へのフィ

ールドワーク 

3-1．フィールドワークの方法 

本研究では、類型化リストの第 1・第 2 象限に

マッピングされた図書館が『これからの図書館像』

に該当すると考え、そこから 4つの図書館をピッ

クアップした。1 つの図書館に対しては、フィー

ルドワーク・インタビューが許可されず、もう 1

つの図書館については、コロナ禍による訪問が難

しかったため、最終的に 2つの図書館、ビジネス

支援を特徴とし課題解決型図書館の典型である

「大阪府立中之島図書館」と比較的デジタル化が

進んでいる「京都府立図書館」でフィールドワー

クを行った。またフィールドワークができなかっ

たが、日本の中では、デジタル化、課題解決型と
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もに進んでいる鳥取県立図書館に対してはオンラ

インインタビューを実施した。各フィールドワー

クでは、フィールドノーツを作成し、許可があれ

ば写真撮影等をした。 

(1)大阪府立中之島図書館（課題解決型） 

・訪問日時：2022 年 7月 20 日 17時～20 時 

・内容：リスク管理セミナー参加（図 1）及び図書

館担当者（ビジネス支援課）へのインタビュー調

査、館内見学 

(2)鳥取県立図書館（課題解決型・ハイブリッド型） 

・館長へのオンラインインタビュー：2022 年 9月

16 日 15 時半～17 時 

(3)京都府立図書館（ハイブリッド型） 

・訪問日時：2022 年 9月 29 日 15時～17 時半 

・内容：企画課へのインタビュー調査、館内見学

（図 2） 

    
図 1 関連図書案内     図 2 自動書庫 

3-2．図書館関係者へのヒアリング結果 

各図書館の関係者へのヒアリング結果を簡潔に記

載したものが表 2である。 
表 2 ヒアリング結果

 
中之島図書館は立地や近隣に中央図書館ができ

たことがきっかけでビジネス支援に深く特化する

ことができた図書館である。ビジネス資料、書籍

の提示（図 1）だけでなく中小企業診断士による

セミナーを開催し、最先端の生の情報と資料、書

籍情報とを連動させた効果的な取り組みになって

いる。しかし調査をした自分達を含みセミナー参

加者が 10人ほど大変少なく、SNS等で情報展開

しつつも広報不足の点が見られた。また常に生の

情報を提供するためには専門家等との新たな連携

を作らなければならないことを課題としていた。 

鳥取図書館では県内で働く人すべてに対して必

要な情報を提供、セミナーなどの開催もするなど

地域の課題解決に資する多様なビジネス支援を展

開している。特に利用者からの情報の依頼に応じ

て適切な専門家や専門機関を紹介するレフェラル

サービスを、人脈を生かし積極的に行っている。

また地域の高齢者の音読会を開催するなど高齢者

の居場所づくりにも力を入れている。ところで本

図書館が課題解決型に転換した理由に「人事の大

転換」があったとのことである。これまで高校教

員経験者が担っていた館長職を行政職が担うよう

になり方針転換や館内の意識改革がうまくいっ

た。課題としては、図書館間連携が県内では実現

しているものの県外に関しては十分に連携が取れ

ていないことである。全国には 300 程の図書館し

かデジタル化が進展しないが、デジタル化にはコ

ストがかかるため、役割分担を徹底すべきことを

示唆していた。 

京都府立図書館は府内の全公立図書館の中心と

なり各市町村では担えないような調査、研究、高

額な本を購入するなど「本の物流」としての中心

を担う。またデジタル化も進展しており、これが

書籍の保管スペース確保にもつながっているが、

デジタル化には時間がかかるとの指摘があった。

今後は電子書籍のサービスを府内だけでなく府外

にも提供していくことを課題とする。 

 

5．考察と政策提言 

 以上のフィールドワークの結果を踏まえ、2つ

の政策提言を行う。 

1つ目は従来の図書館が「課題解決型図書館」

に移行するには、各図書館がどのような取り組み

を展開すべきかを述べる。 

課題解決型の移行には、図書館に大きな変革が

求められるため、館内の意識改革が不可欠であ

る。方針が共有され意識改革が浸透するきっかけ

づくりをする必要がある。それとともに利用者の

多様な課題に適切に対応することのできる人材の

育成やスキルの向上、適切な人材配置を進める必

要がある。また図書館単独で変革は行えず館外と

の専門機関との連携や情報提供をする人脈の構築

も必要となる。ニーズの変化に応じて専門機関等

を探索し続けることも重要である。さらに都道府

県内の利用者に課題解決型サービスの広報は欠か

せない。図書館はもちろん、自治体等も広報を支

援し、利用者の図書館イメージも変革していかな

ければならない。 

1つ目は図書館のデジタル化に対する方策であ

る。一般図書のデジタル化の進展は図書館側にも

利用者側にもメリットが多い。書庫等物理的スペ

ースが必要なくなったり、古い本の保存にもなっ

たりする。デジタル化は地域内だけでなく、地域

外の利用者にも拡大することが可能となるため

様々な人の情報へのアクセスを可能とし情報格差

解消にもつながる。しかしデジタル化にはコスト

も時間もかかる。そこで、図書館同士で連携しつ

つ役割分担を明確にし、全体として計画的にデジ

タル化を進めていくことが、今後の図書館政策と

して重要になろう。 

 
中之島図書館 鳥取県立図書館 京都府立図書館 

Q1 図書館の特徴 

 

・ビジネスパーソンに向けてビジ

ネス支援に特化した図書館 

・市町村が運営している図書館の

サポート 

・図書館の図書館 

・地域の住民に貢献する図書館 

・子どもや高齢者の居場所になる

図書館 

・レフェラルサービス 

・「本の物流」の中心としての図書

館 

・京都府すべての市町村図書館と

連携 

・電子書籍、オーディオブック 

Q2  課題解決サー ビスを始め  

た経緯 

ビジネス街という地域性を活か

すため 

 

知事・館⾧の交代による方針の見

直し 

利用者の利便性及び書庫のスペ

ース確保 

Q３ 運営する上での問題点や課

題 

広報不足 ・コスト面において各図書館で一

律のサービスが提供できない 

・不登校の子どもの居場所づくり 

・書庫スペースの問題 

Q４ 今後の展望 サービス充実のための新たな連

携の模索 

・書籍のデジタル化 

・市町村図書館と県立図書館の役

割分担 

 

府外の人へサービス提供 
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京都丹後鉄道の持続可能性を高めるリーダーシップ 
‐三陸鉄道を参考とした地域と鉄道との関係性の構築‐ 

 

福知山公立大学 2 年杉岡ゼミ 

○小林 航也（Kobayashi Koya）・岡田 唯花（Okada Yuka）・小谷 優衣（Odani Yui）

田中 黄象（Tanaka Kosho）・冨江 美有（Tomie Miyu） 

中村 心（Nakamura Shin）・平原 将貴（Hirahara Masataka） 

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 

キーワード：京都丹後鉄道、三陸鉄道、リーダーシップ 

 

1. はじめに 

日本各地の鉄道の経営状況が厳しい。国土交通

省(1)によると、令和元年度における日本全国 176

の中小鉄道事業者のうち、約 60%の 102 事業者が

営業損益で赤字を計上している。鉄道を持続させ

るには経営コストの削減が不可避であるが、それ

によるサービスの質の低下は、鉄道利用者のさら

なる減少に繋がり、負のスパイラルに陥ることと

なる。一方、地方鉄道を存続させることはその沿

線地域にとって意義深い。「地域の足」の確保はも

とより、鉄道を利用する観光客の増加は地域活性

化に、さらに地域の象徴たる鉄道はシビックプラ

イドの涵養に繋がると考えられるからである。 

本学の立地する京都府福知山市には京都丹後鉄

道（以下、「丹鉄」）のターミナル駅が存在する。

丹鉄の沿革(2)を概観すると、かつて現在の福知山

市域に路線を敷いていた「北丹鉄道」が宮福線（宮

津-福知山）として、宮津線（舞鶴-豊岡）に結合

され、両線の一体運営を北近畿タンゴ鉄道（株）

が引き受け、第三セクター鉄道が誕生した。しか

し、後に経営不振に陥ると「日本一の赤字鉄道」

と呼ばれるまでに至った。倒産寸前の危機からの

脱却を図り、鉄道施設の保有を北近畿タンゴ鉄道

（株）が、運行業務を WILLER TRAINS（株）が担う

「上下分離方式」へ移行し、現在に至る。 

このように、福知山市も丹鉄と密接に関係して

いる。現在も「海の京都」を印象づける特急列車

や観光列車の運行など、丹鉄の利用を促す取組が

多く展開されるが、現状は楽観視できない。図 1

によると、上下分離方式が開始された平成 27 年

度の赤字比率は 85.34％となり、その後も増加傾

向のまま推移し、令和 3 年度には平成 27 年度以

降最大の 88.77%となっている。当該傾向が続く限

り、健全な経営や赤字の改善は一層困難となる。 

そこで本稿では丹鉄を対象に、地方に鉄道を存

続させ、「地域の足」を守るには何が必要かについ

て、とりわけリーダーシップという観点から検討

する。その際に、東北地方にその拠点を置く「三

陸鉄道（以下、「三鉄」）」を先行事例として取り上

げる。そして、丹鉄の持続可能性を高めるための

政策案を提言する。 

 
図 1 北近畿タンゴ鉄道（株）の営業収益・費用及び 

赤字比率とそのポイント増減 

出所）北近畿タンゴ鉄道 bをもとに、筆者ら作成。 

1)「赤字比率」（図中パーセンテージ）は、「営業費用」に

占める赤字分（営業費用－営業収益）を表す。 

2)「赤字比率」のポイント増減は、前年度との比較である。 

 

2. 研究方法 

まず、前提として三鉄を事例に取り上げた理由

を述べる。鉄道を取り巻く環境の共通点は、比較

対象として重要な要素である。丹鉄も三鉄も第三

セクター鉄道であり、両者とも 100km を超える営

業範囲を抱え（丹鉄 114km／三鉄 163km）、上下分

離方式を採用する（丹鉄における上下分離方式は

先述の通り／三鉄の運行は三陸鉄道（株）が全面

的に担い、鉄道施設や車両の保有は沿線自治体が

主に関与(4)）。また、丹鉄は過去に「日本一の赤字

鉄道」と呼ばれるほどの経営不振に陥ったことは

先述の通りであるが、三鉄も 2011 年の東日本大震

災や 2019 年の台風 19号という 2度の災害で、線

路が崩壊するなど物理的な被害を受け、運行が不

可能となる経験をした。両者には経営存続の可否

が問われる危機から復活したという共通点もある。 

さらに、ゼミ活動の一環で草野悟氏に出会えた

ことも大きい。氏は 2008 年より三鉄の準職員とし

て「総合企画アドバイザー」を務める傍ら、「三陸

鉄道を勝手に応援する会」会長として三鉄の魅力

発信に尽力してきた。先述の 2度の災害からの復

旧にも深く関与したキーパーソンである。一方の

丹鉄に着目すると、鉄道とその沿線地域とを結ぶ

ような存在は見られない。私たちはここに問題意
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識を置き、鉄道の実態を把握しながら沿線地域の

一住民として鉄道を支援する氏のような存在が、

鉄道を活性化し存続へ導きうると仮説設定した。 

そこで、①リーダーシップに関する先行事例に

関する文献調査をしたうえで、②草野氏への聞き

取り調査（電子メールを活用）を行った。 

 

3. 研究結果 

3.1 リーダーシップに関する先行事例 

小野（2007）は、フェニックス電機（株）を企

業再建に導いた再建請負人のリーダーシップに関

する研究(4)において、再建請負人となった斉藤定

一氏をリーダー、再建に携わった幹部らをフォロ

ワーと位置付け、両者の相互作用プロセスを明ら

かにした。フォロワーが斉藤氏のリーダーシップ

を認識した出来事として、以下 2点挙げている。 

1 点目に、創業以来のワンマン経営による弊害

を排除すべく、組織構造の変革を斉藤氏がトップ

ダウンで断行した結果、事業の合理化や効率化に

繋がったことでフォロワーはその恩恵を実感し、

斉藤氏に対して信頼を生んだという。2 点目に、

中間計画策定に際し、幹部ら自身の議論を通じた

結論の導出と関係性の強化を促すべく、斉藤氏は

自身と意思を共有し積極的に企業再建に取り組む

フォロワーの育成に働きかけたという。 

以上より、企業再建プロセスにおいて、トップ

の介入による組織の構造改革と、フォロワーの能

動的な態度の涵養を、同時並行的に行うリーダー

シップが有効であることが明らかである。 

 

3.2 草野氏による取り組み 

草野（2022）はまず、かつて JR 山田線により

南北に分断されていた三鉄を「三陸地域の財産と

して応援する」という JR区域住民との共通認識

を交わし JR沿線地域に頻繁に通ったという。震

災後には三陸各地を訪れ、コーディネーターとし

て住民と議論を重ねたそうである。また、有志の

三鉄支援団体「三陸鉄道を勝手に応援する会」の

活動に、草野氏による企画「三陸 次の 10年へ」

キャンペーンがあるが、当企画では、三鉄や自治

体の職員と住民とが車中で交流する機会を設けた

り、沿線地域の観光担当者との会議を開いたりし

て、三鉄の活用に係る対話を推進したという。 

一方、人口減少が経営を圧迫する中、沿線地域

が協同で次世代に共感を求める必要があり、「そ

の地域で鉄道を守り抜く」という意志を持つリー

ダーが不可欠であるとのことであった。草野氏は

アドバイザーとして、そのような人材に焦点が当

たるよう、メディアや県の担当者、三鉄職員への

発信に努める。また、トップダウンの社内環境を

改善すべく意識改革に取り組む有志の社員と積極

的に関わってきたとし、実際にそのような社員が

震災復興に大きく寄与したことにも言及した。 

以上より、草野氏は三鉄職員という立場を超え

て、三陸に関わる当事者として三鉄と沿線地域の

両者に働きかけ、対話を通じたネットワークを構

築していることが窺える。 

 

4. 政策提言 

最後に、丹鉄に「鉄道とその沿線地域とを結ぶ」

人材がいないという問題を解決すべく、以下ささ

やかながら提言してみる。 

先行研究より、組織の構築過程におけるトップ

による一定程度の誘導とフォロワーの能動性の育

成を並行するリーダーシップの可能性が明らかと

なり、それは「三陸のパートナー」として沿線地

域へ自ら赴き、対話を通じて各アクターに直接働

きかけて鉄道とつなぐ草野氏の姿勢からも窺われ

た。丹鉄においても、鉄道の実情と沿線地域の声

の双方に配慮できる人材が必要だと考えるが、そ

のような人材を生むためには、まず住民の鉄道に

対する心理的距離を縮めることが重要となろう。 

そこで、上述した草野氏の企画になぞらえ「北

近畿 次の 10年へ」キャンペーンを提案したい。

鉄道の利用を通して地域を知ることは、震災とい

う背景が無くとも可能である。例えば、丹鉄職員

と沿線地域の各アクターが対話を通して互いの声

を発信する場を設けることが考えられる。これは

地域と鉄道の距離が物理的・心理的に近づく機会

となるとともに、積極的に鉄道を支援する人材の

発掘に資する。結果的に「北近畿のパートナー」

としてリーダーシップを発揮する存在、そこに賛

同する能動的フォロワーが生まれ、丹鉄と地域の

結節点たりうる組織や団体の構築につながれば、

丹鉄のさらなる活性化と存続が期待できるのでは

ないだろうか。 
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通勤・通学者向けシェアサイクルの整備 
‐久御山町における新たな地域公共交通網‐ 
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1. はじめに 

日本国内においてシェアサイクルを本格導入し

ている自治体 158 都市となり、年々増加している

（国土交通省 2019a）。この背景として公共交通の

機能補完のために導入しているという要因がある。

近年、過疎地域や公共交通網が十分でない、いわ

ゆる交通空白地域が増加しており、今後、高齢化

が進む地域においてより一層増加することが推測

される。 
そこで本研究では近年、日本国内の市町村にお

いて整備が急速に進んでいるシェアサイクルを新

たな公共交通機関として位置づけ、通勤・通学者

向けのシェアサイクルの整備について検討する。 

2. シェアサイクルを選定した意図 

ではなぜ今回、シェアサイクルを通じて交通網

の補完・拡大を図ろうとするのかについて論じる。

確かに、個人・各世帯において所有する自転車の

利用を促進するという方策も考えられるが、放置

自転車の問題や日常的には自転車を使用しないこ

となどを理由に購入する者も減少している。これ

らの要因を踏まえ、今回シェアサイクルとした。 
3. シェアサイクルの定義 

ここでシェアサイクルの定義を示しておく。シ

ェアサイクルは相互利用可能な複数のサイクルポ

ートが設置された面的な都市交通のシステムであ

る（国土交通省 2015）。他にもコミュニティサイ

クルとも表現されているが同義である。 
4. シェアサイクルの必要性 

4.1 環境負荷低減としての役割 

年々深刻化する地球温暖化対策として、自動車

利用からエコな交通手段である自転車利用への転

換が日本国内で進んでいる。各輸送機関から排出

される二酸化炭素の排出量を輸送量で割れば表 1
の結果となる（国土交通省 2019b）（表 1）。 

【表 1: 輸送量当たりの二酸化炭素の排出量】 

4.2 シェアサイクルによる地域活性化の取組み 

日本政府においても「サイクルツーリズムの推

進による観光立国の実現」を推進し、自転車の活

用による観光地域づくりを目指している。現在、

茨城県の「つくば霞ヶ浦りんりんロード」、滋賀県

の「ビワイチ」、広島県から愛媛県の「しまなみ海

道サイクリングロード」の 3 ルートが指定要件を

満たしている。経済効果も大きく、滋賀県のビワ

イチでは、利用者が県推計で 17 年に 9 万 5000 人
(16 年比 3 割増)、経済効果は約 12 億円となった

（日本経済新聞 2018）。 
4.3 放置自転車への対策 

駅周辺や中心市街地における放置自転車は駐輪

場の整備等により年々減少しているものの、未だ

約 2.8 万台存在しており、より一層の放置自転車

対策が求められている（国土交通省 2022）。シェ

アサイクルならポートに駐輪する事が基本となる

ため、必然的に放置自転車対策になる。シェアサ

イクルの導入は、放置自転車による外部不経済を

取り除く事が期待できる。 
5. 研究対象地域の選定根拠 

今回、研究対象地とする地域は京都府久世郡久

御山町(以下、久御山町と示す)とした。 

久御山町は道路交通網が充実しており、物流セ

ンターや工場など 1,600 を超える事業所が立地し

ている（久御山町 2019）。また今後、産業活動の

活性化や住宅地の形成を促進させる、「新市街地

（みなくるタウン）整備事業」も進んでいる。 

他方で、久御山町では主に通勤・通学時間帯の

幹線道路における渋滞が課題となっている。また

先述した新市街地整備地区周辺は、現在、路線バ

スが運行していない。そのため新たな道路渋滞の

発生の抑制と就業者への円滑な通勤手段の確保の

視点から新たな公共交通の整備が必要である。 

そこで今回は久御山町におけるシェアサイクル

の整備を提案する。 

6. 久御山町における公共交通網の現状 

6.1 現状分析と課題 

 久御山町の地域公共交通の特徴として鉄道路線

がないため、鉄道を利用する際には、路線バス等

で町外の鉄道駅にアクセスする必要があるという

点だ。町内には路線バスが 3 路線、タクシーが 2

130
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CO2排出原単位[g-CO2/人km]（2019年度）
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事業者、デマンド型乗合タクシーが町内全域を対

象に運行しているが、利用者数の減少やバスやタ

クシーの乗務員不足も課題として挙げられる(久

御山町 2019)。 

6.2 久御山町におけるレンタサイクル事業 

そこで注目したのが、久御山町まちの駅「クロ

スピアくみやま」に整備されているレンタサイク

ルである。1回 200 円で自転車台数は計 10 台で

ある。利用用途としては観光での利用やバス路線

から距離がある場合、駐車スペースが十分でない

取引先や営業先へ訪問するといったものである。 

6.3 レンタサイクルの現状課題 

しかしながら久御山町のレンタサイクルは貸し

借りする場所が「クロスピアくみやま」のみであ

るため、利便性に欠ける点が指摘される。また久

御山町は幹線道路を除けば、車道は車一台がぎり

ぎり通れるところが多く、自転車が走るのに十分

なスペースがないのが現状である。そのため歩道

を走る自転車が多く歩行者と接触事故を起こすケ

ースも考えられる。 

7. 政策提言 

7.1 企業向けシェアサイクルの導入・整備 

以上の点から二点政策提言を行う。一点目は久

御山町内の企業向けにシェアサイクルを導入・整

備である。3.研究対象地域の選定根拠でも述べた

ように、今後、久御山町では企業誘致やそれに伴

う従業員の宅地開発等が進む。この新市街地整備

地区において新たな通勤手段として企業と行政が

連携したシェアサイクルを導入すれば、通勤の利

用はもとより、久御山町内の他事業所へ移動する

際にも利用できる。また企業内においてシェアサ

イクルを使用する従業員に対して利用額の助成を

行い利用促進に繋げれば、採算性の問題によるシ

ェアサイクル事業の継続困難という点も解消され

る。実際、ドコモバイクシェア事業において富士

ゼロックスが導入をしている。その効果として直

行直帰が容易になり、社員の時間に余裕が生れる

ため働き方改革にも貢献するという利点も生まれ

ている（株式会社 docomo 2018）。 
7.2 走行距離に応じたポイント付与制 

二点目は走行距離に応じたポイント付与制の導

入である。近年、歩数や距離、立ち寄った場所に

よって「独自のポイント」が貯まるウォーキング

アプリが登場している。貯まったポイントは対象

店舗での支払いや抽選に使える「ポイント」に交

換できる。そのため、アプリなしで行うよりもモ

チベーションが上がるといった付加価値と利用促

進を図るものだが、これをシェアサイクル事業に

も導入できると考える。具体的には 5km につき、

1 ポイントを付与し、久御山町内の商業施設や行

政施設の利用額を割引するなどを組み合わせば、

まちの経済循環にもつながる。 

8. 今後シェアサイクルを普及させるために 

日本国内の交通分担量の大半を占める「車」か

ら「自転車」にシフトするためには多くの問題が

ある。その中でも普及が進みづらい要因として、

人々が自転車を利用することが不便でデメリット

が大きいと思っている点にある。実際、自転車非

利用者が自転車を利用しない理由としては、「自家

用車の方が早いから」（64.2%）「荷物があるから」

（51.0%）、「家族など複数で同時に移動できるから」

（37.4%）という結果である（自転車総合研究所 

2020）。自転車の利用を促進することで様々な問題

を解決するためには、人々が自転車を利用しやす

くすることが求められる。そのためのシステムが

シェアサイクルであると考える。今までの観光客

のためのシェアサイクルではなく、観光客やその

地域の住民も含めてみんなで共有できるシェアサ

イクルを整備することが求められる。 

9. おわりに 

 少子高齢化による人口減少は進行し続けてお

り、それに伴う持続可能な公共交通のあり方につ

いて考えていく必要がある。今後は事業の採算は

もとより、環境負荷の低減やデジタル化といった

視点も加えながら検討していくことが求められ

る。 
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公共交通機関における痴漢防止対策 
‐当事者意識からみる新たな対策‐ 
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キーワード：痴漢、ジェンダー、性被害 
 

【研究の目的】 

 痴漢の被害件数は令和 3年犯罪白書（法務省，

2021）によると 4154 件とその他の性犯罪と比べて

も顕著に多い（法務総合研究所 2022）。痴漢が多

く発生する場所として電車が関係している。日々

の生活で良く利用する場所での痴漢発生がなぜ多

いのかを研究すること、現時点で行われている政

策を分析しその政策の有効性や、より痴漢抑止効

果のある政策を立案し提言することは有意義であ

ると考えたため研究を実施した。 

 

【研究の背景】 

 私たちは地下鉄における痴漢の現状について詳

細に調査するため、京都市市営地下鉄及び神戸市

の市立女子校にインタビュー調査を行った。京都

市市営地下鉄のインタビュー調査において性被害

の被害件数は 2021年時点で車内 2件、駅構内 5件

の計 7件であり、高校生へのインタビュー調査（女

子校）は生徒が 1年間で車中痴漢に遭った件数が

2、3件であった。この二つのインタビュー調査で

は被害者が非常に少なく、実態とはかけ離れてい

るのではないかと思い、追加の調査としてグーグ

ルフォームで大学生へアンケート調査を行った。

グーグルフォームによるアンケートでは、本人や

知人が被害にあった人者ほど、また、自分も被害

者になるかもしれないと考えている人ほど痴漢へ

の対策を行っているのではないかという仮説のも

と、7 項目の質問を設定した。さらに詳細に現在

実際に行われている痴漢抑止対策には被害者にな

りうる人に対する警戒ポスターと加害者になりう

る人に対する警告ポスターがある。それらは果た

して有効性があるのかという疑問についても調査

を行った。 

 

【方法】 

 痴漢に関する意識調査についてはグーグルフォ

ームで大学生へアンケート調査を行った。期間は

10 月 17 日から 10 月 20 日に行い、対象は同志社

大学政策学部の学生 105人である。 

《アンケート内容》 

問 1.痴漢被害の有無 

問 2.交通機関を利用する時に「自分が被害者にな

る可能性」を考えているか 

問 3.加害者対象ポスターを見たことがあるか 

問 4.加害者に間違われないための対策の実施 

問 5.被害者対象ポスターを見たことがあるか 

問 6.被害に合わないための対策の実施 

問 7.性別について 

 

 本研究では有効性が見られた問 1、2、5を用い、

問 6の痴漢対策実施との相関について分析を行っ

た。なお、問 7で男子と回答したデータはサンプ

ル数が少なかったため有効な結果が出ないと判断

し、今回は省くものとする。 

 

【結果】 

表 1は、問 1「痴漢被害の有無」別に、問 6「痴

漢対策実施率」を計算したものである。「本人が被

害にあった人」は 43％が痴漢対策を実施しており、

「知人が被害にあった人」は 36％が痴漢対策を実

施していた。また「被害にあったことのない人」

は痴漢対策実施率が 17％である。「本人が被害に

あった人」は 5％水準で、「知人が被害にあった人」

は 10％水準で、それぞれ「被害にあったことのな

い人」に比べて統計的に有意に実施率が高い。こ

のことから、身近に被害があるほど痴漢対策を実

施していることがわかった。 

 

表１ 痴漢被害経験の有無別痴漢対策実施率（女性）  

  人数 痴漢対策実施率 

本人被害あり 21  0.429** 

知人被害あり 33   0.364* 

被害なし 36 0.167 

注 1）*、**は、それぞれ、「被害なし」の場合の平均

値との差が 10％、5％水準で有意であることを意味す

る。 

 

 表 2 は問 2「公共交通機関利用時に自分が被害

者になる可能性を考えているか否か」（以下「当事

者意識の有無」と記述する）別に問 6「痴漢対策

実施率」を計算したものである。当事者意識を持
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っている人は 45％が痴漢対策を実施しており、当

事者意識を持っていない人は 8％しか対策を実施

していないことがわかった。この差は 1％水準で

有意である。 

 

表 2 当事者意識の有無別痴漢対策実施率（女性） 

   人数 痴漢対策実施率 

当事者意識あり   40   0.450*** 

当事者意識なし   34 0.088 

注 1）***は、「当事者意識なし」の場合の平均値との

差が 1％水準で有意であることを意味する。 

 

表 3は、問 5「被害者向けポスターの認知の有

無」別に、問 6「痴漢対策実施率」の平均値を計

算したものである。被害者向けポスターを見てい

る人は 15%が痴漢対策を実施していたのに対し、

被害者向けポスターを見ていない人は 31％が痴

漢対策を実施していたことがわかった。以上から

痴漢防止を呼びかけるポスターは痴漢対策実施率

の向上に有効性が見られないことがわかった。 

 
表 3 被害者向けポスターの認知の有無別痴漢対策実

施率（女性） 

  人数 痴漢対策実施率 

見かける 13 0.154 

見かけない 61 0.311 

注）「見かける」場合と「見かけない」の場合の平均 

対策実施率の差に有意性は見られなかった。  

 

 また対策を実施している学生に対策の具体例を

聞いたところ、「二人乗りのシートに座る際は隣に

誰が座るのか気にして、距離をとるようにする」

「満員電車の際は立つ位置や向きを考える」「人の

目が届きにくいドア付近ではなく、椅子と椅子の

間に立つ」などがあった。この対策は警察が推進

している痴漢対策の一例（京都府警察、千葉県警

察)でもある。したがってこれらを実施している人

の多くは効果的な対策をしているといえる。 

 分析の結果、痴漢被害が身近にある人、また、

当事者意識がある人ほど痴漢対策実施を行う傾向

があることが分かった。一方、ポスターの効果は

見られなかった。この結果を踏まえ、私たちは当

事者意識が低い人に対し意識をもってもらう政策

を実施することで彼らの痴漢対策実施率の向上が

期待できると考えた。 

 

【提案】 

 私たちは当事者意識の向上策としてフランスで

現在行われている、地下鉄内での痴漢を実際にど

のように警察が逮捕するかを撮った動画（佐々木 

2018）を独自で作成し、車内で放送することを政

策提言する。 

作成する動画は視聴により被害者になりうる人

も加害者になりうる人も対策を実施できる内容に

する。 

《動画の概要》 

1.加害者が実際にどのような手法で痴漢行為を行

うのか  

2.被害者がどのような経緯で痴漢の被害に遭うの

か  

3.痴漢被害が起きた瞬間の状況と特徴 

4.被害が発生しやすい場所や時間の提示  

5.痴漢行為後の逮捕またはその後の処分について 

  以上の内容を含んだ動画を車内で放送すること

で、その動画を見た人が容易に被害者や加害者に

なった場合を想定することができ、自身が痴漢被

害の当事者になりうる可能性を自覚させる。 

  

【考察】 

 この研究で私たちは、当事者意識を持っている

者ほど痴漢への対策を行い、当事者意識を持って

いない人ほど痴漢への対策を行っていないのでは

ないかという仮説のもとアンケート調査の実施・

結果の分析を行なった。そして分析の結果、痴漢

被害が身近にある人、また、当事者意識がある人

ほど痴漢対策実施を行う傾向があることが分かっ

た。それを踏まえ私たちは、政策として痴漢被害

の一部始終を収めた動画を車内で放送することを

提案する。この政策は動画を放送することによっ

て、乗客に当事者意識を芽生えさせ、対策実施の

推進を図ることを目的とする。 
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1.はじめに 

1.1 研究目的 

文部科学省は、令和 3年の公立義務教育諸学校

の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の

一部を改正する法律で、小学校の学級編成の標準

を 40人から 35人に引き下げるとし、これにより

一人一人のニーズに応じたきめ細やかな学びを可

能とする指導体制を実現することを主張した。 

しかしながら、この政策の実現には追加で 1万

人以上の教員が必要となる。少人数化が学力向上

につながる科学的根拠は明確でないため、国の台

所事情を考えれば、費用対効果の高い教育政策を

選択する視点が必要であり、少人数学級による教

育環境の改善効果と課題の客観的な検証が必要で

ある（日本経済新聞，2021 年 1月 24 日）。 

本研究の目的は、こうした少人数学級化の是非

を考えるために、教員一人当たりの児童数が学力

に与える影響を実証的に明らかにすることである。

また、文部科学省が行った少人数学級化の効果は

費用対効果が高い政策であったのかを、教員確保

に伴うコストと学力向上効果を比較することで明

らかにする。 

 

1.2 先行研究と本稿の位置づけ 

先行研究によると、習熟度別少人数指導は、少

人数の学習集団によるきめ細かな指導により、学

習に対する関心・ 意欲・態度や正答率の向上に効

果があると結論付けた(文部科学省,2010,pp.31-

32）。また、妹尾・北條（2016,p.8）は、「社会経

済的に恵まれない背景をもった生徒が通う学校に

おいて少人数学級の効果が大きい」ことを明らか

にした。このことから、少人数学級は正答率の上

昇に影響を与えることが示唆される。 

 本研究では、先行研究で検討されてきた少人数

学級の学力への効果を実証的に明らかにするのみ

ならず、少人数学級化に伴う費用面にも着目し、

費用対効果の観点から少人数学級を検討する。 

 

2.分析 

2.1 分析の概要  

本研究では、少人数学級が学力向上に及ぼす影

響を明らかにするため、これを教員一人当たりの

児童数が小学校の全国学力調査の都道府県別の平

均正答率に与える影響に置き換えて実証分析する。

教員一人当たりを説明変数、全国学力調査の平均

正答率を被説明変数とするパネルデータ分析を行

うことにした。使用したデータは、基本的に 2013

年から 2018 年までのパネルデータである（出典：

総務省統計局ホームページ）。なお、熊本県は熊本

地震の影響により実施を見送ったため、本研究で

は熊本県を除いた分析を行った。 

学力に与える要因には、教員一人当り児童数以

外にも、それぞれの家庭や地域の特色、子どもの

潜在能力といったような、観測できない様々な要

因（個別効果）が考えられる。そうした個別効果

をできるだけ制御するため、6 年分のパネルデー

タを用意し、「固定効果モデル」と呼ばれる観測が

難しい要因の調整を得意とする分析モデルを用い

た分析を行った。モデル式は以下の通りである。 
𝒊𝒕ࢅ =ࢼ 𝜶+ 𝑻𝒕 +ࢼ 𝟏𝑿𝟏,𝒊𝒕 +ࢼ 𝑿ࢅ

૛
,𝒊𝒕 …ࢼ 𝒌𝑿𝒌,𝒊𝒕 

𝒊ࢅ+               +  𝒊𝒕ࢅ

𝒊：都道府県 ｔ：時点 ࢅ𝒊𝒕：被説明変数 

𝑻𝒕：時点ダミー 𝑿𝒊𝒕：説明変数 

 𝒊𝒕：誤差項ࢅ  𝒊:固定効果ࢅ

 分析に用いる変数は表１の通りである。 
表 1 変数名と定義 

変数名 定義 
平均 

(標準偏差) 

computer 

教育用コンピュー

タ 1台当たりの児

童数（小学校）

【人】 

6.34 

（1.30） 

digitaltextbook 

デジタル教科書の 

整備率（小学校）

【％】 

50.28 

(19.2) 

ct 

(child/teacher) 

教員一人当たり 

児童数【人】 

14.53 

(1.86) 

density 
人口密度 

【人/km2】 

6.64 

(12.0) 

expensesper 

elementary 

在学者一人当たり 

学校教育費 

（小学校）【万円】 

101.08 

(14.8) 

income 
実収入（月収）

【万円】 

53.35 

(6.01) 

ki 

(kyoikuhi/income) 

教育費/実収入

【％】 

2.05 

(0.00609) 
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2.2 分析結果と考察 

分析結果としては、表 2 のとおり教員一人当た

り児童数と家計の実収入が、有意水準 5％で統計

的に有意であった。具体的に示すと、教員一人当

たり児童数が 1 人増加すると、平均正答率は約

2.68％減少するということである。他の変数につ

いてはいずれも有意な結果ではなかった。 

被説明変数：平均正答率 

 係数 t 値 

ct(child/teacher) -2.679 -2.036 
income 0.146 2.250 
computer 0.027 0.046 

digitaltextbook 0.053 1.425 
density 1.729 1.058 

expensesper 

elementary 
0.016 -0.251 

ki(kyoikuhi/income) -26.318 -0.573 
固定効果 あり 

時点効果 あり 

サンプルサイズ 276 

次に、教員一人当たり児童数を減らす、すなわ

ち教員数を増加させた場合に、どれほどの費用対

効果が得られるかについて考察する。 

仮に、教員の数を 10％増やすことができたとす

る。文部科学省総合教育政策局調査企画課の学校

基本調査によれば、2020 年の全国の平均教員数は

8991 人であるので、10％の増加に成功すれば、平

均教員数は 9890 人になる。これに伴い、教員一人

当たり児童数の平均も10％拡充前の14.91人から

13.55 人へと減少し、児童 1.36 人分の教員の負担

軽減を見込むことができる。 

次に、この 1.36 人の負担軽減をコストという面

から考えてみる。2021 年の総務省データによると、

小・中学校教師全体の平均年収は約 665.6 万円で

あった。ここでは大学卒の新規卒業者もいること

を鑑み、教員一人当たりの年収を 500 万と控えめ

に見積もることとする。このとき、教員 10％の拡

充（899人の新たな教員の確保）を行うとすれば、

少なくとも約 45 億円のコストが必要になると計

算できる。したがって、約 45億円の費用をかけて

教員を 10％拡充することで、学力テストの平均正

答率が 3.64％上昇することになる。 

 

3.政策提言 
前節の分析結果から、約 45 億円を投資し 10％

の教員を拡充した場合、正答率が 3.64％上昇する

ということがわかった。 

具体的に表すと、2018 年の全国学力調査におい

て 8位を記録した京都府が、もし仮に 3.64％正答

率を上げることができれば、順位を 7位に上げる

ことが可能となる。よりわかりやすい例として、

同調査で最下位だった滋賀県が正答率を 3.64％

上げることができれば、最下位の 47位から 29位

にまで上げることができる。これらは十分大きな

成果といえよう。 

現行の制度では、GIGA スクール構想の実現に向

けて、小学校で一人一台タブレットを配布すると

いう施策が行われている。文部科学省によると、

タブレットの確保において、一人当たり 4.5 万円

の補助金が出され、これを全小学生に補助した場

合約 2800 億円の費用を投入することになる。本稿

の表 2の通り、タブレット端末の整備を表すデジ

タル教科書の整備率は 5％水準で有意な結果では

なく、平均正答率の向上に影響を与えないとわか

る。すなわち、2800 億円という巨額の費用を投与

し、全員にタブレット端末の配布（デジタル教科

書の整備）を行ったとしても、学力の向上は見込

めないと推定できる。 

よって、2800 億円と比較して安価である 45 億

円の費用を投与して教員を拡充するほうが、学力

の向上には効果的だと期待できる。したがって

我々は、タブレット端末やデジタル教科書といっ

た ICT の整備よりも、学力の向上という観点から

は、教員の拡充を優先的に進めていくことを提言

する。 

しかしながら、本稿はあくまでも学力の向上に

しか着目していない。本来ならば、少人数学級に

よる影響は学習成果のみならず、いじめや不登校

の認知件数など、テストスコア以外の被説明変数

でも費用対効果が測定されるべきであることには

注意したい。 

 

参考文献 
(1)佐々木洋成(2006) 「教育機会の地域間格差」『教育社

会学研究第 78 集』 

(2)難波安彦・畑中美里(2012) 「教育格差の要因と問題点」

『兵庫教育大学研究紀要第 40 巻』、51-62 

(3)文部科学省(2010)「平成 21年度版丈部科学白書」、  

 4、11-18 

(4)4 年生大学の教員免許状取得特例設け最短2年で.日本

教育新聞.2022-9-19,１面 

(5) 妹尾渉・北條雅一(2016) 「学級規模の縮小は中学生

の学力を向上させるのか」『国立教育政策研究所紀要 第

145 集』 

(6) 総務省「e-Stat 政府統計の総合窓口」https://www.e-

stat.go.jp/(最終閲覧日 2022/10/25) 

(7)文部科学省(2019)「GIGA スクール構想の実現へ」、

https://www.mext.go.jp/content/20200625mxt_syoto01-

000003278_1.pdf/（最終閲覧日 2022/10/26） 
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空き家の活用について 
 

京都産業大学 松尾ゼミ 

○浅野 友太（Asano Yuta）・松田 歩夢（Matsuda Ayumu）・田中 薫（Tanaka 

Kaoru） 

（京都産業大学経済学部経済学科） 
キーワード：空き家、高齢化、コンパクトシティ 

 

1. はじめに 

 総務省統計局によると 2018 年の全国空き家率

は 13.6％になっている。この数値は過去最高の値

であり、全国で空き家問題が深刻化していること

が分かる。空き家を放置すると様々な問題が起こ

る。家の老朽化が進み、悪臭を漂わせたり、空き

巣や放火の被害にあったり、治安や衛星面では周

囲の住民に悪影響を与える。また、空き家が増え

ることによって地域でのコミュニケーションが取

りづらくなるという問題もある。空き家の増加に

は住宅に関する税制や個人の感情、人口減少など

の様々な問題が複雑に絡んでいる。そこで本研究

では空き家が増加した原因を探りか解決案を模索

していく。 
2. 現状 

国土交通省は、空き家を 1 年以上利用がない住

宅と定義している。例えば、10年以上その家に住

んでいなくても、1 年に 1 回は荷物などを移動さ

せるなどの住宅以外での利用があれば空き家と定

義されない。しかし、どんなに家がきれいな状態

でも、入院などによって 1年間家を空けてしまう

と空き家と定義されてしまう。また、空き家は大

きく４つに分類される。一つ目は賃貸用の住宅で

ある。賃貸用の住宅は空き家総数の過半数を占め

ている。二つ目は売却用の住宅である。売却する

ための住宅であり、数は一番少ない。三つ目の住

宅は二次的住宅である。普段は使用されないが別

荘のように使われる住宅である。売却用の住宅と

同様に数は少ない。四つ目の住宅はその他の住宅

である。その他の住宅は三つに分類されなかった

住宅である。入院や転勤など様々な要因によって

長期にわたって空き家になっている住宅である。

空き家問題の多くはその他の住宅である。利用者

の当てがないのでそのまま放置され、問題になる

ことが多い。   

 
3. 空き家が増加した原因 

空き家が増加した背景には、高齢化があげられ

る。平原幸輝（2022）は空き家率と「老年人口比

率」「単独世帯比率」「高齢単身世帯比率」の相関

係数について調査した。空き家率についてはこの

３件が一貫して正の相関を見せている。具体的に

は、「老年人口比率」が 2000 年から 2018 年にかけ

て 0.207 から 0.630 に上昇しており、正の相関が

強くなっていることから空き家と高齢化が深く関

係していることがわかる。また、65歳以上の高齢

者しか住んでいない持ち家は死後空き家になる確

率が極めて高いことから「空き家予備軍」と定義

されている。「高齢単身世帯比率」はこの空き家予

備軍に当てはまっており、2000 年から 2018 年に

かけて 0.437 から 0.672 に増加していることから

正の相関が強くなっていると言え、今後も空き家

が増え続けると予測される。 

 
上記のことから最も重要視すべきなのは高齢化

による空き家問題である。図１は実際に京都での

空き家の数と高齢化率を比較したものである。

2018 年のみ例外的に空き家数が減っているが、そ

れ以外の 1993 年から 2013 年に至るまでは高齢者

数の増加に伴って空き家数も増加していることが

わかる。よって、高齢者数の増加と空き家の増加

が密接な関係にあることは容易に理解できる。そ

のため、若者をターゲットにして対策することで、

若者を取り込み、地域の活性化をするべきだと考

える。 

 

4. 空き家対策と活用について  

空き家問題の解決を図るため、各自治体は様々

な措置を講じている。その措置は大きく２つに分

類することができる。一つは、空き家に対する政

策及び法律を整備することで、空き家の減少を目

的とした措置のことを指す。二つ目は空き家を利

 
図 1 京都市の空き家数と高齢化率（京都市オー

プンデータポータルサイトの空き家数と高齢者数

のデータから作成） 
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活用して別の施設へと改良し、もう一度人が利用

できるようにする措置である。前者の法整備では

空き家の改善の見込みが薄いため、後者の空き家

を利活用する方が実現可能であると考える。 

例えば、2014 年には「適切な管理が行われてい

ない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民

の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空

き家等の活用が必要」とし、空家等対策の促進に

関する特別措置法が公布された。この特別措置法

により、誰が空き家を所持しているのかが明確に

管理できるようになった。また、この法の特徴的

な個所として、極めて危険だと判断された「特定

空家」に分類されると、行政が空き家の処理を代

執行できるようになった。これにより多くの空き

家が処理され空き家の減少が見込められていた。 

では、実際にどれだけの空き家が「特定空家」

に指定され解体されたかを調べた。2018 年に国土

交通省の「空き家対策に取り組む市町村区の状況

について」によると、「特定空家」の数は 10676 件、

うち実際に処理された空き家の数はわずか 23 件

であった。財産権の問題が大きな障害となってお

り、「特定空家」に指定してから処理に至るまでに

大きなタイムラグが生じる。そのため、空き家対

策としては非効率であると考える。大掛かりな法

整備をしたにもかかわらず、空き家対策としては

即効性がないことが明らかである。そこで、既存

の空き家をどう利活用していくのか考えたい。 

  
5. 政策提言  

では、空き家をどの様に利活用するのが良いの

だろうか。本研究ではコンパクトシティと組み合

わせて活用していくことを検討する。 

コンパクトシティとは、集約型の都市構造のこ

とを指す用語である。具体的には、生活圏を小さ

くした街を形成することにより、サービスの利用

や職場への移動が容易になることを目的としてい

る。したがって、コンパクトシティ化が叶えば快

適な生活の実現、都市の持続可能性の向上などと

いった様々な効果が期待されている。だが、空き

家が存在すると中心市街地に空洞ができてしまい

都市のスポンジ化が進んでしまうことでコンパク

トシティから遠ざかってしまう。そこで、空き家

を人々が活用できる施設に改修することでコンパ

クトシティ化と空き家対策を同時に改善するとい

う提案である。  

・企業の取り組み  

 例えば空き家をシェアハウスとして提供してい

る企業が増加している。具体的には、株式会社エ

アサイクルハウジングという企業は空き家を実際

にシェアハウスとして提案し、ペット持ち込み可

能な状態にリフォーム工事し事業を成功させてい

る。 

・カフェに改装 

空き家を活用してカフェを営むことは相性が良

く、物件コストが安く済むという非常に大きなメ

リットが存在する。また、古民家を利用したカフ

ェは見た目が良く、若者の目を引きやすいため

SNS を通じて若者の集客を得ることができる。 

・空き家を小規模の福祉施設へ  

あえて空き家という限られたサイズで福祉施設に

改修することで、福祉職員の方が一人一人に目を

配りやすくなり負担の軽減にもつながる。  

・宿泊施設へと改装  

京都市東山区では空き家を一棟貸しの宿泊施設へ

と作り替えた。これによりゲストに町の魅力と京

都らしさを感じ取ってもらうと同時に、空き家対

策と地域経済の再生を目指している。 

 このように、空き家は様々な施設に改良できる

可能性を秘めており、上手く利活用すれば空き家

の改善及び、コンパクトシティ化の促進につなげ

ることができる。 

 

６. おわりに 

日本では空き家は増加し続けており、その数だ

け様々な悪影響を与え人々の悩みの種となってい

た。そのために空き家に対して法を整備するも効

果が薄く、空き家対策は困難に思える。しかし、

空き家を解決しようと様々な工夫が行われており、

空き家問題を活用している事例もある。単に空き

家を減らすためには、空き家問題だけでなく、地

域の問題と関連して解決に導くことが望まれる。 
参考文献 
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住民参加による「雨庭」普及策について 
‐「アメニワークプロジェクト」の導入‐ 

 

風間ゼミナール 雨庭班 

〇小菅 真大(KOSUGE MASAHIRO)・岩堀 楽々(IWAHORI RARA)・植村 森平(UEMURA 

SINPEI)・川上 愛未(KAWAKAMI AIMI)・久安 菜々美(HISAYASU NANAMI)・和田 楓夏

(WADA FUKA) 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：雨庭、住民参加、ワークショップ 

 
1．問題意識 

近年、気候変動の影響により、全国各地で記録

的大雨が頻発している。私たちが住む京都市にお

いても、大雨による浸水被害発生数は2010年以降

増加傾向にある。2022年7月19日には、京都市中

京区で観測史上最高となる88㎜/hの大雨を記録

し、周辺地域のみならず、市内各地でも浸水被害

の報告が相次いだ。また、都市化に伴う地表のコ

ンクリートやアスファルト等の「不透水層」の増

加、森林や農地の減少は、雨水の地下浸透力およ

び保水機能の大幅な低下を招き、浸水被害をさら

に深刻化させている。今後、ますます都市におけ

る浸水被害対策の重要性が高まっていく中で、

「国土の適切な管理」「安心・安全で持続可能な

国土」といった課題への対応の一つとして、浸水

被害対策における「グリーンインフラ」の取組み

が推進されている。 

そこで私たちは、京都市において整備が進め

られている「雨庭」に着目した。雨庭とは、雨水

を直接下水道に放流することなく一時的に貯留

し、徐々に地中に浸透させる「雨水流出抑制機

能」を持った植栽空間を指す。自然の水循環機能

に配慮した雨水管理の仕組みであることから、近

年グリーンインフラの一つとして注目されてい

る。京都市では、2017年に初めて四条堀川交差点

南東角の雨庭が整備されて以降、現在に至るま

で、道路上などの公共用地を中心として計8ヶ所

の雨庭が整備された【図1】。 

【図１】「雨庭」の整備 
出典：京都市情報館(2022) 

その多くは、雨水流出抑制機能に加え、京都の

伝統的な造園技術が活かされたデザイン性を兼ね

備えており、街中では身近な庭園として楽しむこ

とができる【図2】。しかし、地域住民の多くは

雨庭の存在を認識しておらず、認知度は極めて低

い状態である。また、都市における浸水被害の深

刻化が懸念されている中で、現在の雨庭の整備数

は十分であるとは言えず、今後さらに幅広い地域

への普及を進めていく必要がある。 

このようなことから、私たちは、住民参加のプ

ロセス形成による雨庭普及の可能性について研究

を行った。 

 
【図 2】四条堀川交差点北西角の雨庭 

2．現状分析 

2‐1 行政へのヒアリング調査 

京都市で整備が進められている雨庭の現状を調

査するため、建設・管理を担当している「京都市

建設局みどり政策推進室」にヒアリングを行った。

調査によると、ほとんどの場合、雨庭の建設適地

の決定から設計・デザインに至るまでの全てのプ

ロセスを、市の担当職員が行っていることが分か

った。また整備後は、市による除草作業が年2回行

われているが、日頃の維持管理が十分に行き届い

ていない状態である。そこで、市は雨庭周辺の地

域住民による「京都市街路樹サポーター制度」を

活用したボランティアの募集・活動を行っている。

しかし、現段階では住民に雨庭という存在が知ら

れていないことから、ボランティア活動の参加に

繋がりづらい状況が生まれている。 
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このようなことから、現在の雨庭には、住民が

主体的に関わることができていないと判明した。 

2‐2地域住民への聞き込み調査 

次に、私たちは、雨庭の認知度に関する調査を

行った。四条堀川交差点の雨庭付近で、地域住民

50名に「雨庭の機能について知っているか」と質

問したところ、7名（14%）が「知っている」と回

答、43 名（86%）が「知らない」と回答した。また、

京都市内の雨庭 8ヶ所すべてを訪問したところ、

ほとんどの雨庭は閑散とした様子であった。多く

の人が雨庭に目もくれず素通りしており、興味関

心が向けられている様子は見受けられなかった。 

2‐3 住民参加モデルを利用した現状の分析 

上記 2つの調査結果から、現在の雨庭における

住民参加レベルを、米国の社会学者アーンスタイ

ン(1969)が提唱した「住民参加のはしご」【図 3】

をモデルに分析する。この図は、まちづくりへの

住民参加レベルを体系化している。下段から上段

にかけて住民の参加度が高まり、まちづくりに対

する主体性も強まっていくことが示されている。 

 
【図 3】 アーンスタイン 市民参加の梯子 

出典：安武・荒石・下山・渡邊(2021) 

現時点での雨庭における住民参加レベルは、行

政による一方的な情報提供や意見聴衆の実施のみ

であることから、「形式的参加」に相当し、住民参

加が十分に行われていない。そのため、雨庭にお

いて「実質的参加」を目指すためには、まず、地

域住民に雨庭の存在を広く知らせることが必要で

ある。そして、雨庭に主体的に関わる住民が生み

出されることで、住民参加型の雨庭が普及してい

くプロセスを形成する必要ある。 

3．政策提言 

そこで私たちは、住民参加型雨庭を普及させる

ために 2 段階のプロセスを用いた「アメニワーク

プロジェクト」を提案する。 

3‐1政策概要 

1 段階目に、地域住民に対する雨庭の認知度を

上げる入口として、小学生と地域住民が協働し、

小学校内の一角に「簡易的」な雨庭を建設する体

験教室を実施する。施工に複雑な過程がない「簡

易的」な雨庭であるため、マニュアルに従って素

人でも作成が可能である。また、雨庭の建設に適

した小学校の選定は、京都市の地形、地質、地下

水位が示された浸透能力マップを参考に行う。こ

の段階の目的は、小学生と地域住民が交流し、楽

しみながら雨庭を建設する過程を通じて、雨庭の

機能や構造などの基礎的な知識を得ることである。

幅広い年齢層における雨庭の認知度が向上し、興

味関心が高まることで、実質的参加に繋がること

が期待できる。 

2 段階目として、体験教室を通して雨庭に興味

を持った住民が、雨庭に対する意見や要望を話し

合うワークショップを実施し、住民の意見を反映

した雨庭を整備する。このワークショップでは、

住民に加えて、庭園デザイナーや防災に関する専

門家、行政担当者にも参加してもらう。住民が計

画段階から参加し、自らの要望が取り入れられた

雨庭が整備されることで、雨庭における「実質的

参加」が達成できる。 

4．期待される効果と展望 

 私たちの提案する「アメニワークプロジェクト」

では、協働して作るという楽しいプロセスを通じ

て地域住民の参加意識が向上し、住民参加型の雨

庭が整備されていく。また、住民自らの意見が反

映された雨庭であることから、日常的な維持管理

活動における主体的な協力が得られ、行政の負担

をも軽減することができる。そうした結果、今後

さらに幅広い地域への雨庭の普及が期待できる。 

 このように形成された住民参加意識の高まりは、

雨庭に留まらず、まちづくり全体へと広がり、他

の地域課題の解決にも貢献するだろう。 
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言語教育における 

全国的なオンライン教育の導入について 
‐集住地域と散在地域の格差をなくすためには‐ 

 

開原弓喜（Kaihara Yuki） 

（立命館大学政策科学部政策科学科） 
キーワード：外国にルーツを持つ子供、多文化共生、日本語教育 

 

1. はじめに 

本稿は、小学校における、日本人と外国人の児

童に対する多文化共生について言語教育の観点か

ら考察を行う。また、オンラインにおける外国に

ルーツを持つ生徒・教員・日本語指導教員を全国

的に繋ぐ方法について検討を行うものである。 

全国には、約 5万人の日本語指導が必要な子供

がいる。しかし、教育制度は整備されておらず、

地域による差が激しい。そこで、集住地域（大阪

府）と散在地域（山形県）に焦点を当て調査を行

った。これらの調査から、全国的なオンライン言

語教育を行うことが解決策になるのではないかと

考えた。これらについて以下詳しく述べる。 

 

2. 日本の現状 

2.1 全国的な現状 

平成 30 年の時点で日本語指導が必要な児童生

徒数は、外国籍が約4万人、日本国籍が約 1万人

いるとされている。また、約 2万人の外国人の子

供たちは就学状況が確認されていない。次に、日

本の全国的な外国人の子供の現状として、外国人

の増加、国際結婚の増加に伴い、外国にルーツを

持つ子供が増加傾向にある。しかし、現在の教育

職員免許の規則においては、外国につながる子供

の教育に関する科目は必修化されておらず知識も

ないまま、受け入れ経験の全くない学級担当がそ

の対応にあたることが多い。また、外国につなが

る子供の教育に関する明確な法律は未だ定められ

ていないことが課題として挙げられる。 

2.2 集住地域と散在地域の取り組み格差 

 李（2020）は、小学校における多文化共生教

育の現状として、外国にルーツを持つ子供が多く

存在する地域においては日本語教室を拠点とした

多文化共生教育が学校全体の取り組みとして実施

されている現状がある。しかし、児童の少ない散

在地域では手厚い教育支援は期待できないとして

いる。また、教育現場の実情として、500 人以上

外国人児童生徒が在籍している場合には、約

80％研修が行われているのに対して、外国人児童

生徒の在籍数が 100 人以下になると約30％とい

う現状がある。 

 

3. 公立小学校の言語教育の現状 

3.1 大阪府の言語教育の現状 

范（2021）によると、外国にルーツを持つ生徒

に対する日本語支援教育に関して充実していると

考えられる。事例として大阪市では、在籍人数が

一定数いる場合は、日本語指導員が配置されてい

る。また、配置されていない学校では、日本語指

導協力者が取り出し授業の形式でおこなっている。

一方豊中市では、放課後まで学校を抜けさせると

いうことは一切しておらず学校が終わった時点で

子供たちが日本語教室などに集まって勉強すると

いう形をとっている。このように支援が充実して

いる大阪であるが、母国語教育については軽視さ

れがちであり、大変重要な課題ではないかとされ

ている。このような支援の多い大阪では、今年度

から、現在日本語指導が必要な子どもに対してオ

ンラインで日本語を教える取り組みを開始した。

これにより、地域間の差を無くなると予想される。

この取り組みは、同時に授業を他の学校の子も受

けることができるため、同じ母語の生徒と話をす

ることができるという。 

3.2 山形県の言語教育の現状 

土屋ら（2014）によると、山形県は、外国人散在

地域であると考えられている。この中で、子供に

対する教育支援は、支援者と学校教員が行ってお

り、子供がいなくなると取り組みが中断されるこ

とが問題として上がっている。これらの原因とし

て、子供に教育支援が行政の施策になりにくく、

予算の確保が難しいことが挙げられる。その様な

中、山形県では 2009 年度から市長教育委員会によ

る日本語指導員の派遣とコーディネートの体制が

整った。これにより、年に一回の総会と情報交換

会が実施されている。子供が少なく散在している

地域では、学校単位で教育支援を完結させること

ができにくく、学校と支援者の連携が一層重要な

意味を持つ。支援を必要な子供の入学・編入に際

しては、教育委員会がサポートネットに支援者の

紹介を依頼し、サポートネットの協力を得て日本

語指導員派遣をコーディネートしている。 

                     

4.  公立小学校におけるオンライン言語教育の
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導入について 

4.1 提案内容について 

大阪府と山形県を比較する中で、集住地域では

地域内で日本語教室を開催することが可能である

一方散在地域では、開催が難しい現状があること

がわかる。このことから、私は提案内容としては、

全国の日本語教育を必要とする生徒と日本語指導

教員と担任の先生をオンライン上でつなげ情報交

換を行うことができる制度を作るべきだと考える。 

 
図１ 全国オンライン教育イメージ図 

この提案は、日本語教育を必要とする子供たちが

集住地域・散在地域関係なく同等の質の学びを放

課後に行うことができる環境を整えるものである。

また、教員が全国的につながり自分自身の学校で

の課題点を共有するだけでなく、他地域と連携を

とることが可能となるのではないかと考える。こ

れにより、日本語教育の必要な生徒の人数に地域

により差があったとしても、オンラインを使用す

ることで、教育を可能になるのではないだろうか。 

4.2 実現可能性について 

端末利用活用状況等として、全国の公立の小学

校等の 96.1％が「全学年」または「一部の学

年」で端末の利用を開始している。 

表 1文部科学省、端末利用の状況

 
また、大阪府において、「GIGA スクール構想の

実現」により、大阪府内の小・中学校に児童生徒

向けの 1人 1台タブレット PC 端末等が整備さ

れ、授業等の教育活動に活用されている現状があ

る。これらの現状からオンラインによる日本語教

育は可能であることが考えられる。 

 

5. 今後の展望、まとめ 

 以上の調査結果から、全国をつなぐオンライン

ネットワークによる日本語教育、多文化共生教育

は必要であると考えられる。理由として、集住地

域と散在地域の教育の格差をなくすため。また、

教員の負担を軽減するため。これら２点の観点か

ら必要であると考えられる。 

日本にける外国にルーツを持つ子どもたちの存

在は今後非常に重要な役割を担うことが予想され

る。そのため、日本語教育は重点的に行う必要性

があると考えられる。しかし現状として、地域に

よって教育の質が異なるほか、多文化共生ではな

く、日本語教育のみに重点が置かれているなど課

題点が多く存在する。そこで、本研究は、地域に

よる教育の違いをオンラインによる全国一括での

オンライン日本語教室を開催することで、解決し

ようというものである。現在大阪など特定の地域

では行われているものの、まだ現状として全国的

に展開するには至っていない。しかし全国的に展

開することが可能となれば、外国にルーツを持つ

子供が少ない地域においても、担任の先生が子供

の教育の仕方に困ることなく、全国の同じ悩みを

持つ先生と悩みを共有しつつ教育を行うことが可

能になる。そのほか、子供たちにとっても、母語

が同じ子供と悩みを共有したりすることも可能と

なる。これらのことから、今後全国的にオンライ

ンネットワークを使用した日本語指導を行うこと

が多文化共生への近道になるのではないかと考え

る。 
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防災意識の向上における共有の重要性 
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石原ゼミナール 防災ガイドブック班 
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キーワード：共有、自助、共助 

 
1. はじめに 

大学生の防災意識についての研究調査によると、

災害への備えを行っていない割合は、関西 46.2％、

東海 40.6％、関東 38.8％であり、どの地域も半数

以上の大学生が災害への備えを行っていなかった

(河田・舩木 2004)。このことから大学生の防災意

識が低いと推測し、私たちが在籍している龍谷大

学の学生を対象に防災ガイドブックを作成した。

大学生の防災意識が低い原因に、災害について自

ら調べる人が少ないことや、実際に災害が起きた

場合の避難の仕方が分からない人が多数いること

が影響していると考えたため、防災ガイドブック

を作成した。 

そこで本稿では、龍谷大学生が必要としている

防災知識のガイドブックを作成することで防災を

知るきっかけが生まれ、災害の知識や防災に関す

る知識を深めることができるのではないかと仮定

し、防災意識の向上に有効な手立てについて検証

する。 
 

2. ｢自助｣と｢共助」について 
大学生の防災意識は、個人で防災知識を深める

だけでなく、他者に防災知識を共有することで向

上すると考える。そこで私たちは、自分の命や身

の安全を守る｢自助｣と、地域コミュニティで相互

に助け合い、避難や避難誘導を行う｢共助｣を身に

付けることで防災意識がさらに高まると推測した。

実際に、阪神・淡路大震災では、救助者数の約 8

割が「自助」や「共助」により救出されていた(防
災白書 2020)。さらに、東日本大震災では、防災

に対して主体的な姿勢を醸成する防災教育を受け

ていた釜石東中学校の生徒らは迅速な避難を行い、

その様子を見た鵜住居小学校の児童たちも避難を

行ったことで小中学生の生存率は 99.8％という

高い数字になった(片田 2012)。 
このことから、｢自助｣の力を身に付けるだけで

はなく、｢共助｣の力も身に付けることで災害が起

きたときに周囲の人を巻き込み、被害を最小限に

することができるといえる。また、「自助」が高ま

った人が他の誰かにその知識を伝えることや、伝

えられた人の防災意識が高まることも｢自助｣の枠

を超えた助け合いであることから、｢共助｣である

と考えた。 
 

3. アンケート調査目的及び結果 

 大学生の防災知識を深め、｢自助｣と「共助」を

高めることを目的としたガイドブックを作成する

にあたり、現在の大学生の防災への意識を把握し、

必要とされている防災知識を明らかにするため、

8月 21日から 9月 1日の期間に龍谷大学生130人

へアンケート調査を行った。主な質問項目は、災

害に対する恐怖・事前準備・防災について知りた

いこと・防災グッズについて興味があることの 4

つであった。 

アンケート調査によると、｢災害に対しての恐

怖｣について｢強くそう思う｣「まあそう思う｣と回

答した人が 106 人(80.8％)、｢防災対策の必要性」

について｢強くそう思う｣「まあそう思う」と回答

した人が 126 人(97.0%)であった。しかし、｢災害

への事前準備」を｢行っている」と回答した人数は

37人(28.5％)であった。このことから、龍谷大学

生は災害に対し恐怖心を抱いており、防災対策が

必要だと考えているが、事前準備は行っていない

人が多数存在することが分かった。そして、「防災

について知りたいこと、興味があること」という

質問には「災害時に家から持ち運べる日用品」「避

難をしなければいけない基準」「みんなが知らない

防災知識」「災害に備えて常備する食料」に多くの

回答が得られた(図 1)。また、「防災グッズについ

て知りたいこと、興味があること」という質問に

対しては、「避難所にあると便利な防災グッズ」「災

害が起きたときに身を守る防災グッズ」を選ぶ回

答が多く集まった。 

 

 
図 1 ｢防災｣について知りたいこと、興味があること 
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4. 防災ガイドブックの作成 

そこで、アンケート調査の結果から、大学生の

防災意識の向上を目的とした防災ガイドブックを

作成した。防災ガイドブックの内容は、｢はじめに｣

｢ガイドブック作成理由｣｢龍大生を対象としたア

ンケート｣｢避難をしなければならない基準｣｢災害

時に使える日用品｣｢みんなが知らない防災豆知

識｣｢おわりに｣となっている。 

図 1のアンケート調査の結果を踏まえて作成し

た、災害時に家から持ち運べる日用品の紹介の防

災ガイドブックが図 3である。図 3では、災害時

に使える日用品の紹介を見やすく区別するために

日用品・緊急避難用具・衣料品・その他の 4 つの

グループに分けて日用品を紹介した。さらに衣料

品の靴の紹介では、紐なしのズック靴だとさらに

良いことや、その他の飲料水では携帯型浄水器と

非常用給水袋があると便利なことなど、より深い

知識を伝えることができるよう作成した。 

図 4の避難所に持っていくと便利な防災グッズ

の欄では避難所で何日間どのように過ごすかは予

想がつかないことから、汎用性の高い防災グッズ

を紹介した。さらに図 1のアンケート調査におい

て「みんなが知らない防災知識」に興味を持った

人たちが多かったため、ラップの重要性について

紹介を行い、防災知識の向上に努めた。 
 

 
図 2防災ガイドブック表紙 

 
図3災害時に使える日用品   図 4 防災豆知識 

       

             

5. 検証・考察 

私たちは｢自助｣の力が身に付き、さらに共有す

ることで｢共助｣の力が身に付くことを検証するた

めに調査を行った。 
まず｢自助｣の力を身に付ける事を目的として防

災ガイドブックを配ったが、配られた人が読むだ

けで｢共助｣は生まれない。そこで、zoom を用いて

｢共助｣の力を身に付ける事を目的に共有の場を設

定した。zoom は 2022 年 10 月 20 日(木)17：00 か

ら龍谷大学に在学中の 1，2，4回生 10名を A班と

B 班に分けて行った。ガイドブックを読んだ A 班

からガイドブックを読んでいない B 班に向けて

「防災ガイドブックを読んだ感想」「どのような事

前準備を行いたいか」を伝えた。A 班からは防災

ガイドブックを読んで「小中学校の避難訓練では

教わらなかった情報や自助と共助について知るこ

とができた」「今までの経験や見聞で得た知識がこ

のガイドブックに載っていて、分かりやすく、情

報として受け入れやすかった」という感想や、防

災ガイドブックを読んで得た知識を共有した。こ

れを聞いた B班からは「自助と共助という言葉を

初めて知り、コミュニティでの防災をもう少し詳

しく学びたいと思った」「ラップなど身近なものを

用いた防災に興味を持った」という感想を得るこ

とができた。 
 そして、調査後の A班と B班の防災知識の変化

を計るために事後アンケートを行った。A 班から

は「人に話すことで理解が深まった」という感想

が 75％、また、B班からは「人から聞くことで理

解が深まった」という感想が 100％得られた。こ

の結果から、ガイドブックを読むだけではなく、

人から人へ共有することでより理解が高まったと

いうことが分かった。  

この結果から、私たちは防災意識の向上に有効

な手段として、「共有の場を作る」ということを提

案する。共有の場を作ることで学んだことをアウ

トプットする機会が生まれ、話し手は人に教える

ことで自分の知識も深めることができる。さらに

聞き手も、同年代の学生から共有されることで防

災知識を身に付けやすく、より理解を深めること

ができると考える。 
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デジタル・アナログ融合型ゲームを中心とする主権者

教育プログラムの有効性と中期的効果 
 

京都府立大学公共政策学部 2回生窪田研究室 

○内匠俊輔（Shunsuke Takumi）・板山友哉（Tomoya Itayama）・井上光汰（Kota Inoue）・

大西将照（Masateru Onishi）・曽和拓角（Takumi Sowa）・藤田日菜子（Hinako Fujita）・

渡邊優希（Yuki Watanabe） 

（京都府立大学 公共政策学部 公共政策学科） 

キーワード:主権者教育、ゲーム、高大連携 
 

1. はじめに 

最近、18 歳成人や参議院議員選挙の実施もあ

り、主権者教育があらためて注目されている。

その中で、窪田研究室ではアナログゲームとホ

ームページなどのデジタルコンテンツを用いた

主権者教育プログラムを開発して高大連携で実

施し、効果検証を行う研究を行なってきた（窪

田ゼミ、2021 など）。今回、本研究では、アナロ

グのボードゲームにデジタルを掛け合わせたゲ

ームであるデジタル・アナログ融合型ゲームを

中心とする主権者教育プログラムの有効性・内

的妥当性について、研究室で開発し実施したゲ

ームとプログラムを使って明らかにするととも

に、この種のプログラムの効果の持続性につい

ても明らかにする。 

 

2. 本研究の背景 

教育にゲームを用いることの有効性は数多く

指摘されており、特に参加者の競争や自発的参

加による学習効果の向上などがあげられている

（藤本・森田、2017）。財務省の『ファイナン

スランド』など、政府機関での活用例も多い。

一般に、ゲームの形式にはアナログとデジタル

があり、デジタルゲームの研究が進んでおり、

ゲームの非日常性による仮想体験の獲得や、学

習意欲の向上といった効果があるとされる（藤

本・森田、2017）。窪田研究室ではアナログゲ

ームについても同様の教育効果があることを明

らかにしてきた。デジタルについては、社会全

体で見ても最近では急速に分野として拡張が進

んでいる。中でも国が将来ビジョンとしている

Society5.0 では、サイバー空間とフィジカル空

間を高度に融合した社会の実現が目指されてい

る（内閣府、2016）。この考え方をゲームに取

り入れると、フィジカル空間のアナログゲーム

にサイバー空間のデジタル要素を合わせること

で、アナログのメリットとデジタルのメリット

をどちらも得られるゲームになると考えられ

る。 

これらを踏まえると、主権者教育が社会に必

要とされ、またデジタル分野の強化が進む中

で、デジタル・アナログ融合型ゲームによる主

権者教育は大きな意義を持つとともに、有効で

あることが期待できる。 

 

3. おでかけオープンゼミの概要 

おでかけオープンゼミは窪田研究室が高大連

携などの際に用いているイベント名であり、本

研究との関連では、大谷中学校・高等学校で

2018 年度から高 2 生を対象に実施している。プ

ログラムの構成は、ミニ講義、ゲームの説明、

ゲームプレイ、デブリーフィング、表彰等とな

っている。筆者ら学生がゲームを含むプログラ

ムの開発と実施を主に担当している。今回は

2022 年 10 月 8 日に実施し、大谷高校の高 2 生

78 名が参加した。 

本プログラムで今回用いた『政策すごろく

2022』は窪田研究室のホームページ

（https://kpu-kubotazemi-1.jimdosite.com）

に掲載されており、閲覧が可能である。本作の

目的は、プレイヤーが楽しみながら、政策比較

をし、政策が社会や個人に及ぼす影響に気づ

き、ポリシーマインド・政策的思考を身につけ

てもらうことである。プレイヤーは 1人の人間

になりきり、すごろく形式で、18歳の成人、就

職、結婚などのライフイベントを疑似体験す

る。表面の最後は全員が止まる市長選挙という

マスで、3人の候補者の中から、ポスターや演説

を参考に候補者を選択する。裏面はそれぞれの

候補者が市長になった世界で、様々な社会経済

情勢の変化と、それに対する候補者の政策対応

がマスになっている。各プレイヤーは自分が選

んだ候補者のマスを進み、それぞれのマスに HP

（ハッピーポイント）や PP（パブリックポイン

ト）の増減が記されており、勝敗はその和で決

まる。本作の特徴は、アナログボードゲームに

デジタルコンテンツを掛け合わせていることで

ある。具体的に職業選択のマスに止まった時

に、ボード上の二次元バーコードをスマートフ

ォンで読み込んで、これも研究室の学生が制作
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したデジタルゲームである『18 歳成人神経衰

弱』をプレイするようになっている。もう 1つ

は、市長選挙のマスにも二次元バーコードがあ

り、研究室の学生が演じる模擬選挙演説を視聴

することができる。 

 

 
図 1 二次元バーコードを読む参加者 （出所）筆者撮影 

 

4. 調査のデザイン  

本プログラムの有効性・内的妥当性とゲーム

を用いた主権者教育プログラムの効果の持続を 3

種のアンケートで明らかにした。おでかけオー

プンゼミ 2022 の参加者全員を対象に、事前アン

ケート（以下①）および事後アンケート（以下

②）を実施した。また、前年度のおでかけオー

プンゼミ 2021 の参加者を対象に一年後アンケー

ト（以下③）を実施した。①から②で関連する

数値が上昇しているか、②で参加者が楽しさを

感じたことが確認できるか、過去の年度の結果

と比較してより大きな効果や楽しさが確認でき

るかがポイントとなる。また、③は昨年度のプ

ログラムの事後アンケートと比較を行い、昨年

度のプログラムにおける学習効果が 1年後の現在

も持続していることを確認したい。①と②の回

答者は 78人、昨年度事後と③の回答者は 81人で

ある。 

 

5. 調査の結果 

「選挙や政策を始めとする政策全般に関心が

あるか」という設問では、「関心がある」、「やや

関心がある」と答えた割合が、①で 69％だった

のに対して、②では 89％となった。昨年度のプ

ログラムの事前アンケートは 51％、事後アンケ

ートは 63％である。（図 2参照） 

「次の選挙では投票したいと思うか」という

設問では、「関心がある」、「やや関心がある」と

答えた割合が、①では 75％だったのに対して、

②では 89％となった。また、デジタル要素のな

い、純粋なアナログボードゲームを用いた過去

年度よりこれらの数値は高くなっていることか

らデジタル要素を掛け合わせたことの効果が確

認された（図 2参照）。 

ゲームを用いた主権者教育の楽しさについて

は、②の「ゲームを交えた主権者教育は面白か

ったか」という設問で、「そう思う」、「ややそう

思う」と答えた割合が 96％だった。 

昨年度事後アンケートと③による、ゲームを

用いた主権者教育の持続性に関して昨年度事後

の結果から、実際に投票に行ったかについて 1年

後に調査したところ、18 歳に達していて、投票

に行った割合は 61％だった。 

 

 
図 2 プログラムの効果  （出所）筆者作成 

 

6. 結論・今後の展開 

これらの結果より、本プログラムの有効性・

内的妥当性が明らかにできた。過去との比較か

ら、デジタル要素を掛け合わせたことで有効性

や楽しさが向上したことも明らかにできた。ゲ

ームを用いた主権者教育の効果の持続について

も確認できた。 

研究交流大会に向けて、2 年前に主権者教育を

受講した複数の元参加者へのインタビューを行

うなどして、効果の持続についてより多くのデ

ータを得ることに努め、発表を行う予定であ

る。 

 
参考文献・URL（主要なもの） 

（1） 京都府立大学公共政策学部 2 回生窪田ゼミ
（2021） 

:「主権者教育におけるデジタルコンテンツに有用性と可
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（3）内閣府:「第５期科学技術基本計画の概要」

（2016）,https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5

gaiyo.pdf （最終閲覧 2022 年 10 月 25 日）!
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環境現場における新たな合意形成の形を目指して 

‐3D 模型を用いたアプローチ‐ 

 

チーム SAYAENDOU’s 

〇釜谷 萌衣(KAMATANI MEI)・大喜多 朗(OGITA AKIRA)・高津 昌太(TAKATSU 

SHOTA)・竹下 明日香(TAKESHITA ASUKA) 

（京都産業大学生命科学部産業生命科学科） 
キーワード：グリーンインフラ、SDGs、ステークホルダー 

 

1． はじめに 
SDGs の目標 9「産業と技術革新の基盤を作ろう」

では、ターゲットの一つとして、「すべての人のた

めに、安くて公平に使えることを重視した経済発

展と福祉を進めていけるように、質が高く、信頼

でき、持続可能な、災害などにも強いインフラを

つくる。それには、地域のインフラや国を越えた

インフラも含む 1)」とある。このターゲットを達

成するために有効なもののひとつとして、グリー

ンインフラ(以下、GI)が注目されている。GIとは、

「自然が持つ多様な機能を賢く利用することで、

持続可能な社会と経済の発展に寄与するインフラ

や土地利用計画 2)」のことである。 

持続可能なまちづくりにむけた GI 導入計画に

関する研究は数多く行われているが、未だ解決す

るべき課題は残っている。2）3）具体的には、地域

住民をはじめとした多様な主体間の合意形成にお

いて有効な GI の効果の可視化手法の開発が必要

である。GI の効果を可視化することで、より具体

的なまちづくりのイメージが湧き主体的な議論を

作り出せると考えられる。そのためのひとつの方

法として、我々が開発に関わった 3D模型 4)(図-1)

があるが、具体的な活用方法については検討する

に至っていない。 

そこで本研究では、持続可能なまちづくりのた

めの 3D 模型の活用方法について検討するため、

ヒアリング調査を行い、その結果を分析した。 

さらに、調査で得られた 3D模型の活用方法のひ

とつに取り組んだ。これらの結果をもとに、持続

可能なまちづくりにむけた GI 導入計画における

3D模型の効果的な活用方法を提案する。 
 

2． 方法 
国土地理院のウェブサイトで公開されている

「地理院地図(電子国土 Web)」のデータから 3D プ

リンタを用いて鋳型を造形し、その鋳型をもとに

石膏粘土で作成した 3D 模型)の活用方法について、

京都産業大学の教員 5名（川上雅弘、木村成介、

佐藤賢一、野村哲郎、西田貴明）にご協力頂き、

ヒアリング調査を行った。各教員が専門としてい

る生態学、環境学、科学コミュニケーション、科

学教育の観点から質問を用意し、得られた意見を

４つの要素｢3D 模型の活用方法｣、｢コミュニケー

ション｣、｢3D 模型の良いところ｣、｢3D 模型の悪い

ところ｣で分析した。 

その結果をうけて、3D模型の活用方法のひとつで

ある降雨シミュレーションのための装置を作成し

た。上から順に、1.5mm の雨粒を想定した穴を開

けた水槽、3D模型、エリアごとの雨水浸透・貯留

効果を測る水槽土台という構造になっている(図-

2)。 

図-1 3D 模型  

 

図-2 簡易降雨装置 
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3.結果 

調査内容を４つの要素で分析した結果をまと

め、表-1 に示す。 
表-1 ヒアリングで得られた意見 

 
ここから得られた 3D 模型の活用方法のなかで、

GI の多様な機能のうち、特に注目されている防

災･減災 5)の観点から降雨シミュレーションの実

行を試みたが、時間の関係で効果検証には至らな

かった。 
 
4.考察 

調査の分析結果から出た持続可能なまちづくり

にむけたGI導入計画における 3D模型の活用方法

として、「環境教育で模型を活用したゲーム」、「降

雨シミュレーション」や「生物保全への応用」の

3 つについて、それぞれの具体的内容をまとめた

(表-2) 。 
表-2 ３D 模型の活用例とその期待 

表-2 より、これらの方法は様々な場面において、

多様なステークホルダー間で GI についての理解

を深め、持続可能なまちづくりを促進する可能性

がある。 

 一方で、大半の教員から得られた 3D 模型の欠

点として、3D模型上での表現では、どうしても現

実との乖離が生まれてしまう点が挙げられる。GI

の効果をわかりやすく表現しようとしすぎるあま

り、GIについて誤解が生まれかねない。そのため、

我々が作成した 3D 模型のどのような点が精巧に

表現できているのか、どのような点が現実と乖離

しているのかを検証する必要がある。そして、そ

の検証結果をもとに、適切な活用方法について検

討していく必要がある。 

                    

5.まとめ 

 今回はヒアリングを通して分析した 3D 模型の

活用方法から、3D模型を用いることで、学生を含

めた多様なステークホルダーの GI の理解を促進

させることができると示唆された。企業や市民の

理解を得ることができれば、GI の更なる発展が期

待できる。加えて、学生に対する環境教育を通し

て、次世代で率先して GI に取り組む人材を育成

することに繋がり、取り組みを持続可能にするこ

とも期待できる。 

 この期待を実現するためには、降雨シミュレー

ションをはじめ、本研究で挙げられた 3D 模型の

活用例を実際に試行し、改善点を含めた考察を繰

り返し行うことで、現実との乖離をなくすことを

今後の目標とする。 
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若者への結婚支援対策を問う   
‐大学生の恋愛・結婚観に関するアンケート調査から‐ 

 

藤野ゼミ C チーム 

○竹内 陸（Takeuchi Riku）・西村 知暉（Nishimura Tomoki）・釡屋 飛鳥（Kamaya 

Asuka）岩﨑 翔太（Iwasaki Shota）・山田 杏華（Yamada Kyoka）・橋口 葵衣 

（Hashiguchi Aoi） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 
キーワード：少子化対策、若者の結婚離れ、未婚化 

 

1. 研究の目的 

日本社会では出生数が 1975 年の約 190 万人から

2022 年には 80 万人を切る状況にあり、急激に少子

化が進行している。政府をはじめ各自治体も少子化

対策を講じているがいまだ改善の兆しがない。 
人口学者達によれば、少子化の最大要因は若者の

結婚低下（未婚化）である。鈴木・佐藤（2016）で

は、若者の結婚意欲に影響する要因は男女で異なり、

男性は経済不安や日常の悩みなどネガティブな意識

が結婚意欲を低下させ、女性は子供を持つ意欲や結

婚へのポジティブな意識が結婚意欲の向上に関係し

ているとの興味深い結果を導いている。 
本稿では、若者の中でも大学生に焦点を当て、男

女の意識差に注目しつつそれぞれの恋愛観等が結婚

意欲にどう関連しているのか結婚意欲の決定要因を

探る。また相手に求める条件の男女の意識差を考察

し、結婚意欲の決定要因の背景をより深く探る。さ

らに政府の政策に対する意識を分析し、その結果か

ら令和 2年の少子化社会対策大綱の結婚希望のある

者への「若者の結婚支援」等が現在の若者の結婚意

識に沿ったものなのかを検討する。これらから少子

化対策を改めて問い直し、政策を提言する。 
2. 研究方法 

2-1 データ  
本研究では、大学生を調査対象者として著者達の

属する大学の学生にアンケート「大学生の恋愛・結

婚観などに関するアンケート調査」を実施した。教

員 3名の持っている授業５科目（全学共通科目等）

の受講者全員に対して Web アンケートへの回答を依

頼した。（表1参照）内容は、恋愛に対するイメージ

や結婚意欲、少子化社会対策に対する賛否について

である。また、アンケートの中では、カップルにな

るということの意味、ならない理由など自由に記述

してもらっている。1 つの大学のみに焦点を当てて

いるため一般化しにくいものの、多数のデータを使

用した事例として一定の意義があると考えられる。 

 
表1 調査表 

 

2-2 分析方法 
①男女別の結婚意欲の決定要因：男女別に結婚意欲

の決定要因を分析する。結婚意欲の決定要因のモデ

ルには、親の影響や恋愛に対して持っているイメー

ジ、子供を持つ意欲、交際相手の有無を入れ、二項

ロジスティック分析を行う。（表2参照） 
②相手に求める条件の男女の比較分析：男女での結

婚意欲に関わる要因の違いから、結婚相手との出会

い方や求める条件を比較し意識の差について分析、

考察する。（図1,図2参照） 
③「若者結婚支援」策と恋愛イメージとの相関分析：

結婚意欲に有意に関連した恋愛イメージと「若者結

婚支援」策への賛意との相関について分析する。（表

3参照） 
④自由記述にみられる男女の結婚観：自由記述をテ

キストマイニングソフトKH coderで分析をする。 
ただし、本アンケートの質問は多岐にわたり、男女

の出会いの場などについての分析も実施しているが

本稿では割愛している。 
3．分析結果 
3-1男女別の結婚意欲の決定要因 
モデルから、男性では、結婚意欲に有意に関連す

る変数が「面倒」「子供意欲」であり、女性では、「あ

こがれ」「充実」「子供意欲」であった。つまり、女

性は恋愛イメージに「充実」、「あこがれ」というポ

ジティブな意識を強く持っていれば結婚意欲が高ま

り、男性は、「面倒くさい」というネガティブな意識

を強く持っていると結婚意欲が低まる。男女共に、

「子供意欲」が高いと結婚意欲も高まる。親の関係

性等、親に関する変数は有意ではなかった。 
3-2 相手に求める条件の男女の比較分析 
図1と図2から、女性は相手の条件として「収入」

と「雇用の安定」を求めているのに対し、男性は「収

入」も「雇用の安定」も重要視していないが「家事

能力」を求めていることが分かる。男女間に意識差

があることが分かった（それぞれカイ 2 乗検定、

Cramerの Vを導出）。この男女差は「性別役割分業」

の社会を反映したものと解釈できるだろう。女性に

「上昇婚」の傾向が見られるのもそのためだと考え

られる。 
 

調査方法 授業の受講生に周知した後、Web上で回答。

調査対象者 京都産業大学1ʷ4年次生（全学共通の科目等の受講者991人）

調査期間 7月5ʷ21日

有効回答者数 317人

有効回答率 32.0%
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3-3 「若者結婚支援」策と恋愛イメージとの相関

分析 
若者結婚支援政策については、そもそも「結婚への

支度金支援」は男女とも80％が賛成の一方で、「婚活

事業支援」「マッチングアプリ支援」に対しては50 
％程度に留まることがわかった。なお、本アンケー

トでは政府の提示している支援だけでなく、住宅の

家賃補助や奨学金返済の免除も政策の項目として入

れ意識を問うてみたが、「家賃補助」への賛意が強く

91.3％となっていた。 
さらにここでは、恋愛イメージと政府の若者への

結婚支援策との相関を相関係数によって考察した。

3-1 の分析で、女性は恋愛イメージとして「あこが

れ」「充実」が強ければ結婚意欲が高まり、男性は「面

倒くさい」が強ければ結婚意欲は低くなることがわ

かったが、女性のうち「充実」のイメージが強い人

は、政策のうち奨学金免除や家賃補助など「経済支

援」への賛意が強いことが明らかになった。男性で

「面倒くさい」の意識が強ければ「AIによるマッチ

ングアプリ」や「婚活事業の支援」などに対し賛意

を持つ可能性を考えたが、無相関であった。 

3-4．自由記述にみられる男女の結婚観 

カップルで生きることの意味を問うた自由記述の

分析結果からは男女とも「支え合う」「助け合う」「人

生」「死ぬまで」などの言葉が頻出しており、永続性

やケア・扶養などの機能としてのカップルのイメー

ジが強いことがわかった。他方で、カップルで生き

ることを望んでいない理由として男性側から「面倒」

「不安」の言葉が頻出していた。 
4.考察 

本稿の分析からは、男女双方とも結婚に対し、永

続性や性別役割分業を前提とした近代家族のイメー

ジを持っており、その結果、男女の相手に求める条

件や結婚意欲を決める要因に差があることが明らか

となった。そのような中で男女とも若者結婚支援と

して経済支援を求めている。恋愛が面倒と考える男

性を支援するためのものとして「出会い」支援は、

あまり機能していない可能性が示された。 
少子化社会対策大綱によれば実施している政策と

して「AIを活用した婚活事業」や「働きながら子育

てをするロールモデルの構築」があるが本分析結果

から若者の現況やニーズと政策との間にずれがあり、

うまく機能しない可能性が示唆される。出会いや結

婚後の男女のあり方への支援よりもむしろ、根本的

に、男女間の意識差や価値観の差を埋めることにタ

ーゲットを当てる方がより効果的だと考えられる。 
5.政策提言 

そこで二つの政策を提案する。 

一つ目は、経済的不安や男女二人の生活が面倒だ

と感じず、二人でいることで生活が充実していると

思える対策としての家賃補助政策である。同棲でも

結婚でも、パートナーシップでもカップルとして住

む場合の賃貸料の補助することで二人を結びつける

インセンティブとする。これはニーズも高く、双方

の意識差が埋められる政策にもなりうる。 

二つ目は、高校までのカリキュラムの中にジェンダ

ーや人間関係を深める教育を導入することである。

現在は、男女とも無意識のうちに近代家族や固定し

た性の役割を強く内面化している。それが恋愛イメ

ージ等の意識格差となって、関係性を構築する方向

に働いていない。他諸国では国連の推奨する「包括

的性教育」の中で「性役割」を意識せず個と個の関

係性構築が築けるような実践的な人間関係構築のた

めの教育が展開されている。少子化の要因を根幹か

ら変化させる「教育」が求められる。 
表２ 結婚意欲の要因分析（二項ロジスティクス分析） 

 

 
図1 相手に求める条件：収入・家事能力 

 
図2 相手に求める条件：雇用の安定 

表３「若者結婚支援」への賛意と恋愛イメージとの相関分析 

 
参考文献 

佐藤博樹、石田浩（2019）：「出会いと結婚」鈴木富美子、佐

藤香編『結婚をめぐる若者の意識－家族形成初期のジェンダ

ー差に着目して』（pp.149-172）勁草書房. 

係数 オッズ比 係数 オッズ比

住まい -0.389 0.678 -0.212 0.809

世帯 0.886 2.425 3.149 23.303

親恋愛 0.025 1.026 0.698 2.010

親同士の関
係性

0.281 1.324 0.093 1.098

あこがれ 0.995 *** 2.706 0.747 2.112

面倒 -0.471 0.624 -1.847 *** 0.158

不安 -0.087 0.916 -0.525 0.592

充実 1.156 ** 3.177 0.564 1.758

プレッ
シャー

0.376 1.456 -0.170 0.843

子供意欲 2.462 *** 11.733 4.605 *** 99.979

交際相手の
有無

1.141 3.131 2.514 12.350

定数 -7.207 0.001 3.960 52.465

度数

Nagelkerke
R2 乗

***ｐ＜0.001, **p<0.01, *p<0.05

説明変数
女性 男性

0.769

163145

0.521

政策 恋愛のイメージ「充実」

若者の奨学金返

済の免除

.171**

両側検定 0.006

度数 260

若者への家賃補

助

.201**

両側検定 0.001

度数 259
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地図型 NFT マーケットプレイス「京まっぷ」の提案 
‐アーティストの人材育成による文化振興の促進‐ 

 

同志社大学風間ゼミナールチーム D 

○山本真子（Mako Yamamoto）・村上果穂（Kaho Murakami）・大江蒼空（Sora Oe）・上

野菜那子（Nanako Ueno）・西田定陽 (Sadaaki Nishida) ・野明高汰（Kota Noake） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：文化振興、NFT アート、場づくり 

 

1. 問題意識 

京都は、古くより日本の文化の中心として位置

付けられてきた。これは、京都が所有する国指定

伝統工芸品の数や国指定重要文化財の建造物数、

国宝の棟数が全国 1 位であることからも想像でき

る。しかし、文化振興においては、歴史ある文化

コンテンツを継承し守り続けていくだけではなく、

新たなアートの創出にも力を入れていく必要があ

る。そこで、まず重要になるのは若いアーティス

トの人材育成であるが、この点において京都府は

現在さまざまな問題を抱えている。特に、京都は

京都精華大学をはじめとする芸術分野に特化した

大学の一大拠点となっているが、府は若いアーテ

ィストが自身の芸術作品を気軽に発表できる場を

十分に提供することができていない。こうした現

状は、京都の地で芸術家を志す未来のアーティス

トたちの道を閉ざすことに繋がりかねず、新たな

芸術が生まれる可能性を狭めてしまっている。 
 

2. 現状分析 

 京都市は、文化コンテンツ産業の振興を念頭に、

マンガ・アニメを活用した新たなビジネスの創出

支援、クリエイターの育成支援・雇用機会の創出

を目的としたさまざまな取り組みを行なっている。

現在京都市は、大日本印刷株式会社と連携し、仮

想空間上でアート作品の展示・販売を行う「京都

館 PLUS X」を構築し、実証事業として運営してい

る。これについて京都市産業観光局クリエイティ

ブ産業振興室にヒアリング調査を実施した結果、

仮想空間上における取り組みは行われているもの

の、現状京都府全体として NFT を活用した政策は

行われていないことが分かった。 

近年 NFT に対する人々の関心は高まってきてい

る。NFT とは、非代替性トークンのことで、デジタ

ルデータに唯一無二の価値をつけることで、複製

が容易であるというデジタルアートの問題を解決

する技術である。実際に NFT への注目が高まって

いることは、市場規模の拡大を見ると一目瞭然で

ある。2021年の世界全体でのNFT取引金額は176.9

億ドルとなり、2020 年の 8250 万ドルと比較して

215 倍に拡大している。さらに、こうした NFT 市

場の拡大は日本国内にも影響し、2021 ユーキャン

新語・流行語大賞において、NFT がノミネートさ

れた。以上を踏まえ、NFT アートの特性を生かし

て京都における芸術振興に寄与できると考え、研

究を始めた。 

3. 政策提言 

〈政策の概要〉 

以上の分析を踏まえて、私たちはウェブサイト

上に NFT アートを組み込んだ地図型マーケットプ

レイス「京まっぷ」の開発を提案する。実装する

機能は、地図データにそれぞれの地域と関連する

NFT アートを配置することによって、その地域の

作品に簡単にアクセスできるような仕組みである。

なお実装には、技術システム「Re:Earth」を利用

する。 

「Re:Earth」とは、東京大学大学院情報学環渡邉

英徳研究室と株式会社 Eukarya が共同開発した、

フィジカル空間の情報をバーチャル空間に再現す

るプラットフォームである。「Re:Earth」は既に他

の行政でも活用事例があり、今回私たちの政策に

も活用が可能であると考えた。 

「Re：Earth」を利用した地図型マーケットプレ

表 1 NFT 検索数の推移（Google Trends を元に筆者作成） 

図 1 南アルプス市ふるさと〇〇博物館 
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イスでは、バーチャル空間における京都の地図に、

京都の風景や文化財などを題材とした NFT アート

を組み込む。また、地図上の京都国際マンガミュ

ージアムに、各地に配置され NFT アート作品を集

約することで、すべての作品を一覧で見ることを

可能にする。NFT アートの購入には、地図上と展

示場のどこからでも NFT アートをクリックすると

購入ページにアクセスでき、アートを購入するこ

とができる。 

次に、マーケットプレイスについて説明する。

NFT アートの売買を行う場としては、京都府が

「Rakuten NFT」を参考にしたマーケットプレイス

を独自に開発・作成し、運用する。「Rakuten NFT」

独自の決済方法として、仮想通貨だけでなく現金

やクレジットカードを使用できるという点は、NFT

の売買における消費者のハードルを下げることに

繋がるため、今回府が作成するマーケットプレイ

スにおいても採用することにした。しかし、楽天

グループ株式会社 NFT事業部にヒアリングを行っ

たところ、Rakuten NFT における NFTの販売には

IP ホルダーとの幾度とない直接交渉が必要との

ことであり、多くの作品を販売する今回の政策に

「Rakuten NFT」をそのまま活用するには限界があ

ると考えた。そのため「京まっぷ」の開発におい

ては府が新たに独自のマーケットプレイスを作成

する。 

〈作品カテゴリー選別の出展手続き〉 

品質の保証された幅広い分野の作品を数多く展

示できるようにするため、出展する作品を以下の

2 つのカテゴリーに分ける。1 つ目は、京都府が

2001 年度から毎年開催している「新鋭選抜展」に

おいて選考委員に選抜されたアーティストを採用

し、京都に関するアートの作成を依頼する作品群

である。「新鋭選抜展」は京都を中心に活動する新

進の若手芸術家を紹介し、次世代を担う芸術家と

して京都から世界へ発信していくことを目的に開

催しているため、私たちの政策提言と親和性が高

いと考えた。2 つ目は、京都市及び京都国際マン

ガ・アニメフェア実行委員会が開催している「京

都国際マンガ・アニメ大賞」において、イラスト

部門を受賞したクリエイターに、京都の風景や文

化財などを題材とした作品の制作を依頼する作品

群である。また、以上の方法で集まった作品には

全て京都府が NFT の価値づけを行い、「京まっぷ」

に組み込むこととする。 

〈政策の概算〉 

株式会社 80＆Company に今回の政策提言につい

て概算の見積もりを依頼した結果、地図を組み込

んだ NFT マーケットプレイスの作成には 3000 万

円の費用が必要となる。この費用の捻出方法とし

ては、文化庁から京都府に割り当てられた「メデ

ィア芸術アーカイブ推進支援事業」に対する文化

芸術振興費補助金を充てる。また、NFT の販売売

上のうち 10％を手数料として京都府が回収する

ことで「京まっぷ」を持続的に運営することがで

きる。 

 

4. 実現可能性 

今回の政策を提言するにあたり、「Re:Earth」の

開発メンバーである東京大学大学院教授の渡邉英

徳氏に相談したところ、「京まっぷ」は、技術・運

営・アートコンテンツの供給の 3 つの点において

実現可能性が高いことが分かった。1 つ目の技術

面においては、既に様々な事例において実装され

ている「Re:Earth」の技術で実現可能である。2つ

目の京まっぷの運営においては、現在「Re:Earth」

を運営している株式会社 Eukarya に収益の一部を

継続して支払うことで可能になる。3 つ目のアー

トコンテンツの供給においては、若手のアーティ

ストやクリエイターにとって、「京まっぷ」が自身

の作品を発信する媒体として新たな活動の場とな

るため、継続的な出品を期待できる。 

 

5. 展望 

 以上のことから、「京まっぷ」には主に 2つの効

果が期待できる。1 つ目は、京都で芸術活動に取

り組む若いアーティストやクリエイターが新たな

活動の拠点を獲得できることである。NFT アート

はその特性上、購入された作品が転売される度に

その取引額の一部が製作者へ支払われるため、製

作者にとって、より安定した芸術活動の一助にな

ると期待される。2 つ目は、より多くの人が京都

の文化に触れることを可能にする。「京まっぷ」は

京都の地図上にアートを展示することにより、地

域密接型のバーチャル空間を生み出す。これによ

り、京都府民は地域のアートをより身近に感じる

ことができ、京都府民以外の利用者においても、

地図上に配置された NFT アートを見ることで、視

覚的に京都の文化に親しみを持つことが可能にな

る。私たちは、この政策から、製作者に持続可能

な芸術活動の場を与え、中長期的な視点で京都府

の文化振興を後押しする。 

 
＜参考文献＞ 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(2022)「NFT の動向
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〈https://reearth.io/〉 

(最終閲覧日：2022年 10 月 27 日) 

京都文化博物館,「Kyoto Art for Tomorrow 2022ー京都府

新鋭選抜展ー」 
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笠置町における地域資源を用いた地域活性化 

龍谷大学深尾ゼミナールしか活プロジェクト 

◯小坂勘太(Kosaka Kanta)・石田菫(Ishida Sumire)・江見柚香子(Emi Yukane) 

大藤匠(Ofuji Takumi)・服部華奈(Hattori Kana)・前田優斗(Maeda Yuto) 

(龍谷大学政策学部政策学科) 

キーワード：獣害問題、雇用創出、地域活性化 

 

1. はじめに 

 近年、65歳以上の高齢者が地方自治体の総人

口の過半数を占める「限界自治体」が全国的に

増加している。こうした自治体は、特に中山間

地域や離島で目立ち、少子高齢化や雇用先がな

いことによる人口流出など、多くの問題を抱え

ている。このような地域では経済的にも、社会

的にも持続性が低下し、将来的に消滅する危険

性すらも孕んでいる。 

 そこで私たちは、同様の問題を抱えている京

都府相楽群笠置町において、笠置町固有の資源

である鹿の皮を有効活用し、商品開発を行って

いる。本研究ではそれらを活用し、笠置町の流

出・転出人口を減少させ、地域活性化を目指し

た雇用の創出を提案する。 

 

2. 笠置町の現状 

2.1 笠置町の概要 

 京都府相楽郡笠置町は、総人口1,170人(令和

4年10月1日時点)で、京都府の最南端に位置す

る地域である。人口増減率は 2015年から 2020

年までの5年間で-16.37%となっており、人口減

少が急速に進行している。また、2020年時点で

65歳以上の割合が全国平均では、28.0%である

のに対して、笠置町では50.9%を占めている。

さらに、2045年には、笠置町の総人口は460

人、高齢化率は70%となると予想される。つま

り、笠置町は「超」限界自治体で消滅可能性が

極めて高い自治体である。 

 

2.2 笠置町の第4次総合計画 

 2022年に策定された「第4次笠置町総合計画」

では、解決の必要がある問題として「雇用問題」 

と「獣害問題」を挙げている。また、笠置町の

歳入に占める町税は10％未満で、自主財源に乏 

 

しい。さらに続く高齢化・人口減少は、いま以

上に厳しい財政状況を招くと考えられる。 

 よって、これからは従来のまちづくり手法で

はなく「多様な人材の活躍により、笠置町にお

ける安定した雇用を創出する」こと、「人を惹

きつけ、笠置町への新しいひとの流れを創出す

る」ことを目的にまちづくりを行う必要性が記

されている。 

 

2.3 笠置町の獣害問題 

 現在、笠置町の多くの農家が獣害被害により

農業を断念している。私たちが行ったヒアリン

グ調査では、獣害被害や人手不足などの要因で、

笠置町切山地区の40軒の農家が2軒まで減少し

ていた。また現在の笠置町は、専業農家ではな

く、家庭菜園が多数を占めているため、その被

害は統計上、農作物被害の総額として上がらず

「見えない被害」が多い地域である。 

  

2.4 笠置町の雇用問題 

 前述した通り、「第4次笠置町総合計画」で

は、地域に雇用がないことが問題として挙げら

れている。 

 具体的に笠置町では、2009年から2015年の間

で企業数は13社、従業員数は147人減少してい

る。また、京都市の従属人口指数は2015年時点

で61.3、今後2045年には84.1と予想されている

のに対し、笠置町では、2015年時点で101.1、

今後2045年には265.1になると予想されてい

る。 

 

3. 地域での新たな動き  

 株式会社RE-SOCIALは、2019年から獣害対策

としてこれまで大量に殺処分されていた笠置町

の鹿を、独自の手法によりジビエ肉として加工、

販売することによって、付加価値を持つ商品を

つくるソーシャルビジネスに取り組んでいる。
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私たちはRE-SOCIALにおける参与観察より、鹿1

頭から取れる食用部位は全体の約1割で、皮を

含むその他の部位においては、その個体差が大

量生産・大量消費の時代にそぐわず、廃棄され

ていることがわかった。 

 このような現状から、私たちは、廃棄されて

いる鹿の皮を地域資源と捉え、それを用いた商

品開発を模索してきた。 

 

4. 地域資源 

4.1 鹿革 

 鹿革は、湿気を吸収する性質をもち、通気性

が良いため、蒸れにくく伸縮性がある。さらに

1頭ずつで皮の硬さ、手触りや色の入り方など

が僅かに変わる。笠置町の鹿は小規模の山にせ

めぎあって生息しているため、個体が小さい。

故にきめが細かく肌触りが良いという特徴を持

つ。 

 

4.2 労働力 

 ヒアリング調査から、「時間を持て余してい

るため働く場所があれば働きたい」、「生活が

困窮しているわけではないが、生きがいが欲し

い」という町民が多くいることが分かった。 

 

5. 提案 

5.1 モデル 

 笠置町には地域資源として、「鹿革」と「労

働力」がある。2つの地域資源を活かし、鹿革

製品を作成する。鹿革製品の製造過程で笠置町

の住民の雇用を生み出し、地域資源を活用した

地域活性化を図る提案をする。 

 仕事を求めている笠置町の住民に働く場を与

え、鹿革商品製造のビジネスモデルを構築する

ことが雇用問題の解決に寄与すると考察する。 

 

5.2 資源の供給 

 笠置町の山には現在、約1000頭の鹿が生息し

ており、さらに年間約300頭ずつ増加している。

そのため、RE-SOCIALでは、年間約300頭の鹿を

捕獲し、生態系を維持しながら事業を行ってお

り、持続的に鹿の皮が供給される。 

 

5.3 試算 

 鹿1頭から活用できる鹿革は約80ds（1ds＝10

㎝×10㎝）であり、笠置町で年間約300頭捕獲

していることを踏まえると、活用できる鹿革は、

年間約24000dsである。これらを商品化、販売

することで笠置町に年間約2000万円の経済効果

を生み出すことが出来ると試算される。 

 

6. 展望 

今後の展望として鹿革の需要がさらに増加し

た際には、雇用を拡大し、それに伴い人口流入

が期待できるだろう。 

ビジネスモデルが確立された場合、この技術

やノウハウを他の獣害被害、雇用問題を抱える

地域へと伝え全国的な課題解決に貢献する。 

 

7. まとめ 

 今回、笠置町の地域資源である鹿の革を利用

し、雇用創出、流出・転出人口を減少させる提

案をした。限界自治体とも称されるこの笠置町

では、流出・転出人口が減少することですら地

域活性化といえる。 

 このように、一連の事業を行うことで笠置町

の課題である雇用問題と獣害問題を解決しなが

ら、この町の魅力を活かした持続可能なまちづ

くりを実現することができる。  

 

8. 参考文献 

笠置町概要データ資料（最終閲覧10月27日） 

https://www.town.kasagi.lg.jp/cmsfiles/contents/0

000000/959/09_2020092820265393.pdf 

株式会社RE-SOCIAL（最終閲覧日10月27日） 

https://www.resocial-kasagi.com/ 

総務省統計局「高齢者の人口」（最終閲覧日10月27

日） 

https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1291.html  

地域・地方の現状と課題（最終閲覧日10月27日） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000629037.pd

f 

地域医療情報システム「京都府笠置町」（最終閲覧日1

0月27日） 

https://jmap.jp/cities/detail/city/26364 

第4次笠置町総合計画（最終閲覧日10月27日） 
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老朽化する公共施設が抱える課題と改善策 

-宮津市庁舎を事例に- 

  

福知山公立大学 3回生 杉岡ゼミ  

伊藤沙也伽（Ito Sayaka）・上口貴子 (Kamiguchi Takako)・○神近仁 (Kamichika  

Jin)・中山優輝 (Nakayama Yuki)・堀雄翔 (Hori Yuto)・吉田楓太 (Yoshida Huta)・道

林英鉄 (Michibayashi Eitetsu) 

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 

キーワード:公共施設、財政、宮津市 

1 はじめに  

 近年、公共施設の更新需要が高まっている。高

度経済成長期以降に急増した公共施設が一斉に

更新を要する一方で、財政的な課題を抱える市

町村は数多く存在する。これからは財政負担の

軽減、人口構成の変動に伴うニーズの変化に対

応し、災害発生時など非常時でのレジリエンス

を兼ねる施設の再編と配置が求められる。  

本稿では宮津市の財政状況を概観した上で、

同市で行われた「未来の庁舎を考える市民会

議」を事例に老朽化する公共施設の課題と改善

策について考察する。  

2 宮津市の人口減少と財政状況について  

 宮津市は京都府北部に位置する地方都市であ

る。人口は 2000 年（23,276 人）から、2020 年 

（16,758 人）の 20年間で約 28%減少し、2020 年

時点の高齢化率は 43.3%記録した。府内の平均

（29.4%）を 10%以上超えており、高齢化が進ん

でいることがわかる。同市は財政状況も厳し 

い。2020 年度における財政力指数は 0.422 で、3 

年間の実質公債費率の平均は 17.9%を記録した。

経常収支比率は府内平均 93.6 に比べ、97.3％と

高止まりしている。将来負担率も前年度から約 

30％下がったものの、210％と府内平均の 59.3％

より遥かに高い水準にある。  

しかし、このような厳しい状況下にあって

も、公共施設は年々老化し、順に更新年を迎え

ることになる。なお、同市の一人当たりの公共

建築物延床面積は、全国平均の 2倍を超える 8.7 

㎡である。また、市内施設の約 6割は築 30年以

上であり、旧耐震基準の施設は 3割を超える。   

以上から、財政状況が厳しくも、優先順位を

付けながら必要な公共施設の更新（再編、改修

含む）を検討しなければならない。  

 

出所）京都府市町村財政状況資料集令和 2 年度決算をも

とに、筆者ら作成  

3 宮津市庁舎が抱える課題と市民会議について  

公共施設の中でも市民生活に直結するのは市庁

舎である。建設から 60 年が経つ市庁舎は利便性、

耐震性、水害対策など様々な面から課題が生じ

ている。  

宮津市の市庁舎は本館、新館、別館、民間商

業施設ミップルの 3、4 階で構成される。ミッ

プルを除いたその他すべてが耐震安全性を満た

していないため、同市は 5年以内に宮津市庁舎

の再編を目標として設定した。そこで 3回に渡

る「未来の庁舎を考える市民会議」が 2022 年 

7〜9月開かれ、地元高校生と大学生、社会人約 

  

図１   京都北部 5 市 2 町の財政状況比較   

0 
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（％） 

令和 2 年 京都北部の財政状況比較 

将来負担率 経常収支比率 
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20 人が 4グループに分かれ、宮津市庁舎の在り

方を考え、市長に提言を行った。そこでは様々

な論点が登場したが、ここではそのうちもっと

も課題が深刻な庁舎の分散化についての意見を

紹介したい。  

まずは本館にエレベーターはなく 3、4階に窓

口機能があり、移動が困難であることである。

次に別館には消費生活センターや商工係といっ

た窓口が設けられているが、1階のみの使用であ

り中途半端であることである。さらに本館付近

に駐車場がないことも課題として挙げられた。

市職員は本館から約 500m 離れた場所に駐車し、

庁舎まで徒歩での移動が求められる現状にあ

る。またミップルへ相談に来たものの、本館で

の手続きが不可欠とされる場合が生じていると

いった市民の方の意見もあった。一つの施設内

での窓口で手続きが完結しないといった分散化

が招いた現状を批判する声が多く指摘された。

こうした分散化の課題は合併した他市町にも見

られる課題であろう。  

4.提言  

そこで、以下では現実可能な提言を試みた

い。結論から言えば、①本館の改修と機能集約

と②施設の有効活用、③災害対応型の庁舎づく

りと避難所との連携強化の 3点である。まず本

館を改修し市民の方向けの窓口を 2階までに集

約することで、従来通り 4階建てを想定するこ

とを提案する。  

次に別館は現在 1階にある部署を本館に移

し、使用しないスペースを駐車場として活用す

ることと提案したい。  

 最後に危機管理として、現庁舎は海に近く、津

波による被災で行政機能が停滞する可能性は否

めないため、本館の改修時に耐震工事と嵩上げ

工事行うことによる災害耐性の強化を提案した

い。また、現在の防災拠点施設である宮津与謝

消防署宮津分署も海沿いに位置するため、災害

発生時におけるその他の拠点を考える必要があ

る。なお、海と山を有する宮津市は区域によっ

て、津波や川の氾濫、土砂災害と生じる災害が

異なるため対応の柔軟性が求められる。そし

て、本館から近い位置にある避難所を数カ所選

択し、本館とミップルを含む一体が被災した場

合、その候補から災害の発生状況に応じて、被

災リスクが最も低いと考えられる避難所を災害

対策本部とする体制を構築することも提案した

い。  

 提案は以上である。しかし、当然のことなが

ら、改修には多大な費用がかかり、財政面での

工夫が欠かせない。そこで、今後は大阪府貝塚

市の新庁舎建設における「PFI（Private  

Finance Initiative」事業のような事例も参考

にしたい。建設から 50年以上が経過し老朽化が

進んでいる貝塚市役所本庁舎は、新耐震基準を

満たしていなかった。しかし本事業により現庁

舎解体から新庁舎の建設工事、新庁舎整備後 25 

年間の維持管理及び運営等を行う事業、並びに

事業用地の一部を活用した民間収益施設の整備

等を一体として行うことを実現した。本事例に

おいては、従来と比較し整備費は約 10％削減 

し、VFM(Value For Money)は 8.4％であった。公

共施設のスリム化だけではなく、民間の創意工

夫を活用した施設サービスの向上と、財政負担

の縮減を図る柔軟性は、宮津市はもとより、他

市町でも参考になることであろう。  

5.おわりに  

 本項では、宮津市の現状と市民会議を事例に、

老朽化する公共施設が抱える課題と改善策につ

いて提言を行った。全国の自治体の多数がこれ

らの課題を抱えているため、1 つの参考事 

例になれば幸いである。  

・参考資料  

貝塚市「貝塚市役所本庁舎建替等検討調査業務報告書」

『公式ホームページ』

https://www.city.kaizuka.lg.jp/material/files/grou

p/85/hokoku_honp.pdf (閲覧日：2022.10.23) 

宮津市「令和 2年度宮津市決算の概要」『公式ホームペー

ジ』R02 決算概要 (city.miyazu.kyoto.jp) (閲覧日：

2022.10.3) 
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京都府綾部市における 

空き家管理の実態とこれからについて 
 

伊藤颯吾（ITO SOGO） 

（京都産業大学現代社会学部現代社会学科） 
キーワード：空き家、管理、中山間地域 

 

1. はじめに 

近年、空き家問題について聞く機会が増えた。

問題点としては大きく分けて 3 つある。まずは倒

壊・崩壊の恐れである。管理が行き届かず放置さ

れれば、老朽化に伴い倒壊・崩壊は免れないだろ

う。また、治安悪化につながるという問題も抱え

る。居住者のいない住宅は不法侵入や不法投棄な

ど、犯罪の温床になりかねない。最後に風景・景

観の悪化である。老朽化した建物は外観そのもの

が悪化し、地域の景観を損ねる。このように空き

家は「負の遺産」として語られることが多く、多

くの自治体で対策が講じられている。今後、中山

間地域では過疎化や地域住民の高齢化に拍車がか

かることは容易に推測でき、空き家対策に関して

今一度考え直す必要がある。 
 

2. 研究の目的 

前述の通り、空き家によって発生する問題を鑑

みれば、管理の在り方や利用方法を考え直さなけ

ればならない。そこで、京都府綾部市を対象地と

して、➀中山間地域における空き家管理の実態と

問題を把握する。②空き家所有者の今後の意向を

把握する。以上によって、今後の空き家の利用の

在り方と利用の仕方について提案することを本研

究の目的とする。 

 

3. 研究方法 

まず、総務省統計局住宅・土地統計調査のデー

タ（2018 年）をもとに全国的な空き家の現状と

問題点を把握する。次に、京都府綾部市を対象地

とし、綾部市空き家バンクに登録されている空き

家所有者へ質問紙調査を実施し、帰省頻度や目的

を把握するとともに空き家管理の問題点を検討す

る。同市空き家バンクを担当する綾部市定住交流

部定住・地域政策課の職員（以下、同市職員）へ

ヒアリング調査を行う 
 

4. 対象地の選定 

対象地は京都府綾部市とする。同市は、中山間

地域を主として、過疎化、高齢化への拍車がかか

っている。平成 30 年度の調査では空き家率 21.0％

を記録し、同年度の全国的な空き家率（13.5％）を

超え、高い水準となっている。この過疎化及び、

高齢化が進行している状況と全国の空き家率を上

回っている現状の 2 つを理由に、本研究では京都

府綾部市を対象地として選定する 
 

5. 空き家所有者の管理状況について 

綾部市内にある空き家のうち、「空き家バンク」

に登録済みである 67 戸のうち、所有者の現住所

を把握できた 59 名を対象に現在の管理状況と今

後の意向についてのアンケート調査を実施した

（表 1）。アンケート回答者の属性としては、60代、

70代が最も多く、空き家所有者が高齢化している

ことが分かる。また所有者の現住所に関しては、

回答者のおおよそ 8割が綾部市外に在住している

ことが分かった。 
表 1 アンケート調査概要    

 
 

5.1 空き家管理の実態について 

ここでは、アンケートのデータに基づき、空き

家所有者の管理の実態について把握する。空き家

の管理については、「戸の開閉、空気の入れ替え」、

「周囲の草刈り、庭の手入れ」の 2 つに絞った。  
結果は所有者による管理が 25 人と最も多く、

半数以上を占めている。前述の所有者の現住所

も併せて考えれば、多くの者が綾部市外から空

き家管理のために帰省していることになる。 
 
5.2 空き家管理の頻度と今後の管理頻度の比較 

空き家管理の頻度と今後の管理頻度の意向を合

わせたものが図 1 である。いずれも月 1 回未満、

年 1 回以上の項目が最も多くなっている。しかし、

それぞれの管理作業とも、月 1 回以上と月 1 回未

満、年 1 回以上を合わせた数値が減少している。

つまり、単純に言えば現在の管理頻度からさらに

減少するとことが見て取れる。この要因としては、

空き家と現住所が遠いことに加え、当たり前のこ

とだが、所有者も高齢化していくことにあると推

察できる。空き家に対する問題や不安について、

配布時期 2022年9月12日～10月31日）

方法 郵送、配送、同回収

配布数 59

回収数 39（回収率66.1％）

有効回答数 100%
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中には、「現在は管理出来ていても今後も続けられ

るかは分からない。」といった記述も見られた。所

有者の加齢に伴う体力の低下も管理頻度の減少の

要因の一つになるだろう。 

 
図１ 空き家管理の頻度と今後の意向の比較 

 
5.3 今後の空き家管理の意向について 

今後の空き家管理について、所有者の展望だけ

でなく、希望も含め回答してもらった（図 2）。な

お、こちらも複数回答を可能としている為、合計

数は回収数と異なる。 
 空き家バンクに登録している空き家所有者を対

象としているという事もあり、「売却」が最も多く、

40％を上回った。これは予測できたことだが、興

味深かったのはその次に多かった「行政委託（市

役所、町役場）」である。全体の約 21％を占め、

公的機関への委託を検討、もしくは希望している

とのことだ。やはり、「負の遺産」とも呼ばれる、

空き家を囲む問題は個人では抱えきれず、市役所

をはじめとした公的機関の助けが必要なのだろう。

金銭的な援助や助言はもちろんだが、同市の空き

家バンクには、田畑や山付きの物件も多く登録さ

れており、このような物件は農地法の存在により、

売却、貸与が難しい。このような物件に限らず、

移転登記等の各種手続きも含め、法律の面からも

公的機関の助言が必要とされているのではないだ

ろうか。 

 
図２ 空き家管理の今後の意向 

 

5.4 考察 

以上のことから、現在所有している空き家につ

いては、売却等によって手放したい一方で、その

為の管理に対しては消極的であり、今後も高齢化

による体力の低下などを要因として、その管理頻

度は減少していくことが考察される。同市職員に

よれば、空き家の売却には、その状態の良さが最

も重要視され、こまめに管理されているものが売

却に繋がりやすい傾向があるとのことであった。

つまり、空き家年数が比較的経っていないものが

売却されやすく、空き家年数が経ってしまったも

のや、管理頻度の少ないものは売却に繋がりにく

いという事である。しかし、空き家所有者は高齢

化しており、管理頻度も減少していくとなれば必

然的に空き家が増加していく一途をたどることに

なる。 

 
6. 結論 

先に結論を述べると、管理や修繕を 1 つのコン

テンツとして事業促進ないしは情報発信できない

かというのが私の主張である。 
上記の通り、空き家はその状態の良さが重要視

され、管理頻度の少ないものは売却されにくい。

すなわち、空き家年数の経ってしまったものに関

しては、除却や改修を前提に売却しなければなら

ない。そこで、近年の流行である DIY の活用し、

管理・改修を前提とした売却方法、情報発信を行

う事ができるのではないかと考える。 
同市には定住促進事業費補助金として改修工事

に要する経費に対し補助金を交付している。しか

し、同市職員によれば、情報発信に関してはプル

型情報発信を採用しており、ここに改善の余地が

あるのではないかと考える。例えば、DIY や田舎

暮らし等に興味を持つ人に対してプッシュ型情報

発信を行う事や、空き家のリフォーム事例などの

紹介等ができるのではないだろうか。 
このように、空き家を住むことだけを目的にす

るのではなく、その改修や管理までも空き家購入

の目的にすることができれば、年数の経ってしま

った空き家も売却の可能性が出てくるのではない

だろうか。 
  
7. おわりに 

現在全国に 846 万軒もの空き家が存在している。

また 1998 年から 2018 年の 20 年間で空き家総数は

約 1.5 倍となっており、増加の一途をたどっている。

今後も空き家は増え続けることが推察されており、

そのような状況下で、管理の在り方を模索すること

は大変重要であり、本研究が管理の現状やあり方に

ついて見直すきっかけになれば幸いである。 

  
参考文献 

(1) 総務省統計局：「住宅土地統計調査」、1998、
2018 
(2) 遊佐敏彦、後藤春彦、鞍打大輔、村上佳代

（2005）：中山間地域における空き家およびその管理

実態に関する研究 

(3) 中園眞人、山本幸子（2006）：「ふるさと島根定

住財団」の空き家活用助成制度戸自治体の取り組み 

(4) 中川哉（2014）：「空き家」の地方自治体による

活用方策 
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世代別・世代混成会議による民意創出 
‐若い世代の市民参加促進に向けて‐ 

 

同志社大学政策学部 野田ゼミ C 班 

○林田美羽（Miu HAYASHIDA）・赤松和奏（Wakana AKAMATSU）・加藤有唯（Ally 

KATO）・桐畑拓人（Takuto KIRIHATA）・鈴木崇敏（Takatoshi SUZUKI）・千田一輝

（Kazuki SENDA）・田中亜実（Ami TANAKA）・苻川幸歩（Yukiho FUGAWA）・室彩心

（Ayane MURO） 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：市民参加、世代間の価値観断絶、信頼 

 

1. はじめに 

市民の意向をふまえた自治体の政策立案には、

市民参加が不可欠である。京都市は、市民会議、

自治会による要望、市長への意見提示、市民アン

ケートなどを実践してきた。これらのうち市民会

議や自治会要望は市民の声を直接届ける会議であ

る。ただし自治会要望は、必ずしも市民ニーズに

則したものではなく（後 2021）、市民会議では参

加者が固定される問題が指摘され、また若者の参

加促進が課題である。先行研究では、20 代の参加

率が低い理由として政治に対する関心の低さがあ

げられ（市村 2012）、代表性や組織化が不十分な

点も指摘される（Hart 1997=2000）。 
若者の参加低迷は、国政選挙の低投票率につい

て議論されることが多く、年代が上がるにつれて

高くなり、いつの時代も若者は低いと認識されて

いる（市村 2012）。この論理でいけば、参加低迷の

若者は、いずれ年代があがれば参加率が上昇し問

題ないといえるが、その論理は正しいであろうか。 
本研究は、世代間の価値観の断絶が円滑な参加

を阻害していると想定し、市民の自発的意見を導

く参加方策を提案するとともに、民主主義に欠か

せない妥協について検討する。 
 

2. 世代間参加格差の分析 

これまでの衆議院議員選挙の投票率を分析する

と全般的に 20 代が低く、特に 1990 年代から 20 代

の投票率が大きく落ち込んでいる。具体的に表１

には、常に低い 20 代投票率と各世代の差を示し

ているが、衆院選、参院選ともに 90 年代から 2000
年代初頭にかけて 20 代が他の年代と比べ大幅に

落ち込んだ様子がわかる。この時期の 20 代は氷

河期世代で、社会への不満やシルバーデモクラシ

ーへの諦めなのか、上の世代との断絶があり、以

降の世代に 20 代低投票率が浸透している。この

結果から若者が政治に無関心であることだけが問

題なのではなく、世代間の価値観断絶が問題に影

響を及ぼしている可能性を想定できる。 
 

表 1 20 代の低投票率と世代の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）総務省 HP より筆者作成 

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/ 

 
3. 世代別会議と混成会議の提案 

3.1 市民会議に関するアンケート調査 

本研究で実施した市民会議に関するアンケート

を用いて、参加意向を従属変数に、年齢等を独立

変数とした順序ロジット分析を行ったところ年齢

が高いほど参加意向が高くなっていた。逆に若い

世代ほど市民会議への参加意向が低くなっている。

それは性別や京都市民かどうかには関係がない。 
表 2 参加意向の要因分析 

 
 
 

 
3.2 仮説 

世代間で価値観の断絶がある場合、まちづくり

への参加をいきなり世代混成で行ったとしても価

値観の相違に基づく発言の強さを特定世代がもつ

などの理由により円滑な運営は見込めず、話しづ

らさが要因となり参加意向をもってもらえない。

参加の初期段階の円滑化には、世代別会議が有効

と考える。つまり、世代別会議は、世代混成会議

と比べて発言しやすくなるため発言数が多くなる

というのが本研究の第一の仮説である。 

参加の初期段階の円滑さを世代別会議で実現で

きても民主主義社会では最終的に全世代の意見集

約が必要となる。本研究では世代別会議後に各世

代代表者の世代混成会議を行った方が若い世代の

発言しやすい環境づくりになると考える。世代別

1967 1969 1972 1976 1979 1980 1983 1986
(89)

1990
(92)

1993
(95)

1996
(98)

2000
(01)

2005
(07)

2012
(13)

2014
(16)

2017
(19)

2021

20代投票率 67% 60% 62% 64% 58% 63% 54% 57% 58% 48% 36% 38% 36% 46% 50% 38% 33% 34% 37%

対30代以上 -9 -14 -16 -16 -18 -16 -21 -21 -23 -28 -31 -31 -31 -26 -25 -25 -23 -25 -23

対30代 -11 -12 -14 -14 -13 -13 -14 -15 -18 -21 -21 -18 -15 -14 -14 -12 -10 -11 -11

対40代 -15 -19 -20 -19 -20 -19 -21 -21 -24 -27 -29 -30 -29 -26 -23 -21 -17 -20 -19

対50代 -16 -21 -21 -21 -23 -22 -26 -26 -27 -32 -34 -34 -34 -32 -30 -30 -27 -29 -26

対60代 -10 -18 -20 -21 -23 -22 -28 -29 -29 -36 -41 -41 -42 -37 -35 -37 -36 -38 -35

対70代 10 -3 -6 -8 -10 -7 -14 -16 -15 -24 -30 -31 -32 -23 -22 -25 -27 -27 -25

20代投票率 47% 33% 25% 36% 34% 34% 36% 36% 33% 36% 31%

対30代以上 -24 -26 -28 -30 -29 -28 -28 -27 -23 -23 -21

対30代 -18 -16 -16 -19 -15 -13 -13 -13 -10 -9 -8

対40代 -23 -21 -23 -29 -27 -26 -25 -23 -18 -17 -15

対50代 -28 -29 -30 -33 -33 -32 -33 -32 -28 -28 -24

対60代 -32 -37 -40 -39 -41 -40 -40 -40 -34 -34 -33

対70代 -19 -28 -32 -29 -31 -29 -29 -28 -25 -25 -25

衆

院
選

参
院
選

衆院選
（参院選）

世　　代
焼け跡世代

ミレニアル世代

団塊世代

しらけ世代 バブル世代
氷河期世代

Z世代

2003
(04)

2009
(10)

係数 標準誤差 P値

年齢 0.201 0.063 0.001 **

女性ダミー -0.241 0.196 0.218

京都市ダミー 0.379 0.281 0.177

満足度 0.245 0.180 0.173

疑似決定係数 0.0192

（注）**:1%, *:5%. 観測数475、頑健性のある標準誤差。
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会議後に混成会議を行うと、後者の方が生産性や

満足度等が低くなり、妥協の重要性は高くなると

想定する。これが第二の仮説である。 

 

3.3 実証会議 

仮説を検証するために世代別会議と混成会議を

実施した。会議の参加者 18 名を、世代低・世代

中・世代高の 3 つの世代に分け男女 3 人ずつ計 6

人を各世代の参加者とした。世代分けについて世

代低は 39 歳以下、世代中は氷河期世代である 40

歳以上52歳以下、世代高は53歳以上に区分した。

参加者は、まず世代別会議を 6人ずつ 3グループ

に分けて実施し、その後に各世代男女 1人ずつ計

2 人を 3 世代から無作為に抽出して世代混成会議

を6人ずつ3グループに分けて行った。テーマは、

先述のアンケートで関心の高かった教育を題材に、

世代別会議では「教育におけるデジタル活用」、世

代混成会議では「日本の英語教育」とした。 

表 3は世代別会議と世代混成会議の発言のしや

すさを比較したもので、差について１人当たり発

言回数＋、１人当たり発言時間(秒)＋、沈黙時間

割合－であれば世代別会議の方が発言しやすかっ

たといえる。結果、世代低は世代別会議の方が発

言しやすく、世代高は世代混成会議の方が発言し

やすかったといえる。世代中については、世代別

会議の方が１人当たり発言回数は多く沈黙時間割

合は小さいが、1 人当たり発言時間は世代混成会

議の方が長い。世代混成では発言しにくくなるこ

とを予想して 1回当たりの発言時間を延ばしてい

るようにみえる。内訳を確認すると世代高では特

定の人の発言が長く 1人当たりにすると短くなっ

ている。いずれにせよ、仮説１は概ね支持できる。 
表 3 実証会議の結果 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4 参加者アンケート調査 

実証会議の参加者の世代別・世代混成会議それ

ぞれについて話しやすさ、多様な意見が出たか（多

様性）、議論は生産的であったか（生産性）、妥協

の重要性、満足度の各項目の得点（7 段階でみた

平均点）を把握した。そのうえで、世代混成会議

の得点から世代別会議の得点を差し引いた（表 4）。 
結果は仮説 2 を支持しない。表の上段をみると

世代低や世代中より世代高の得点が低く、生産性

や妥協の重要性では世代差が大きい。世代混成会

議では発言回数が多かった世代高の満足度が低い

のは知識量が多い世代にとって議論の要求水準が

高いからであろう。表下段をみると、世代混成会

議の方が世代別会議よりもほとんどの項目で高い。

世代低・中では発言回数が（世代低では時間も）

世代別会議で多かったにもかかわらずアンケート

では話しやすさも世代別会議で低いのは注目すべ

き点である。つまり、混成会議では特に若い世代

が実際には発言できていないにもかかわらず上の

世代との混成の雰囲気の中、得点を高く回答して

いるのである。世代低では、混成会議を経験して

妥協の重要性について高く回答しているため、若

い人が妥協しているようである。 
表 4 参加者アンケートの結果 

 
 
 
 
 
 

 
3.5 関係者インタビュー調査 

市民参加の会議をよく行う京都・まちづくり創

生センターに世代差に関してインタビュー調査で

尋ねたところ、若い世代は真面目で発言数が少な

く、世代混成にすると専門的な話ができる上の世

代の前で発言しにくくなるが、一方で若い世代の

自由な発想に専門的議論が加味される重要性を指

摘された。また、若い世代が参加しやすい環境づ

くりが重要でそのうえで世代混成会議を繰り返し、

信頼関係を作る必要があるということであった。 
以上をふまえ、低中の世代が参加しやすい環境

づくりとして世代別会議を行ったうえで実際の発

言数を増加させ、世代混成会議を繰り返して世代

間の価値の断絶を乗り越える必要があるといえる。 
 

4. 結論と課題 

混成会議で各項目の得点が高まり充実感はある

ようにみえるが、若い世代は世代別会議で発言数

が多くなるため参加の入口として世代別会議を先

に行うのは効果的である。混成会議後に妥協の重

要性が高まったのは若い世代だけであり、そもそ

も妥協の点数は全世代で高くはない。民主主義の

重要な側面である妥協はなかなか持ち合わせてい

ないようである。一方、インタビューで指摘のあ

った世代間の信頼関係に手がかりがあるように考

える。混成会議を重ね信頼を醸成し学習する過程

こそ民主主義を育むものである。ただし、なれ合

いで参加者が固定化しないよう留意が必要である。 

 
参考文献 

市村充章 2012.「若者の政治参加と投票行動：なぜ若者は投票に
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どもの参画』萌文社(Hart, R.A.1997. Children’s Participation). 

世代
話し

やすさ
多様性 生産性

妥協の
重要性

満足度

低 5.00 5.17 5.75 4.00 5.17

中 5.08 5.33 5.33 4.67 5.08

高 4.50 4.50 4.17 3.08 4.50

世代混成会議-世代別会議
低 0.33 1.00 0.50 1.00 0.33
中 1.83 0.67 0.33 -0.33 1.17
高 1.67 2.00 1.33 -0.17 1.33

有意差

1％水準
有意差

5％水準
有意差

5％水準

1
人
当
た
り

発
言
回
数

1
人
当
た
り

発
言
時
間

沈
黙
時
間

割
合
（

％
）

1
人
当
た
り

発
言
回
数

1
人
当
た
り

発
言
時
間

沈
黙
時
間

割
合
（

％
）

1
人
当
た
り

発
言
回
数

1
人
当
た
り

発
言
時
間

沈
黙
時
間

割
合
（

％
）

世代別会議 12.8 251.8 5.5 10.3 196.8 3.7 7.2 192.3 7.8

世代混成会議 4.3 196.5 7.3 9.3 225.8 7.3 10.7 216.7 7.3

差 8.5 55.3 -1.8 1.0 -29.0 -3.6 -3.5 -24.3 0.5

世代高世代中世代低
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共食の場が地域住民のつながりに与える影響 
‐京都市伏見区を対象としたケーススタディ‐ 

 

龍谷大学政策学部 井上ゼミナール 

○松山 遼平（Matsuyama Ryohei）安藤 和香（Ando Waka）上野 華歩（Ueno Kaho） 

荻山 周大（Ogiyama Shuta）奥井 茜（Okui Akane）越野 智晶（Koshino Chiaki） 

小山 七海（Koyama Nanami）千代 陣（Chishiro Jin）永井 雅人（Nagai Masato） 

中村 ももか（Nakamura Momoka）楢原 惠（Narahara Kei）西田 麻穂（Nishida Maho）

野上 玄九朗（Nogami Genkuro）藤田 真途（Fujita Manato）前川 結衣（Maekawa Yui） 

吉田 七海（Yoshida Nanami） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 
キーワード：共食の場、地域、つながり 

 

0.はじめに 

 現在の地域社会において、人と人とのつながり

が希薄化しており、私たちはこの問題に焦点を当

て、解決するための一つの手段として「共食の場」

が有効ではないかと考えた。共食の場とは、「人と

の交流を目的とした、地域で開催される飲食の場」

と定義する。そこで今回は、私たちのゼミのフィ

ールドである京都市伏見区向島・深草・淀地域で

開催されている「共食の場」の実態を調査した。 

1. 現状 

 内閣府の社会意識に関する世論調査より、地域

での付き合いの程度は年々低下傾向にあることか

ら、地域社会における人と人とのつながりが希薄

化していることがうかがえる。 

 また、京都市地域コミュニティ活性化ビジョ

ンによると、日頃の「あいさつ」などから生ま

れる顔の見える関係づくりを進めること等の、

住民同士のつながりづくりを支援する取組を進

めている。 
 地域で開催される共食の場として、主なもの

は子ども食堂、高齢者サロンなどが挙げられる。 
高齢者サロンは、1994 年に全国社会福祉協議

会が中心となり高齢者の介護予防事業の一環と

して「ふれあい・いきいきサロン」という名で

進められた事業であり、2018 年時点で合計数は

86,778 箇所まで拡大している。子ども食堂は、

子どもの貧困が顕在化した2012年以降増加し、

2021 年では約 6000 箇所が確認されている。 
2. 既往研究の整理と本研究の目的 

「共食」に関する既往研究に以下のものがある。 
中川ら（2010）によると、共食とは「共同飲食」

の略であり，一般的には１人での食事である「孤

食」の対義語で，複数人での食事と定義されてい

る。土屋（2018）が行った調査によると、食は誰

もが行うものであるため、「各々の人の能力や動機

付けを衝突させることなく、『食べる』という行為

に収束させ、どんな人でも参加しやすくする機能」

を持つことが明らかになっている。また、河村

（2018）は「食は世代を超えて人と人とが関わる

ために有用であり、その場所に集う人たちをつな

ぐツールとして共有しやすい」と述べている。 
このことから「食」は人と人をつなぐ手段とし

て有用であり、更に人と食事を行う場、即ち「共

食の場」はそこに集う人たちをつなぐ場となり得

ることがわかる。 
 そこで、本研究では「共食の場」に参加するこ

とは、地域の人と人のつながりにどのような影響

を及ぼすのか、について明らかにすることを目的

とする。 

3. 調査 

3.1 調査概要 
表 1 調査内容 

街頭アンケート調査 
（計３地域、n＝221） 

地域イベントへの参加、地域住民の
つながりの必要性等について把握 

共食の場参与観察 
（計４カ所） 

参加者、運営者の様子を観察し、必
要に応じてヒアリング 

共食の場参加者アンケ
ート調査（計４カ所、n
＝99） 

地域イベントへの参加、地域住民の
つながりの必要性、共食イベント参
加状況等について把握 

表 2 対象地域の調査概要 
向島地域 深草地域 淀地域 

向島みん
な食堂 

子ども大人
食堂「ひま
わり」 

ふれあいミニ喫茶 健康すこや
か学級 

9/24 10/1 10／7 10/8 10/13 

むかちゅうセンター 深草西会館 深草小学
校 

新町会館 
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3.2 結果 

 主な結果については以下の通りである。 

l 

地域の人と交流したいから 64.6％ 

知人・友人に誘われたから 26.3％ 

共食イベントに興味があったから 25.3％ 

安価で食事ができるから 15.2％ 

その他 18.2％ 

表 4 共食に参加しない理由（複数回答,n=189） 

共食の場を知らないから 39％ 

共食イベントに興味が無いから 12％ 

知り合いがいないから 11％ 

コロナ禍だから 16％ 

その他 22％ 

 
図 1より、約 9割が他の地域イベントと比較し

て共食の場に参加しやすいと回答し、表3より地

域の人との交流を求めて参加している人が約6割

を占める。また図2より、約 7 割が共食の場に参

加したことで、挨拶や会話等の交流ができる関係

性の人ができたということが分かった。 

また、街頭調査で地域の共食の場に参加したこ

とがないと答えた人に、その理由を問うと表 4の

通り「共食の場を知らないから」が約 4割を占め

た。 

〇参加者の声 
・1 人暮らしだから交流したくてふれあい喫茶に

参加し、挨拶できる関係性の人が実際にたくさん 
できた（ふれあいミニ喫茶 80 代女性）  
・ひまわり食堂で初めて出会った人と仲良くな

り、別の場でも会った時に挨拶する関係性の人が

できた。4,5 年前に共食イベントで出会ってから

約束はしていないが毎回集まっている。（ひまわ

り食堂 70 代女性） 
4．考察 
 共食の場内で生まれた人と人をつなぐ機能が

が、共食の場だけでなく日常生活において、参加

者同士又は参加者と運営者の挨拶や会話等の「交

流」につながっていた。参加者の声からは、共食

の場以外での挨拶や、それ以上の深い関係も見ら

れた。これは共食の場での「交流」が場を超え

て、地域の人とのつながりにも影響しているとい

うことが考えられる。 

5．結論 
 先行研究より、共食の場は人と人とをつなぐ場

として有効であるということが分かり、調査によ

って、共食の場でできたつながりが、挨拶等の交

流に影響するということが得られた。しかし、そ

ういった機能があるにも関わらず、共食は地域住

民に知られていない場ということが課題として得

られた。 

6.展望 

 共食の場で、ある一定程度の関係性の構築には

寄与することができるが、地域住民がそもそも共

食の場を知らないということが明らかになったた

め、今後の研究課題としたい。 
参考文献 
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ts/0000293/293625/vision.pdf 

図 2 日常生活で挨拶や会話等の交流ができるような人
ができたか（共食の場参加者 n=99） 

図 3 共食イベント後に日常生活で、挨拶などのコミュ

ニケーションを取りたいと思うか 
（共食の場参加者 n=99） 

①はい

85%

②いいえ

3%

無回答

12%

表 3 共食の場に参加した理由（複数回答,n=99） 

①できた, 

51%

②すこし

できた, 
22%

③あまり

できな

かった, 

10%

④できな

かった, 

12%

無回答, 

5%

図 2 共食イベントに参加して、日常生活で挨拶や会話

等ができるような関係性の人ができたか。 
（共食の場参加者 n=99） 

図 1 他の地域イベントと比較して 
共食の場の参加しやすさ（共食の場参加者 n=99） 

①参加し

やすい

89%

②参加し

にくい

8%

無回答

3%
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お年寄りの IT 支援 
‐自治体と大学による IT 支援お助け隊の結成- 

 

八塩ゼミ お年寄り IT 支援チーム 

    〇冨岡 勇楽 (Tomioka Yura)・松村 圭祐（Matsumura Keisuke） 

・中井 南希（Nakai Namiki)・堀岡 拓真（Horioka Takuma） 
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（京都産業大学経済学部経済学科） 

キーワード：デジタルデバイド、お年寄り 
 

1. はじめに 

社会全体のデジタル化が進む中、日本ではお年

寄りのデジタルデバイドが問題となっている。デ

ジタルデバイドとは、ITを使いこなせる者と使い

こなせない者との間に生じる経済格差・情報格差

のことであり、高齢化が進む日本のデジタル化を

進める上で欠かせないものとなっている。IT は、

世界中で人々の生活を豊かで便利なものにする一

方で、その新たな利便性にとり取り残されるお年

寄りの方々を多く生んでしまっている。そこで、

お年寄りの「ITを使いこなすことは難しい」とい

う苦手意識を取り払い、どうすれば IT 機能に興

味を持ってもらえるか、また IT 機能を利用して

もらうための政策案を提案する。 

 

2 現状と分析 

世界中でデジタル化が進んでいる中で日本でも

デジタル化の促進を図ろうとデジタル改革が行わ

れている。デジタル庁の創設や教育のデジタル化、

テレワークといったように新しい社会に生まれ変

わろうとしている。その流れに取り残されつつあ

るのが高齢者だ。日本はデジタル化の流れと反比

例して高齢化が著しい。そして、スマートフォン

やタブレットに対する必要性を感じておらず、ま

た、操作方法がわからないといった高齢者が一定

数存在する。したがって、デジタル化推進に伴い

高齢者への目配りが不可欠になってくる。とはい

え６０代の半数以上の方々がインターネットを利

用し、ショッピングやコミュニケーション手段と

して利用しているという事実もあることから、デ

ジタル化への対応は、可能であると我々は考える。 

図１ スマホ、タブレットの利用状況 

 
図２ スマホ、タブレットを利用しない理由 

 

高齢者がデジタルデバイスを活用する上での阻

害要因が「メンタルモデル」「入力操作」「モチベ

ーション」の 3点であると我々は考えた。ITで何

ができるかを提示してメンタルモデルが描けたと

しても、デジタルデバイスを自由に操作するには、

タッチによる入力操作を習得する必要がある。そ

の入力操作を覚えるうえで必要不可欠なのがモチ

ベーションの維持なのである。我々が IT 活用を

教えるにしろ、機械やインターネットについて詳

しい人がお年寄りへ教えるにしろ、教わる側に向

上心や興味が必要な事は確かである。また、何が

できるか分からない。どのような場合に使えば良

いか分からないなどの「分からない」というとこ

ろも改善する必要ある。以上のことから、高齢者

が持続的に IT を「利用したい」と思う明確な目標

設定をすることも必要だと分かる。 

高齢者に興味を持ってもらう目標設定をする上

で、必要不可欠なのがメリットを提示する事であ

ると我々は考える。最初はごく単純なもので良い。

例えば SNS やネットショッピングである。SNS で

のコミュ二ケーションや、ネットショッピングで

欲しいものを調べてもらい、何を知れるのかを実

際に体験してもらう。何が出来て、どのような時

に使うのかを知って実際にやっていただければ自

ずと興味は湧く。ITへの興味の持続性に関しては、

一歩目さえ踏み出せばより深く踏み込みたくなる

と考える。本来、IT自体をよく考えれば、高齢者

に寄り添ったものである事の理解もできるはずだ。 

である。携帯一つ、パソコン一つで生活の大半を

カバーできる世の中になった今、本当の意味で IT
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を使うべきなのは我々若者ではなく高齢者の方々

なのである。年齢を気にせず社会に参加できる IT

は、老後の生活を華やかにしてくれる物であるこ

とを自覚してもらうことが最重要だと考える。 

 

3.政策案 

我々は、大学生中心の IT 支援活動を政策案とし

て挙げる。アルバイトを提案する。大学生による

支援活動を行うためには、自治体との連携が必要

だ。支援活動を行う上でブースを開くお金がかか

る。そのため自治体に開設費などを担っていただ

き、ブースを開設する。支援活動を行うにあたり、

自治体による協力は必要不可欠である。大学生主

体で実施する理由は、講習会ほど堅苦しくもなく、

学生生活の中で執り行うことができ、緩く楽しい

雰囲気の活動ができるからである。サブスクリプ

ションのように、定額で費用がかかるようなもの

に対して、お年寄りはより一層不安感を覚えるだ

ろうし、心理的ハードルも上がるため参加費を無

料で開くのが前提である。興味を持ってもらうこ

とが目的なので、敷居を低くして、「なんとなく来

て見た」と言うような緩さを作りたい。次に、大

学生による支援活動を行うための自治体との連携

について具体的に取り上げる。支援活動を行う上

でブースを開く必要があるが、ブースを開くのに

は場所を借りるのにもお金がかかってしまう。そ

のため自治体に開設費などを担っていただき、ブ

ースを開設する。支援活動を行うにあたり、自治

体による支援協力は必要不可欠である。 

実際、神戸市でお年寄りを対象にした新型コロ

ナワクチン接種申込お助け隊という取り組みがあ

った。これはインターネット予約が不安な方を会

場に集め学生が予約をスムーズに進めるようにサ

ポートするという活動である。この取り組みは、

神戸だけでなく島根や静岡など様々な都道府県に

まで広がっており、学生がサポートすることによ

って余剰ワクチンの使用まで促進されている。こ

れはあくまで新型コロナワクチンの接種申込みで

あり、我々はより視野を広げてワクチン接種申込

に留まらず IT支援を行いたい。例えば、スマホ決

済を利用したいお年寄りが参加する場合に、スマ

ホ決済アプリのインストールや登録をこちら側が

行い、アプリ内へのチャージ方法などをお年寄り

に教える。結果、必要最低限の情報だけを教える

ことができ、お年寄りはスマホを利用しながらの

買い物を楽しめるようが期待できる。そのために

も自治体による協力、支援活動費用などの供給は

必要である。ターゲットは京都市の京都の各大学

とし、京都市が会場をいくつか指定、各大学に割

り振って、各大学が各会場の学生のバイトなどを

集める。各会場ではワクチンのお助け隊のように

学生のアルバイトが一定時間待機し、来場するお

年寄りに IT 操作を一緒に行う。バイト代や会場

費用は京都市が出す。ITの普及は経済全体にとっ

て重要なので税金を使って取り組みを行う価値は

あると考える。 

 
図３イメージ図 

 

4.展望 

大学との連携を実施することにより、人件費の

削減や参加しやすい雰囲気の形成などの効果が見

込めると考える。大学との連携を実施することに

より、若い人員の確保や参加しやすい雰囲気の形

成などの効果が見込めると考える。さらに、神戸

市の例からもわかる通り、自治体と連携すること

は参加者の不安を取り除き参加者の増加に繋がる。

また、高齢者自らネットワークを活用できるよう

になることで、ネットショッピングの利用などに

よる日々の生活の簡略化が期待できる。それに伴

って高齢者のネット利用時の広告や通販など消費

の機会の増加も見込めるだろう。このような動き

は、デジタル化が進む世の中でこれまでネット端

末に不慣れだったお年寄りを取り残すことなく、

デジタル社会の実現へ進むことができると考える。 

 

参考文献 
（出典）内閣府（2020）「情報通信機器の利活用に関する

世論調査」を基に総務省作成 2022/10/26 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepape

r/ja/r03/image/n1104110.png 

（出典）内閣府（2020）「情報通信機器の利活用に関する

世論調査」を基に総務省作成 2022/10/26 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepape

r/ja/r03/image/n1104120.png 

超スマート社会における高齢者の IT 活用を促進する

“人に寄り添うテクノロジー”の展望 2022/10/26 

超スマート社会における高齢者の IT 活用を促進する

“人に寄り添うテクノロジー”の展望 (ipsj.or.jp) 

新型コロナワクチン接種申込お助け隊 2022/10/26 
神戸市：（終了しています）新型コロナワクチン接種申込

お助け隊 (kobe.lg.jp) 
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避難所での高齢者支援策 
‐熊本地震からの教訓‐ 

 

同志社大学政策学部武蔵ゼミ防災・減災チーム 

○坂木 香心（SAKAKI KOUMI）・内橋 勇太（UCHIHASHI YUTA）・茂野 一（SHIGENO 

HAJIME）・泉 爽真（IZUMI SOMA） 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：避難所支援、高齢者 

 

１章  はじめに 

【研究の背景】 

熊本地震は、短期間のうちに震度 7という阪神・

淡路大震災と同規模の地震が 2回続いたことによ

る多数の家屋倒壊により、多くの住民が市町村の

設置した避難所への避難を余儀なくされた。避難

所数及び避難所のピークである平成 28 年 4 月 17 

日（本震翌日）は、避難所設置個所が 855 箇所、

避難者数が 183,882 人となるなど、発災当初は県

民の１割以上の方が避難した。 

 
図１ 熊本地震による熊本県の避難者数と避難

所の推移（出典：内閣府防災情報のページ） 

また、度重なる余震への警戒等から多くの指定避

難所以外の避難所及び車中への避難者が存在した。

狭い車の中で過ごす方も非常に多かったため体を

動かすことが少なくなり、水分の不足もあってエ

コノミークラス症候群と呼ばれる血管病変に罹患

した方が続出した。不自由で不活動の状態が続く

生活では、エコノミークラス症候群やロコモティ

ブシンドロームの危険性が高まる。そのためにも

運動は生活のリズムをつけ、ストレス対策にも有

効である。実際に我々は避難生活で行う運動とし

てラジオ体操が有効であると考えた。ラジオ体操

であれば場所の制約も受けず、誰でも気軽に行う

ことができる。また、発災直後の栄養バランスの

配慮も困難であった。発災後の非常食や自衛隊等

の炊き出し、その後の避難所生活の長期化に伴う

弁当等の提供において、食中毒予防等を優先した

上で膨大な食数を確保せざるを得ない状況等から

栄養バランスに配慮した食事への見直しが難しか

った。避難所食事提供状況アセスメントを実施し

たが、その算出に時間を要し、日々変化する各避

難所への状況に合わせた改善につなげることが難

しい場合もあった。  

【先行研究】 

山本（2017）は、災害時に発症するエコノミー

クラス症候群について整理している。その中で、

熊本地震でのエコノミークラス症候群に関しては、

熊本地震血栓塞栓症予防プロジェクトによる避難

所での DVT 検診や、生活指導などが行われていた

としている。しかし、発災から約 2か月間の 2,023 

人への検診結果のうち、185 人は脚に血栓が見つ

かったことが報告されたとしている。また、齊藤、

須藤、笠岡、下浦（2021）らは、熊本地震の食問

題について整理しているが、その中に「水分摂取

量の減少」問題があった。この「水分摂取量の減

少」については、物資不足に加え、物資が十分に

支援されたとしても、支給場所や方法を知らない

可能性もあるのではないかとしている。さらに、

水分不足問題は、車中泊により引き起こされるエ

コノミークラス症候群の予防のためにも水分補給

の重要性を提起している。 

【研究の目的】 

災害の際に自宅が住めない状態になってしまい、

避難所生活を余儀なくされるという被災者は少な

くない。しかし、ほとんどの人にとって避難所生

活は初めてのことであり、普段の暮らしとは大き

く異なるため困ることも多い。特に個々の支援ニ

ーズが吸い上げられないなどの問題がある。避難

所では赤ちゃんから高齢者まで様々な年代の方が

過ごしており、なかには国籍が違う方、持病や障

害のある方、介助やサポートが必要な方もいる。

これらの人たち一人ずつに異なる支援を行うこと

は非常に難しい。よって我々は特に高齢者に焦点

を当て、避難所生活をする上での問題点やリスク

を少しでも軽減し、安心できる環境づくりをする

必要があると考えている。 

 

２章  研究の方法 

私たちのゼミのメンバーの一人が熊本県出身とい

うこともあり、2016 年に起きた熊本地震を取り上

げ、研究することにした。具体的にどのような研

究をしたかというと、まず熊本県庁健康福祉政策

かに取材することにし、当時の避難所の詳しい状
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況や、避難所の中で苦労したこと、熊本地震発生

以前に対策されていたこと、そしてその対策が円

滑に進めたのか、否かなどについて聞くことにし

た。その中でも高齢者、障害者、妊婦さんへの支

援に重きを置き聞き取りをすることにした。当時

の対応状況としては、必要に応じ、要配慮者を個

別訪問の上、行政、事業所、医療機関、ボランテ

ィア団体等につなぎ、支援が受けられるよう調整

したり、県ホームページや市町村を通じて要配慮

者に必要な情報提供を行うとともに、市町村に対

して要配慮者の支援ポイントなどの情報提供を行

うことにしたとのことであった。円滑に対応でき

た点としては、専門職員等による個別訪問を実施

し、在宅の高齢者、障がい者等の安否確認のため、

民間団体等と連携の上、専門職員等が個別訪問を

したり、社会福祉施設等に対する介護職員等の応

援派遣の実施を行い、被災した社会福祉施設や福

祉避難所の人員不足を補うため、他県などから介

護職員等の応援派遣の受け入れを実施した。また

認知症患者等に係る支援の推進をし、ボランティ

アによる避難所カフェの開設、認知症コールセン

ターの無休化により、高齢者やその家族の負担や

不安の軽減が図られた。さらに、旅館、ホテルな

どを避難所として提供、熊本県旅館ホテル生活衛

生同業組合と連携し、旅館・ホテルを避難所とし

て提供することで、約 2300 人の利用があり、要配

慮者にとって安心した避難生活を送れる一助とな

った。 

これらの政策を行う上で出た課題点としては、

発災直後は、社会福祉施設の被災や一般避難者の

受入れ、介護職員の不足などにより、福祉避難所

制度の十分な運用ができなかった。避難所での生

活が長引き、災害関連死者が増えてしまったなど

が挙げられる。  

そして私たちは、地震による建物の倒壊や津波

などによる直接的・物理的な原因で亡くなるので

はなく、災害による負傷の悪化や避難生活等の身

体的負担による疾病で亡くなることを指す、いわ

ゆる災害関連死の問題が顕著であると考えた。熊

本地震の災害関連死の内訳をみると、災害関連死 

197名のうち、70歳以上の死亡者が153名となり、

高齢者が 8割以上を占めていることがわかる。死

因が呼吸器官系・循環器関係の疾患、内因性の急

死・突然死とあることから、高齢者の生活環境の

変化が災害関連死に大きくかかわっているといえ

る。  

以上の課題点から、震災後の要支援者への配慮

や政策はとられているものの、避難先や避難所生

活など避難後の生活での要支援者の災害関連死が

気になった。  

 

３章   政策立案   

以上のことから、災害関連死する高齢者を減ら  

すために、避難所で高齢者に毎朝のラジオ体操の

実施、被災者同士の団欒の時間の確保をするとい

う政策を提言する。高齢者が災害関連死をしてし

まう原因として運動不足による体調の悪化や、話

し相手がいないことによる孤独死等があげられる。

それを解消するために、毎朝決まった時間にラジ

オ体操を行い、主に高齢者の体調管理を行う。ラ

ジオ体操は高齢者でもできる簡単な運動であり、

体を動かすにはうってつけのものである。これを

することによって運動不足の解消や、毎朝決まっ

た時間にすることにより時間感覚を失わず、健康

的な生活を行うことができる。  

 また、被災者同士の団欒の時間を確保するという

のは、震災で家族を失った被災者やもともと独り

身の高齢者等が避難所生活をするうえで少しでも

リラックスして過ごしてほしいからである。避難

所において、一人で生活をするというのは想像よ

りも過酷で不安が絶えないものだと考える。それ

ゆえ高齢者の孤独死のような災害関連死につなが

ってしまうのである。具体的には、朝、昼、夕方

のように時間を決めて、十分間だけでもいいので

隣近所との団欒の場を設けてみる。老若男女問わ

ず周りの人々との交流の場を設けてみる。これを

災害で苦しむ人々の中で、少しでもその悲しみを

和らげる場にして欲しい。避難所での苦しい生活

を過ごす中で、唯一の希望を見出せる場となって

欲しい。そんな意味も込めて団欒の場を設けると

いう政策を提言する。  

これらのように災害での直接的な被害ではなく、

災害が終わった後に亡くなってしまうという災害

関連死をする高齢者を少しでも減らすために、避

難所の生活というのはとても重要なものになって

くる。震災で被害を受けるのは我々若い世代より

も高齢者のほうが格段に多い。そんな高齢者を守

るために、高齢者の健康管理や精神面のケアを率

先して行わなければいけない。  

（総文字数 3281 文字） 
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コロナ禍の留学生の生活課題と解決策 
‐日本人学生との比較を通して‐ 
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○神原雄大（Yudai Kanbara）・黒川康智（Yasutomo Kurokawa）・田宮和也

（Kazuya Tamiya）・天正寛人（Hiroto Tensho）・東野新大（Arata 

Higashino） 

（龍谷大学経済学部現代経済学科） 
キーワード：留学生、孤立、交流 

 

1. はじめに 

2021 年度時点で高等教育機関および日本語教育

機関に在籍する留学生は約 24 万 2 千人であり、

コロナ禍以前と比べて減少したものの、依然とし

て多くの留学生が日本を留学先として選んでいる

(日本学生支援機構 2022)。このように留学生の

受け入れは活発であっても、母国を離れて生活す

ることは言語や文化、生活習慣の違いによる困難

に直面しやすく、授業参加、課題、単位取得など

の学業をめぐるストレスは日本人学生より大きい

との指摘もある（石井ほか2022, p.21）。 

コロナ禍で経済・社会活動が制約されたことで、

留学生の生活もさらに困難になったのではないか

と考えられる。そのため、留学生の生活実態を明

らかにするべくアンケートとインタビューによる

調査を行った。その結果、アンケート調査では留

学生は日本人学生と比べて生活満足度が低く、経

済的困難を感じており、困ったときに頼れる人の

数が少ない傾向があることが分かった。また、イ

ンタビュー調査では日本人学生との交流機会が少

ないという声が多くあり、これを踏まえて留学生

と日本人学生の交流機会を増やすことを提案する。 

 

2. 手法と結果 

2022 年 9 月中旬から10 月初旬にかけて、龍谷大

学と同志社大学の留学生を含む大学生を対象にア

ンケート調査を実施し、さらにアンケートに回答

のあった留学生を対象として対面及び Web インタ

ビュー調査を行った。 

アンケート調査は経済的状況やアルバイト経験

などについて質問を行ったもので、ポスターの掲

示、教員の協力を得て講義中に調査への協力を呼

びかけ、回答は Google フォームで受け付けた。

251 名の有効回答が得られ、そのうち約半数の 127

名が留学生であった。アンケート結果の集計には 

Python (Rossum and Drake 2009) を利用し、ク

ロス集計表を使って日本人学生と留学生の回答を

比較した。 

 
1 他に「アルバイトによる寝不足や疲労で、授業を遅

刻・早退・欠席した」や「アルバイトが忙しく、大学の

生活満足度を 1点から5点の 5段階評価で尋ね

た質問では、日本人学生の平均が約 4.0 点に対し

て、留学生では約3.7 点と低い傾向が見られた。 

経済的に困難を感じることがあるかを尋ねた質

問では、日本人学生の約 38.7%が「当てはまる」も

しくは「大いに当てはまる」と回答したのに対し、

留学生ではその割合が約 57.5%となった（図 1）。 

 
図 1：経済的に困難を感じることがありますか？ 

 

アルバイトに関する質問では、アルバイト経験の

有無に加えて働き方やアルバイト先の探し方につ

いて尋ねた。112 人（約 90.3%）の日本人学生と 81

人（約 63.8%）の留学生がアルバイト経験ありと

回答しており、留学生のアルバイト先としては飲

食店とコンビニ・スーパーが最多で、この業種を

選んだ留学生は日本人学生よりも多かった（日本

人学生約 13.4%、留学生約 40.7%）。 

アルバイトの探し方では日本人学生、留学生とも

に求人サイトの利用が最多だが、留学生では知人

からの紹介が多い傾向が見られた（日本人学生約

20.5％に対し、留学生約 37.0％）。 

妻木(2022)を参考にアルバイトによる学業への

支障の有無を 6段階で尋ねた質問では、日本人学

生の約 48.2％が「ない」と答えたのに対し、留学

生では約 30.9％に留まり、留学生の約 33％は

「時々ある」以上の頻度だと答えている（図 2）。

他の同様の質問においても、留学生の方が高い頻

度を選ぶ傾向が見られた1。 

勉強（課題、試験、レポートなど）をする時間がなかっ

た」などについて同様の形式で質問を行った。 
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図 2：アルバイトによって学業に支障が出た 

 

困ったときに頼れる人の数を尋ねた質問（図

3）では、日本人学生の中央値 5人に対して留学

生の中央値は 3人となり、日本人学生と比べて留

学生は困ったときに頼れる人が少ないという結果

になった。インタビュー調査においても、日本人

学生との交流が少なく残念だという留学生の声が

聞かれた。日本人学生と留学生の交流会は龍谷大

学でも行われているものの、開催が少なく正規留

学生でなければ参加できないなどの制約があると

の指摘もあった。 

また、大学生を対象とする相談窓口の存在を知

っていても、言語や国籍の違いのために利用しづ

らい、あるいは利用できないとの声もあった。 

交流や頼れる人の少なさは、講義やサークルと

いった学生生活の様々な場面で学生同士の助け合

いを難しくし、留学生の中でアルバイトによる学

業への支障が多いことの一因と推測される。 

 
図 3：困ったときに頼れる人は何人いますか？ 

 
3. 政策提言 

今回実施したアンケート調査から、留学生は日本

人学生と比べて「頼れる人」の数が少なく、生活

満足度が低い傾向であることが分かった。またイ

ンタビュー調査では、大半の留学生から日本人学

生との交流機会の少なさに不満を抱く声が聞こえ

た。 

以上の結果を踏まえて、留学生と日本人学生の交

流機会を増やすことを提案する。例えば龍谷大学

では、共生のキャンパス推進事業の一環として、

ミニゲームを通じて撮影技法を学び、学内外での

写真撮影を行う「写真でつながるプロジェクト」

や、充実した大学生活を送ることができるように

と希望を込めたメッセージボードを作成し、花の

鉢植えを添えて学内に設置する「花いっぱいプロ

ジェクト」などの交流促進事業を行っているが、

その頻度を増やし、さらには全国の大学に広げる

ことが望まれる。その場合、交流事業の継続的な

運営のためにも大学側の体制強化や、学生の活発

な参加が必要となるだろう。 

また留学生が利用できる相談窓口を増やすため

にも、相談窓口の多言語対応を拡充することが求

められる。加えて留学生に限らず、臨床心理士等

に相談することに敷居が高いと感じる学生も少な

くはないと考えられることから、年齢の近い学生

同士で相談できる仕組みがあると、より留学生の

孤立を防ぐことができるのではないだろうか。 

日本人学生との交流機会や、利用できる相談の機

会が増えれば留学生の孤立を防ぐことができ、よ

り良い生活にもつながると期待できる。 

龍谷大学をはじめとした各大学では、今回のコロ

ナ禍によって対面授業や課外活動が制限されてい

た。しかし現在では対面授業や課外活動が再開さ

れており、留学生と日本人学生が交流する機会を

増やすことはこれまでより容易になっていると思

われる。 

 

4. 終わりに 

今回の論文では留学生と日本人学生の交流機会

に焦点を当てた政策を提案した。一方で今回実施

した調査では、留学生にとって家賃などの住宅関

連の費用が負担となっていることを示す回答があ

り、留学生の経済状況を改善する政策を提案する

ことが今後の課題である。 

今回実施した調査では、龍谷大学グローバル教育

推進センターや先生方、熱心に回答してくれた学

生の協力によって短期間で多くの回答が得られた。

本調査を通じて留学生の生活環境の改善に少しで

も貢献できれば幸いである。 
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児童虐待防止策と し てのハイ リ ス ク 家庭への支援 
‐ ス テッ プフ ァ ミ リ ー事例に着目し て‐  
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Ohar a）・ 喜田 せかい（ Sekai  Ki t a）・ 栗栖 優莉彩（ Yur i a Kur i su）・ 後藤 凜音

（ Ri nne Got o）  

（ 京都府立大学公共政策学部公共政策学科）  

キ ーワ ード ： 児童虐待、 ス テッ プフ ァ ミ リ ー、 公民連携 

 

1.  研究の目的 

日本政府が批准する 児童の権利に関する 条約に

よ れば、 児童は「 その人格の完全なかつ調和のと

れた発達のため、 家庭環境の下で幸福、 愛情及び

理解のある 雰囲気の中で成長すべき である 」（ 前文）

こ と が謳われており 、「 生命に対する 固有の権利」

（ 6 条） を保障し ている 。   

厚生労働省が定める 子ども 虐待対応の手引き に

おいては、 子連れ再婚がリ スク 要因の一つである

と さ れている 。 子連れ再婚の類義語と し てス テッ

プファ ミ リ ーが存在する 。 ステッ プファ ミ リ ーと

は、 一般的に少なく と も ひと り の親が、 血のつな

がり のない子をも つ家族のこ と を指す。 ス テッ プ

ファ ミ リ ーと なった場合、 家族関係の複雑化や生

活習慣の変化が起き る ので、 家族がま と ま る のに

時間がかかる 。 血縁関係にない者どう し の親子関

係の構築について思い悩んでし ま う 者も 多い。 し

かし 、 ステッ プファ ミ リ ーと いう 言葉自体の知名

度の低さ と 周囲の無理解、 再婚家庭である こ と の

後ろめたさ 等から 相談し にく い環境がある 。 こ の

よ う な状況にある から こ そ、 行政によ る 支援が求

めら れる が、 ス テッ プファ ミ リ ーへの理解が進ん

でおら ず、 相談窓口で親を責め、 的確なアド バイ

ス を送れない、 と いったケース も 起こ っている 。

ひと り 親家庭への支援は国・ 自治体で取り 組まれ

つつある が、 再婚家族への支援は虐待のリ ス ク 要

因と さ れながら も 、 いまだ無策に等し い。 こ れに

対し て、 ス テッ プファ ミ リ ーを長年支援し 実績の

ある 民間団体（ 以下、「 民間」 と 略すこ と がある ）

は存在する 。 そこ で、 本研究では、 リ スク アセス

メ ント によ る 予防の観点から 、 ス テッ プファ ミ リ

ーの特性に応じ た行政・ 民間の連携支援の可能性

に焦点を当てた児童虐待防止策について検討する 。 

2.  研究方法 

ま ず、 ステッ プファ ミ リ ーの連携支援に関し て

文献調査を行った。  

次に 2 つの民間団体と 1 つの地方自治体に対す

る ヒ アリ ング調査を行った。 こ れら のヒ アリ ング

結果をも と に、 虐待防止に繋がる 民間と 地方自治

体の取組み・ 課題等をそれぞれ抽出し 、 効果的な

協働を実現する ための評価、考察を行った。現在、

日本ではス テッ プファ ミ リ ーに対し て専門的に支

援を行なっている 民間団体は少ない。 民間団体の

調査先は、 主要な団体である NPO法人 M-STEP と

非営利団体 SAJ( ＝Stepf ami l y Associ at i on of  

Japan) である 。 両者への調査は、 オンラ イ ン会議

シス テムによ り 実施し た。 自治体の調査先は、 子

ども 支援に熱心に取り 組んでいる 枚方市の子ども

の育ち見守り 室と なと な 子ども 支援課である 。

こ の自治体への調査は対面で行った。 行政と 民間

の連携支援の可能性を中心に、 事前に調査する 内

容をまと めて、 半構造化面接法によ り 実施し た。  

「 M-STEP」 は 2014 年に設立さ れた非営利団体

で、 無料の電話相談、 有料のオンラ イ ンカウ ンセ

リ ング、 当事者同士の交流会実施、 SNS での情報

発信、 講演会の開催、 支援者の養成等の支援を行

っている 。「 SAJ」 は 2001 年から 無償のボラ ンティ

アメ ンバーによ って日本で最も 長く 活動し ている

団体で、 無料の電話相談、 当事者同士の交流会実

施、 一般人や行政へ向けた講演会やセミ ナーの開

催、 情報発信や社会への呼びかけと いった啓蒙活

動等の支援を行っている 。  

枚方市は人口 397, 063 人、 184, 803 世帯の自治

体である（ 令和 4 年 9 月 1 日現在）。虐待相談も 行

う 子ども 支援課がすでに独自でス テッ プファ ミ リ

ーの支援冊子（ 大人版と こ ども 版） を作成し 市民

等に配布し ている ため、 ヒ アリ ング調査の対象と

し て適し ている も のと し て選定し た。  

3.  結果  

( 1)  M-STEP 

① 支援上の課題点 

ステッ プファ ミ リ ーへの認知度が低いため、 専

門窓口が少なく 、 ひと り 親に比べ再婚後の支援が

少ない。  

② 課題解決に向けた取組み 

全国的なネッ ト ワ ーク を構築し 、 ステッ プファ

ミ リ ーの支援拡大を目指し ている 。  
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③ 自治体に求める こ と  

( ア) 婚姻届と 共に養子縁組を届けら れた際の、

NPOの存在や支援についての紹介 

( イ ) 窓口等への NPO作成リ ーフレッ ト の設置 

( ウ ) 現場の職員のス テッ プフ ァ ミ リ ーに関す

る 知識習得 

1 ⑵ SAJ 

① 支援上の課題点 

認知度が低いので、いかに理解し ても ら う か。 

② 課題解決に向けた取組み 

ス テッ プフ ァ ミ リ ーの抱える リ ス ク 等を 認

知し ても ら う 情報提供活動を進めている 。  

③ 自治体に求める こ と  

( ア)  行政のス テッ プファ ミ リ ーへの問題意識、

知識が乏し く 継親のス ト レ ス や適切な行

動について理解が進んでいない。 自治体ご

と の子育て支援講座にス テッ プフ ァ ミ リ

ーの講座も 導入し てほし い。  

( イ ) 冊子を 作る だけでは広報活動と し て不十

分である 。 冊子を作っ て終わり ではなく 、

継続的かつ切れ目ない支援が必要である 。 

⑶ 枚方市 

① 冊子作成に関する 活動内容 

( ア) 支援冊子作成と その経緯 

子育て支援のなかでス テッ プフ ァ ミ リ ーな

ら ではの問題を感じ 、 特別な支援環境が必要だ

と 考え、 作成に至った。 大阪市等の前例や SAJ

のホームページを参照、 所内臨床心理士から の

聞き 取り をふま え、 元大学教授監修のも と 完成

さ せた。 平成 29 年 3 月、 市民対象に各 2000 部

発行、 市民課・ 児童手当担当課、 保健センタ ー

等に設置し 、 市ホームページにも 掲載し ている 。 

( イ ) 作成によ る 効果 

・ 同じ 悩みを持つ人の存在の可視化によ り 当事

者の安心を生む。  

・ こ ども 版パンフレッ ト を読むこ と で、 大人が

子ども 側の気持ちを理解でき る 。  

・ ス テッ プファ ミ リ ーについて話題にし やすい。 

② 支援上の課題点 

社会的に再婚を 言いにく い状態で必要な人

に、必要なと き に、どのよ う に誰から 渡すのか。 

③ 民間と の協力について 

( ア) 既に NPOが作成し た冊子の役所設置はすべ

ての冊子と いう 訳にはいかない。 ただし 、

連携がある 場合には設置可能である 。  

( イ )  市内に所在し 活動が見えている 団体の方

が好まし い。  

4.  考察 

ステッ プファ ミ リ ーは、 前述の通り 、 虐待のリ

スク 要因がある と さ れており 、 個別の支援が安全

性の観点から 必要である と いえる が、 現状その認

識ができ ていない自治体が多い。 民間団体への調

査結果⑴①・ ⑵①から も 支援課題と し て自治体へ

の認知度の低さ が挙げら れた。 一方、 自治体の長

所には、 当事者の捕捉率の高さ 、 広範囲への支援

が可能な点がある 。 自治体は支援者と し て相応し

いが、 いま だ一般的に認知度が低い。 枚方市は、

ステッ プファ ミ リ ーが初婚家庭と は別の困難を抱

えている こ と を認識し 子育て支援を行っている 点

で他の自治体と 異なる 。 その調査結果⑶①の(イ )

から 、 冊子作り ・ 配布が当事者だけでなく 職員の

知識、 理解を深める 上で有用である 。  

し かし 、調査結果⑵③の(イ )のと おり 、冊子づく

り だけでは協働や継続的な支援にはつながり にく

い。自治体は⑵③の(ア )の指摘のと おり 、子育て支

援の一環と し てス テッ プファ ミ リ ー講座を常設項

目に含める べき である 。 加えて、 全ての自治体窓

口が枚方市のよ う な認識下にはない現状から 、 相

談対象と なり やすい自治体の職員によ る 個別対応

の必要性やステッ プファ ミ リ ーが抱える 困難につ

いて理解を深める ための研修の実施が重要だと 考

える 。 職員への研修を行い、 理解と 問題意識を高

め、 直接的な支援を行う こ と が効果的であろう 。  

そのためには、 実績のある 民間の協力が不可欠

である 。 M-STEP は、 課題解決に向けて全国的な

ネッ ト ワ ーク 構築を目指し ている（ ⑴の②）。また、

SAJ は認知度向上のための活動を進め、 抱える リ

スク やスト レスについて理解する ための教育が必

要と の回答を得た（ ⑵の②③）。上記 2 点について

民間と 協働する こ と で、 民間の専門的な知識を活

用でき 、 ま た双方向の繋がり を作る こ と が可能で

ある 。 こ れは、 自治体、 民間両者と も 単体での実

施は難し いと いう 自助グループの実施など、 今後

新たな支援を行う 際に互いにと って有益になる と

考える 。⑶③の(イ )に示し たよ う に、協働対象と し

ては、 自治体周辺で活動し ている 民間団体が望ま

し いが、 オンラ イ ンツールの利用によ って遠方の

自治体と も 十分に協働可能である と いえる 。  
＜参考文献＞ 

(1)廣川嘉裕(2006)、「 行政と NPO の協働に関する 理論」、

ノ モス 、 19 号、 pp.87-98 

(2)畑本祐介(2015)、「 福祉行政と 非営利セク タ ーと の連

携・ 協働」、山梨県立大学人間福祉学部紀要、10 号、pp.11-
23 
(3)野沢信司,菊池真理(2021):「 ス テッ プフ ァ ミ リ ー 子ど

も から 見た離婚・ 再婚」、 KADOKAWA 

(4) 厚生労働省雇用均等・ 児童家庭局総務課（ 2013）、

「 子ど も 虐待対応の手引き （ 平成 25 年 8 月 改正版）」 

-152-



 

『包括的性教育（CSE）』の推進のために 
‐国会議員への自由記述アンケートを通じて‐ 

 

現代社会学部藤野ゼミ A チーム 

○髙田侑希（Takata Yuki）・キムダビン（Kim Dabin）・橋本萌里（Hashimoto 

Moeri）・山本佳穂(Yamamoto Kaho)・後藤ほたる（Goto Hotaru）・山中菜緒（Yamanaka 

Nao）・山本侑佳(Yamamoto Yuka) 

（京都産業大学現代学部現代社会学科） 

キーワード：包括的性教育、政治的介入、人権 

 
1.研究目的 

1994 年に国際人口開発会議で「リプロダクティ

ブヘルス・ライツ」が提唱された後、1999 年に世

界性科学会議で「性の権利宣言」が採択された。

これらの会議の中で性は人権であり多様・多面的

であるとされたが、それらを受け、2000 年以降、

科学や人権やジェンダー平等など幅広い側面から

体系的に性を学ぶ「包括的性教育（CSE、以下 CSE）」

の必要性が国連で主張され始めた。またこれまで

の性教育を社会の実態に合わせていくことの重要

性も高まってきた。その流れから 2009 年にユネス

コなど国連がセクシュアリティ教育のガイダンス

を発刊、2018 年にはさらに改訂版を出すなど国連

が中心となり学校現場での CSE の普及を推進して

いる。 

国立社会保障人口問題の林氏によると CSE は、

欧州を中心に推進されている一方、ロシア、イス

ラーム諸国、日本等では消極的とされる。また、

アメリカの状況を見た場合、民主党政権は推進派

で、共和党政権は反対派であると指摘されており、

政治的な争点であることが推察される。猪瀬（2008）

によれば、日本で性教育は常に政治的な対立点を

作る領域であった。埼玉大学の田代氏も、朝日新

聞『論座』において日本の性教育の遅れは政治的

介入によるものだと指摘する。 

本研究では、欧州を中心とした国際社会の中で

実態に合わせ改善されてきた性教育である CSE が

なぜ「政治的事柄」に影響され推進されないのか

その理由を探るため、実際に政治家にアンケート

調査をする。その結果から、どのようにすれば「政

治的事柄」を乗り越え CSE が普及していくのかを

提案する。 

2.日本の「性教育」と政治との関係 

まず、日本の性教育と政治との関連を歴史的な

観点から見ていこう。 

1992 年は「性教育元年」とも呼ばれ、学習指導

要領が改訂・施行され、小学校段階から本格的に

性について教えるようになった年である。教育現

場でも性教育の研究授業が盛んに行われ、さまざ

まな工夫がなされるようになった。 

これまで日本の性教育は道徳教育の観点から

「純潔」が強調され、性をタブー視する傾向があ

ったが、この年以降、性教育の進捗が期待された。

だが、2000 年代初め以降、性教育の後退、いわゆ

る「バックラッシュ」が起こる。 

当時、性教育の副読本教材として作られた「ラ

ブ＆ボディ BOOK」（日本母子衛生研究会編）が政

治家（主に自民保守議員）によって批判され、2002 

年に絶版、在庫回収の措置がとられた。 

また、2003 年 7月の都立七生養護学校（現・七

生特別支援学校）で行われていた性教育が、都議

会で過激だと批判され、七生養護学校に関わる教

育関係者が都教育委員会によって処分された。こ

の事件はその後の日本の教育現場での性教育を萎

縮させることになった。 

さらに 2018 年に東京都足立区立中学校で 3 年

生の生徒を対象に行われていた性教育の授業に対

し、都議会議員が不適切と指摘した。 

七生養護学校に関しては裁判が実施され、2013

年に高裁が教育内容への政治介入は「不当な支配」

とし学校側が勝訴した。本来、性教育に政治が介

入するのは教育の中立性の観点から不自然と思わ

れるがその後も政治が介入している現状がある。

3.研究方法 

ある地域の国会議員 14名に郵送、Fax 併用でま

たは連絡のあった人にはメールで自由記述方式の

アンケート調査を7月21日～8月31日に行った。

匿名を条件にアンケートを実施し、回答してもら

ったため、地域名はふせる。14 の配布数に対し、

回答用紙が戻ってきたのは 6、そのうちの自民党

の 1人は「無回答」との回答で白紙での返却であ

り実質 1人の回答となる。 
表 1 政党の配布数と回答数 

 

アンケートの質問内容は大

問 3問で次の通りである。 

 
 

①性教育のあり方に対する考え 

②日本と国際水準との乖離に対する考え 

 特にここでは、国際水準と乖離していると指摘

されている３つに関する意見を求めた。1つ目は、
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「歯止め規定」で、学習指導要領で例えば中学校

では「妊娠の経過」は取り扱わないなどと規定し

ていることであり、CSE 推進の障害になっている

とされるものである。2つ目の「生命の安全教育」

は、2020 年以降、性暴力、性犯罪対策として義務

教育で実施されるようになったものであるが、国

際的な流れにある「性をポジティブにとらえる」

という点とは異なり、狭い範囲のものである。3つ

目の「避妊具や緊急避妊ピルへのアクセス」につ

いては、すでに多くの国で安価もしくは無料でア

クセスできる環境にあるが、日本ではそうではな

い状況にある。 

③性教育に対する政治の影響についての考え 

4.分析結果 

自由記述に対して文意を変えることなく、下記表

のとおり、概念化した。結果は次の通りである。 
表 2 アンケート調査の結果 

①性教育のあり方に対する考え 

・CSEに対する考え 

立憲、共産に推進に賛成だが、自民は教育現場に

課題があるため、推進ができないという立場のよ

うである。 

・日本の性教育の目的として大切にすべきこと 

野党からは、「リプロダクティブヘルス・ライツ」

「人権」など CSE のキーワードが強調されている

が、自民は「正しい性の理解」と表現されている。

自民の記述から 3か所この表現があり、規範性を

伴ったものに読め、曖昧な表現となっている。 

②日本と国際水準との乖離に対する考え 

・歯止め規定について 

自民や立憲 Aでは、「慎重に進めるべき」「議論す

べき」など、利害関係者等の他者を意識した回答

となっている。共産は CSE に合わせなくすべきと

の立場である。 

・生命の安全教育への評価 

自民が評価している一方で、立憲はそこからの発

展を求めている。共産からは世界の包括的性教育

とは異なるものとの明確な言及がある。 

・避妊具や緊急避妊ピルについて 

自民は「慎重に」とし、やはり利害関係者が背後

にあることを示唆した表現になっている。共産党、

立憲 Bは肯定的であるが、立憲 Aは相談や支援に

とどめている。 

③性教育に対する政治の影響についての考え 

今回共産 Bの記述が非常に長く、過去から現在

までの歴史状況を述べつつ与党への批判がなさ

れていた。他方で、自民は「過去の経緯にとら

われることなく」と対照的表現であった。 
5.考察と政策提言 

 CSE は「人権」という立場から推進されており、

本来は政党の立場に関わらず、協働し課題を解決

しつつ推進した方が多くの人達の人権が保障され

幸福につながると考えられる。しかし、与党側か

らの返答は自民 1人しかなく、しかも「慎重に」

という言葉が 3回使用されるなど消極的立場であ

ることが示された。またバックラッシュに対する

共産からの与党批判が明確に見られ、自民、共産

で対照的な意見になっている。推進しない理由の

存在よりも「政治的対立」や「利害関係者」の存

在が推進をとどめていることが記述全体から見え

てきた。これらのことを踏まえ大きく 3つの打開

策を提言する。 

⑴ CSE の効果の教育現場等からの発信 

学習指導要領を超えたとしても CSE に基づく性教

育のモデル授業を実践し、その評価を積み上げて

いくことである。実際にある東京の中学校では産

婦人科医によるモデル授業を実施し高評価を受け

ている。Youtube でも CSE に基づく性教育を発信

している人が多くの支持を受けている。特に教育

機関で、歯止め規定にこだわらない先進事例の効

果の発信は波及効果があり、CSE 推進のための地

固めになると思われる。 

⑵ CSE 推進の「公共圏」の創出 

「政治無関心層」や「投票の多い中高年層」にお

いて CSEに賛同できる潜在者が CSE を推進する立

候補者に投票できるように SNS、メディアを中心

とする「公共圏」を作り情報発信をする。CSE の推

進に賛同する市民団体、研究者、研究機関の活動

等も「公共圏」で発信してもらい実際の行動にも

つなげ CSE 政策が国会で通るようにする。 

⑶ CSE を推進する政治家の育成や進出 

CSE の推進やジェンダー平等を公約にする政治家

をクラウドファンディングなどで財政的支援し、

送り込むことである。現実に実施されているが政

治塾やプロジェクトを立ち上げ、女性政治家など

を育成し、国会に進出させ CSE 導入を実現させる

ことである。 
参考文献 

猪瀬優理. (2008). 性教育をめぐる政治と文化. 北
海道大学文学研究科紀要, 125, 135-左. 

自由民主党 立憲民主党A 立憲民主党B 日本共産党A 日本共産党B

包括的性教育に対する
考え

実際の教育現場に
様々な課題が多く、
慎重に議論。

推進するべき。
年齢に応じて早期か
ら行うべき。

国際水準に合わせた
包括的性教育の導入
が必要。

世界水準の包括的性教
育が必要。

日本の性教育の目的と
して大切にすべきこと

今の時代に即した正
しい性の理解。

性に関する正しい知
識を学び、性の自己
決定ができること。

・「リプロダクティ
ブ・ヘルス/ライ
ツ」の理解。
・人権尊重

・「リプロダクティ
ブ・ヘルス/ライ
ツ」の保障。
・人権尊重。

・人権尊重

歯止め規定

国際セクシュアリ
ティ教育ガイダンス
に沿って正しく理解
を深めていくべきだ
が、様々な課題があ
るため、慎重に進め
るべき。

女性が不利益を被る
ことのないように
歯止め規定を再考す
べきとの有識者の意
見を受け止め、環境
整備に向け議論すべ
き。

・一定の配慮のもと
で自らの身体に関す
る理解の推進を図る
べき。

・なくすべき。

・なくすべき。学習指
導要領が性教育の足か
せになっていることを
政府は認識すべき。

生命の安全教育の評価 評価する。

推進発展させていく
ことに賛同。
包括的性教育を推進
するべき。

実施を通じて、包括
的性教育の実施につ
なげるべき。

不十分。生命の安全
教育は包括的教育と
は異なるもの。

実践的で大切な内容。
進んで積極的で肯定的
に捉えた教育へ充実・
前進させるべき。

避妊具や緊急避妊ピル
へのアクセス

慎重に議論を重ねる
べき。

自己決定のための知
識を深めさせ、性に
関わる相談に乗る取
り組みを進めるべ
き。

・性に関わる相談に
乗るべき。
・包括的な支援の提
供が必要。

実現すべき。

・実現すべき。
・中絶薬を安価で入手
しやすくし、中絶医療
を国際水準まで高める
べき。

過去の経緯にとらわ
れないで、今後につ
いて慎重に議論。

・「政治」が自己決
定のため、正しい知
識を得ることを妨げ
てはならない。
・包括性教育の推進
と学校での教育が必
要。

・政治が性教育を委
縮させた。
・包括的性教育など
が必要であり政治は
責任を果たすべき。

その通りだと思う。

・自民党が発足させた
「過激な性教育」調査
プロジェクトチームに
より、性教育を妨害し
た過去があり、政治の
責任は重大。・現在も
首相が党の質問に対
し、「学習指導要領」
に基づき指導し、包括
的性教育の導入に反対
と答弁している

③性教育に対する政治の影響についての考え

②日本と国際水準との乖離に
対する考え
・歯止め規定

・生命の安全教育の評価
・避妊具や緊急避妊ピルへの

アクセス

①日本の性教育のあり方に対
する考え
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京都駅におけるソフト面からのバリアフリー 
‐障がい者視点からの動画埋め込み型マップ Guide for You & I の提案‐ 
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（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：ソフト面のバリアフリー、京都駅、動画埋め込み型マップ 

 

1. はじめに 

日本では、1970 年に心身障害者対策基本法、

1993 年に障害者基本法、2000 年に交通バリアフリ

ー法、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律が施行され、2006年にはハートビル法と交通

バリアフリー法を統合・拡充したバリアフリー新

法が策定された。京都市でも 2002 年に高齢者や身

体に障害のある方などが安全に移動できる交通環

境を整えるため、京都市交通バリアフリー全体構

想を策定した。しかしながら、バリアフリー施策

は、段差解消やエレベーター設置等のハード面の

整備が依然中心であり、一般にバリアフリーとい

う場合にはみなハードを想起するのが現状である。

ところが、いくらハードが整っていてもソフトが

適切に機能しなければハードの利用は円滑になさ

れない。このような問題関心から、本研究では、

京都駅を対象に、誰もが知るバリアフリーについ

て現状をアンケートやインタビューで再点検し、

障がい者視点からの動画埋め込み型マップの有効

性を検証することを目的とする。 

 

2．京都駅のバリアフリーの再点検 

2.1. アンケート調査 

京都市の玄関口である京都駅は、バリアフリー

移動等円滑化基本構想で重点地区に設定されてお

り、駅、自由通路、駅前広場や駅周辺の道路など

のバリアフリー化を重点的、一体的に推進してい

くための基本的事項を定めている。そもそもバリ

アフリーとは、生活の中で不便を感じること、様々

な活動をしようとする際に障壁になっているバリ

アを解消することを指す。バリアには、①物理的

バリア、②制度的なバリア、③文化・情報面での

バリア、④意識上のバリアに区分することができ

る。①物理的なバリアは、バリアフリーのハード

面に関するもので、法律や条例の制定に伴い進展

してきている。京都駅でも、エレベーター・エス

カレーター・点字ブロック・点状ブロック・昇降

機・多機能トイレ・多機能インターホン・ホーム

ドア・スロープなど、さまざまなハード面の設備

が整っている。一方で、ソフト面に関する取り組

みは、視覚障害者や車椅子利用者に対する声かけ、

移動の補助、交通サポートマネージャーとして認

定された駅係員の配置、障害のある方の特性など

をふまえた「お客様接遇マニュアル」の作成およ

び教育・研修の実施等であり、駅係員の介助が主

であった。ソフト面からのバリアフリーを促進す

るためには、駅係員による手助けだけでなく、意

識上のバリアの解消につながるような一般の利用

者の行動も重要な要素となる。そこで、駅利用時

のバリアフリーに対する意識調査を行った（対象：

368 名、10 月 18日～19 日実施）。 

結果、「駅にいる身体障がい者の方を意識したこ

とはあるか」、「困っている身体障がい者の方を駅

で見かけたら手助けをしようと思うか」という質

問に対して 9割近くが肯定的な回答である一方、

駅での障がい者への手助けの経験は３割弱にとど

まり、７割が経験なしであった。手助けの気持ち

はあっても率先して手助けするまでの心理的ハー

ドルが日本人にはまだ高い状況がわかる。 

 

2.2. インタビュー調査 

 さらに深掘りするために、実際に京都駅を利用

する障がい者（視覚障がい者、聴覚障がい者、肢

体不自由者）に対して京都駅構内のバリアフリー

に関する問題についてインタビュー調査を実施し、

以下の回答が得られた。 
表 1 インタビューの結果概要 

①視覚障がい者 

・ハード面にはある程度満足している 

・駅係員に頼ることがすべてであるため、人件費を拡大して介

助する駅員を増やしてほしい 

②聴覚障がい者 

・障がい者に対する配慮がなされない対応に困惑する 

・最近は Twitter や駅構内の文字掲示板で情報を得ることが

できるため、普通に駅を利用する分には困ることは特にない 

③肢体不自由者 

・駅で一般の利用客に助けを求めて断られたことはないが、歩

きスマホをしている人には事故の危険性があることを理解

ほしい 

・普段あまり利用しないため、現在ある表示だけではエレベー

ターの位置がわかりにくい 

・エレベーターや多機能トイレの位置がすぐにわかるような

マップがない 
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以上のように、意識上のバリアへの不満だけで

なく、文化・情報面でのバリアとして、表示不足

や案内不足を強く問題視していることが明らかに

なった。JR西日本による啓発活動や小中学校での

福祉教育などもなされているが、意識上のバリア

解消の効果が現れるまでには時間がかかる。一方、

先述のとおりアンケートでは自発的手助けの低い

実施率が明らかになったが、一般利用客への手助

け依存でなく、駅を利用する障がい者の行動の自

由度を拡げる情報面でのバリア解消が必要である。

こうしたことから Guide for You & I を提言する。 

 

3． Guide for You & I 
交通バリアフリー基準（2018 年改正）に基づ

くバリアフリールートの複数化と乗り継ぎの円滑

化に対応した JRのマップが作成されているもの

の、京都駅構内は非常に複雑でマップが利用者視

点になっていないためインタビューではほとんど

の障がい者が見にくいと述べていた。本研究で提

案する Guide for You & I は、各番線と紐づいた

QR コードを読み取り動画を表示し、エレベータ

ーや改札口等の位置を字幕と音声で紹介しつつ、

バリアフリールートを表示する障がい者目線の動

画埋め込み型マップである。京都駅には紙媒体で

配置し京都市や JR の HP でも掲載する（図 1）。 

視覚障がい者は駅員の手助けを基本とし、聴覚

障がい者は困ることが少ないというのがインタビ

ューの結果であった。このため、本提言の主たる

対象は肢体不自由者とし、車いす利用の視点から

目的地までの障壁や回避ルートが手にとるように

わかる動画とした。また、車いす利用時に両手が

ふさがり画面を見ることができなくても利用でき

るよう音声案内を付けた。当マップは、障がい者

の自由な行動の支援、手助けする人が容易にマッ

プで案内できること、配慮がなされた駅をもつ京

都市民の誇りを喚起するというメリットがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 Guide for You & I 

 

4． Guide for You & I の有効性の検証 

4.1. 比較評価アンケート 

JR 提供の構内図と Guide for You & Iの比較

評価アンケートを実施した(期間：10月 21日～

24 日、対象：肢体不自由者＋その他)。Guide 

for You & I を既存のものと比較してわかりやす

さは５点満点中 3.9、使用したいという人は 3.8

と高い評価が得られた。なお、回帰分析を行った

ところ、理解しやすさや使用ニーズに対して年

齢、性別、京都市民、ルート利用有無は有意な影

響がなかったため、これらの属性とは関係なく、

マップへの高評価が得られているといえる。 

 

4.2. 実地体験インタビュー 

京都市肢体不自由者協会の協力のもと 10月 20

日に京都駅にて、従来のマップと Guide for You 

& I を用いて指定場所までの移動の実地体験を行

ってもらいインタビューで評価してもらった。結

果は、京都駅をあまり利用しない人において本マ

ップの有効性が非常に高く評価された。特に在来

線 2～10 番線に行く際にエレベーターが見つけに

くい現状があるが、動画では目印を確認でき、見

つけやすいと好評であった。 

10 月 22日には、車いす利用の同志社大学生・

大学院生に対してインタビューを実施し、あらか

じめバリアフリールートを正確に確認できる、床

の表示も確認できる、複数の駅係員に質問するこ

となくマップを用いて目的地までスムーズに移動

できるとたいへん好評であった。 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 京都駅での調査のようす 

 

5． 課題と展望 

 動画埋め込み型マップは、目的地まで迷うこと

なくスムーズな自立的移動を可能とするソフト面

でのバリアフリーを促進するもので、情報バリア

の解消を通じて、エレベーターや段差といったハ

ード面のバリアフリーがようやく機能すると理解

できる。本政策の実施にかかる予算は、動画作成

費や印刷費などを含め、数十万円で可能であり、

京都市の職員が内製化することも可能と考える。 

高齢者がスマートフォンの扱いが困難という課

題もあげられるが、はじめに操作方法を支援すれ

ば対応できると思われる。以上、Guide for You 

& I はソフト面のバリアフリー化を推進し、駅を

はじめとした京都の公共空間をすべての人が快適

に過ごせる場所にするものと考える。 

 
参考文献 

・高橋儀平（2020）．「日本におけるバリアフリーの歴史」

『日本義肢装具学会誌』36(1)、p.62-67. 

・JR西日本おでかけネット 京都駅構内図 

(https://www.jr-odekake.net/eki/img/premises/0610116_edb9d660-

651d-4a9a-a06c-4c450609edf1.pdf)2022 年 10月 20日アクセス 

各番線への 
ルートごとに QR
コードで動画確認 
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歩行者を事故から守る 
 

龍谷大学政策学部石原ゼミナール「交通事故対策班」 

池成 大聖（Ikenari Taisei）・○小林 優樹（Kobayashi Yuki）・丸茂 大悟（Marumo  

Daigo）・高橋 美結(Takahashi Miyu)・餅原 彩(Mochihara Aya) 

（龍谷大学政策学部政策学科） 
キーワード：歩行者、交通、交通事故 

   

1. 研究の背景・目的 

近年、子どもや高齢者等歩行者が犠牲になる交

通事故が目立つ。表 1は、京都府警察交通事故発

生状況(令和 3年中) である。これによると、京都

府内における交通事故の発生件数は、令和元年が

5,183 件、令和 2年が 4,118 件、令和 3年が 3,859

件と年々減少している。また、死者数は、令和元

年が 55 人、令和 2 年が 49 人、令和 3 年が 51 人

と横ばいである。このことから交通事故の発生件

数が減少しているにも関わらず、死者数は減少し

ていないのが現状である。 

また、図 1 は京都府警察交通事故発生状況(令

和 3年中)の状態別死者数である。これによると、

令和 2年、令和 3年ともに歩行中が最も多いこと

が分かる。 

 私たちは、道路形状においては交差点と横断歩

道がある場所、気象要因においては雨の日、用途

地域においては住宅地で交通事故が多いのではな

いかと仮説を立てた。その仮説のもと、歩行者を

守り、交通事故による被害を最小にすることを目

的として道路形状や気象要因、用途地域に焦点を

当て調査を行い、交通事故の被害を減らすための

政策提案を行う。 

 
表 1 京都府警察交通事故発生状況(令和 3年中) 

 
（京都府内の発生状況より作成） 

 

 
図 1 京都府警察交通事故発生状況(令和 3年中) 

（状態別死者数より作成） 

  

2. 研究の方法 

京都府警察犯罪・交通事故情報マップを用いて

分析を行った。私たちは負傷事故も死亡事故にな

りかねないと考え、調査対象を死亡事故と負傷事

故とした。期間は 2021 年 9 月 1 日から 2022 年 9

月 1日までとした。分析する範囲は我々の通う龍

谷大学が位置する京都市伏見区とし、それぞれの

事故地点の特徴についてストリートビューを用い

て確認を行った。 

 気象要因については、気象庁の過去の気象デー

タを用いて同期間の天気を調べる。天気は、晴れ、

曇り(雨)、曇り(晴)、雨、みぞれ(雪)の 5つに分

類した。 

 用途地域については、京都市計画情報等検索ポ

ータルサイトを用いてそれぞれの事故地点と重ね

合わせ、第 1種第 2種低層住居専用地域、中高層

住居専用地域、住居地域を住宅街、近隣商業地域、

商業地域を商業地域、準工業地域、工業地域、工

業専用地域を工業地域と定義し調査を行った。 

 

3. 研究結果 

3.1 道路形状 

 調査対象期間内に伏見区で起こった死亡事故と

負傷事故は 83 件あった。図 2 は仮説ごとに事故

件数をまとめたものである。その結果、伏見区で

は交差点の手前での交通事故が一番多く発生して

いることがわかった。横断歩道の有無については、

横断歩道がある場所での歩行者事故が多いという

ことがわかった。 

 

 
図 2 京都市伏見区事故件数（総数 83件） 

 

区分/年別 令和元年 令和２年 令和３年                 前年比

発生件数 5,183 4,118 3,859 -259 -6.30%

死者数 55 49 51 2 4.10%

負傷者数 6,071 4,699 4,408 -291 -6.20%
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3.2 気象要因 

気象要因を調査した結果、2021 年 9月 1日から

2022年 9月1日の間で歩行者の関係した事故で曇

り(雨)、雨、みぞれ(雪)の雨の降った事故数を抽

出した。伏見区のこの期間の歩行者事故総数が 83

件なのに対し、雨が降った日は 48 件であり約 58%

に相当する。大阪管区気象台による京都市の平均

1年間での雨の日数が40％前後であることを考え

ると雨が降った曇り(雨)、雨、みぞれ(雪)の日の

方が事故の発生が多いということが分かった。 

 

3.3 用途地域 

 用途地域を調査した結果、伏見区全体 83 件の

内、住居地域は 43 件(51％)、商業地域は 24 件

(28％)、工業地域は 12 件(14％)であった。この結

果から、交通事故が起こる場所は住居地域が半数

を占めているということが分かった。 

 

4. 今後に向けての政策提案 

調査分析により、交差点の手前かつ横断歩道で

の事故が多いということがわかった。そのため、

横断歩道付近での車のスピードを減少させること

が有効であると考える。その方法として以下を挙

げる。 

 

4.1 スピードバンプ 

 横断歩道付近において、走行中の自動車の速度

を減速させるために、横断歩道の手前にスピード

バンプを設置することが有効であると考える。住

宅街が半数を占める伏見区では、住宅街ある交差

点の手前や、横断歩道のある道路に設置するべき

である。事故の多い地点の横断歩道にスピードバ

ンプを設置することによって、横断歩道付近の歩

行者事故を減少させることに繋がると考える。 

 

4.2 3D 横断歩道 

 横断歩道付近での歩行者事故減少を促す手段と

して、もう一つあげられるのが 3D 横断歩道であ

る。3D 横断歩道とは、トリックアートを用いた立

体的に見える横断歩道のことである。(京都産業大

学 2021) 実際、海外で交通事故が多発する街で

横断歩道を3Dで描いたところ平均車速 30km/h ま

で下がったという報告がある。（Soumya Pillai 

2016）このことから伏見区内の住宅街などで、こ

の 3D 横断歩道を用いることにより、歩行者事故

の減少を期待することができると考える。 

 

4.3 道路鋲 

 横断歩道の視認性を上げることも重要である。

横断歩道を自動車等に認識させるため道路鋲を設

置することが有効だと考える。道路鋲とは、交差

点などの視認性を高めるため、路面に埋め込む金

属製の鋲の事である。これを利用して雨の日や夜

間の事故の減少を目的とする。 

 

5. おわりに 

 横断歩道付近の交通事故を減少させることを目

的とした、スピードバンプ、3D横断歩道、及び道

路鋲は、歩行者事故減少への大きな要因になると

考えられる。また、いずれの政策提案も単発的に

取り組むのではなく、全てを総合的に取り組むこ

とで交通事故の被害を減らすことが出来ると考え

ている。今後更に横断歩道付近の事故減少に様々

な手段で取り組むことによって、事故の減少、負

傷者の減少につながることを期待する。 
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京都府北部の医師偏在について 
‐中丹医療圏に適した医師の確保‐ 

 

福知山公立大学岡本ゼミ 

○前嶋亮汰（Maeshima Ryota）・芦田潤稀（Ashida Mitsuki）・淡島美千花（Awashima 

Michika）・扇田柚佳（Ogida Yuzuka）・佐藤藍（Sato Ai）・服部純平（Hattori 

Junpe）・古牧拓己（Furumaki Takumi） 

（福知山公立大学地域経営学部医療福祉経営学科） 

キーワード：医師偏在、京都府北部、医師確保 

 

1. はじめに 

京都府の医師数は令和 2年度医師・歯科医師・

薬剤師統計によると全国 2位である。しかし、京

都市内に医師が集中しており、北部地域など京都

市から離れている地域は医師不足が問題になって

いる。 

そこで本研究では、京都府内の医師数の現状を

明らかにする。その後、医師偏在対策の取り組み

の事例を調べ、京都府中丹医療圏に合った医師偏

在の対策を提言する。 

2. 医師数と偏在について 

2.1 全国と京都府の医師数について 

まず、全国と京都府の医師数を比較する。ここ

では、比較をするにあたって人口の大小の影響を

除外して考えるために人口 10 万人あたりの医師

の人数をデータとして用いる。厚生労働省から出

ている令和 2年医師・歯科医師・薬剤師統計によ

ると、表のような結果になった。京都府の医師数

は全国平均に比べて大きく上回っていることが分

かる。 

 10 万人対医師数（人） 

全国平均 256.6 

京都府 332.6 

 

2.2 京都府内の二次医療圏の医師数について 

2020 年医師・歯科医師・薬剤師調査と総務省統

計局人口動態統計調査を用い、診療科ごとの医師

数と、母集団の影響を取り除くため人口十万対医

師数を用い、偏在地域を調査した。 

京都府二次医療圏別比較では、京都・乙訓医療

圏への医師の偏在が顕著であった。京都・乙訓医

療圏における医師の総数は、京都府全体の約 77％

にあたる 6631 人が従事していた。人口十万対医師

数では、京都・乙訓医療圏が最も多く 423.87 であ

った。次点の中丹医療圏は、223.43 であるから、

他の地域の 2倍ほどの差をつけており、京都府中

心部への医師の偏在が極端であった。 

診療科ごとの人口十万対医師数でこの傾向が特

に顕著であったのは、脳神経内科と産婦人科であ

った。脳神経内科は、全国平均は 6.2、京都・乙訓

医療圏が 15.02、中丹医療圏が 4.15。産婦人科は、

全国平均は 9.1 京都・乙訓医療圏が 13.62、中丹

医療圏が 8.29 と、大きな差をつけていた。 

2.3 中丹医療圏内の市町ごとの医師数につい

て 

 中丹医療圏内自治体比較では、人口十万対医師

数において医師の総数では、大きな差はみられな

かったものの、診療科ごとの対十万人医師数では、

各市の間に差が生じていた。産婦人科では、綾部

市が 15.05 と比較的多く、放射線科では福知山市

が 10.29 となっていた。また、福知山市で、脳神

経内科に従事していると答えた医師はいなかった。 

3. 医師確保の事例 

3.1 京都府確保計画 

京都府医師確保計画によると、産科・小児科の

医師確保の取り組みとして、初期臨床研修医を確

保することがあげられる。臨床研修後に京都府で

不足する診療科への就業を促進するために、小児

科・産婦人科等に重点をおいた臨床研修プログラ

ムの充実が図られている。京都府内では、29の臨

床研修病院がある。臨床研修病院には、基幹型臨

床研修病院と協力型臨床研修病院という 2 種類に

分けられる。基幹型臨床研修病院とは、厚生労働

省の定める基準を満たすことで、独自の研修プロ

グラムを作成し、研修医の指導を行う病院のこと

である。一方、協力型臨床研修病院とは、基幹型

臨床研修病院の研修プログラムの一部を担当する

病院のことである。 

また、その他の取組として、周産期医療情報シ

ステムの活用があげられる。周産期医療情報シス

テムとは、安定した受入体制を確保するため、各

センターの周産期医療に関する診療科別医師の存

否及び勤務状況や空床状況等受入体制に関する最

新の情報をネットワーク内で常に共有できるよう

にするためのシステムである。このシステムによ

り、各市町村の保健師と産科医療機関が妊娠中の

異常や産後うつ病・育児不安の情報をやり取りで

きるようになるため、必要な時期に悩みの相談な

どの保健指導を受けることが可能となる。その他

にも、受診前に患者情報を把握できるため、早期

に高度な医療が受けられるようになる。 
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3.2 中北部医師確保緊急対策 

「中北部医師確保緊急対策事業」は平成 30 

年度から開始された新専門医制度に対応して、

医師確保困難地域の専攻医及び専攻医を配置す

る基幹施設を支援することで、地域偏在の是正

を図る。新専門医制度とは、国民に広く良質な

医療を提供し、育成される医師のキャリア形成

支援も重視すべく平成 30 年 4 月に導入された

制度である。 新専門医制度では、初期臨床研修

が終了した医師は原則的に内科や外科など 19

領域の「基本領域」の専攻医となり、3 年間所

定の研修を受けて専門医資格を取得できる。 

「中北部医師確保緊急対策事業」のおもな事

業内容は、地域医療確保・新専攻医研修支援事

業と地域医療貢献型・新専門研修プログラム支

援事業の大きく分けて 2つである。 

1 つ目の地域医療確保・新専攻医研修支援事

業は、医師確保困難地域の医療施設で勤務する

専攻医の研修環境向上を図るため、研修費を支

援するものである。医師確保困難地域の医療施

設とは、京丹後市、宮津市、伊根町、与謝野町、

舞鶴市、福知山市、綾部市に所在する医療機関、 

国保京丹波町病院、美山診療所のことである。

対象経費は、研修用材料及び消耗品や専門図書

類の購入経費、論文掲載料、専門医資格取得に

係る経費、学会等参加旅費及び経費などである。 

2 つ目の地域医療貢献型・新専門研修プログ

ラム支援事業は、専門医制度における対象プロ

グラムにおいて基幹施設の指導医等が行う、連

携施設での研修を充実させるために必要な取組

を支援するものである。対象プログラムの要件

は、重点領域（内科、救急科、総合診療科、外

科、小児科、産婦人科、整形外科、脳神経外科、

リハビリテーション科､その他知事が必要と認

めた領域）のプログラムであることと、専攻医

を通年で医師確保困難地域の連携施設に配置す

るプログラムであること（大学が基幹施設のも

のを除く）である。医師確保困難地域の連携施

設とは、京丹後市、宮津市、伊根町、与謝野町、

舞鶴市、福知山市、綾部市に所在する医療機関、

国保京丹波町病院、美山診療所のことである。

主に支援される経費は、専門研修指導医資格取

得・更新に係る費用（学会等参加旅費や経費、

論文掲載料等）。プログラム管理・指導経費（専

門研修プログラム統括責任者、専門研修指導医、

事務員に係る人件費、報償費、医師確保困難地

域の連携施設までの旅費）などである。 

「京都府地域医療確保奨学金制度」は、地域

医療を担う医師を確保するため、府内の医師が

不足する地域にある医療機関で医師として働く

意思のある人に対して、奨学金を貸与する制度

である。府が定める期間、対象医療機関で働く

ことにより、奨学金とその利息の返還が免除さ

れる。対象者は、専門研修医・臨床研修医・大

学院生・大学生であり、貸与額は月額 15 万円 

（年額 180 万円）である。特定診療科（産婦人

科、小児科、小児外科）の診療従事者等は月額

5 万円の加算を申請することができる。利率は

年 10％である。貸与終了後直ちに（在学・臨床

研修期間を除く）「地域医療機関」において貸与

期間と同じ期間を勤務した場合、奨学金とその

利息の返還が免除される。 
4. 提言 

 中丹医療圏の、人口十万対産婦人科医数は、

全国平均と比較するとやや下回っているものの差

は少ない。そのため、医師確保対策は産科・小児

科を中心に行われているが、中丹医療圏の医師確

保において重要ではあるが最優先の診療科ではな

いと考えられる。大きな偏差の見られた脳神経内

科の医師確保をした上で周産期に係る活動を行う

方がよいと提言する。 
5. おわりに 

京都府は、都道府県単位でみると医師の多い地

域である。しかし、京都市に医師が集中している

現状にある。医師確保において周産期に係る診療

科が重視されているが、各二次医療圏においてど

の医師が不足しているか考え、二次医療圏ごとで

も対策を考えることが医師確保において重要であ

ると考える。 
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糸だけじゃない。 
―「食」から考える養蚕業― 

 

京都産業大学経済学部イケダゼミ 養蚕チーム 

○森永康平（Kohei Morinaga）・福井啓介（Keisuke Fukui） 

・山崎晃笙（Koki Yamazaki） 

（京都産業大学経済学部経済学科） 

キーワード：養蚕業、昆虫食、実体験型学習 

 

Ⅰ．はじめに 
 養蚕業は昭和初期まで日本の基幹産業であっ
たが京都新聞 2021 年 9月 28 日「養蚕農家 0
軒、若手有志が継承を模索 京都・福知山、引
退農家らから学ぶ」によると、京都市の専業養
蚕農家は 0件となったと紹介されている。 
 一方、近年は蚕や他の昆虫類の細胞培養技術が
急速に進展し、食品やバイオテクノロジーなどの
素材として世界的に数々の大学やベンチャー企
業などが研究開発を取り組んでいる。本稿では養
蚕を地域で活用する方法を学び、意識改革のため
の学習機会の創出を検証する。 
 
Ⅱ．先行研究 
 養蚕から昆虫食への展開は 2013 年に国際連合
食料農業機関が発表した Edible insects レポー
トに影響されている。 
 近い将来、世界の肉の全体消費量が現在の 2
倍になるといわれており、地球規模でタンパク
質の供給不足が懸念されている。こうした世界
的問題の中で私たちは環境負担が少なく、量産
化が簡単な代替タンパク質食品としての昆虫食
に注目している。蚕を使用した昆虫食に可能性
があると考えているのは、蚕の栄養価が優れて
いることが先行研究からわかっているからであ
る。水野（2016）「現代の昆虫食の価値：ヨー
ロッパおよび日本を事例に」によると、昆虫食
で最も知られているコオロギの栄養価よりも、
蚕の方がタンパク質、脂質ともに高いことが明
らかになった。落合（2022）「食用昆虫の油脂
と期待される栄養生理機能」によると産業廃棄
物とされてきた蚕サナギを油脂の供給源として
食品や飼料に活用できれば、持続可能な食品産
業に寄与することが期待されるとしている。ま
た、食用昆虫には抗酸化の向上も期待されるた
め、油脂の供給元だけでなく、それ以外の付加
価値の創出にも期待できると発表している。 
蚕の研究の第一人者である信州大学の塩見邦博
教授が NHK（2022）のインタビューで長野県の養
蚕農家が途絶えてしまう危機に指摘し、蚕を地
域資源として活用することで養蚕以外に価値を
生み出すために県外ベンチャーバイオテック企
業の MORUS 株式会社と協力協定を結んだと発表
していた。 
 養蚕や昆虫食に対する意識改革には教育の役
割は重要であると考える。実体験を取り入れた授

業作りの事例では、多由（2013）「図画工作科に
おける実体験を取り入れた授業づくり 一児童の
創造力の育成をめざしてー」では、実際に体験す
ることは児童にとって学びが身近なものになり、
自主的な行動が見られると記述している。 
 
 Ⅲ．研究調査方法と分析 
 養蚕業に関する現状課題を把握するために亀
岡市で養蚕業に取り組んでいる「織道楽塩谷
屋」にフィールドワークを計 2回行い、また京
都府蚕糸同好会今川会長と、福知山市在住元養
蚕家桐村氏、京都府福知山市役所にもヒアリン
グ調査を実施した。 
 それらの調査結果から、4つの問題があること
がわかった。①労力と対価が見合わないことに
よる養蚕業の担い手不足②国産絹糸の品質の認
知不足③農家の生産技術継承の難しさ④養蚕業
に関する消費者側の認識低下及び学習機会が少
ないことの 4 点である。 
 さらに、養蚕業や昆虫食へのイメージ把握を
目的に、10 代から 70 代を対象に Google Forms
や SNS を活用し、スノーボール・サンプリング
においてアンケート調査を実施した。なお、調
査期間は 2022 年 7月 26 日から同年 8月 26 日で
ある。 
【アンケート結果 】 
 有効対象者数は、217 名（男性 90 名（41.5%）
女性 126 名（58.1%）その他 1 名（0.04%））で
あった。年齢構成は 10代が 16.5%、20 代が
55%、30 代が 2.8%、40 代が 5.5%、50 代が
8.7%、60 代が 6.4%、70 代以上が 5%であった。
昆虫食に関する設問に対して、「イメージが良
い」と回答した割合は 40.1%、その内、「今後の
食料解決策として」とコメントが付与さらてる

ものが 67.8%を
占める。反対
に、「イメージ
が悪い」と回答
した割合は
59.9%、その
内、「見た目が
悪いから」とコ
メントが付与さ
らてるものが
70.8%を占め
た。また昆虫食
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に使用される原材料に関する設問に対する有効
回答数 160 件のうち「昆虫食としての蚕」を知
っている回答者は 27.5%であった。 次に昆虫食
に求めるものに関する設問の回答は、「美味し
いこと」が 72.4%、「見た目が良いこと」が
64.1%、「衛生管理がしっかりしていること」が
47%であった。そして「需要が低下し衰退傾向に
ある日本の伝統産業は、補助金などで支援し存
続させるべきである」の設問に対して 75.6%が
「賛成」と回答した。 
【アンケート考察】 

昆虫食へのイメージは約 6 割の回答者が悪い
と回答しているが、その理由の約 7割が「見た
目が悪いこと」が原因と回答しているため昆虫
食を視覚情報だけで認知しているのではないか
と考える。それに対して、昆虫食のイメージが
良いと回答した理由は、「今後の食料解決策と
して」が約 7割を占めているため視覚的な情報
ではなく、昆虫食の内在的なメリットに注目し
ているのではないかと考える。 

そして、「需要が低下し衰退傾向にある日本
の伝統産業は、補助金などで支援し存続させる
べきである」の設問に対して 75.6%が「賛成」と
回答しているということは、日本の伝統産業に
保全意識があることがアンケート調査から明ら
かになった。 
 
Ⅳ．実践：昆虫食への偏見を克服するために
「美味昆虫食パン」試作に挑戦  
 蚕を使用した昆虫食を販売している株式会社
エリー代表梶栗隆弘氏にインタビューを行っ
た。昆虫食のメリットは数多くあるが、食品と
して消費者に前向きに受け入れてもらうため、
エリー株式会社で重要視しているのは「おいし
さ」である。そこで、昆虫食のイメージを良く
するため、私達は日本国内で市販されている食
用蚕粉末を使用し、ウェブで公開されている

「災害時の非常
食・乾パン」のレ
シピをもとに乾パ
ン試作に挑戦し
た。 
試作した乾パンの
味について、作成
に参加した 4 名
は「かなり美味

しいと感じた」が 1
票、「美味しいと
感じた」が 3 票で
あった。その結果
から、私たちは糸
としての養蚕業で
はなく、美味しさ

からくる新たな養蚕の
活用法に注目した。 

 
Ⅴ．政策提言  
 養蚕の将来性を理解するためには、地域資源
としての養蚕や蚕、関連製品を地域住民への理
解が必要であると考える。 

京都市の小学校 154校の家庭科の授業に体験
学習活動を行い、家庭科の調理実習で「ものづ
くり・試食コーナー」を設け、小学生が食用蚕
の粉末を使った簡単な料理を作り、味わって楽
しむことは、子どもの頃の意識改革や新しい視
点の育成、または家庭での意識改革に有益であ
ると考えられる。そして、養蚕業について講義
型授業を用いて児童に養蚕業の現在おかれてい
る現状と将来の成長性について「食」の視点を
通して学習してもらう。 

これは養蚕から将来の成長性を引き出し、地
域活性化のインパクトにつながる活動であると
考える。またタンパク質の供給不足問題に直面
するであろう世代に蚕を使用した食品および健
康品として利用する際の安全性に対する消費者
の「信頼」につなげる。 

このように、地域の産業で出た蚕サナギのよ
うな未使用の資源を活用することは、養蚕業だ
けでなく日本の伝統産業にも技術開発及び地域
産業化への可能性を大きく膨らませるものであ
る。様々な課題があるが、今後養蚕業の「糸だ
けじゃない」の意識改革が必要である。このよ
うに、地域の産業で出た蚕サナギのような未使
用の資源を活用することは、養蚕業の可能性を
膨らませるものである。今後の養蚕業は「糸だ
けじゃない」の意識改革が必要である。 
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図 3 蚕を使用した乾パン 

図 2 蚕パウダーを加える様子 
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地方銀行による DX 支援 
 

辻田ゼミ 

○塚田 峰大（Tsukada Takahiro）・早瀬 実佳（Hayase Mika）・松本 拓磨（Matsumoto 

Takuma） 

（龍谷大学経済学部現代経済学科） 
キーワード：地方銀行、DX 支援、地域活性化 

 

1. はじめに 

地域金融機関のバブル崩壊後に不良債権問題の

深刻化が起こった事に端を発し、金融システムの

構造改革が課題となり、地域金融機関はそのあり

方を改めて模索している。金融庁によると、地域

密着型金融が推進されている現在において、地域

金融機関に求める役割として、顧客企業の成長を

支援することや、事業者の雇用を守ることを挙げ

ており、これまでのような「融資先」ではなく、

「地域経済を守るパートナー」に地域金融機関の

役割が変化している。 

総務省「情報通信白書(令和３年版)」によると

約 7 割の中小企業で十分な DX が進んでいないと

いう調査結果がある。その一つの原因として、地

方の中小企業では、DXを推進する人材の獲得が難

しく、DX を推進したいが何から始めればいいか分

からない、相談できる相手がいないといった点が

挙げられる。このような環境下において、地域金

融機関には、日常的な経営相談の一貫として中小

企業から DX に関する相談が多く寄せられている。

地域経済の更なる発展には、DXによる地域の中小

企業の経営力向上が必須であり、また顧客企業の

経営改善等に向けた取組みを最大限支援していく

ことが役割として求められる地域金融機関では、

中小企業の DX の支援体制の構築が喫緊の課題と

なっている。 

経済産業省では DXの意味として 「企業がビジ

ネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタ

ル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、

製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとと

もに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文

化・風土を変革し、競争上の優位性を確立するこ

と」 と定義している。加えて我々は、産業や農業、

観光を「地域資源」と捉え、そうした地域資源の

活用とデジタル技術による競争力向上メカニズム

の確立に向けた動きのことを DX と定義したうえ

で、地域金融機関が連携し、地域金融機関の顧客

である中小企業の DX を支援していくことについ

て考えていく。 

そのために、全国地方銀行協会のサイトに掲載

されている、先進的な事例を行う地方銀行につい

て、アンケートとヒアリング調査を行い、銀行目

線の意見も取り入れつつ、地方銀行による新たな

地域活性化を考えていく。本稿では、まずアンケ

ートとインタビュー調査の結果から見えてきた発

見事項を整理する。次に、ヒアリング先が行って

いた DX 支援の事例をピックアップし、域内産業

の新たな支援策を考える。 

 

2. 地方銀行と地域活性化 

2.1 地方銀行に対するアンケート調査概要 

2022 年 8 月 29 日から 9月 3 日にかけて、承諾

頂いた 5 行の地方銀行にアンケートを実施した。

テーマは、「地域資源を活かし、持続可能な地域を、

地元の企業と地域金融機関が協力して作り上げる

こと」とし、地域活性化を行うにあたって、①ど

のようなことを重要視しているか、②どのような

体制で行っているか、③実際に取り組んでいるこ

と、④これから取り組んでいきたいこと、⑤認識

する課題点、について回答いただいた。 

アンケート調査の結果、アンケートに回答した

5 行の全ての地方銀行が、「とても重要」、と答え

た項目は、①[空き家を飲食店に改装するなど、遊

休不動産を活用する]、②[人口の呼び込みを目的

とした新たな地域の魅力をつくる]、③[地域事業

者と連携した企画・実践]、④[大学と連携した企

画・実践]、⑤[自治体と連携した企画・実践]、⑥

[既存の地域事業者と連携して既存事業を強化す

る]、⑦[新たな融資先を確保する]の７項目である。

この項目のうちの①、③、⑥は、既存の地域事業

者や企業と協力して行うものであり、地方銀行は、

既存の地域事業者や企業と協力して新たな事業を

行うなど、既存の地域事業者や企業の発展を重要

視していることが分かる。 

 

2.2 ヒアリング調査における発見事項 

さらに 9月 12日から 9月 29 日の期間をかけ、

5 行の銀行全てにヒアリング調査を行うことがで

きた。ここでは、実際に地域活性化に取り組まれ

ている行員の方を対象に、Zoomを用いて 1時間ほ

どお答えいただいた。内容は、アンケート調査で

見えてきた「既存の地域事業者や企業の発展を重

要視」しているという事項に絞り、具体的にどう

いった取り組みを行っているかをヒアリングした。

遊休不動産の活用や地域商社の立ち上げ、地域の

人材育成など様々な事例の中で、北陸銀行が挙げ
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た「DX」に関する取り組み事例から、DX化が現代

の社会課題にも対応できる取り組みであると考え

た。 

 

3. DX を活用した域内産業の成長支援 

3.1 地域金融機関と DX 

昨今では、人口減少や少子高齢化などの従来の

問題に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響

拡大による急激な事業環境変化を受けて、企業経

営における変革機運の高まりが見られる。地域内

外の人・モノ・カネ・情報等の資源が、デジタル

技術でスマートにつながりながら、自律的かつ自

立的に、価値を生み生産性を上げる持続可能な分

散型の地域経済社会の実現は不可欠であり、また、

これらを成し遂げる中核人材があらゆる地域を環

流し、最大限その力を発揮し活躍できる社会の実

現も重要視されている。このような DX 化に向け

た動きを後押しするためにも、その立ち上げ期か

ら、地域振興における中核的なプレイヤーである

地方銀行の参画が不可欠であると考える。地方銀

行は、ポスト・コロナにおける変革の契機となる

よう、新潮流をふまえた企業経営における構造改

革支援の実施が求められている。 

 

3.2 地域金融機関によるDX支援～北陸RDXの例

から考える～ 

富山県富山市に本店を置き、富山県・石川県・

福井県の北陸３県を主な地盤とする北陸銀行は、

石川県では北國銀行に次ぐ店舗網を有しており、

石川県民にも地元の銀行として定着していること

から、北陸地方では強固な営業基盤を構築してい

る。 

2021 年に発足した北陸 RDX は、北陸地域の自治

体と国立大学、経済団体が中心となって設立した

北陸 DX アライアンスにより、製造業を中心とす

る地域の有力な産業の DX を推進し、活力ある独

自の成長産業の創出を目指す。また、企業、研究

機関、公共団体を巻き込むことで、地域経済の底

上げを図り、ポストコロナの新たな地域振興モデ

ルを創造できるとしている。産官学と連携した情

報の共有、研究資源や情報産業の力を組み合わせ

て効率的かつ迅速な DX 化に向けた支援が可能に

なり、生産性の向上や産業の新規事業の市場創出

が期待できる。 

実際に北陸銀行が取り組んだ事例として、コス

トサイエンス株式会社(東京都)と、ますのすしの

老舗である株式会社源(本社所在地富山市、資本金

7000 万円、創業 140 年)は、地域発展を願い、ま

すのすしなどの駅弁の製造、販売を行っている。

ここに、AI を駆使した発注システム MINA（ミー

ナ）を導入することによって、業務の効率化を実

現した。これにより、チャンスロス及びフードロ

スの削減、発注担当者の発注予測に関する業務負

担軽減が可能となった。 

こうした企業の DX 化の動きの中に、北陸地方に

強固な地盤を構築する北陸銀行が加わることで、

資金調達や地域のニーズ調査を円滑に行うとされ

ており、RDX 内でも重要なポジションとして位置

づけられていることが分かる。 

このように、地方銀行が従来より持つ強固な経

営基盤を活かすことは、資金調達はもちろん、企

業の細かなニーズにも対応することができ、企業

の DX 化を進めていくうえでは大きな役割を持っ

ている。また、県内・県外を問わず異業種とのマ

ッチングにより、企業の人材不足や知識不足など

の課題を補うことができ、さらには、様々な機関

や企業との連携により新たなイノベーションを起

こすことに繋がると期待できる。 

 
4. 結論 

バブル崩壊後から続く、地方銀行の苦境からの

苦境から抜け出すためにも、地域活性化は必須で

あり、私たちが地方銀行に対して行ったアンケー

ト結果から、地域活性化において重要なことは、

既存の域内産業の支援であることが分かった。 

そして、その域内産業の支援の方法として DX

化支援が人口減少やコロナウィルス感染拡大など

の様々な社会問題解決に対応でき、さらには、生

産性向上などの事業発展に貢献することに期待が

できる。まだまだ発展途上で課題はあるものの、

地方銀行による域内産業に対する DX 化支援を推

進するべきだと結論付ける。今後の課題として、

さらに北陸銀行の事例研究を進め、銀行が参画す

る経緯や取るべき DX化支援の推進の方法につい

て考察を進めていく。 
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1. はじめに 

公衆浴場は、古くから誰もが平等に楽しむこと

のできる場として親しまれてきた。しかし、高度

経済成長期以降、急速に風呂が一般家庭に普及し、

利用者が 1975 年から 2021 年にかけて半分以下に

まで減少している。さらに公衆浴場においても、

利用者の減少や、経営者の高齢化、設備の老朽化

に伴い、1975 年には京都市だけでも461 軒存在し

ていたが、2021 年は、127 軒まで減少している。

一方で、公衆浴場の歴史を辿ると、浴室にはない

役割を果たしてきたことが理解できる。紀元前

753 年に建国された古代ローマでは、公衆浴場は

毎日数時間過ごす習慣が出来るほどの施設を整え

た社交場であった。また、京都では鎌倉時代から

室町時代にかけて｢一条の風呂｣や｢五条堀川風呂｣

など娯楽用の銭湯が盛んに作られ、人々が癒やさ

れる場となっていたことから、日本の公衆浴場に

も社交場的な側面があったのではないか。しかし、

このまま公衆浴場が減少すると、京都から姿を消

すのは時間の問題であり、古くから一つの地域コ

ミュニティの役割を果たしていた「銭湯文化」が

失われるということは日本から一つ文化が消えて

しまうのと同義である。 

 
2. 現状分析 
公衆浴場の抱える問題を受けて京都市は固定資

産税を軽減したり、設備の更新や改修に要する経

費の一部を補助したりするなどの支援を行ってき

た。また、知事が公衆浴場料金の上限を設定して

おり、自由な価格形成が行えない状況下で経営者

も様々な取り組みを行っている。ヒアリング調査

で訪れた船戸湯や旭湯では、Twitter などの SNS

を活用し宣伝活動に努めていることが分かった。

また、松葉湯では燃料を重油ではなく解体屋で譲

ってもらう薪にして経費を抑えている。しかし、

個人での経営努力には限界がある。よって、公衆

浴場の文化を守り、地域資源として活用し、地域

全体で支える体制をつくるべきだと考える。 

 公衆浴場は地域住民の貴重なコミュニケーシ

ョンの場であり、政治と個人をつなぐアソシエー

ション(共通の目的や関心を持つ人が、自発的に形

成する人間の集まり)でもある。ここで生まれた小

さな公共圏は地域住民の関係性を深める。公共圏

とは、ハーバーマスによると「市民が自制的に形

成する独自の社会領域」のことを指す。そして、

公共圏は自立した個人が生活世界に根差してコミ

ュニケーションを図る場として機能する。公衆浴

場では居合わせた人々が、政治や日常生活で感じ

ることを自由に話し合う。家庭にお風呂が普及し

た現在でも住民が公衆浴場を利用するのは、広い

お風呂で寛ぐためだけでなく、近所の人とコミュ

ニケーションを取るという目的もあるからである。

よって、地域に密着した公衆浴場はこのような公

共圏を形成し、活性化させる重要な役割を果たし

ている。そして、公共圏におけるコミュニケーシ

ョンの向上が信頼の醸成につながり、ソーシャル・

キャピタルの構築を実現する。 

 R・パットナムは「ソーシャル・キャピタルと

は人々の協調行動を活発にすることによって社会

の効率性を高めることのできる、信頼、互酬性の

規範、ネットワークといった社会組織の特徴であ

る」と定義した。 

内閣府国民生活局の調査によると、住民間の互

酬的な規範を強めると同時に相互信頼を高め、ネ

ットワークを強化することは地域・経済・健康・

治安に好影響をもたらすことが分かっている。 

 

3. 政策提案 

3.1 概要 

以上の現状分析を踏まえて私たちは「公衆浴場

を地域資源として活用したソーシャル・キャピタ

ル（以下 SC）の構築」を目指す。 

各地域のニーズに合った「銭湯コミュニティ」

を形成することで、地域のSC 構築をし、同時に公

衆浴場の持続的な経営に貢献することを目的とす

る。 

 

3.2 ソーシャルキャピタルの構築 

公衆浴場の地域性を通じて、SC を構築するため

に銭湯サポートチーム・コミュニティナースの導

入を提案する。 

<銭湯サポートチーム＞  

銭湯サポートチームとは、京都市のまちづくり

アドバイザーが公衆浴場の利用者に有志を募り、
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結成されたタッグチームのことである。ここにお

けるまちづくりアドバイザーとは、地域の課題解

決のために地域の活動をサポートする専門家であ

る。この銭湯サポートチームを通じて、公衆浴場

運営に対しての包括的なアドバイスを必要に応じ

て行う。 

活動例としては、それぞれの公衆浴場にコミッ

トした問題の解決方法を考えることに加え、各公

衆浴場が持つ特長をどのように活かし、PRするか

の助言が挙げられる。さらに、定期的に利用客に

対して聞き取り調査を行い、伸ばすべき点・改善

点を洗い出す。このような定期的な話し合いでは、

利用者同士やアドバイザーと利用者間の会話が非

常に重要になるため、信頼が熟成されていき SC の

構築に繋がる。また、利用客の立場に立つことで、

より地域住民の需要に応えた公衆浴場の運営を行

えることが強みである。このネットワークが機能

すれば、公衆浴場の経営面だけではなく、各公衆

浴場の魅力を最大限活用したコミュニティの場所

の提供も可能とし、地域の SC 構築に欠かせない

ものとなる。 

＜コミュニティナース＞ 

コミュニティナースとは、地域住民の安心と健

康を守る医療人材である。コミュニティナースの

派遣により、公衆浴場の利用者が、気軽に自身の

体の不調や心の不安を相談することが可能になる。

具体的には、京都市がコミュニティナースを公衆

浴場に週 2 日、3 時間派遣する。利用者は症状を

診てもらい、緊急性を要する場合には病院に受診

しに行くべきなどの意見をもらえることで、病気

の早期発見につながる。このような環境を整える

ことで、地域住民の健康を守ることに繋がる。さ

らに、利用者同士やコミュニティナースと利用者

間でのコミュニケーション促進につながり、SC が

構築される。 

 

3.3 政策への資金補助 

先述の銭湯サポートチームとコミュニティナー

ス制度の活動を持続可能なものとするために、京

都府の「地域交響プロジェクト」と公衆浴場との

連携を図る。地域交響プロジェクトとは、府民の

暮らしを支えるため、地域社会の諸課題の解決に

取り組む地域活動が継続して実施できるように周

囲の協力が得られる環境を整えることや、他団体・

市町村・京都府等との関係性の構築を支援する制

度である。公衆浴場が地域住民のつながりを生む

場所となり、銭湯コミュニティが形成される。そ

して、この銭湯コミュニティの活性化のための活

動を地域交響プロジェクトの交付対象とすること

で、銭湯サポートチーム・コミュニティナース導

入に伴う資金調達においては、交付対象経費（15

万円以上 300 万円以内）の内 3分の 1以内を交付

されることから政策導入に必要な経費を削減する

ことができる。さらには銭湯サポートチーム・コ

ミュニティナースと住民、住民と公衆浴場経営者

の関係構築の環境を継続的に確保できる。 

 

3.4 期待される効果 

この政策によって、活発なコミュニケーション

が生まれ、公衆浴場がより良い地域住民のコミュ

ニティの場となることが期待される。更に、「銭湯

コミュニティ」の形成による、強い SC の構築がこ

の政策における最大の効果である。 

この政策を通じて構築された SC は地域住民に

とって多くの利益を生み出す。例として、災害時

の被害の減少、防犯意識の向上や、景観保護活動

の展開にもつながることが挙げられる。 

図１は、私たちがヒアリング調査のために訪れ

た上京区の公衆浴場を指した図である。ヒアリン

グ調査では、徒歩や自転車で訪れる利用者が多く

見受けられた。そこで私たちはマッピングを行い、

公衆浴場が点在していて、住民が足を運びやすく、

身近な存在であることが分かった。公衆浴場を中

心として SC が形成された小さなコミュニティ、

次にその地域同士で生み出される公共圏によって、

市全体で SC を構築することが期待できる。 

 
図 1 上京区における銭湯のマッピング 

＊銭湯から徒歩10分圏内を赤の同心円で表した 

 

4. 今後の展望 

私たちの提案する政策により、公衆浴場が地域

に密着したコミュニティの場として活性化し、公

衆浴場における SC の構築が成されれば、「銭湯の

街」京都で長年育まれてきた守るべき「銭湯文化」

を後世にまで継承することが期待できる。また、

構築される SC は、構築過程で地域住民同士の繋

がりを強くする。そして、この SC を活用するこ

とで京都の各公衆浴場を拠点とし、地域住民と協

働した持続可能なまちづくりを展開させることが

できるであろう。 
 
参考文献 
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シャッター商店街における 

地域と学生のコミュニティ創造 
‐学生運営コミュニティスペース「MUSUBIBA」の可能性‐ 

 

地域経営学部 谷口ゼミ リノメイションチーム 

○山﨑愛悟（Masato Yamasaki）・三浦純子（Junko Miura）・ 

木村明日香（Asuka Kimura）・三宅泰輔（Taisuke Miyake） 
（福知山公立大学地域経営学部地域経営学科） 

キーワード：古民家活用、地域交流、コミュニティスペース 

 

1. 問題意識と研究目的 

近年、コミュニティを取り巻く環境は大きく変

化し、特に少子高齢化・人口減少は、地域社会に

大きな変化を生み出している。公益財団法人日本

都市センター(2020)によると、「社会情勢の変化

や個人の価値観の多様化により、地域活動への無

関心、若者の地域離れ等が課題となっている。特

に世代間での地縁型コミュニティに対する意識や

価値観の乖離が生じている」としている。本研究

対象地域である福知山駅から北側エリアは、駅南

の開発が進んだこともあり、シャッター商店街と

なり、地域コミュニティの衰退も懸念されている。

地域コミュニティが希薄化することは、治安、防

災、防犯などの面に悪影響を与えかねない。若者

の地域離れを抑制し、誰もが住み良い社会をつく

るために多世代のつながりを深めることは重要で

ある。 

本研究では、福知山市新町商店街（シャッター

商店街）界隈における地域と学生の日常的なコミ

ュニティを創造することを目標としている。また、

シャッター商店街内に存在する“ご近所とつなが

るシェアハウス「さつき荘」”を活用した、“学

生運営コミュニティスペース「MUSUBIBA」”の可

能性について明らかにすることを目的としている。

（地域コミュニティの希薄化問題を念頭に置き、

2021年から研究活動を実施し、2022年からは“学

生運営コミュニティスペース「MUSUBIBA」”とし

て活動を行なってきた。） 

 

2. 地域交流に関する現状調査 

「MUSUBIBA」以前の活動では、地域交流（BBQ交

流会）及びコワーキング交流（学生の意見交流会）

を実践し、「さつき荘」における両者の場づくり

としての可能性を見出すことができた。加えて、

新たな取り組みである「MUSUBIBA」の実施にあた

り、地域交流に関する現状調査を行った。対象者

は福知山市新町商店街（シャッター商店街）界隈

の住民及び福知山公立大学の学生であり、それぞ

れヒアリングとアンケート調査を実施した。 

地域住民への調査では、26名にヒアリングを行

った。結果として、学生との交流機会がある人は

69.2%であり、全員が「学生と関わりたい」と回答

した。また、学生に期待することとして、「若者

の元気さを街に注入してほしい」「地域を盛り上

げてほしい」「地域活動を継続してほしい」など

の回答が得られた。 

 
図１. 学生調査結果(一部抜粋) 

 

学生への調査では、89名にアンケート調査を行 

った。結果(図 1)より、「地域の方々と関わりた

いと思う」と回答したのは66.9%であり、「地域の

方々と関わる機会がある」と回答したのは 60.2%

であった。２つの調査結果から、地域住民と大学

生の両者ともに「地域交流を行いたい」と考える

人の割合が多いことが分かった。 

 

3. 「MUSUBIBA」の可能性に関する実践研究 

3.1 地域交流の場づくりとしての実践調査 

地域交流の場づくりとして、「MUSUBIBA」では

あらゆる活動を行ってきた。事例として、「卓球

cafe(図 2)」「やすみば(図3)」「新町Garden(図

4)」を取り上げる。 

図 2.「卓球 cafe」    図 3.「やすみば」 
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図 4.「新町 Garden」 

 

日常的なコミュニティ創造を目指す「MUSUBIBA」

において、日々の地域交流は不可欠であるとし、

週1回夕方開催の「卓球cafe」という取組を実施

した。さつき荘に既存していた卓球を活用し、無

料コーヒー/ドリンクなどのカフェ設備を整え、シ

ャッター商店街を通る人々や学生との交流をはか

った。また、地域活動として開催されていた福知

山踊りの練習会において、「やすみば」という休

憩スペースを用意した。踊りの練習後に地域の子

どもたちや保護者を対象に休憩と交流の機会を設

けた。加えて、月１回シャッター商店街で開催さ

れる定期市「福知山ワンダーマーケット」におい

て、「新町 Garden」という取組をさつき荘にて実

施した。ここでは、休憩＆交流スペースを用意し、

飲食や卓球、休憩をしている訪問者を対象に声を

かけ、交流を行った。 

 

3.2 結果と考察 

「卓球cafe」では、現状、新規参加者は毎回学

生が 2 人以内であり、学生同士の交流機会は多少

あるが、地域の人々との交流機会はほとんどない。

「卓球café」がもたらす効果は現段階では小さく、

日常的な地域交流の場づくりとしては難しい。「や

すみば」では、練習会実施後にイベントとして行

うため、必然的に参加者を集めることができた。

「新町Garden」では、訪問者が一定数いるために

様々なヒアリング調査が可能であり、直接的に地

域ニーズが把握でき、交流も行える良い機会とな

った。「やすみば」「新町Garden」は、既存の地

域活動に対して学生のプロジェクトが参画する仕

組みとなり、一定数の参加者を獲得することがで

きた。一方、「卓球cafe」は、学生視点で新規に

行う日常的な地域交流の場づくりであり、学生以

外の参加者を集めにくいことが明らかとなった。

学生同士の交流機会として「卓球cafe」を用いる

ことは有効であるが、地域と学生のつながり創出

においては現段階では可能性が低い。そのため、

学生の主体的活動は「やすみば」「新町 Garden」

のように地域活動に入り込む形が良いのではない

だろうか。 

                      

4. 政策提言「学生運営コミュニティスペース」 

地域コミュニティ希薄化問題を念頭に置き、地

域と学生を対象とした多世代交流をはかる場づく

りとして、「学生運営コミュニティスペース」を提

案する。 

国土交通省(2019)は、コミュニティ創造に関し

て、「多様な人々が集まれる場、多様な人々を集め

る機能、多様な人々をつなげる仕組みの３つの視

点に留意することが必要と考えられる」としてい

る。“学生運営コミュニティスペース「MUSUBIBA」”

のように「さつき荘」という場で、卓球caféなど

の機能があり、誰でも日常的に参加できる仕組み

があることは、「コミュニティ創造」という観点

では成立すると言える。また、自治体や企業では

なく、学生が運営するという点が特徴である。地

域の大学生が主体となって交流の場を創り上げる

ことで、地域視点及び学生視点でより効果的に地

域交流をはかることができる。近年の若者の地域

離れという観点においても、若者が主体となって

地域活動を実施する取組は重要である。 

現状、「MUSUBIBA」の活動は未完成であるが、実

践調査による結果から、地域交流の場づくりとし

ての可能性を見出すことはできた。また、学生が

主体となる場合、イベント単体として実施するの

ではなく、地域活動に入り込む仕組みで実施する

ことが有効的であると分かった。この取組が各地

で実施されると、人のつながりの希薄化や地域の

担い手不足などの問題解決にも繋がるのではない

だろうか。 

 

5. 今後の活動について 

 地域と学生の日常的なコミュニティ創造をはか

るため、新たに学生運営コミュニティスペース

「MUSUBIBA」の活動を実施してきた。前述した通

り、地域活動に入り込む形での取組の方が地域交

流には有効だが、日常的に交流を行うためにはや

はり学生の主体的活動も必要である。そのため、

今後は地域イベントへの継続的な参画とともに学

生によるイベント構造の強化に努めたい。今後の

活動としては、商店街での催しへの参加、サッカ

ーW 杯におけるパブリックビューイング等を計画

している。地域を巻き込み地域に巻き込まれる日

常的交流空間の創出に今後とも注力していきたい。 

 
参考文献 
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(2) 国土交通省「新たなコミュニティの創造を通

じた新しい内発的発展が支える地域づくりについて」、
https://www.mlit.go.jp/common/001264414.pdf 、

(2019). 
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五平餅料理体験で図る地域活性化 
‐木曽町の交流人口の拡大‐ 

 

京都産業大学塩津ゼミ 

○守安 知暉（Moriyasu Tomoki）・千田 拓未（Senda Takumi） 

（京都産業大学経済学部経済学科） 
キーワード：木曽町、五平餅料理体験、地域活性化 

 

1.はじめに 

近年、都市部への人口流出や少子高齢化による

観光客の減少や過疎化が社会問題として多く取り

上げられている。かつては宿場町として、また関

所の要衝としての受け皿を担っていた長野県木曽

町もその一つである。私たちは、「古くからの歴史

や文化が残る木曽町の観光客はなぜ年々減少して

いるのだろうか。」という疑問から、観光客減少の

背景と解決策を提言するため、調査研究を行った。 

2.現状分析 

 現在、木曽町での観光客の減少が深刻化してい

る。令和 3年の観光地利用者統計調査結果では木

曽町の観光客数が新型コロナウイルス流行以前数

値 10年間で約 27％減少している。 

 
      図 1:木曽町の観光客推移 

木曽町観光基本計画では、観光客減少の問題点と

して、「町民が町内施設、自然資源を財産と感じて

いない。」また、「気づくための内側の PR がない。」

といったことや「町民挙げての地元食材（名物）

が明確ではない。」といったことも述べられている。

五平餅は、愛知県、奥川地域、岐阜県などいくつ

か発祥といわれる場所があり、木曽町もその一つ

である。五平餅や蕎麦が名物だが、観光資源とし

て認識できておらず、上手く PR に活かしきれて

いない現状がある。新型コロナウイルス流行から

三年が経とうとしており、観光への需要が高まり

つつある。再び観光需要が増加する中で各地の観

光業界は SNS の活用などを通して、観光客の誘発

を促している。そうした地域に負けないためにも

積極的に観光資源を活用し、木曽町の良さを知っ

てもらう必要があると考える。 

また、松本大学と木曽・高山連絡バスが 2013 年

に行ったアンケート調査によると、木曽町への観

光客は 40～60 代の年齢層が高く、20 代未満の観

光客数が少ないという現状がある。このことから、

木曽町では小さい子どもへ向けての魅力が伝わっ

ていないことが分かる。以上のことから私たちは、

ターゲットを小さい子どもとその家族に絞り、検

証していく。 

3.政策提言 

私たちは、小さい子供のいる家族を含めた交流

人口の拡大を目指すため、郷土料理である五平餅

の料理体験と SNS で写真を活用することを提案す

る。具体的には、子どもが五平餅料理体験をして

いる写真や町内を散策している写真を提供しても

らい、それらの写真を SNS に投稿することで、特

に小さい子ども連れの観光客の誘発を行う。写真

を提供して頂いた方には木曽町で使える商品券を

配布する。商品券は写真提供のインセンティブと

なり、地元での消費活性化につながるため双方満

足を得る形となる。 

  
        図 2：五平餅 
4.実地調査 

提案の実現可能性について考察する。五平餅料理

体験を行う場所は木曽福島駅周辺が良いと考える。 

木曽町は主な交通手段が車である。駅付近には

木曽福島駅前駐車場と大手町立体駐車場がある。

さらにはレンタカー屋も付近にあるので、交通は

問題ないと言える。現在は休業しているが、五平

餅料理体験を行っている「ふるさと体験館きそふ

くしま」が付近にあるので、講師の確保も可能で

ある。駅周辺に料理体験を行える施設があるかに

ついてだが、駅周辺にはふらっと木曽や木曽町文

化交流センターといった地域に根差した施設があ

り、料理体験を行える設備がある。 

私たちは五平餅料理体験がどのようなものかを

調査するため長野県で五平餅料理体験を行ってい

るみはらしファームに行き、料理体験を行った。

事前に確認していた体験時間は 40 分程であった

が、実際に体験すると 10分程であった。五平餅の

レシピでは 6個の工程がありどの工程も難しいこ
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とはしておらず、比較的にスムーズにこなせた。

講師の方に「なぜ推定時間よりも大幅に早く終え

たのか」と伺うと、五平餅料理体験にくる客層が

小さな子どもが多いのでその客層に合わせて体験

時間を決めていたということであった。 

5.検証 

マナミナ～ 旅行タイプ別の重視点や情報収集

媒体をアンケート×ログの調査によると、小さい

子どもがいる家族が旅行で重視するポイントは、

末子が小学生以下の場合、海水浴、釣りなどのア

ウトドアや、手作り、果物狩り等の体験が重視さ

れる傾向にある。また、cozre が 2019 年 7 月 22

日に行った調査では、親が子どもを旅行に連れて

いくときに重視することとして、「子連れを歓迎し

ているかどうか」が１番多いという結果になって

いる。 

  
 図 3:cozre, 子連れ旅行の「行き先」と「宿泊先」を決

める際に、ママパパが一番重視することとは？より抜粋 

 

Staywaymedia の調査では子育て世代の 30 代の

うち 64%、40 代では 47%が web メディアで旅行情

報を収集している。このことから、子どもが五平

餅料理体験をしている姿や作った五平餅を観光地

で食べている姿を SNS に載せることで、効果的に

子連れ旅行を計画している親の旅行誘致につなが

る。木曽町には木曽御嶽山という観光地があり、

日本最大級の宿・ホテル予約サイトであるじゃら

ん netによると木曽御嶽山の旅行タイプ別評価で

は子連れの評価が 4.8 であり一位であった。した

がって、木曽町に子連れは訪問しており、来るタ

イミングもあるといえる。そのタイミングを増加

させるためには SNSでの PR が重要である。 

同じ長野県に位置する白馬村は SNSで地域活性

化に成功している。Facebook の公式アカウントの

フォロワー数は現在 14 万人以上おり、インスタ

グラムのフォロワー数が現在 2.6万人以上（2022

年 10 月 24 日現在）存在している。インスタグラ

ムでの写真などの投稿はタイムリーに行われてお

り、その頻度は月平均 10件程投稿されている。シ

ーズンごとにもそのシーズンにマッチした写真を

投稿している。一方で、木曽町の Facebook 公式ア

カウントのフォロワーは 401 人であり、インスタ

グラム公式アカウントのフォロワーは 2308 人

(2022 年 10 月 24 日現在)である。木曽町のインス

タグラムでの写真の投稿は月平均 3件程の投稿が

されている。一般的に更新頻度が低いと閲覧され

にくい。同県内の白馬村では、高い頻度で投稿す

ることでフォロワーを増やしていると考えられる。 

木曽町では、五平餅料理体験をはじめ、子ども

が体験、散策、観光をしている写真を高い頻度で

投稿することによって、小さい子どもが楽しめる

街として認識される。同時に、五平餅などの食文

化が観光資源として町民に認識される。 

6.まとめ 

本研究では、木曽町の観光客数の減少について

原因と背景を分析した結果、2 つのことが分かっ

た。第一に、地元住民が木曽町の観光資源に対す

る認識が薄く、観光客誘発にうまく活かせていな

い。第二に、20代以下の観光客数が少なく、小さ

い子どもに対して魅力が伝わっていないというこ

とが明らかになった。 

 以上の分析を踏まえ、私たちは、木曽町の郷土

料理である五平餅を使い、交流人口の拡大を目指

す政策を提言した。 

子どもが五平餅料理体験をし、木曽町の魅力ある

写真を SNS に投稿することで小さい子どもが楽し

める街として認識されると考察できる。五平餅料

理体験により町民にも町の魅力を再認識してもら

えること、そして交流人口拡大の効果が期待でき

る。 
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屋台カフェで新たなコミュニティへ 
‐大学生が地域をつなぐ‐ 

 

 

服部ゼミナール 

壱岐 亮芽（Iki Ryoga）・市村 陸（Ichimura Riku）・北川 明日哉（Kitagawa 

Asuka）・迫田 好花(Sakoda Konoka)・髙木 凪紗(Takagi Nagisa)・長崎 まなみ

(Nagasaki Manami)・松崎 航平(Matsuzaki Kohe)・〇森家 庸太(Moriie Yota) 

・森村 優太(Morimura Yuta)・渡邉 風太(Watanabe Futa) 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：西浦町、コミュニティの希薄、屋台カフェ 

 

1. はじめに 

全国的に地域コミュニティは希薄化し、人々が

思い思いに過ごせる場や地域の人々が触れ合う場

が減少している。その要因は人口減少によるコミ

ュニティの担い手の減少や、自動車の普及による

生活圏の拡大、核家族化など様々である。我々は

研究対象としている西浦町のコミュニティ希薄化

の要因と背景を探り、解決策を導き出した。 

 

2. 西浦について 

西浦町は京都市伏見区に所在する町で、東は師

団街道、西は竹田街道、南は名神高速道路、北は

京都府道 201 号中山稲荷線に囲まれた区画である。

西浦町の総人口は6469人、面積は約43.2ha（0.432

㎢）で人口密度は約 14975 人／㎢である。 

西浦町の特徴の 1つは、外国人が多いことであ

る。全国の外国人比率が 2.2%であるのに対し、西

浦町の外国人数は697人、外国人比率は10.8%と、

外国人の割合は非常に高いことが分かる。その理

由として、語学学校やその関連施設が西浦町や近

辺に多く所在することが挙げられる。特に西浦町

には中国人が多く、約 70 店舗ある西浦町の飲食

店のうち、10店舗が中華料理屋である。 

 
図 1 人口総数・外国人率 (国勢調査より筆者作成) 

 

もう一つの特徴は、大学生が多いことである。

西浦町には学生が多く、学生のうち 7割が大学生

で西浦町住民の 1.5割を占めている。国勢調査か

ら、西浦町の年齢別人口は 20～24 歳が多いこと

や、賃貸住まいが多いこと、さらに居住期間別の

人口は 1年以上 5年以内が多いことから、西浦町

は大学生が多いこと、さらに住民の多くは居住期

間が短く、西浦町の住民は入れ替わりが激しい地

域であることが確認できる。 

 

3. 西浦の課題 

西浦町の課題であるコミュニティ希薄化には以

下の 3つの要因が考えられる。 

表 1 西浦町のコミュニティ希薄の要因 

要因① 住民の入れ替わりが激しい 

要因② 外国人が多い 

要因③ 学区同士のつながりが少ない 

 

4. 考察 

4-1 サードプレイスについて 

サードプレイスとは、Oldenburg（1989）がは

じめに提唱した概念であり、「家庭（第 1 の場）

でも職場（第 2の場）でもない第 3のインフォー

マルな公共生活の場」(片岡・石山,2017)と定義

されている。片岡・石山,2017 では、個人が居心

地よく過ごす「マイプレイス型」、社交的な交流

を目的とするものを「社交的交流型」、社交以外

の何らかの明確な目的があるものを「目的交流

型」と分類されている。 

 

4-2 サードプレイスの事例 

<大正大学どようびカフェ> 

 大正大学では、学生が「どようびカフェ」を行

っている。「どようびカフェ」では、家族が遊べる

場の創出を地域住民のニーズと捉え、園児や小学

生がいる家族を対象としてコミュニティカフェを

実施し、ワークショップを織り交ぜながら、学生
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と地域住民の交流する場を提供している。 

 

〈YATAI CAFE〉 

兵庫県豊岡市内では、「YATAI CAFE」が運営され

ている。医療従事者や福祉に携わっている人々で

構成されており、屋台で街に出向き、地域住民に

コーヒーやお茶を振る舞いながら気軽に会話をす

る中で、住民の健康相談をする活動を行っている。 

また、屋台が人の興味関心を引き、会話のきっ

かけになっている。さらに、コーヒーやお茶を飲

むという日常性は住民がリラックスしやすい環境

を生み出している。これにより、医療から疎遠な

人や健康にあまり関心のない人が医療・福祉従事

者と自然なつながりを構築している。 

 

5. 政策提案 

私たちは、西浦町のコミュニティの希薄化を解

決するため、学生団体が運営する屋台カフェを通

じた、学生と地域住民を繋ぐ政策を提案する。 

カフェ運営を行う学生団体については、現在、

服部ゼミをはじめとした、ゼミ生・院生・留学生

で構成される『西浦研究会』メンバーに加え、こ

の活動に関心を持つ龍谷大学生や留学生を集いカ

フェの運営を行う。 

学生団体は屋台を使った移動式カフェ経営の他、

住民が興味をもつワークショップの企画や、西浦

町に多くある中華料理店と共同出店を行う。ワー

クショップでは、地域住民同士で話す機会を創出

し、さらに企画側の学生と地域住民の交流を深め、

新たなコミュニティを創出する。中華料理店との

共同出店を企画する際は、学生団体に所属する留

学生を通じてやりとりを行う。留学生は中華料理

店を経営する中国人と学生団体、中国人と共同出

店に訪れる地域住民とが交流できる場のサポート

することで、中国人・学生団体・地域住民で話す

機会を創出する。 

さらに、このような活動を通して学生団体内で

も新たなコミュニティが生まれ、学生にとっての

サードプレイスとなることが考えられる。 

また、屋台カフェ自体がまちの雰囲気を明るく見

せるため、自然と人が集まり、さらなるコミュニ

ティの創出が期待できる。 

 

6. おわりに 

以上を踏まえ、西浦町で学生主体の屋台カフェ

を実施することで、多様で新たな交流やつながり

を生み出すことが出来るのではないかと考える。

さらに、屋台カフェをきっかけにワークショップ

やマルシェなどを展開することで、地域住民が地

域に関心を持つことが期待できる。地域住民にと

って気軽に集うことのできるサードプレイスの存

在が、西浦町の地域コミュニティ創出のきっかけ

となる。 
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応募論文 
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以降に掲載し ま す。  
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京都ソリデールの普及促進 
 

畑本ゼミ 2020 年生 

○千本貴浩(Sembon Takahiro)・浜本康太郎(Hamamoto Kotaro)・三木真慧(Miki 

Masato)・古南維宣(Kominami Yukinobu)・出間有果(Izuma Yuka)・太田葉月(Ota 

Hazuki) 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：ソリデール、マッチング、社会的孤立 

 

1． はじめに ソリデールの概要 

京都ソリデール事業とは、主に一人暮らしの大

学生に高齢者の自宅の一室を提供するマッチング

システムのことである。 

基本的な流れとしては、まず受託事業者が高齢

者・大学生と面談し、相性等を確かめてマッチン

グする。その後、事業者が同席のうえ高齢者宅で

面談を重ね、同居のルール等を相談し、双方が合

意した場合に同居へと進む。同居・交流中は電話

や訪問等により事業者がアフターケアを行う。 

希望高齢者は平成 28年度 11世帯であったが、

令和 3 年度には 44 世帯まで増加した。希望大学

生は平成 28年度 17人であったが、令和 3年度に

は 30人にまで増加した。これらのうち、同居が開

始されたのは当初 4組であったが、令和 3年度に

は 29組であった。 

高齢者からは、天災時や病気になった時など、

もしもの時に安心できるといった評判がある。高

所、重い物の作業時にちょっとしたお願いができ

る、気持ちが若返るといった声も挙がっている。

若者からは、生活に張りが出る、京都の文化・風

習を教えてもらえる、高齢者の気持ちがわかるよ

うになるといった点を評価する声があがっている。 

 

2．ソリデール事業の問題点と各アクターの思惑 

元々ソリデール事業は大学生のニーズが少なく、

新型コロナウイルスが流行してからはますます減

少傾向にある。ヒアリングしたところ、その原因

には、ソリデール事業のイメージが明確でない、

同居を望む大学生が少ないといったことがあると

のことだった。しかし、最大の原因は、事業を推

進する京都府とマッチング事業者の思惑が乖離し

ていることである。京都府は、学生にも高齢者に

もメリットがあるので、新たな形での異世代交流

となるソリデール事業の実績を増やしていきたい

と考えている。一方、マッチング事業者は、事業

への参加数が急激に増加すれば、現在丁寧に行っ

ているマッチングやアフターケアが十分にできな

くなるのではないかと懸念している。 
京都府が言うように、住居が安く提供されるこ

とには魅力がある。しかし、現場を担う事業者は

高齢者の孤独解消などの社会問題を解決するため

にソリデール事業を引き受けたという経緯がある。

そのため、理念に共感しない若者をマッチングさ

せるのは望ましくなく、数を追わず質を高めたい

と考えているようである。 

このように、京都府と事業者の間でソリデール

事業の進むべき方向性への認識が一致せず、事業

の位置づけが不明確である。そのため、私たちは

もう一度事業を位置づけ直す必要があると考えた。

ここでの政策提案は、参加対象者をシングルマザ

ー・児童養護施設を出てきたばかりの若者・留学

生に拡大し、ソリデール事業を新たな形に構築し

なおすことである。 

 

3． シングルマザー 

国勢調査によると 2015 年度の京都府における

ひとり親世帯の数は 25,287 世帯である。「平成 28

年度の国民生活基礎調査」によると、ひとり親世

帯の相対的貧困率は全体平均の 15.7%に対し、

50.8%と高くなっている。主な原因として、育児に

より長時間労働ができず収入が少ないことがあげ

られる。シングルマザーは仕事と家事・育児を一

人で両立しており、就労時間が制限される。親と

同居していれば就労時間が制限されずに済むが、

母と子供だけで暮らしている家庭も多い。 

母子世帯の 1 ヶ月の全国平均生活費は合計 19

万 5000 円で、そのうち住居費、水道光熱費の月の

平均額は約 4 万 3000 円であり、これらが生活費

に占める割合が大きく家計を圧迫している。 

そこで、新たな京都ソリデール事業により、母

子家庭が高齢者の家に住むことによって、就労時

間の制限からの解放、住居費・水道光熱費の軽減

を実現し、ひとり親世帯の貧困問題解消の一歩と

するアイデアを考えた。同居する高齢者と家事・

育児を分担することで就労時間の制限が緩和さ

れ、かつ安い家賃により住居費・水道光熱費を抑

えることができる。シングルマザーへ対象を拡大

することは、貧困問題の解消を視野に入れること

となり、京都ソリデール事業の社会的意義をより

一層高めることとなるだろう。 

 

4． 児童養護施設を退所した若者 

児童養護施設は、児童を入所させて養護し、退
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所した方に対しても相談や自立のための援助を行

う。虐待など親との関係の困難を抱える子どもも

多い。施設は主に社会福祉法人が行政から委託さ

れる形で運営されている。施設で生活するのは概

ね 2～18 歳の子どもであり、原則 18 歳で退所し

なければならない。 

現在は施設の居心地がかなり良く、施設の子ど

もたちも一般の家庭と同じような生活をしている。

しかし、退所後には突然社会での自立を迫られる

ため、ひとりで暮らしていく不安を感じる方も多

い。いざという時に頼れる家族がいないために孤

独や経済面での不安も抱える場合も多い。 

京都市の「児童養護施設等退所者の生活状況及

び支援に関する調査報告書」では、過去 10年間に

15歳以上で退所したのは 317 名である。退所直後

の不安や困り事で最も多かったのが生活費等の経

済面で、回答者 91 名のうち 56%を占めている。

また、手取りの月収が 20 万円未満の方は回答者

65名のうち約 8割であるのに対し、家賃やローン

などの月額が 3 万円以上の人は回答者 91 名のう

ち約 7割であった。これらのことから、多くの方

が住居費を抑えたいと思っている可能性があると

考えられる。 

以上のような事情を抱える児童養護施設の退所

者の方の地域での生活の選択肢の一つとしてソリ

デール事業を活かすことができるのではないかと

考えられる。 

 

5． 留学生 

京都府ホームページによると、京都に住む留学

生のうち約 8 割が民間の住居に住んでいる。しか

し、約 4 割の外国人は入居を断られた経験があり、

住居を決めるのは難しい状況にある。 
また、留学生支援コンソーシアム大阪の留学生

の現状調査結果報告によると、多くの留学生は経

済的な面で困窮している。さらに、日本語能力に

関する不安や日本人との交流がないといった悩み

も抱えている。こういった留学生の実情から求め

られているのは、経済的な支援や日本人との交流

の場を設けることである。 
ソリデール事業が留学生に対象を広げると、家

賃・水道光熱費などの費用が抑えられ、経済的負

担を減らすことができる。それに加え、地域との

つながりも強くなり、日本人との交流の機会も増

える。家事の手伝いなどの機会を利用して高齢者

との日常的なコミュニケーションを取ることによ

り実践的な日本語を使う機会が増え、日本語能力

の向上が期待できる。このように、ソリデール事

業の対象者を留学生に拡大することには意義があ

ると考えられる。 
 
6． 政策提案 

現在のソリデール事業には以下の 2点の課題が

ある。第 1に、大学生側のニーズが少なく、新型

コロナウイルスが流行してからさらに減少傾向に

あることである。第 2に、京都府と事業者の思惑

が乖離していることである。 

上記の課題を解消するために以下の提案をす

る。まずは、高齢者とのマッチングの対象者をシ

ングルマザー・児童養護施設を退所した若者・留

学生といった社会的に孤立しやすい特性を持った

人に拡大し、マッチングをするための「交流の

場」を作ることである。次に、意見調整を行う場

として運営協議会を設置することである。 

交流の場には、マッチング前に互いの相性を確

認するという機能を持たせる。ただ交流するだけ

ではなく、経済的に困窮している対象者へのイン

センティブとして、食事の無料提供という特典を

付ける。これによって、交流への参加を促すこと

ができる。 

運営協議会は、ソリデール事業に関する主体が

定期的に集まり、方向性を一致させることを目的

とする。参加者は行政・事業者・自治会・利用者

代表といった主体となる。行政からはソリデール

事業担当者や人々の生活情報、子育て事情に特化

した人を取り入れる。事業者は現場を担う立場と

して参加する。自治会は住居を提供する側とし

て、利用者代表は利用者視点の意見を届ける人と

して参加してもらう。  

また、運営協議会はそれぞれの事情を抱える三

者に対するアフターケアの役割も果たす。そのた

め、協議会には、ハローワークや京都若者サポー

トステーション、行政の担当部署、大学の留学生

課や京都府留学生支援センターとの接点を確保し

ておくことも必要である。これらの組織の参加に

よって、児童養護施設を退所した若者は就労支援

や相談窓口を利用でき、シングルマザーは給付金

の活用アドバイスや保育所の申請手続きの補助を

受けられる。留学生も滞在中の生活全般に関する

綿密な支援を受けられる。 

 以上の取り組みにより、事業の方向性を一致さ

せることでこれまでの課題を解決し、現在より質

の高いソリデールの普及促進につなげていくこと

ができる。 

 
参考文献（最終閲覧日 全て 2022 年 10月 25 日） 

(1) 厚生労働省「平成 28 年度国民生活基礎調査」  

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-

tyosa16/ 

(2) 全国児童養護施設協議会 

https://www.zenyokyo.gr.jp 

(3) マネコミ！「シングルマザーの生活費はいくら必 

要？子どもの人数別に毎月の費用をシミュレーション」 

https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/kakei/17560333 

(4) 留学生支援コンソーシアム大阪「留学生の現状調査

2021 年 結果報告」 

https://studyinosaka.com/news/?p=238 
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酒蔵ツーリズムを活用した清酒の消費拡大 
―京都市伏見区の事例― 

 

佛教大学社会学部大谷ゼミ清酒班 

〇井花 一貴(Kazuki Ihana)・植村 美咲(Misaki Uemura) 

・長瀬 結香(Yuka Nagase)・南 安香理(Akari Minami) 

・百田 悠来(Yuki Momota) 

(佛教大学社会学部現代社会学科) 

キーワード:清酒、伏見、酒蔵ツーリズム 

 

1.はじめに 

(1) 研究目的 

 京都伏見は日本三大酒処のひとつであり、良

質な水脈に恵まれ、かつて「伏水」と呼ばれて

いた高品質の地下水が豊富な場所である。伏見

の名水から作られる清酒は京都の伝統産業の一

角を成している。 

 しかし、近年、若者を中心に清酒離れが進ん

でいることが清酒業界で問題となっている。ワ

インやリキュールなど気軽に安く購入できる酒

の普及により、清酒業界全体で業績が悪化して

いる。国税局の調査によると、清酒の販売数量

は 1975 年の 167 万㎘を頂点に下降し、2020 年に

は 41万㎘と、4 分の 1にまで減少している(国税

局 2022)。また、伏見区は観光地として国内外か

ら観光客が訪れるが、観光スポットが一部に集

中し、面的な広がりがないことが課題である。 

 そこで伏見地域の酒蔵、観光を調査・研究す

ることによって伏見と酒蔵との関係を分析し、

清酒の消費拡大や観光産業に役立てる提言を行

うことが本論の目的である。 

 

(2) 先行研究 

 西邑雅子・松田隆典(1997)によると、「伏見の

酒」といえば一つのブランドとなっていたが、

酒の品質の基準となっていた級別制度が廃止さ

れたことで今日、伏見の酒というだけでは PR 効

果は弱くなっているという。 

また、藤本昌代・河口充勇 (2010)によると、

伏見酒造業の発展のためには、大掛かりな宣伝

による一時的な盛り上がりでは意味がないと述

べる。原材料の安全性や、商品の魅力を伝える

ために原料生産者、小売業者、消費者との“顔

の見える”関係の形成が重要であるという。 

清酒の PR 方法として、五嶋俊彦(2020)は酒蔵

ツーリズムが有効であると述べている。酒蔵ツ

ーリズムでは酒蔵の見学 （見る）・日本酒の試

飲や飲食（食す）・日本酒や土産の購入（買う）

という観光の 3大要素を手軽に実現できるた

め、酒蔵はもちろんのこと、他の観光事業者や

地域への効果があるという。 

 

2．対象 

(1) 伏見区について 

 伏見区は京都市の南部に位置しており、現在

人口約 28万人の都市である。区内には、桂川、

宇治川など主要な河川が流れ、安土桃山時代か

ら伏見港などを中心に水運の拠点として栄え、

発展してきた (京都市伏見区 HP 2022)。 

 

(2) 伏見区の観光と酒蔵 

 観光地としては全国に約 3 万社ある稲荷神社

の総本社である伏見稲荷大社、豊臣秀吉によっ

て築城された伏見桃山城がある。 

伏見区内には約 20軒の酒蔵が集中しており、

いくつかの酒蔵で見学、試飲、土産の購入が行

える。古き伝統を守りつつ、それぞれの酒蔵の

特徴を活かした酒造りを楽しむことができる。 

 

３．調査方法 

私たちは月桂冠大倉記念館と伏見区のフィー

ルドワークを行った（2022 年 6月）。 
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また、月桂冠株式会社と藤岡酒造株式会社へ

のインタビュー調査を行った（2022 年 8 月）。 

 

４．調査結果 

 月桂冠株式会社広報課の塔野岡良次氏へのイ

ンタビュー調査から、先行研究で取り上げたよう

に、清酒の消費量は減少傾向であり、新型コロナ

ウイルスの影響で飲食店での消費やインバウン

ドの消失もさらに追い打ちをかけていることが

わかった。そこで、幅広い年齢層に清酒を飲んで

もらうためにスパークリングタイプなど、商品開

発を積極的に行い、消費拡大を目指しているとの

ことだった。また、健康志向への配慮や清酒を飲

めないシーンでも楽しめるように、ノンアルコー

ル（日本酒テイスト飲料)も開発した。 

伏見区の観光面では、観光客が伏見稲荷など一

部に集中しており面的な広がりがなく、酒蔵が集

中するエリアの夜間の飲食店などの賑わいもな

いことも明らかになった。 

 また、藤岡酒造株式会社代表取締役の藤岡正章

氏によると、藤岡酒造は小規模の蔵であることか

ら、一年で製造できる酒の量が限られ、一年です

べて売り切ることができるため、清酒全体の消費

量が減少していることはあまり問題視していな

いことがわかった。宣伝活動は酒の生産が追いつ

かなくなることを考慮し、最小限にとどめている

とのことだった。 

 このような企業による立場の違いを踏まえ、地

域一体となって課題に取り組む必要があるので

はないかと考えた。 

 

５．政策提言 

 以上の先行研究と調査結果を踏まえ、酒蔵ツー

リズムと伏見の観光を組み合わせた伏見観光ツ

アーを提言する。ツアーを定期的に実施すること

によって、継続的に観光客を集めることができる。 

また、伏見全体を巡るパッケージにすることで、

一部に集中していた観光客が面的な広がりを見

せると期待できる。以下がツアーの内容である。 

まず、伏見の各観光スポットにバスを使って巡

る。そして、酒蔵の集中するエリアに到着すると、

自由に歩いて自分の行きたい酒蔵を選び、見学を

行う。酒蔵を巡る際、専用アプリを用いて、エリ

アマップ、酒蔵の詳細を確認し、行きたい酒蔵を

決める手助けをする。また、酒蔵見学の予約もア

プリ上で行うことで円滑に見学をすることがで

きる。さらに、酒蔵で酒を試飲、購入した人同士

が感想を共有できる機能や、酒の味や価格帯から

銘柄を探し、そこから通販で購入できる機能を備

えることによって普段からあまり清酒に馴染み

がない人でも、自分に合った酒を選び、気に入っ

た商品があれば、いつでも購入することができる。 

次に、ツアーの後、宿泊するホテルに伏見の清

酒を置いてもらい、近年、若者の間で流行ってい

る「ホテル飲み」という形でカジュアルに清酒を

楽しんでもらう。また、そこでは見学できなかっ

た酒蔵の清酒も味わってもらい、より多くの銘柄

の魅力を知ってもらうことができる。 

酒蔵への訪問と伏見の観光資源を組み合わせ

た酒蔵ツーリズムを成功させるために、まずは、

旅行会社、NPO 法人伏見観光協会、伏見酒造組合

などが連携し、ネットワークを組織する必要があ

る。そのネットワークによって酒造業者と観光関

連業者が密接に連携し、計画から実施までをワン

ストップで行うことができる。 

上記の活動から、若者が清酒に触れる機会を増

やし、清酒の魅力を知ってもらうことで、リピー

ターを増やし、清酒の需要が拡大することを期待

し、以上を本論における政策提言とする。 
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型酒蔵ツーリズムを全国に広げるには―」『大阪観光大学

紀要』第 20 号、28－40 頁 

・西邑雅子・松田隆典 1997 「伏見酒造業の展開と産

地構造」『新地理』45 巻 3 号、19-27 頁 

・藤本昌代・河口充 2010 『産業集積地の継続と革新 

－京都伏見酒造業への社会学的近接－』文眞堂 

・国税局 2020 「酒のしおり」(令和 4年 3月) 

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-

gaikyo/shiori/01.htm (2022 年 10 月 21 日最終閲覧) 

・京都市伏見区ホームページ 2022 

https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/ (2022 年 10

月 21 日最終閲覧) 
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母親の働き方が子どもの自尊感情に与える影響 
 

同志社大学政策学部藤本ゼミ 

○北村 涼音（Kitamura Suzune）・杉林 健吾（Sugibayashi Kengo）・ 
徳本 帆高（Tokumoto Hodaka）・村上 杏妃（Murakami Azuki） 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：母親の働き方、子ども、自尊感情 

 

1. はじめに 

本研究の目的は、母親の働き方が小・中学生の

子どもの自尊感情に与える影響について検証する

ことにある。特に以下の 2点に焦点を当てる。（1）

母親の帰宅時間は、子どもの自尊感情にどのよう

な影響を及ぼすか。（2）母親の就業形態は、子ど

もの自尊感情にどのような影響を及ぼすか。 

内閣府の『平成 26 年版子ども・若者白書』によ

ると、日本の若者は諸外国と比べて、自己を肯定

的に捉えている者の割合が低く、自分に誇りを持

つ者の割合も低い。一方、自己肯定感の高い日本

の若者は家族関係が充実していることも指摘され

ており、保護者が良い親子関係を築くための子育

て支援が重要であると述べられている。 

このように、今日の日本において、子どもの自

尊感情について検討することは重要である。本研

究は、日本社会では母親がより多くの子育てを担

う傾向にあることを考慮し、母親と子どもの関係

をもとに子どもの自尊感情を分析し、子どもの自

尊感情の促進に関わる政策立案の示唆を得ること

を目的としている。 

 

2. 問題の背景と先行研究 
自尊感情を育むためには、ありのままの自分を

受け入れることができる環境が必要であり、その

ためには子どもをあるがまま受け入れる者の存在

が必要である（加藤・中島、2011）。現在の日本で

は、子どもは日々の多くを母親と過ごす傾向にあ

ることから、子どもの自尊感情の促進において母

親が重要な役割を果たしていると思われる。 
子どもの自尊感情に影響を与える要因には「性

別」「経済的要因」「関係的要因」などが挙げられ

る（郭・田中・任・史、2018）。関係的要因はさら

に「親・親戚との関係」「学校での生活」「友人の

有無」などに分けられ、「親・親戚との関係」のな

かでは、とりわけ《親への信頼》が子どもの自尊

感情に重要な影響を与える。末盛（2002）は、親

の就業状態によって子どもの独立心に差は見られ

ないが、母親が就業を継続している場合、子ども

の独立心は他の群よりも高くなることを報告して

いる。しかし、母親の就業状態と子どもの自尊感

情との関連については報告されていない。これら

の先行研究は、母子の関わり方が子どもの自尊感

情に影響を与えることを示唆しているが、母親の

働き方が子どもの自尊感情にどのような影響を与

えるかについては十分に明らかにされていない。 
 
3. 仮説  
末盛（2002）によると、母親の就業は家庭生活

と対立しやすく、その結果適切な養育行動を困難

にし、子どもに悪影響を及ぼす可能性があるとい

う。つまり、就労による子どもと過ごす時間の減

少や、子どもに十分な注意を払う余裕の無さが子

どもに対して負の影響を及ぼすと予測できる。 
母親の養育行動、とりわけ情緒的サポートは子

どもに正の影響を与え（末盛、2002）、親への信頼

は子どもの自尊感情に影響を与える。つまり、悩

みを聞くなど情緒的なサポートを行い、親子の信

頼関係を築くことが子どもの成長にとって重要な

ため、より多くの交流時間が必要だと考えられる。 
武田・石田（2013）によると、親子の信頼関係

は子どもの親への相談を促進する。また、アクセ

シビリティ（近づきやすさ）は相手への話しかけ

やすさにより高まることが明らかになっている

（池田・磯崎、2021）。親の長時間労働が原因で子

どもと十分な時間が取れない場合、子どもにとっ

て親はアクセシビリティの低い存在として認知さ

れ、悩みを相談する意欲は低下すると考えられる。 
このように、母親の長時間労働により子どもは

母親との信頼関係を築く機会が限られ、悩みを相

談しにくくなり、結果自尊感情が低下すると考え

られる。よって、以下の仮説を設定する。 
仮説 1：母親の長時間労働は、子どもの母親への

悩み相談に負の影響を与える。 
仮説 2：母親への悩み相談は、子どもの自尊感情

に正の影響を与える。 
 
4. 方法 
【データ】 

東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研

究所が共同で実施した「子どもの生活と学びに関

する親子調査 2015-2018」のデータより、2018 年

度調査（Wave4）のデータを使用した。このデータ

の特徴は、子どもと保護者の回答をマッチングし

ている点にある。本研究では、小学 4～6年生およ

び中学 1～3 年生の子どもとその母親を分析の対

象とした。サンプル数は、子ども 4,547 人（小学
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4～6年生 2,489 人〈うち男子 1,243 人、女子 1,246

人〉、中学 1～3年生 2,058 人〈うち男子 962 人、

女子 1,096 人〉）、母親 4,547 人である。 

 
【分析に用いた変数】 

子どもの自尊感情（子ども調査項目）：「自分のい

いところが何かを言うことができる」と「自分に

自信がある」（4=とてもあてはまる～1=まったくあ

てはまらない）の 2項目の平均値を算出し、合成

尺度として分析に用いた（信頼性係数 α=0.77）。 

子どもが親に悩みを話す機会（子ども調査項目)： 

「4=よくある～1=まったくない」の単一項目。 

母親の仕事がある日の帰宅時間（保護者調査項

目）：「1=15 時より前～6=23 時よりも後」の 6点式

尺度項目。 

母親の就業形態（保護者調査項目）：「1=正規、0=

非正規」のダミー変数。 

統制変数：重回帰分析では以下の統制変数を用い

た。母親の職種、世帯収入（1=400 万円以下～4=800

万円以上）、2018 年時点での母親の年齢、母親の

婚姻形態（1=配偶者があり、0=なし）、子の性別、

学校段階（1=中学校、0=小学校）、子の人数。 

 
5. 結果 

表 1は親に相談する機会と子どもの自尊感情を

従属変数とした重回帰分析の結果である。母親の

仕事がある日の帰宅時間は親に相談する機会に対

して統計的に有意な負の影響を与えている。また、

子どもの自尊感情を従属変数とした重回帰の結果

（モデル②）が示すように、子どもが親に相談す

る機会は子どもの自尊感情に統計的に有意な正の

影響を与えており、母親の帰宅時間は子どもの相

談機会を媒介して自尊感情に負の影響を与えるこ

とがわかる。しかし同時に、母親の帰宅時間は子

どもの自尊感情に対して直接的な負の効果も与え

ている。母親の就業形態については、親に相談す

る機会、子どもの自尊感情のどちらに対しても有

意な影響を与えないことが示された。 

 
6. 考察と政策示唆 

分析により、母親の仕事がある日の帰宅時間が

遅いほど、子どもは母親に悩みを相談しにくくな 
り、結果子どもの自尊感情は低くなることが分か

った。さらに、母親の帰宅時間が遅いことは子ど

もの自尊感情を直接的に低下させることが明らか

になった。つまり、母親の帰宅時間が子どもの自

尊感情に与える影響には「悩みの相談」を媒介す

る負の間接効果と、「悩みの相談」を介さない負の

直接効果の両方があると考えられる。また、母親 
の就労形態は子どもの自尊感情には影響しないこ

とから、就労形態よりも子どもと過ごす時間がよ 

表１ 子どもが親に相談する機会と子どもの 

自尊感情を従属変数とする重回帰分析の結果 

 
 
り重要であるといえる。 
母親が子どもと過ごす時間を十分に確保するた

めには長時間労働の是正は避けられない。一つの

有効策は「労働時間の見える化」である。月毎に

労働時間の目標を設定し、結果を開示することで

労働時間に関する意識が高まる。また、誰が・い

つ・どのような業務を行っているかを見える化す

るためには、職場の分業体制の再検討も重要だろ

う。限りある資源としての時間を意識し、雇用側

が「見える化」により効率的な時間管理を率先す

ることで長時間労働の是正に繋がると考える。 
 
参考文献 

(1) 池田亜紗・磯崎三喜年（2021）「青年期の援助

要請研究：対人関係的観点から見た研究動向」『子ど

も社会研究』27号、pp.249-63. 

(2) 郭芳・田中弘美・任セア・史邁（2018）「子ど

もの自己肯定感に及ぼす影響要因に関する実証研究：

京都子ども調査をもとに」『評論・社会科学』126 号、

pp.15-32. 

(3) 加藤悠・中島美那子（2011)「母親の自尊感情

と養育態度：子どもの自尊感情を育むために」『茨城

キリスト教大学紀要』45号、pp.119-129. 

(4) 末盛慶（2002）「母親の就業は子どもに影響を

及ぼすのか：職業経歴による差異」『家族社会学研究』

13 巻、2号、pp.103-12. 

(5) 武田裕子・石田弓（2013）「青年期における両
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京都市民への三条大橋発信活動 
‐歴史的価値継承を目指して‐ 

 

京都産業大学現代社会学部鈴木ゼミ 三条大橋チーム 

○片山 賢哉（Katayama Kenya）・溝端 千晴（Mizobata Chiharu）・ 

安藤 大凱（Ando Taiga）・大西 美衣（Onishi Mie）・ 

姫氏原 えり（Kishihara Eri）・田中 羽翼（Tanaka Tsubasa）・ 

松阪 紘直（Matsusaka Hironao） 

（京都産業大学現代社会学部現代社会学科） 
キーワード：三条大橋、歴史的価値、継承 

 

1. はじめに 

三条大橋は「天正十八年」の文字が刻まれた擬

宝珠が使用され、東海道五十三次の西の起点にな

るなど歴史的価値の高い橋梁である。周辺には多

くの店舗が建ち並び、市民の憩いの場となってい

る。しかし、日常的に利用されているが故にその

歴史的価値について触れる機会は少ない。そこで、

京都市民に400 年の歴史を持つ三条大橋の魅力を

知ってもらうことが必要だと考えた。 

本稿では、三条大橋･三条大橋周辺の利用者を対

象に調査を行った。歴史ある三条大橋を未来へ継

承するための政策提言を行う。 

 

2. 三条大橋の現状 

三条大橋は前回の改修工事から約 50年が経ち、

木製高欄にひび割れが生じるなど老朽化が進行し

ている。そのため京都市はふるさと納税を募り、

2024 年春の完成に向けた補修工事（4億円）を行

っている。 

 

3. 活動内容 

（1）広報活動 

補修・修景事業の寄付を呼びかけるポスター制

作を 4年前から行い、京阪系バスに 500 台、地下

鉄の駅構内に掲載している。今年度は 2024 年度の

リニューアルを前面に打ち出したデザインとした。

（11 月 20 日から掲載予定）防護柵に用いられる

麻の葉模様を取り入れることによって「みやびな

京都の玄関口」を表現している。 

 

（2）クラウドファンディング 

三条大橋の価値を広く知ってもらうことを目的

に、昨年は若者を対象としたクラウドファンディ

ングを行った。その結果、目標金額の 20 万円を上

回る 231,500 円の支援額を達成した。集まった寄

付金は三条大橋改修記念クリアファイルの制作に

充てられ、三条大橋周辺の小学校 4 校（約 2,200

人）に配布予定である。また、寄付者には三条大

橋に用いられるヒノキを使ったアロマオイルを返

礼品としている。 

 

4. 調査結果 

（1）年代調査 

三条大橋周辺の利用者層を把握するため、通行

者の年代に関する観察調査を実施した。調査は平

日と休日に分けて行った。サンプリング数は

2,484 名。 

結果は図 1 の通りである。20 代は 35.3％と最

も多く利用している。一方 10歳未満は 2.1％、10

代は 5.9％と少ない。 

図 1 年代調査 

 

（2）行動調査 

三条大橋･三条大橋周辺でどのような行動をし

ているか観察調査を実施した。その結果、立ち止

まって擬宝珠や石柱を見る人は少ないことがわか

った。経由のため通行するだけの人がほとんどで

ある。また周辺では、若者は食べ歩きが多い、高

齢者は散歩や休憩をする人が多いなど、世代によ

り特徴があることがわかった。 

 

（3）アンケート調査 

三条大橋周辺の河川敷での街頭アンケート（81

名）、Google フォームでの Web アンケート（97 名）

の計178名にアンケート調査を実施した。 

 

①補修工事の認知度 

補修工事の認知度を調査した。知っていると答

えた人は、街頭アンケートでは 30.4％だが、Web

アンケートでは 11.2％であった。(図 2・3)三条大
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橋が身近でない一般の方々には、知られていない

ことがわかった。 

図 2 補修工事の認知度（街頭アンケート） 

図 3 補修工事の認知度（Web アンケート） 
 

②誰と来たか 

街頭アンケートで、その日誰と来たのかを調査

した。結果は、友人（71.6％）、家族（18.5％）、

1 人（9.9％）。（図 4）1 人で来る人は少なく、友

人や家族など複数人で来る人が多いことがわかっ

た。 

図 4 誰と来たか（街頭アンケート） 

 

5. 政策提案  

三条大橋を未来へ継承するための提案として、

京都市民への発信活動を提案する。前にも述べた

ように、三条大橋は歴史的価値が高い。補修工事

に 4億円もの費用がかかるのは、それほど価値が

あるからである。だが調査では、橋を素通りする

人が多いことや、一般的に補修工事の認知度が低

いことがわかった。（図 3）このことから、市民に

歴史的価値が伝わっていないと考える。事業とし

ての更新だけでなく、歴史的価値を未来へ継承し

ていくことが課題である。 

具体的にまず、京都市の小学生への発信活動を

提案する。年代調査では、10歳未満、10 代の利用

が少ないことがわかった。（図 1）歴史的価値を未

来へ継承するためには、将来の地域を担う小学生

に関心を持ってもらうことは重要である。今回の

補修工事では、高欄の更新に京都市産の「みやこ

杣木」であるであるヒノキが使用される点がアピ

ールポイントとなる。そこで、三条大橋に関する

メッセージの入った「ヒノキえんぴつ」を京都市

の小学生へ配布することで、歴史的価値を伝えた

い。 

次に、市民に向けて三条大橋周辺のおさんぽマ

ップ作成を提案する。三条大橋の歴史や知ってほ

しい周辺のスポットを掲載し、実際に足を運ぶこ

とで歴史的価値を感じてもらいたい。街頭アンケ

ートでは、複数人で訪れる人が多いことがわかっ

た。そこで、友人や家族とも楽しめる周辺の飲食

店や観光スポットなども掲載する。行動調査の結

果では、世代により三条大橋･三条大橋周辺での過

ごし方に特徴があったため、若者向けにはインス

タ映えスポットを、高齢者向けにはウォーキング

コースを掲載するなど、世代に合わせ複数のマッ

プを作成する。 

以上の通り、市民への発信活動を提案する。三

条大橋の利用目的は人それぞれ異なるが、今回の

調査により傾向を把握することができた。市民全

体に同じ発信をするのではなく、世代などの特徴

に配慮した効果的な発信活動を行う。 

そして将来的には、重要文化財の指定も目指し

ていきたい。京都市民だけでなく、日本中の多く

の人に愛される橋にしていく。そのために、まず

は市民が歴史的価値を認識し、誇りに思うことが、

三条大橋を未来へ継承するための第一歩である。 
 

参考文献 
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今里 佳奈子（龍 谷 大 学）   入江 容子（同志社大 学） 

大 谷  杏（福知山公立大学）   岡本 悦司（福知山公立大学） 

桂  明宏（京都府立大学）    岸  道雄（立命館大 学）  

河内 良彰（佛 教 大 学）    小林 大祐（京都文教大学） 

蔡  秀卿（立命館大 学）    佐藤 千恵（京都府立大学） 

佐野  亘（京都大学大学院）    菅原 宏太（京都産業大学） 

髙山 一夫（京都橘大 学）    南島 和久（龍 谷 大 学） 

新見 陽子（同志社大 学）    原田  徹（佛 教 大 学） 

前田 昌弘（京都大学大学院）    牧   和生（京都橘大 学） 

松田  哲（京都女子大学）    三浦  潔（京都文教大学） 

湯浅 俊郎（京都華頂大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保 さや（京都女子大学）   岡田 瑞希（京都先端科学大学） 

尾本 知訓（京都先端科学大学）   兼山 晃輔（同志社大学） 

白木  煕（京都先端科学大学）   鈴木 臣空（京都先端科学大学）      

中川 依子（京都女子大学）   野﨑 悠登（京都先端科学大学） 

堀場 優輝（ 龍 谷 大 学 ）   水野 敦司（ 龍 谷 大 学 ） 

山岸 哲平（ 京 都 大 学 ）     

    

 

都市政策研究推進委員会 

学生実行委員会 
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